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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年１１月２７日 

自  午後  １時 ０分 

至  午後  １時 ３分 

於  委 員 会 室 ２ 

 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 近藤 智昭 君 

副 委 員 長 浅田眞澄美 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   松本 洋介 君 

 〃   麻生  隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 １時 ０分 開会 ― 
 

【近藤委員長】 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。 

これより議事に入ります。 

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、中山委員、山田委員のご

両人にお願いいたします。 

本日の委員会は、平成30年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後  １時 ２分 休憩 ― 

― 午後  １時 ３分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

これをもって本日の文教厚生委員会を終了い

たします。 

お疲れさまでした。 
 

― 午後  １時 ３分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年１２月１０日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ４時１８分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君 

副委員長(副会長) 浅田眞澄美 君 

委    員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   松本 洋介 君 

 〃   麻生  隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

        な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

総 務 部 長 古川 敬三 君 

総 務 部 次 長 神崎  治 君 

学 事 振 興 課 長 松尾 信哉 君 

 
 

こども未来課長 濱野  靖 君 

 
 

教 育 長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 本田 道明 君 

総 務 課 長 中尾美恵子 君 

総 務 課 企 画 監 松﨑 耕士 君 

総 務 課 
県立学校改革推進室長 

小野下和宏 君 

福 利 厚 生 室 長 竹中  望 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 柴田 昌造 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 

義務教育課人事管理監 高鍋  洋 君 

高 校 教 育 課 長 林田 和喜 君 

高校教育課人事管理監 鶴田 栄次 君 

高 校 教 育 課 
児童生徒支援室長 

本村 公秀 君 

特別支援教育課長 池田 孝之 君 

生 涯 学 習 課 長 山口 千樹 君 

生 涯 学 習 課 
新県立図書館整備室長 

吉田 和弘 君 

学 芸 文 化 課 長 草野 悦郎 君 

体 育 保 健 課 長  山本 忠敬 君 

体育保健課体育指導監  小柳 勝彦 君 

教育センター所長 長谷川哲朗 君 

 
 

６、審査事件の件名 

〇予算決算委員会（文教厚生分科会） 

第121号議案 

 平成30年度長崎県一般会計補正予算（第3

号）（関係分） 

第127号議案 

 平成30年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）（関係分） 

 
 

７、付託事件の件名 

〇文教厚生委員会 

 （1）議 案 
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第130号議案 

 職員の給与に関係する条例等の一部を改正

する条例（関係分） 

第132号議案 

 長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正

する条例 

第136号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第137号議案 

 長崎県立長崎図書館と大村市立図書館との

合築により整備する図書館の事務の委託に

関する協議について 

第145号議案 

 長崎県総合計画チャレンジ2020の変更につ

いて（関係分） 

第146号議案 

 第三期長崎県教育振興基本計画について（関

係分） 

 （2）請 願 

・教育費負担の公私間格差をなくし、子どもた

ちにゆきとどいた教育を求める私学助成請

願 

・ゆきとどいた教育を求める請願 

 （3）陳 情 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの早期着手に

ついて）ほか 

・平成31年度 離島・過疎地域の振興施策に対

する要望書 

・平成30年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書 

・要望書（高田南土地区画整理事業の整備促進

について） 

・陳情書（国に対して病院船を保有する意見書

を提出することについて） 

・要望書（保育施策の要望について） 

・要望書（私立学校等に対する助成制度の充実

について） 

・陳情書（公立小中学校におけるＧＨＰ（ガス

ヒートポンプ）エアコンの導入について） 

・学童保育の施策拡充に関する陳情書 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

 

【近藤委員長】 おはようございます。 

 ただいまから文教厚生委員会及び予算決算委

員会 文教厚生分科会を開会いたします。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員会の傍聴につきましては、議運の申し合

わせにより、原則として、20人以内としており

ますが、本委員会に、さらに傍聴の申し込みが

あっておりますので、35人以内までこれを許可

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、35人以内の傍聴を許可いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

130号議案「職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分のほか5件で

あります。そのほか、請願2件、陳情9件の送付

を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、

文教厚生分科会において審査することになって

おりますので、本分科会として審査いたします

案件は、第121号議案「平成30年度長崎県一般
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会計補正予算（第3号）」のうち関係部分のほ

か1件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり、委員間討

議終了後、総務部、教育委員会、こども政策局

を含む福祉保健部の順に行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、これより審査内容等について、協

議いたします。 

 各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員

会を協議会に切り替えて行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ３分 休憩 ― 

― 午前１０時 ４分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。 

 ほかに何かご意見等ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ないようですので、これをもち

まして、委員間討議を終了します。 

 これより、総務部関係の審査を行います。 

【近藤分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 総務部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。 

【古川総務部長】 おはようございます。 

 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 総務部の予算決算委員会 文教厚生分科会関

係説明資料をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第121号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第3号）」のうち関係部分、第127号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）」のうち関係部分であります。 

 はじめに、第121号議案「平成30年度長崎県

一般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 歳出予算は、大学費280万2,000円の減、私立

学校振興費177万8,000円の減、合計458万円の

減であります。 

 これは、総務部職員の給与費について、関係

既定予算の過不足の調整に要する経費でありま

す。 

 次に、第127号議案「平成30年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 歳出予算は、大学費9万6,000円の増、私立学

校振興費20万円の増、合計29万6,000円の増で

あります。 

 これは、総務部職員の給与改定に要する経費

であります。 

 この結果、平成30年度の総務部所管の歳出予

算総額は、111億510万6,000円となります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上
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げます。 

【近藤分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【堀江委員】 第121号議案の大学費280万2,000

円の減なんですが、当初予算の給与費に比べて

減する結果になったということと理解をいたし

ますが、具体的にどういう事態になったのかと

いうことも、この際、ご説明をお願いいたしま

す。 

【松尾学事振興課長】 職員構成の変更によりま

す新陳代謝による減になっています。 

【近藤分科会長】 よろしいですか。 

【堀江委員】 わかりました。 

【深堀委員】 1点確認なんですけれども、今回

の総務部の議案には入ってないんですが、教育

委員会の議案の中で、補正予算の中で、特別支

援学校に対するエアコン設置の予算がついてお

ります。 

 今回、国の特例交付金の創設によって、県内

では4,300カ所ぐらいの普通教室、これは小中学

校含めての話ですけれども、エアコン設置の特

例交付金の制度ができておりますけれども、今

回、学事振興課の予算では、そういったエアコ

ン設置の分の予算は全く載っていないわけです

けれども、私学に対するこういったエアコンの

設置の特例の交付金制度等々の受け入れ等々が

ないのかどうか、その点、確認だけお願いしま

す。 

【松尾学事振興課長】 特例交付金につきまして

は、公立学校を対象としているものでございま

す。したがいまして、私立学校に対するそうい

った交付金はございません。 

 ちなみに、私立学校において、基本的に普通

教室のエアコンについてはほぼ設置されている

状況でございます。 

【深堀委員】 今の答弁の中で、県内の私学の普

通教室にはほぼ100％エアコンの設置が完了し

ているというふうに理解をしていていいですか。 

【松尾学事振興課長】100％ではございません

が、ほぼ完了しているという状況でございます。 

【深堀委員】 今、普通教室の話をしましたけど、

学校現場での熱中症を考えた時に、当然グラウ

ンドとかは暑いところでありますけれども、室

内で考えた時に体育館、結局、全校集会とか、

部活動もありますけれども、そういった体育館

での熱中症も多いというふうに私は聞いている

んですが、そのあたり、もし体育館への空調の

整備が図られているかどうかという情報があれ

ば、教えてください。 

【松尾学事振興課長】 体育館につきましては、

現在のところ、整備について、各学校とも取り

組んではいないと、なかなか進んでいないとい

う状況はお聞きをしております。 

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第121号議案のうち関係部分及び第127号議

案のうち関係部分については、原案のとおり、

それぞれ可決することに、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。 

【近藤委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 それでは、総務部長より、総括説明をお願い

いたします。 

【古川総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 文教厚生委員会関係説明資料の1ページをお

開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第146号議案「第三期長崎県教育振興基本計画

について」のうち関係部分であります。 

 現在の第二期長崎県教育振興基本計画が今年

度末に終期を迎えることから、新たに平成31年

度から5年間の教育の振興に関する基本的な方

向や具体的施策等を計画として定めるため、長

崎県行政に係る基本的な計画について議会の議

決事件と定める条例第2条の規定により、議会

の議決を得ようとするものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県立大学

の次期学長について、長崎県教育大綱の策定に

ついて、政策評価の結果等について、地方創生

の推進について、平成31年度の重点施策でござ

います。 

（長崎県立大学の次期学長について） 

 長崎県立大学学長選考会議は、去る11月2日

に、今年度末で任期満了を迎える太田博道学長

の後任として、木村務氏を次期学長として選考

したことを発表しました。 

 木村氏は、学長代行や副学長などの要職を歴

任され、県立大学の取組に精通しておられるこ

とから、学長としてリーダーシップを発揮され、

魅力ある大学づくりを進めていただけるものと

期待しております。 

（長崎県教育大綱の策定について） 

 長崎県教育大綱については、第2回総合教育

会議の議論を経て、本県の教育等に関する総合

的な施策の根本となる方針として、新たな教育

大綱「豊かに育て ながさきの子どもたち」を

策定いたしました。 

 変化の激しい社会の中で、確かな学力とグロ

ーバルな視野を身に付け、健やかでたくましい

心と体を持つとともに、ふるさとを愛し、本県

の将来を担う人材を育成することを目指し、6

つの柱を定めております。 

 今後とも、知事と教育委員会がより一層連携

し、本教育大綱に掲げた方針を共有しながら、

教育行政を推進してまいります。 

（政策評価の結果等について） 

 長崎県政策評価条例に基づき、施策評価、事

務事業評価を実施いたしました。 

 施策評価については、総合計画に掲げる10の

戦略のうち、主に「戦略5 次代を担う子ども

を育む」、「戦略6 産業を支える人材を育て、

活かす」に取り組んでおり、関連する施策につ

いて途中評価を実施いたしましたが、その評価

の概要については、資料としてお配りしている

とおりであります。 

 このうち主な成果としましては、私立学校の

教育の振興と創意工夫による活性化策への支援

に取り組んだ結果、魅力ある私立学校づくりが

進んでおります。 

 また、今後の主な対応方針としましては、私

立学校への継続した支援を行うとともに、県立

大学において社会人基礎力を有する人材育成や
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卒業生の地元定着に取り組んでいくこととして

おります。 

 事務事業評価については、6件の事業群評価

調書により、12件の事業を評価いたしましたが、

そのうち1件の事業が「終了」となり、4件の事

業については、平成31年度に向けて「改善」の

見直しを検討いたしております。 

 なお、施策評価及び事務事業評価等の結果に

ついては、ホームページ等を通じ、県民の皆様

にも広く公表いたしております。 

 今後、県議会における論議を踏まえながら、

施策及び事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。 

（地方創生の推進について） 

 総務部におきましては、総合戦略に掲げる18

の基本的方向のうち、「「人財県長崎」の実現

により「ひと」と「しごと」の好循環を生み出

す」に取り組んでおり、関連する事業等につい

て評価・検証を実施いたしました。 

 県立大学においては、平成28年4月の学部学

科再編で情報セキュリティ学科を設置し、高い

専門性と実践力を身につけた情報セキュリティ

技術者の育成を目指しております。 

 今後の方向性と致しましては、サイバーセキ

ュリティ対策を学ぶセキュリティ演習室を活用

した授業、企業での長期インターンシップなど

実践的な教育を進めるとともに、情報技術に関

する国家資格の取得を推進し、企業等の第一線

で活躍できる人材の育成に取り組んでいくこと

としております。 

 次に、文教厚生委員会関係説明資料（追加1）

をご覧ください。 

（平成31年度の重点施策） 

 総務部の予算編成における基本方針としまし

ては、県立大学において、地域に根ざした実践

的な教育等を通じて、若者の地元定着を推進す

るほか、佐世保校の建替えなど教育環境の整

備・充実を図ることで、魅力ある、選ばれる大

学を目指します。 

 また、少子化の進行、グローバル化や情報化

の進展など教育を取り巻く環境が変化する中、

建学の精神に基づいた特色ある教育による魅力

ある私立学校づくりを推進します。 

 そのため、学部学科再編を踏まえた新たな機

能を有する校舎への建替えにかかる事業費とし

て「県立大学佐世保校建設整備事業費」を、ま

た、私立学校の教育力を一層向上させる取組へ

の支援として「学校力をパワーアップ 私立学

校実践支援事業費」の予算要求をしております。 

 これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

で更に検討を加えてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【近藤委員長】 次に、学事振興課長より補足説

明を求めます。 

【松尾学事振興課長】 長崎県教育大綱について、

補足してご説明をさせていただきたいと思いま

す。資料をご用意しておりますので、そちらの

ほうをご覧いただきたいと思います。 

 長崎県教育大綱の策定でございますが、9月

定例会の文教厚生委員会におきまして、大綱案

をご説明させていただいた後、知事、教育委員

会委員からなる「長崎県総合教育会議」におい

て、再度協議を行いまして、資料1のとおり、

新たな教育大綱として、「豊かに育て ながさ

きの子どもたち」を策定いたしました。 
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 表紙でございますが、今回は、県民に親しみ

を持ってもらいたいということから、タイトル

を「豊かに育て ながさきの子どもたち」とい

たしまして、それを長崎県教育大綱と位置づけ

ることとしました。 

 大綱策定の趣旨としましては、本県を取り巻

く環境が刻々と変化している中で、確かな学力

とグローバルな視野を持ち、自らの個性と能力

を十分に発揮しながら、新たな価値を創造し、

ふるさとを愛し、人と人とのつながりを大切に

しながら、長崎の産業や地域を支えることがで

きる人材育成を目指すこととしております。 

 大綱の位置づけとしましては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律に基づきまして、

本県の教育、学術及び文化等の振興に関する基

本的な方針を定めたものでございまして、期間

は、平成31年度から平成35年度までの5年間と

しております。 

 中のほうをご覧ください。 

 長崎県教育の推進のための6つの柱について、

見開きの形で記載をしております。 

 もう一つ、資料の2というのがございますが、

そちらのほうで、前回の委員会でご報告をした

案からの変更点についてご説明したいと思いま

す。 

 横長の資料でございます。右側が変更前、左

側が変更後になっております。 

 それぞれの修正箇所でございますが、まず、

1つ目の柱については、修正はございません。 

 2つ目の柱につきましては、「確かな学力を

身に付け、自らの能力を十分に発揮する力」と

いいますのは、いつの時代にも身に付けるべく

普遍的なものであるということから、タイトル

及び説明文の「変化する社会」といった表現に

ついて削除いたしております。 

 3つ目の柱につきましては、変更前の記載で

は、1段落目と2段落目がそれぞれ独立したもの

として表現をされていましたが、1段落目で、

この柱で育てたい人材像を表現しまして、2段

落目で、そのために必要な力を育むといった表

現に修正しております。 

 裏のほうをご覧ください。 

 4つ目の柱でございます。総合教育会議の中

で、「創造性を発揮するためには、何にでもチ

ャレンジする精神を持つことが重要だ」といっ

たご意見をいただきました。そこで、説明文に、

「チャレンジ精神を持って」という文言を追加

しております。 

 5つ目の柱につきましては、前回の委員会に

おきまして、「世代や年齢が異なる人々だけで

はなく、障害を持つ方、ＬＧＢＴ、あるいは学

校に行くことが困難な子どもたちに対しまして、

子ども同士が思いやりを持つという視点も必要

ではないか」というご意見をいただきました。

説明文の冒頭を、「世代や年齢が異なるなど多

様な人々」ということで、さまざまな人々とい

う形でのいろんな視点といった表現に変更して

おります。 

 それから、6つ目の柱ですが、子どもたちを

社会全体で支えることを強調するということで、

柱のタイトルの「安心して育っていける」を「豊

かな成長を支える」に修正しております。 

 今後は、この大綱のもと、教育委員会と本県

教育の課題及び目指すべき姿を共有して、十分

な意思疎通や連携強化を図っていきたいと考え

ております。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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【近藤委員長】 質疑がないようですので、これ

をもちまして質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第146号議案のうち関係部分は、原案のとお

り、可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第146号議案のうち関係部分は、原

案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【松尾学事振興課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出いたしました総務部関係の資料についてご説

明いたします。 

 附属機関等会議結果について、本年9月から

10月の実績は、9月3日及び10月29日に開催しま

した長崎県私立学校審議会の2件となっており

ます。 

 会議の結果については、資料1ページから5ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

陳情審査を行います。 

 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行います。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

【中島(浩)委員】 資料の2ページから3ページに

かけてなんですけれども、県立高校も、一定少

子化に伴い定数が減している学校もあるわけな

んですけれども、今回の私学審議会におきまし

て、議事概要で、南山高校であったり、女子商

業であったり、西海学園高校であったり、純心

女子もそうなんですけれども、ここにきて、一

定定員が減員になっているという状況があって

いるということでございますけれども、県立高

校であれば、教員の方の配置については、異動

とかいろんな形でフォローはできると思うんで

すけれども、私学のほうは減に伴う教員の方た

ちの定数といいますか、その辺の状況はどうな

っているんでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 基本的に少子化に伴いま

して、生徒数については減少の方向というのは

間違いないことかと思います。 

 それに伴い、各学校法人が生徒の減少に合わ

せ、教育の内容でありますとか、あるいはクラ

スの編成でありますとか、そういったことをそ

れぞれの学校法人で検討しながらされていると

ころでございます。 

 したがいまして、やはり生徒数が減っている

ところにつきましては、教員等につきましても、

効率的な形で考えられているかとは思いますが、

それぞれの学校によって違いますので、県のほ

うで、例えばこういうふうにしなさいとか、そ
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ういった指導をしているとかということは、特

にそれはございません。 

【中島(浩)委員】 私立高校で懸念されるのは、

やはり専門の先生方の配置がなかなか難しくな

ってくるんじゃないかということもございます

ので、一定学校法人に任せているというのは確

かなことでしょうけれども、いろんな情報交換

をしながら、県の場合はこういうやり方もやっ

ていますよという情報交換ぐらいはいいんじゃ

ないかなと思いますが、その辺はどうですか。 

【松尾学事振興課長】 その点につきましては、

私立中高協会がございますので、そちらのほう

と、少子化に向かう中で、教員の配置について

どう考えるのか、あるいは私立学校間で連携が

できないのかというような視点についてお話を

させていただいております。 

 ただ、今のところは、まだ具体的にこういっ

た形で対応するというところまで至っておりま

せんけれども、そこは状況等もお伝えしながら、

適宜情報交換をしながらやっていきたいと考え

ています。 

【中島(浩)委員】 ぜひそういう情報交換はやっ

ていただきたいと思います。 

 もう一点ですけれども、創成館高校の定数が

毎年増えているということなんですが、どうい

った要因でこういう状況が続いているんでしょ

うか。 

【松尾学事振興課長】 要因について、これとい

った形で申し上げるのは難しい部分もございま

すけれども、中学生の卒業生の減につきまして

も、全般的に言いまして、地域差がございます。

それから、私立学校の場合は、地域によりまし

ては、広範囲に生徒確保に向けて努力をしてい

るという学校もございます。 

 そういった形で、例えば創成館高校の場合に

つきましては、県央地区という地理的な要素も

一つはあるのかなとは考えておりますが、それ

だけじゃなくて、さまざまな要素によるもので

あるというふうに考えております。 

【中島(浩)委員】 私は、一つは送迎バスの関係

もあるんじゃないかと思うんです。どんどん距

離を延ばされておりまして、それで対象者が増

えているんじゃないかなと、一因があるのかな

と思うところもあるんですけれども、できれば、

公立高校も引き合いがなくて、各学校ごとに特

色のある学校づくりをして、生徒を何とか減ら

さないようにやっていこうという中で、こうい

った事例があるのであれば、どういった条件の

もと、こうやって増えているのかというのはぜ

ひ研究していただいて、県立学校の今の少子化

に伴う生徒数の減少に対しての対抗策じゃない

ですけれども、そういった形もある一定考慮し

ていただければと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

【松尾学事振興課長】 スクールバスにつきまし

ては、それぞれの学校の経営判断におきまして、

そこを広範囲に通わせているということは、確

かにあるかとは思います。 

 公立と私立の定員の問題につきましては、公

私立の連絡協議会等がございますので、そうい

った中で公立と私立でこれからも丁寧に議論を

していきたいと考えております。 

【中島(浩)委員】 7対3ですね、これは一定確保

されていますけれども、ぜひ、そういった情報

があれば、教育庁のほうに、こういった情報も

ありますよということでお知らせいただければ、

教育庁のほうでも検討されると思いますので、

ぜひその辺はよろしくお願いいたします。 

【中山委員】 中島(浩)委員にも少し関連します

が、長崎県私立学校審議会の内容についてお尋



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１０日） 

- 11 - 

ねしますが、先ほど南山高校等、減している学

校が4つあって、私が計算したところ、160名程

度になっておりますが、また、中島(浩)委員か

らあったように、創成館学校が2校で増があっ

ておりまして、これが合計45ということであり

ますので、プラス、マイナスすると、マイナス

115という形になっております。そうすると、

来年の平成31年4月1日からこの定員というこ

とになると思いますが、私立学校の全体の定員

数がどうなっているのかが、一つ。 

 それと、もう一つは、ながさき東そのぎ子ど

もの村小学校ということで、東彼杵の小学校を

閉校した後に小学校ができたということであり

ますので、大変興味深いことであろうと思いま

すが、この辺の設置の経過というか、どういう

同意があってこうなったのかという問題と、入

学希望者はどの程度おるのかという問題と、そ

して、これが、卒業した後どういう形の進路が

予測されておるのか、これについてお尋ねをし

ておきたいなと思います。 

【松尾学事振興課長】 まず、私立高校の定員で

ございますが、平成30年度、今年度は全体で

4,294名でございます。今、委員がおっしゃいま

したように、来年度は115名定員が減になりま

すので、結果として、平成31年4月の定員は

4,179人ということになります。 

 それから、ながさき東そのぎ子どもの村小学

校でございますけれども、この小学校につきま

しては、全国で現在4校、ほかの県でも小学校

を開設しているところでございまして、少しユ

ニークな教育をしているところでございます。

寮生と通学生とおりますけれども、その中で、

座学の教育だけではなくて、プロジェクト研究

といいますか、一つのテーマを研究していく中

で、例えば算数の要素でありますとか、社会の

要素でありますとか、理科の要素でありますと

か、そういったものも含めて、それをつくり上

げていく中で勉強していくというものも取り入

れている。あるいは、子どもたちが自分たちで

ディスカッションをしながらいろんなものを決

めていく、それを教員がサポートをしていくと、

そういった自主性を尊重した学校として、今ま

で他県において成果を上げてきているという学

校でございます。 

 今回、東彼杵町に開設をすることになったわ

けですけれども、まず一つは、東彼杵町のほう

が勧誘をされたということがございます。その

中で、地域の理解も得まして、今回、廃校にな

った校舎を活用して、そこに開設をすることに

なったという経過でございます。 

 卒業後の進路でございますけれども、まず、

今までの他の4校といいますと、まず一つが、

和歌山県に高等の専修学校がございます。高校

ではなくて、高等の専修学校、高校見合いの専

修学校がございますけれども、そちらに進学す

る生徒が半分程度あるということでございます。

それから、通常の高校に進学する、あるいは留

学する、小学校の後に中学校まで行きまして、

小学校、中学校については大体併設されていま

すが、中学校を卒業した後は、基本的にはそう

いった進路になっているということでございま

す。 

 それから、生徒の確保についてでございます

けれども、何人確保できるというところまで、

今の段階では、まだ申し上げることはできませ

んけれども、例えば今年の7月と8月にサマース

クールを開催しております。そのときには、定

員の60名に対しまして応募が、県内外から113

名あったというふうに聞いておりまして、非常

に関心は高くなっているということは聞いてい
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るところでございます。 

【中山委員】 それじゃ、東彼杵町が関わってき

たということでありますけれども、経営主体は

町なのか、町プラス、何かＮＰＯ法人とか民間

が入ってやるのか、経営主体について説明が欲

しいということ。 

 もう一つは、入学者というのは、長崎県ばか

りじゃなくて、全国からでも入学することがで

きるのかどうか、それを含めて、2点だけお尋

ねしたい。 

【松尾学事振興課長】 経営主体でございますが、

これはあくまで学校法人でございまして、学校

法人「きのくに子どもの村学園」というのがご

ざいます。こちらのほうが経営についてはやっ

ていくということでございます。 

 ただ、町のほうが側面的な支援をしていくと

いうこと、あと、連携を図っていくと、例えば

公立小学校との交流でありますとか、そういっ

たところでの連携を図っていくということでご

ざいます。 

 それから、生徒の募集につきましては、私立

学校でございますので、全国から募集すること

は可能でございます。 

【中山委員】 わかりました。（「関連で」と呼

ぶ者あり） 

【浅田副委員長】 今の中山委員に関連させてい

ただきたいんですが、今見ると、各学年12名ず

つの募集ということになっていて、今、ここの

東彼杵自体、他校の学校とのバランスというか、

ただでさえ子どもが減っている流れにおいて、

そういったところを町も認識しているから、許

可をされた。一つは、もしかすると、他県から

家族ごとの移住とかも含めてというところを担

うというような側面もあってのことなのか、そ

ういったところをもうちょっと詳しく教えてい

ただいていいですか。12名を各学年が確保する

と、結構、この地域においてはどうなのかなと

思ったものですから。 

【松尾学事振興課長】 先ほどご説明しましたサ

マースクールに参加しているご家庭につきまし

ては、県内におきましても、東彼杵だけではな

くて、例えば大村であるとか諫早、島原、長崎、

佐世保、そういったところからもお見えになっ

ていると。それから、県外からも、佐賀、福岡、

熊本あたりからも参加があっているということ

でございます。 

 それから、聞いた話でございますが、例えば

札幌のほうから来られた方については、一家転

住も含めたところで考えているということで、

そういった視点は持っているということはお聞

きをしております。 

【浅田副委員長】 今おっしゃったように、家族

でとか、ご両親のどちらかと、保護者の誰かと

一緒にということで、人口をということとかも

あろうと思うんですが、全国に3件、こういっ

た学校が、ほかにグループであると、そこの実

態調査とかはどうなんですか。実際そのように、

家族ごとの移住とか、そういったところがある

ということとかも調べていますでしょうか。調

べていれば、教えてください。 

【松尾学事振興課長】 全国に4つの学校を持っ

ておられますけれども、数までは把握しており

ませんけれども、そういった一家転住をして、

学校に入学されている方がいるということは把

握をしております。 

【近藤委員長】 ほか、質問ありませんか。 

【麻生委員】 おはようございます。 

 同じく私立学校関係についてお尋ねしたいん

ですけれども、さっき私立学校関係、県外から

来られている子どもたちがいるということで、
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学事振興課のほうで、県外から来られている子

どもたちの状況は把握されているんでしょうか。 

 一つは、公立と7対3という状況の中で、私学

が建学の精神で、結構独特な教育をやったりと

か、スポーツを掲げてやっていますので、結構

多くの人たちが、夢をかなえたいということで

来られているのは事実ですけれども、ある意味

では、公立関係の学校が減っていっている状況

なんですね。だから、そういうことで、ある意

味では、私学でそれぞれの経営自体もあると思

うんですけれども、こういう枠を飛び越えてで

も私学の状況にしっかりと取り組んで支援して

いくのかどうか。そういう中では、定数の減の

ところもありますから、そういうことでされて

いると思うんですけれど、ある一定のレベルを

確認していこうということがあるんですけれど

も、今後、こういうことについての傾向性をお

尋ねしたかったんです。やっぱり各私学は、そ

れぞれ独自の建学で、増やしていこうというと

ころもあれば、なかなか経営が厳しくて、減ら

していかなくちゃいけない、あるんでしょうけ

れども、そういうところについての県として、

どういう方向で交渉しながら、皆さんのレベル

を落とさずに持っていこうとされているのか。 

 それと、あと一点は、言ったように、県外か

ら来る子どもたちの状況は把握されているのか

どうか、2点お尋ねしたいんです。 

【松尾学事振興課長】 公立と私立の定員につき

ましては、7対3ということを言っておりますけ

れども、公立の定員について、高校入学見込み

者の7割にすることによって、私立のほうにつ

いてもおおむね3割という形を今まで維持して

きていると、維持といいますか、おおむね3割

という形で推移をしてきているというところで

ございます。どうしても公立志向が強いという

こともございまして、そういった形をとってい

るところでございます。 

 この点につきましては、公立、私立のほうで、

今後とも丁寧な議論をしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 それから、県外からでございますけれども、

やはり私立の高校につきましては、県外のほう

から入学者を確保するという努力をされている

高校はございます。したがいまして、年々県外

からの入学者については増えてきているという

状況でございます。なかなか県内だけでは定員

も減っていくという状況がございますので、県

外のほうからの入学者を増やす努力をしている

高校はあるということでございます。 

【麻生委員】 数は、把握されてないんですか。 

【松尾学事振興課長】 数につきましては、平成

30年度が387名でございます。昨年度が351名で

ございましたから、年々増えてきているという

状況でございます。 

【麻生委員】 来年から、2019年の少子化の関

係で、私立学校が無償化になれば、一層私学の

方向性が強くなると私は思っているんですよ。

それは、私学の建学の精神があるから、だめと

は言わないんですけれども、やっぱりある一定

の状況を、学校レベルだとか、教育レベル、そ

ういったものを一定きちんとしていただきたい

というのがあるんですね。それは就職にもつな

がってくると思いますし、学校のいろいろな建

学精神があるから、そこについては尊重してい

きたいと思っているんですけれども、今後、私

立学校の経営を見ると、各学校がそれぞれ特色

ある高校でいくんだろうなと。 

 この前、総合科学大学の附属高校をお尋ねし

た時には、定員が120名なんだけど、約4割強が

県外だと言っていましたね。そういう意味で、
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県外から、特色あるということで持ってきても

らえれば、県内が活性化するということでいい

と思っているんです。だけど、ある一定の状況、

公立、私立の状況、ある程度までお願いしたい

なというのが1点と、片一方では、私立学校の

経営がなかなか厳しくなってきているというの

は聞いていますので、バランスよく取組をお願

いしたいなというのが現状だと思っています。 

 今後、増えていく傾向にあると思いますけれ

ども、クラブ活動だとか状況を、それぞれ取り

組んでいかれると思いますから、ぜひ注視して

もらいたいと思っているのが1点と、あと1点は、

その中で話をしているのは、県外から来る子ど

もたちが、結構寮生活とかでいろいろあるみた

いですので、県として、そういった方向性とし

て、私立学校をどこまで支援できるのか、長崎

に入ってくる子どもたちを、今後どういう形で、

学校任せにするのか、ある一定の補助を入れな

がら強化していくのかどうか、そういったこと

については、前回もお尋ねしましたけれども、

そういう方針はないのかどうか、その1点だけ

お尋ねしたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 まさしくそれぞれの学校

の判断で、どういった生徒を募集するかという

のは、されているかと思います。 

 そういった中で、県としては、経常費補助を

する、あるいは就学支援をしていく、そういう

形での支援をしていくという形で、そういった

前提がある中で、それぞれの私立学校がどうい

った形で学校の特色、あるいは経営をしていく

か、あるいは魅力を出していくか、そういった

ことを考えていただくということになるかと思

っております。 

 ですから、私どもとしては、まず、ベースの

部分をしっかり支援をしていくと。それから、

もう一つが、いろんな諸問題がありました時に

は、やはり学事振興課にも相談がございます。

そういったときについては、丁寧に、一つひと

つの課題については、ご相談に乗りながら助言

をしていくという形で支援をしていきたいと考

えております。 

【近藤委員長】 審査の途中ですが、請願審査の

時間になりましたので、準備のため、しばらく

休憩いたします。 
 

― 午前１０時４５分 休憩 ― 

― 午前１０時５２分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願審査を行います。 

 関係理事者として、こども未来課長に出席い

ただいております。 

 このため、理事者の出席範囲として、お手元

に配付しております配席表のとおり決定したい

と存じますので、ご了承をお願いします。 

 第3号請願「教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を求める私

学助成請願」を議題とします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堀江議員】 請願第3号、紹介議員の堀江ひと

みです。5,324筆の署名を添えて、請願を提出い

たします。 

 簡潔に趣旨説明をさせていただきます。 

 現在、長崎県では、高校生の3割が私立高校

で学び、幼児教育においては、約9割の園児が

私立幼稚園に通っており、私学教育に大きく依

存しています。私学は、公教育の場として大き

な役割を果たしながら、私学に学ぶ生徒・保護

者は学費負担の大きな公私間格差に悩まされ、

高い学費負担に苦しんできました。 

 2010年度から実施された就学支援金制度、さ
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らに、2014年から導入された新制度により、学

費の保護者負担は、従来に比べて軽減され、学

費滞納者や経済的理由による中途退学者の減少

につながりました。 

 しかし、長崎県が独自に行っている授業料減

免制度の補助対象に私学特有の施設整備費は含

まれておりません。そのために、生活保護世帯

であっても施設整備費相当の学費が残り、支払

えないと学費滞納となり、減少したとはいえ、

経済的理由による中途退学者が今なお存在しま

す。 

 本請願は、低所得者世帯における学費（授業

料と施設整備費等を含む）の実質無償化を実現

してほしいこと等、3項目の要望を行っていま

す。 

 本議会には、長崎県私立中学高等学校協会ほ

か5団体も含めまして、私立学校等に対する助

成制度の充実についての陳情も出されておりま

す。 

 また、本日は、請願人が趣旨説明を希望して

おります。私の発言は議事録に残りますが、請

願人の発言は議事録に残りません。その意味で、

趣旨説明がかぶるところがありましたら、お許

しいただきたいと思います。 

 請願採択とあわせ、どうかよろしくお願いい

たします。 

【近藤委員長】 この際、お諮りします。 

 請願人から、趣旨説明を行いたい旨の申し出

があっておりますが、これを許可することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時５６分 休憩 ― 

― 午前１１時００分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【松本委員】 先ほどいただいた請願の趣旨もよ

くわかります。私も幼稚園、中・高・大と私学

に通って、本当に親に多大な経済的負担をもた

らした経験もありますので、この趣旨は十分理

解できます。 

 そういった中で、いただいた項目のそれぞれ

に対して、実際この請願を承った中で、これを

実施する場合の予算について確認をしたいので

すが、まず、一つ目の私立学校の保護者の低所

得世帯における学費の実質無償化を本県で取り

組んだ場合に、どれくらいの金額を今試算して

いるのか、お尋ねをいたします。 

【松尾学事振興課長】 低所得の世帯といいます

のを590万円未満というふうに仮定したところ

で計算いたしますと、現在の制度におきますと、

約16億円の追加の負担がかかるということで

ございます。 

 ただ、平成32年4月から590万円未満の世帯に

つきましては、平均の授業料まで実質無償化が

されるということで、国のほうで、そういった

形で実現をするということにされております。

仮にそれが実現したとしましても、施設の拡充

費につきまして計算しますと、約9億円の負担

がかかるということでございます。 

【松本委員】 平成32年度以降は、私学の無償

化が政府のほうで予定しているということで、

16億円のうち7億円は無償であると。しかし、

設備費が9億円かかるということですね。 
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 それでは、2つ目の私立学校の経常費補助金

です。公立学校の教育費の2分の1に実際に拡充

した場合の試算はどれぐらいになるか、お尋ね

いたします。 

【松尾学事振興課長】 平成28年度の教育費で

試算をいたしますと、2分の1までしますと、追

加で42億円の負担がかかるというふうに試算

をしております。 

【松本委員】 42億円になると、県単で補助す

るにはかなり高額な金額になると思います。 

 それでは、最後、3番目のこの基準制度、70％

未満の不交付基準の撤廃でございますが、実際

のところ、この不交付の実績、適用したところ

が現在どのくらいあるのか、お尋ねをいたしま

す。 

【松尾学事振興課長】 この不交付の基準につき

ましては、先ほど来質問等でございましたが、

7対3に関連する部分でございますけれども、公

立を7にする中で、私立のほうも、少子化に伴

いまして自然と定員が減っていくという中で、

定員につきまして、実際の生徒の数に合わせる

という意味もありまして、こういった制度を設

けているところでございます。 

 ただ、この制度につきましては、各私立学校

におきまして浸透している状況でございまして、

7割を切る前に、しっかりと定員の見直しをし

ていただいて、実態に合った定員にしていただ

いているという状況でございまして、今までこ

れを適用した事例はございません。 

【松本委員】 今回も審議会で話が出ているよう

に、要は、70％未満にならないように、学校側

で対応をすると、要は、定員の見直しで対応し

ているということで理解いたしました。 

【近藤委員長】 ほかにございませんか。 

【麻生委員】 今、中途退学者があるという話が

ありましたけれども、現在、県下で中途退学者、

現状、県が就学についても、奨学給付金制度に

よって相当カバーされていると思っているんで

すけれども、現在退学者が、学業で退学したと

いうことと、また、金銭的な理由で退学したと

いう実態はどのくらいあっているんでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 私立学校の全日制の高等

学校で申し上げますと、平成29年度全体で160

名が中途退学をしているという状況でございま

す。 

 学校生活あるいは学業の不適応が63名、それ

から、進路の変更が71名、その他ございますけ

れども、経済的理由の退学が5名という状況に

なっております。 

【麻生委員】 今、話がありまして、中途退学の

中で経済的な理由というのは極端に少ないんじ

ゃないかと。また、2019年（平成32年）以降、

590万円以下の関係については、私学について

も590万円未満については授業料無償化という

こともありますので、今回の現状について、経

済的な理由についての退学というよりは、さっ

き申し上げましたように、学業の関係だとか、

ないしは進路変更、こういったのが多いという

ことですね。わかりました。 

【中山委員】 請願人にお尋ねしますけれども、

この請願内容の中で、生活保護世帯であっても

設備整備費相当の学費負担は残るということで、

経済的な理由で退学者が出ているということで、

大変心配しておりますが、その中で、設備整備

費相当学費というのがどの程度の金額になるの

か、その数字が出ていれば、出していただきた

いなと思います。 

【近藤委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時 ７分 休憩 ― 
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― 午前１１時 ９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【中山委員】 請願趣旨の中で、この金額につい

ては発言がありませんでしたので、そこは記録

として残す必要があると思ってお聞きしたわけ

でありまして、年額5万7,504円、これは私立学

校全体の平均なのか、5万7,504円の積算内容に

ついて、詳しく説明いただきたいと思います。 

【近藤委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時１０分 休憩 ― 

― 午前１１時１１分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【中山委員】 それでは、5万7,504円というこ

とで、もろもろ足して平均ということでありま

すけれども、県としては、この内容についてど

のように理解しているのか。5万7,504円、正当

性があるのかどうか、県の見解をお聞きしたい

と思います。 

【松尾学事振興課長】 この額につきましては、

私どもも調査をしておりまして、学則に記載を

されております施設設備費相当額の平均額とい

うことで、私どもも理解をしております。 

【近藤委員長】 間違いないんですね。 

 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１２分 休憩 ― 

― 午前１１時１３分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【松本委員】 先ほど質疑がございましたが、請

願の趣旨として、保護者の経済力に関係なく、

ゆきとどいた教育を受けることは必要でありま

して、本県においても、趣旨にありましたとお

り、高校生の3割が私立高校で学んでいる中で、

この公私間格差の解消というのは、私は必要で

あると思っております。 

 現在、年収590万円以下の所得制限はありま

すが、就学支援金制度において、これまで学費

負担に対応してきております。平成30年度にお

きましては、1億8,700万円の予算を計上してお

ります。今回の請願においての趣旨は一定の理

解はできますが、質疑でありましたとおり、項

目1におきましては予算が16億円、項目2におい

ては42億円の予算がかかります。項目3につい

ては定員の見直しで対応できるということで、

現状の財政状況では厳しいとの見解もありまし

た。 

 しかしながら、保護者の経済力に関係なく、

ゆきとどいた教育を受けることは必要でありま

す。公私間格差の是正に取り組むことは必要で

ありますが、そういった中で、答弁にあります

とおり、政府は平成32年度、私学無償化を決定

しており、年収590万円以下の世帯の私学無償

化によって、公私間格差の是正の一定の対応が

今後できるものと思っております。 

 そういった取組を評価し、本県の財政状況を

踏まえ、請願に対しては反対の立場として意見

を申し上げます。 

【近藤委員長】 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 休憩します。 
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― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 第3号請願に対する質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。 

 第3号請願「教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を求める私

学助成請願」を採択することに賛成の委員の起

立を願います。 

〔賛成委員起立〕 

【近藤委員長】 起立少数。 

 よって、第3号請願は、不採択とすべきもの

と決定されました。 

 以上で、請願の審査を終了します。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

した。本委員会を代表いたしまして、お礼を申

し上げます。ありがとうございました。 

 請願人には、ご退室いただきたいと存じます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時１７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 議案外所管事項に対する質問を行うこととい

たします。 

 質問はありませんか。 

【山田(朋)委員】 総務部長説明の3ページの中

で、「今後の主な対応方針としまして、県立大

学において、社会人基礎力を有する人材育成や

卒業生の地元定着に取り組んでいくこととして

おります」と書いてありますが、具体的にどの

ような内容を考えているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 まず、社会人基礎力を有

する人材育成でございますけれども、平成28年

4月に学部学科の再編をしまして、まず一つが、

実践的なものを学んでほしいということで、イ

ンターンシップ、あるいは海外におけるビジネ

ス研修、そういったものを基本的に必修化をし

まして、3年生の間に長期で、そういった実践

的な教育をしていくということが一つございま

す。 

 それから、もう一つが、卒業要件を設けまし

て、例えば国際経営学科であれば、ＴＯＥＩＣ

730点を卒業要件にする、あるいは、経営学科

でありますと、日経TEST430点を卒業要件にす

ると、こういった形ですべての学科に卒業要件

を設けまして、社会に出て役立てるようなスキ

ルを身につけていくと、こういった二本柱にお

きまして、社会人基礎力を有する人材育成を行

っているところでございます。 

 それから、卒業生の地元定着に向けてですが、

まず一つは、県内企業の情報を伝えるというこ

とで、「Ｎなび」の登録推進、その他あらゆる

機会を通じて、県内企業の情報を伝えるという

こと。それから、実際に企業と接する、企業で

働く人とも接する。そうすることによりまして、

企業がどういった仕事をしているのか、あるい

は地域の中でどういった貢献をしているのか、

あるいは働く人がどういった思いで仕事をして

いるのか、そういったことを直に肌で感じまし

て、地元企業への理解を深めていくと、そうい

った取組をしております。 

 それから、もう一点が、授業の中でまたもう

一つ、企業の方に来ていただきまして授業をす

るというのがございます。例えば企業の若手の

経営者に来ていただきまして、実際の経験であ

りますとか、学生に対して伝えたいこと、それ

を伝えてもらう。あるいは、県内の企業を一つ
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を取り上げまして研究をしていく。そういった

企業がどういった経営をしているのか、あるい

はどういった形で顧客等について開拓をしてい

るのか、そういったものを実際に企業のほうに

出向いていろんな話を聞く中で研究をしていく

と。そういったものをそれぞれ重層的にやりな

がら地元定着、まず、地元への意識を高める、

それから、地元の企業のことを知ってもらう、

そういったことをさまざまやっているところで

ございます。 

【山田(朋)委員】 まず、社会人基礎力を有する

人材育成の中では、平成28年4月の学部学科の

再編に伴い、インターンシップ制度、海外の長

期研修、学部によっての卒業要件を設けるよう

にされたということでありますが、以前も一度

お話をしたかと思いますが、海外研修が長期に

なると、その経済的負担というものがかなりあ

るかと思いますが、財政的に厳しい学生に対し

ては、この分は何か制度があるのかどうか、そ

のあたりをまずお聞かせいただきたいと思いま

す。 

【松尾学事振興課長】 例えば海外ビジネス研修

になりますと、やはり負担が大きくなってまい

りますので、これは大学のほうで補助の制度を

設けまして支援をしているところでございます。 

【山田(朋)委員】 補助の制度をつくっていただ

いているということであります。要件となると、

必ず受けないといけないということであります

ので、その補助の要件もいろいろあるかもしれ

ませんけれども、学生が海外で学びやすい環境

をさらに整備いただきたいと思っております。 

 それで、県立大学の卒業生のうちの県内就職

の割合はどれくらいなのかを、まずお聞かせい

ただきたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 昨年度、平成29年度で

言いますと、34.6％でございます。 

【山田(朋)委員】 県内全体の大学生が大体4割

ちょっとぐらいかなと思ったんですけれど、そ

れを考えると非常に、34.6％、県立大学は、言

うまでもなく、皆様からいただいている税金を

持って県が運営をしている大学でありますので、

ここを上げていただくための取組というのは、

さらに、本当にやっていただかないといけない

と思うし、これは県内の平均よりも悪かったか

なというふうに理解をしております。県内平均

がどれくらいだったかも、重ねて教えていただ

きたいです。 

 あと、若い人たちの離職というのが、今、非

常に社会問題になっているようであります。す

ぐにやめてしまう人がどうも多いようでありま

すので、私は、「地元定着に取り組んでいくこ

ととしております」とありますので、卒業生に

対する大学としてのフォローアップ制度とかそ

ういったものがあるのかどうか、その辺あわせ

てお聞きをしたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 大学の県内全体の平均で

言いますと、平成29年度が42.7％ということで、

確かに、県立大学の34.6％というのは平均を下

回っているということでございます。 

 理由といたしましては、経済系の学部につき

ましては、どうしても県外生が多くなっている

ということもありまして、これまで平均よりも

かなり下回っている状況です。 

 それから、他の大学につきましては、女子学

生が多い大学もございますので、やはり女子学

生につきましては、県内に就職する割合が高い

ということでございます。 

 県立大学につきましては、どうしても男子学

生のほうの割合が高いということも一つあるか

と考えているところでございます。 
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 それから、離職対策につきましては、対策と

いいますか、取組として、離職対策としてこれ

をやっているということは特にございません。

卒業者のフォローということにつきましては、

どうしても大学の場合につきましては、卒業し

てしまうと、企業でそれぞれがやっていくとい

う形で、もう未成年でもございませんので、ど

うしてもなかなかそこまでフォローアップはで

きないという状況はございますが、例えば企業

訪問を職員あるいは教員が行っておりますけれ

ども、そういった中でいろんな状況をお聞きし

ながら、何らかできないかということで、そう

いった状況をまず、今お聞きをしているところ

でございます。 

【山田(朋)委員】 離職者に対する対応まではで

きないということでありますが、私が数年前に、

公立高校を途中で退学した子どもさんたちが、

退学者が就職する際とかに学校に相談ができる

制度というのを、ホームページにも載せていた

だいたりしたことがあります。 

 今、課長が言われたように、もう成人をして

いることだから、そこまではちょっとというこ

とで、いろいろ企業からお話を聞きたいという

ことではありますが、一度、県内に就職した学

生のうち、34.6％しか県内就職をしておりませ

んので、とても残念なことですが、その離職で

すね、どういった状況であるかは、私は一度調

査をいただきたいと本当に思っております。せ

っかく県内に就職したけれども、マッチングそ

もそもがうまくいかずに、また県内から違うと

ころに、県外に再就職をしているかもしれない

し、これは本当に若い方々がなかなか職場にな

じめないとかいうのが問題になっていますので、

当然ながら、現役の学生の就職のお世話だけで、

就職課とか学校のほうは大変だと理解しており

ますが、卒業生も含めて、ある程度相談できる

環境というものは検討いただきたいと思います

が、ご見解を求めます。 

【松尾学事振興課長】 大学を卒業してしまいま

すと、どうしても連絡がつきにくいといいます

か、途切れてしまう部分がございます。最近は

個人情報の問題もありますので、卒業した後も

つながっていくというのはなかなか難しい状況

もございます。 

 ただ、そういった観点につきましては、やは

り大学がまずやってもらわないといけないこと

でございますので、今の委員のご提案につきま

してはお伝えをして、何かできることはないか

というのは、大学のほうと考えてみたいと思い

ます。 

【近藤委員長】 ほかにございませんか。 

【堀江委員】 平成30年度事務事業の評価結果

についての5ページ、私立高等学校県内就職推

進事業ということで、「平成31年度においては

より効率的で効果が高い支援を検討していく」

ということなんですが、一旦この事業は終わる

わけですけれども、来年度以降は変わって、新

たな制度ということですが、具体的にどういう

内容かということは、今の段階、お話しできま

すでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 今、財政課に予算要求を

しまして、予算編成に向けて協議をしていると

ころでございますけれども、基本的には、県内

就職推進員という制度はそのまま残す形でした

いということで協議をさせていただいていると

ころでございます。 

 ただ、高校生の県内就職につきましても、私

立高校につきまして、やはり上げていく必要が

ありますので、取組の内容につきまして、少し

広げていくといいますか、それぞれの学校でい
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い取組がありますが、いい取組をほかの学校に

も広げていくということで、例えば保護者に対

する説明会を拡充していくとか、離職者対策を

拡充していくとか、そういった形で取り組む内

容を広げていくと。それを、各学校にすべてと

いいますか、ほかの学校のいいところも伝えて

いくという形で、少しずつ底上げをしていくと

いう形を、今のところ考えております。 

【堀江委員】 県内就職推進員は、県内の就職に

はすごく大きな役割を果たしていて、それは行

政も認めるし、学校側も認めていて、学校側が

要望するところについては、一応全部配置をす

るというのをこれまでやってこられましたです

よね。 

 それを今度は、推進員を増やすということよ

りも、まずは体制としては残して、その上で、

今度は中身の検討をより、ソフト面でといいま

すか、その形でこれは充実していくというふう

に、そのことが、「より効率的で効果が高い支

援を検討していく」ということになるんでしょ

うか。 

【松尾学事振興課長】 今委員がおっしゃいまし

たような形で考えておりまして、そういったソ

フト面、そういった形で取組をより充実したも

のにしていくというふうに考えております。 

【堀江委員】 いずれにしても、私としては、「終

了」となっているので、ぜひこの推進員そのも

のは残していただきたいと思っておりましたか

ら、具体的な内容は、また次の機会にと思いま

す。 

 ありがとうございました。 

【近藤委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【中山委員】 教育大綱について、お尋ねいたし

ます。 

 「豊かに育て ながさきの子どもたち」、こ

れはスローガンで、豊かに育てということ、心

の問題だろうというふうに思いますが、そうい

う意味では、一定評価したいなと思います。 

 そこで、2番なんですよね。変更前が、「確

かな学力を身に付け、変化する社会の中で自ら

の能力を充分に発揮できる人材を育てます」、

変更後が、「確かな学力を身に付け、自らの能

力を充分に発揮できる人材を育てます」と。社

会というのは変化するから、ここを外してもい

いんじゃないかなというような考え方があった

かもしれませんけれども、これを外した理由で

すね。 

 あわせて、その中身というか、「基本的な知

識や技能を着実に身に付けるとともに、主体的

に行動し、課題を解決していく力を育み、変化

の激しい社会の中で」、こういうふうになって

おりますが、変更後は、「主体的に行動し、課

題を解決していく力を持ち」、これはいいと思

うんですよ。そして、「変化の激しい社会の中

で」を、ここは抜いておりまして、「能力を活

かして」、「し」の後に「て」が入っています

よね。「自ら活躍の場を切り拓くことのできる

人材を育成します」と。学力は、時代がどう変

わろうとしても、基本的なものについては変わ

らないというふうに思いますけれども、今の時

代ですね、現時点より、さらに10年後、20年後

はもっと激しく変化する社会があるわけであり

まして、その辺を見据えた中で教育をやってい

かないといかんわけですね。そうすると、ここ

を外したというのは、失礼かもしれませんが、

この文言を取り除いたというか、文中で、さっ

きもちょっと話があったようですけど、どうい

う議論があってこういう形になったのか、説明

いだきたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 これを外しました理由は、
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先ほども申し上げましたように、普遍的にこう

いった能力については、いつの時代においても

身に付けるべき能力であると、まさしく基本に

なる部分であるということがあるかと思います。 

 ただ、変化の激しい社会の中に対応していく

という視点は、当然必要だと思っております。

そういう中で、実は4番に、どちらかといいま

すと、こちらのほうでそういった視点を強調す

るということで、総合教育会議の中で、どうし

ても4番と2番が同じような趣旨が感じられる

部分もあるので、そのあたりを少し整理したほ

うがいいんじゃないかというご意見もございま

した。 

 そういったこともございまして、4番におき

まして、「ＡＩ・ＩoＴなどの技術革新の急速な

発展により、社会のあり方が大きく変わろうと

している中」、こういった形で対応していく必

要があるんじゃないかというような表現にさせ

ていただきまして、2番のほうは普遍的なもの

ということで、あえて、「変化する社会の中で」

というのをとって、どちらもそういった意味合

いを際立たせるという趣旨で、今回させていた

だいたところでございます。 

【中山委員】 そういうふうに言われると、ある

程度理解できるんですよね。ただ、実質的に子

どもたちが勉強して就職をして、生計を立てて

いくと。そうすると、ここ10年先、20年先は、

恐らく、今現在ある仕事がなくなったり変化し

ていくという形でありますので、この時代の変

化というのについて、やはり強く打ち出さない

といかんなと思っておりまして、ＩＴとかそう

いう問題も含めて、そういう問題も大事かもし

れませんけれども、3番ですね。「グローバル

な視野を持って、地域で行動できる人材を育て

ます」と、「地域で行動でき人材を育てます」

と、ここが、既に、長崎の人も長崎に定着して、

長崎で頑張ってくれろと言うわけですからね。

しかしながら、「グローバルな視点を持て」と、

こういうふうになってきているわけですね。こ

こにやはり、グローバル化ということはわかる

けれども、グローバル化と一言で言わずに、今

後ますます変化の激しい社会というかね、社会

じゃなくて世界というか、地球というか、温暖

化も進むわけですからね。この辺に、やはりこ

れはきちんと大項目の中に、「変化が激しい社

会の中」とか、「変化の激しい世界の中」とか、

何かそういうことをきちんと、説明じゃなくて、

ぜひどこかに入れ込んでほしいなという気がす

るんですが、4番でもいいけれどもね。その辺

はどうなんですか。3番の議論はどうなったん

ですか。 

【松尾学事振興課長】 これは、たとえ地方にお

きましても、地域に起きている出来事だけでは

なくて、世界で起こっている出来事、そういっ

たものを当然感じながら、知識も持ちながら行

動していくことが必要であるのではないかとい

う視点でございます。 

 つまり、世界で起こっていることが、影響が

地方のほうにまで及ぶという時代になっている

という中で、地域の中で活躍していく上でも、

そういったグローバルな視点が必要じゃないか

というような趣旨で、3番は柱を立てたという

ところでございます。 

【中山委員】 要は、聞いたんだけれども、3番

の「グローバルな視点を持って、地域で行動で

きる人材を育てます」と、これはグローバルじ

ゃなくて、グローカルですよ。グローカル的な

人間を育てるということなんです、基本的には

ね。そういう面で、少し物足りないなと思いま

す。 
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 もとに戻って、4番の中に補足説明というか、

「社会のあり方が大きく変わろうとしている

中」、これはもう、大きく変わろうじゃないで

すよ。劇的に変わっていきますよ。そこが一番

心配なんですよ。今までの変化以上に、何倍も

変化していますよ、ここ10年で。小学生の子ど

もが大人になるころには、14年～15年先を見通

して教育していかないといかんじゃないですか。

その辺の認識をもう少し、当然これは5年間と

いうことが限定されていると思いますけれども、

もう少しその辺を、何らかの形にもう少し強調

できないかなと、現実に合った社会の状況とい

うのを、激しく変化する、その辺の状況をもう

少し強く出していく必要があろうと思いますし、

先ほどの部長の説明の中でも、「人口減少や少

子高齢化の進行、グローバル化や、技術革新進

展など、変化が激しい社会の中」と、ちゃんと

書いてあります。そして、「確実な学力」と、

こういうふうにきている。「グローバルな視点

を身に付けて」と、こういうことになっている

ので、やはり「変化の激しい社会の中」という

のをどこかできちんと文字として入れ込む必要

があるんじゃないかと思うんです。私も見たば

かりで、全体的な流れとかを含めて、どこに入

れたらいいのか、ちょっとわかりませんけれど

も、私としては、2番の中にきちんと、「変化

の激しい社会の中で」と、この辺を一言入れ込

むことはできないのか、議論したということで

すから、それはそれとして理解するわけですけ

れど、もう一度、私の思いについて、学事振興

課長のお答えをいただければ、大変ありがたい

なと思います。 

【松尾学事振興課長】 この教育大綱につきまし

ては、知事と教育委員会の委員でつくります総

合教育会議の中で議論をして策定をするという

ことになっております。 

 したがいまして、中山委員のご意見もござい

ますけれども、会議の中では、そういった変化

の激しい社会の中で対応していくことが必要で

あるというような議論は当然なされたところで

ございます。 

 ただ、それを今回、教育大綱として落とし込

んでいく中でさまざまなバランス、全体のバラ

ンス等も考慮する中で、今回は2番の「変化す

る社会の中で」というのをとりまして、知事が

策定をさせていただいたところでございます。

したがいまして、この教育大綱につきましては、

この形で5年間させていただきたいというふう

に考えております。 

 ただ、今、委員がおっしゃいました、変化す

る社会の中にどういった形で対応していくかと

いう視点は当然ございますし、それは4番の中

でもしっかり書き込んでいるところでございま

す。そういった視点は持ちながら、教育委員会

とも、そこは連携を図りながら推進していきた

いというふうに考えております。 

【中山委員】 知事を含めて非常に優秀な知識の

ある皆さん方が相集まって協議したわけであり

ますから、評価するわけですね。 

 ただ、言ったように、現実的な実感というか、

その辺がもう少し入っていたほうが、私はよか

ったんじゃないか、そういう感じを持ちました

ので、今後、これをやった後に、5年後はまた、

教育大綱をつくり直すこともあろうというふう

に思いますが、いろいろな機会で私なりに発言

を続けていきたいなと思いますので、とりあえ

ずは、学事振興課長の答弁を今のところは了と

しておきたいと思います。 

【深堀委員】 一つだけ。先ほど山田(朋)委員の

質疑の中で、県立大学の地元就職率が34.6％と
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いうことで、かなり低い数字の報告があったわ

けですけれども、産業労働部の若者定着課が作

成している「なっとく！ながさき」というリー

フレットがあって、これは非常にすばらしい中

身になっていて、いろんな場所で活用している

ということだったんですけれども、当然、都市

圏と長崎の生活の比較、この冊子の中では、福

岡で生活する場合、そして東京で生活する場合、

生涯賃金、そして生涯の支出を比較して、60歳

の時点で長崎で暮らしたほうが福岡よりも得で

すよ。もちろん、75歳まで算定していますけれ

ども。35歳までいっても、東京と比べた時には、

ちょっと東京には勝たないんだけれどもと、こ

ういう資料なんです。 

 当然のことですけれども、こういったすばら

しいリーフレットというのを県立大学でも周知

はされていると思うんですが、活用の方法はど

ういうふうにされているのか、もしわかれば、

教えてください。 

【近藤委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時４２分 休憩 ― 

― 午前１１時４２分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【松尾学事振興課長】 「なっとく！ながさき」

につきましては、大学のほうに送りまして、大

学の就職課のほうで活用しているということで

ございます。 

 それから、先般、知事が県立大学の佐世保校

に出向きまして、学生に対して直接お話をさせ

ていただいております。その中でも、都市部と

の、先ほどお話がございました収入についての

関係性、実際に手にする収入は低いかもしれな

いけれども、手元に残る額は大きいというのを

実際の数字も示しまして、知事のほうから直接

話をさせていただいております。 

 そういった形で周知をしているところでござ

います。 

【深堀委員】 県立大学校だけじゃなくて、私学

に対してもこういった、それはどっちが所管か

というと、産業労働部になるのかもしれません

けれども、私学を所管している学事振興課とし

ても、積極的に活用をやってほしいし、これを

見て、非常に有益だと思うんですよ。思うんだ

けれども、もしかしたら、学生サイドにとって

みれば、まだ足らざる点というか、もうちょっ

とこういった視点があったほうが、より学生さ

んには入ってくるというような資料に、もうち

ょっと精査していければいいのかなというふう

に思うので、そういった連携を、産業労働部と

も連携しながら、図っていただきたいというこ

とを要望しておきたいと思います。 

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【麻生委員】 議案外の中でお尋ねしたかったの

は、今、小中学校で学校に行けない、不登校の

子どもたちが増えてきている。文科省も、不登

校の小中学生は、2017年度で全国で14万人と言

われているということで、今回、要は、制度の

中で教育改革法というのが今年2月からあった

んですけれども、県として、今回、ながさき東

そのぎ子どもの小学校ができました。ある程度

新しいルールといいますか、高校につながって、

高校も専門的な要素があるんですけれども、当

然私学にはね。長崎市内でも「ゆめおす」とか、

そういう動きはありますけれども、今後こうい

う子どもたち、不登校になった子どもたちの行

き場所、そういったものをやっぱり県としても、

何らかの対応が必要じゃないかと思っているん

ですけれども、その見解をちょっとお尋ねした

い。 
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 こういう子どもたちに対する施策、ないしは、

こういうＮＰОだとか、こういう特殊な授業を

していこうという人たちがおった場合、県とし

ての支援だとか、考え方についてお尋ねします。 

【近藤委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時４６分 休憩 ― 

― 午前１１時４７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【松尾学事振興課長】 まず、小中学校につきま

しては、義務教育ということでございますけれ

ども、所管をしているのが、公立学校について

は市あるいは町になるということで、例えば私

立学校の生徒が不登校になって、なかなか学校

に通えないという時については、その学校のほ

うが、市や町の教育委員会と話をして、公立学

校のほうで受け入れてもらうとか、そういった

取組はしているところでございます。 

 それから、高校を中途退学した場合でありま

すけれども、これは平成30年度から仕組みを設

けまして、中途退学者が出た時に、進路につい

て確認をしまして、例えば希望する進路が決定

していれば、進路を決定して、なおかつ、本人

の同意があれば、直接いろんな支援機関、例え

ば就労希望であれば労働局のほうでありますと

かハローワーク、それから、ひきこもりであれ

ばひきこもり支援センター、そういったところ

に学事振興課を通じましてつなぐという形、こ

れは公立高校と一緒に同じような仕組みでござ

います。 

 こういった形で、県としてできることについ

ては取り組んでいるところでございます。 

【麻生委員】 思っているのは、やっぱり学び方

だとか、不登校になっていく多くの子どもたち

もおるので、受け皿が何らかないのかなと。ぜ

ひ自分たちの夢をかなえられるような、そうい

ったことができればいいのかなと思っているん

です。 

 ひきこもってなかなか学校に行けない、そう

いう子たちが、片一方では労働力不足が相当な

状況があるわけですけれども、何らかの形で、

私が思っているのは、フリースクール関係の人

たちがのびのびとやっていけるような財政的な

支援だとか、高校にもつながるような中高の連

携もしっかりと取り組みながら、そういった子

どもたちが行けるような場所を何らか模索して

もらえればありがたいなと、これは要望にして

おきたいと思います。 

 そういう意味で、片一方では労働者不足だと

か現状はあるんですけれども、片一方では、そ

ういう意味では、ひきこもりが家におって、今、

40代の人たちが就職難民であった状況で、やっ

ぱりひきこもりが多かったという実態もありま

すので、教育に関しては大きな視点だと思いま

すので、ぜひつながりができるような取組をお

願いしたいと思っています。要望にしておきま

す。 

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質問がないようですので、

総務部関係の審査結果について整理したいと思

います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５０分 休憩 ― 

― 午前１１時５０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
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30分から再開いたします。 
 

― 午前１１時５１分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、教育委員会関係の審査を行います。 

【近藤分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 教育長より予算議案説明をお願いいたします。 

【池松教育長】 教育委員会関係の議案について、

ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第121号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第3号）」のうち関係部分、第127号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）」のうち関係部分であります。 

 第121号議案「平成30年度長崎県一般会計補

正予算（第3号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

 教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。 

 この結果、平成30年度の教育委員会所管の予

算総額は、1,422億9,806万2,000円となります。 

 次に、歳出予算の内容についてご説明いたし

ます。 

 諫早特別支援学校校舎等改築工事に要する経

費として、6億4,209万円の増、特別支援学校普

通教室等空調整備工事に要する経費として、1

億5,497万6,000円の増、職員給与費既定予算の

過不足調整に要する経費として、1億8,922万

9,000円の減を計上いたしております。 

 また、債務負担行為については、諫早特別支

援学校校舎等改築工事に係る平成31年度に要

する経費として、10億1,430万7,000円、24時間

子供ＳＯＳダイヤル（親子ホットライン）の夜

間休日の相談業務委託にかかる平成31年度に

要する経費として、490万5,000円を計上いたし

ております。 

 繰越明許費については、今回補正予算に計上

しております特別支援学校普通教室等空調整備

工事が年度内に適正な工期を確保できないこと

から、1億5,497万6,000円を設定しようとする

ものであります。 

 次に、第127号議案「平成30年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。 

 この結果、平成30年度の教育委員会所管の予

算総額は、1,427億5,291万9,000円となります。 

 補正予算の内容についてご説明いたします。 

 職員の給与改定に要する経費として、4億

5,485万7,000円の増を計上しております。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【近藤分科会長】 次に、教育環境整備課長より

補足説明をお願いします。 

【野口教育環境整備課長】 第121号議案「平成

30年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」の

うち、教育環境整備課分について、補足してご

説明をいたします。 

 横長の予算決算委員会文教厚生分科会説明資

料、4ページに記載のとおり、今回、諫早特別

支援学校校舎等改築工事及び特別支援学校普通

教室等空調整備工事に係る経費として、特別支

援学校施設整備費7億9,706万6,000円を計上し
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ております。 

 まず、諫早特別支援学校校舎等改築工事につ

いてでありますが、本事業は、築後53年が経過

し、老朽化が進んでいる校舎等を改築するもの

であり、平成29年度から設計を進めてまいりま

した。 

 本工事の主な内容としましては、現在、平屋

建ての校舎1棟、2棟と寄宿舎及び食堂を現在の

運動場に2棟2階建てで建設をし、集約化を図る

ことによって、スクールバスや自家用車等での

送迎スペースを十分に確保することや、学部ご

とに同一エリアに機能的に教室を配置すること

で、肢体不自由の児童生徒のスムーズな移動と

安全面に配慮した整備となるよう、計画をして

おります。 

 補正予算額は、今年度分の事業費として、6

億4,209万円を計上しており、次年度に要する経

費の10億1,430万7,000円につきましては、債務

負担行為を設定させていただいております。 

 次に、特別支援学校普通教室等空調整備工事

でありますが、補正予算額1億5,497万6,000円

を計上しております。 

 本事業は、このたび国の補正予算において創

設されました臨時特例交付金制度を活用し、特

別支援学校5校において、普通教室等の空調整

備を行おうとするものであります。 

 今回の整備によりまして、特別支援学校の普

通教室の空調整備率は100％となります。なお、

本事業につきましては、早期の事業着手に努め

てまいりたいと考えておりますが、年度内に適

正な工期が確保できないことから、予算計上と

あわせまして、全額繰越明許をお諮りしている

ものであります。 

 以上であります。 

 よろしくご審議を賜りますようにお願いいた

します。 

【近藤分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【深堀委員】 今説明があった特別支援学校の空

調の設置の件で、幾つかお尋ねしたいと思いま

す。 

 1億5,497万6,000円ということで、全額繰越

明許ということなんですけれども、特別支援学

校は5校、この5校で教室の数は幾らぐらいにな

るんですか。 

【野口教育環境整備課長】 5校分で、全体で60

教室でございます。 

【深堀委員】 60教室と、1億5,400万円、当然

のことながら、夏の暑い時期を見越して、こう

いった特例の交付金制度ができているわけです

けれども、繰越明許で、次年度にということな

んですが、来年の夏までにこの60教室の設置が

可能なのかどうか、そのあたりの見通しという

か、そのあたりはどうなっていますか。 

【野口教育環境整備課長】 全額の繰越明許をお

諮りしているところでありますが、設計につき

ましては今年度中で終えまして、入札について

次年度の5月か6月ということで、計画としては、

今進めているところであります。 

 できるだけ早期のうちに工事が完了するよう

にということで、土木部とは打ち合わせをして

いるということであります。 

【深堀委員】 今の説明で、スケジュール的には

5月～6月ぐらいに入札をしてというお話なん

ですけれども、ご承知のとおり、全国規模で空

調の小中学校の設置が、当然、長崎県内で言え

ば4,200～4,300の教室に、特別支援学校とは別

の需要が発生してくるわけですけれども、そこ

を鑑みた時に、これは60教室なんですけれども、
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果たして、今、4,200～4,300と言ったのは、各

市町の教育委員会が発注することになるわけで

すけれども、果たしてそこが、見通しがどうな

のか。結局、この交付金の意図も、当然、来年

の夏までには設置をすべきということでできて

いる制度なわけで、そこの見通しなんですよね。 

 確かに、スケジュールでは、今年度中に設計

をして、5月～6月に入札をかけたい。しかし、

実際に入札にかけたとしても、市場の状況がそ

れに追いつかない状況というのが、私は想定で

きると思うんですけれど、そのあたりはいかが

ですか。 

【野口教育環境整備課長】 実際の工事につきま

しては、県立学校では、私ども設置者である県

教委が土木部に委託をし、県が発注をするとい

うことでありますが、それぞれ21の市町におい

ては、設置者である市町が発注をしていくとい

うことになってまいります。 

 委員おっしゃるとおり、私どもとしても、一

斉の入札ということもあって、業者自体の対応

がどのようになるのかということも非常に懸念

をされたものですから、私どもは直接、業者の

団体であります管工業の団体でありますとか、

あるいは電気工事の団体のほうに説明をさせて

いただいて、規模感なり、あるいは予想される

最大の教室が工事をするとしてどれぐらいにな

るかということも、既に、今の段階で説明をさ

せていただいております。 

 そういった業者の方々からは、県からの説明

は理解できたので、後は、市町からも同じよう

な説明というものが欲しいということでありま

したので、私どもは各市町に、今のような説明

をそれぞれ個別にしていただくようにお願いを

しているところであります。 

【深堀委員】 質問している意図は、とにかく来

年の夏までに、せっかくこういった特別な交付

金制度ができて、子どもたちの学びの場の環境

をよくするためのせっかくの制度ができていて、

それをしっかりスケジュールまでに間に合わせ

てほしいと。 

 さりとて、例えば空調の機器だけなら、それ

は製品は届くのかもしれない。しかし、その機

器自体が、例えば電気なのか、ガスなのかいろ

いろありますけれども、設置するだけじゃなく

て、それにつなぐためのいろんな附帯工事が発

生するわけであって、それは当然人手がかかる

わけで、果たしてそれが可能なのかというのを

危惧して聞いておりますので、今の課長からの

答弁を了とするんですけれども、しっかり設置

ができるような調整を、各市町が発注をするわ

けですけれども、そこは県が旗振り役にでもな

って、どこの市はできたけれども、どこの市は、

結局業者の手配ができずにできなかったなんて

ことにならないような調整機能をぜひ果たして

いただきたいということを申し上げて終わりま

す。 

【近藤分科会長】 ほかございませんか。 

【麻生委員】 2ページの24時間子どもの自殺関

係についてのホットラインについてお尋ねした

いと思います。 

 今回、相談業務の委託が新たに設けられて、

来年度に施行と思っていますけれども、お尋ね

をすることは、この取組が、今までやってきた

ことが、体制が変わるということを聞いており

ますので、この中身を説明していただけません

か。 

【本村児童生徒支援室長】 24時間子供ＳＯＳ

ダイヤルの夜間休日の相談の業務の委託につい

てのお尋ねでございます。 

 現在、夜間休日の相談につきましては、10名
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の体制で対応をしておるところで、専門知識を

持つ相談員の確保というのは年々難しくなって

きているところです。とりわけ年末年始であり

ましたり、お盆の時期というのが、人材の確保

が難しいという状況がございます。また、相談

業務を現在しておる施設のほうが老朽化してお

りまして、維持補修もなかなか困難な状況でご

ざいます。 

 以上のようなことから、本事業は、県内の子

どもたちが24時間、いつでも相談できる体制を

維持する必要があるということで、今回、外部

委託ということにさせていただきたいと思って

おります。 

【麻生委員】 委託について、今回新たに、今ま

でやっている制度とは違った形で委託をすると

いうことですので、一つお尋ねしたいのは、現

状は、県内の教育のＯＢの方が担ってらっしゃ

ると。施設も、県教育委員会の関連のところで

24時間受けておられるということで伺いまし

たけれども、今後、この事業について、県内事

業者でやるのか、ないしは、電話相談ですから、

全国ネットの状況で、24時間カバーできるとこ

ろに委託するのか、どういう形をお考えなのか、

お尋ねしたいと思います。 

【本村児童生徒支援室長】 現在、この電話相談

の夜間休日を実施しておる県内の業者というの

は、私たちのほうでは、今、認知しておりませ

ん。したがいまして、全国的なところで業者を

探していくということになろうかと思います。 

【麻生委員】 私は、それがだめだということじ

ゃありませんけれども、やっぱり人材を育成し

て、長期的な形で、この子どもたちのＳＯＳに

対応できる人材を何らかの形で育成するとか、

取り組んでもらうという形はできないのかなと

いう思いがあるんですけれども、今まで担って

もらった方たちが10年以上ご苦労されている

ということはお尋ねしたんですけれども、今後

は、言われたように、外部委託をして県外の業

者、電話対応ですから、ホットラインというこ

とで、普通のコールセンターがありますよね。

そういったところに委託をしてやるということ

になるんですかね、公募しながらね。 

 そういう人たちのスキームといいますか、シ

ステム的には対応するところが、全国であるん

でしょうか。 

【本村児童生徒支援室長】 全国でもこういうふ

うな電話相談の体制をとっているところはたく

さんございます。相談事業者に委託いたします

と、電話相談員も複数おりますので、そこでま

た、より充実した教育相談体制ができるのでは

ないかというふうに思っております。 

 この24時間ダイヤルは、やはり子ども、ある

いは保護者が24時間いつでも相談できるとい

う体制が大切だというふうに思っておりますの

で、今回こういうふうな外部委託をさせていた

だきたいと思います。 

【麻生委員】 わかりました。これを否定するわ

けじゃありませんけれども、大事な業務だと思

っているんですよ。やっぱり子どもたちのＳＯ

Ｓを早めに、自殺につながるとか、不登校につ

ながるとか、そういった悩みがしっかりつなが

るような形をお願いしたいなと思っています。 

 あと、今、媒体としてＳＮＳとか、ラインと

かありますので、こういったことについてもち

ゃんととれるような、ただ単に電話対応という

ことじゃなくて、広域な状況に変わってきまし

たから、そういう媒体をうまく使って取組がで

きるような仕掛けづくりも検討していただきた

いのが、まず1点。 

 2点目は、できたら人材育成も、県外に全部
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外部委託するということになったら、人材育成

の面とか、教育委員会の横の連絡だとか、そう

いったところが、じゃ、確保できるのかと。現

状、こういう悩みがありますよということのそ

ういう相談業務をうまくフィードバックして、

学校、教育委員会の中に取り入れながら、事前

に対策をとるということが大事じゃないかと思

うんですけれども、そういうフィードバック機

能とかというのは構えてらっしゃるんですか。

その点もお尋ねしたいんですが。 

【本村児童生徒支援室長】 今、委員からお尋ね

がありました2点の件でございますけれども、1

点目、相談の充実につきましてですが、委員ご

指摘のとおり、いじめ、あるいは不登校の早期

対応、早期発見に努めるためにも、こういう電

話、メール、ＳＮＳ等の教育相談の事業の充実

というのは、私どももとても大事に取り組んで

いかなければならないというふうに認識をして

おりますので、今後もその取り組みについては、

一層推進させていきたいと思っております。 

 2点目ですけれども、相談員の充実というこ

とでございます。 

 学校におきまして子どもたちの教育相談とい

うのは、教職員が行っております。この教職員

の教育相談の資質向上というのもとても大事な

ところだというふうに思います。 

 現在、研修会等を通じていろんなカウンセリ

ング等の研修会もございまして、そこで教職員

の資質向上も図っているところでございます。 

 今後とも、教職員が資質を向上させ、子ども

たちの相談体制が一層整うように力を尽くして

まいりたいと思います。 

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第121号議案のうち関係部分及び第127号議

案のうち関係部分については、原案のとおり、

それぞれ可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。 

【近藤委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 それでは、教育長より総括説明をお願いしま

す。 

【池松教育長】 教育委員会関係の議案について

ご説明いたします。 

 文教厚生委員会関係議案説明資料 教育委員

会の1ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第130号議案「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」のうち関係部分、第132号

議案「長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改

正する条例」、第137号議案「長崎県立長崎図

書館と大村市立図書館との合築により整備する

図書館の事務の委託に関する協議について」、

第145号議案「長崎県総合計画チャレンジ2020

の変更について」のうち関係部分、第146号議

案「第三期長崎県教育振興基本計画について」

のうち関係部分であります。 
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 第130号議案「職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例」は、10月5日に行われた

県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び

勧告や国家公務員の取扱いの状況等を踏まえ、

職員の給与改定等を実施するため関係条例を改

正しようとするものであります。 

 今回の改正の主なものは、平成30年度の給与

改定において、若年層に重点を置いた給料月額

の引き上げ、勤勉手当の0.05月分の引き上げな

どとなっております。 

 第132号議案「長崎県立長崎図書館設置条例

の一部を改正する条例」につきましては、大村

市立図書館との合築により整備する長崎県立長

崎図書館が大村市へ移転すること、また、施設

管理について、県が大村市へ地方自治法の規定

に基づく事務の委託を行うため、所要の改正を

しようとするものであります。 

 第137号議案「長崎県立長崎図書館と大村市

立図書館との合築により整備する図書館の事務

の委託に関する協議について」につきましては、

第132号議案の条例案における事務の委託を行

うにあたり、本議案により大村市との間で委託

内容に関する規約を締結するための協議をしよ

うとするものであります。 

 第145号議案「長崎県総合計画チャレンジ

2020の変更について」のうち関係部分について

は、長崎県行政に係る基本的な計画について議

会の議決事件と定める条例第2条の規定により、

議会の議決を得ようとするものであります。 

 これは県政の指針として、平成28年に策定し

た「長崎県総合計画チャレンジ2020」の数値目

標の一部について、平成29年度の進捗状況等を

踏まえて変更を行うというものであります。 

 第146号議案「第三期長崎県教育振興基本計

画について」のうち関係部分については、現在

の第二期長崎県教育振興基本計画が今年度末に

終期を迎えることから、新たに平成31年度から

5年間の教育の振興に関する基本的な方向や具

体的施策等を計画として定めるため、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件

と定める条例第2条の規定により、議会の議決

を得ようとするものであります。 

 なお、第130号議案、第132号議案、第137号

議案、第146号議案につきましては、後ほど担

当課長、室長及び企画監から補足説明いたしま

す。 

 次に議案外の主な所管事項についてご説明い

たします。 

（長崎県教育大綱の策定について） 

 現在の長崎県教育大綱が今年度末に終期を迎

えることから、知事と教育委員会で構成する総

合教育会議における協議を経て、知事が本県の

教育等に関する総合的な施策の根本となる方針

として、新たな教育大綱「豊かに育て ながさ

きの子どもたち」を策定いたしました。 

 本教育大綱では、本県を取り巻く環境が、人

口減少や少子高齢化の進行、グローバル化や技

術革新の進展など、大きく変化していく中で、

産業や地域の活性化をはじめ、全ての基本とな

るのは、それを支える人材の育成であるという

知事の思いのもと、「ふるさと長崎への愛着と

誇りを持ち、地域社会や産業を支える人材の育

成」、「確かな学力を身に付け、自らの能力を

充分に発揮できる人材の育成」など6つの柱を

定め、本県の将来を担う子どもたちの育成や、

その成長を支える環境づくりを推進することと

しております。 

 県教育委員会といたしましては、本教育大綱

のもと、知事と緊密に連携し、本県教育の課題

やあるべき姿を共有しながら、教育行政を推進
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してまいります。 

（平成31年3月高等学校卒業予定者の就職内定

状況について） 

 本県が独自に調査した公立高等学校の新規高

等学校卒業者の就職内定率は、10月末現在で

79.0%と、前年同期を0.6ポイント上回っており

ます。また、就職内定者における県内就職割合

は58.0%で、前年同期を0.2ポイント上回ってお

ります。一方、就職未内定者は589人おり、県

内定着の観点からも県内就職支援を継続してい

くことが、非常に重要と考えております。 

 県教育委員会では、これまで、関係機関と連

携し、県内企業に対して採用枠拡大と早期求人

を要請するとともに、進路指導職員やキャリア

サポートスタッフを中心に学校と一体となって

県内就職支援に取り組んでまいりました。また、

各地域で地元企業の職場見学会や企業説明会な

どを開催し、高校生に県内企業の認知度を高め

る取組を実施したり、県内就職応援誌「なっと

くながさき」を配布するなど、あらゆる機会を

通して生徒や保護者に県内就職の魅力を周知し

ております。 

 引き続き、関係機関との更なる連携強化を図

り、就職を希望する高校生全てが就職できるよ

う支援してまいります。 

 5ページをご覧ください。 

（長崎県運動部活動の在り方に関するガイドラ

インについて） 

 国の「運動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」の策定を受け、県教育委員会で

は、学職経験者等を委員とする策定委員会を本

年5月以降3回開催し、様々な見地からご意見等

を伺いながら、持続的可能な運動部活動が生徒

の発達段階に応じて適切に実施されるよう、本

県の運動部活動の方針となる「長崎県運動部活

動の在り方に関するガイドライン」を去る10月

11日に策定いたしました。 

 本ガイドラインでは、適切な運営のための体

制整備や合理的でかつ効率的・効果的な活動の

推進のための取組、適切な休養日及び活動時間

等の設定、生徒のニーズを踏まえたスポーツ環

境の整備、学校単位で参加する大会等の見直し

について定めております。 

 特に、休養日については、中学校では国のガ

イドラインの基準と同様に、週当たり2日以上、

その場合、平日は少なくとも1日、週末は少な

くとも1日以上とする一方、高等学校について

は、中学校段階に比べ心身の発達が進んでいる

ことや入学者選抜を経て多様な教育が行われて

いること、さらにはスポーツ医・科学的考察を

踏まえ、休養日は週当たり1日以上とすること、

その際、月に2日以上は週末を休養日とするこ

とを原則としております。加えて、毎月第3日

曜日の家庭の日をノー部活動デーとすることな

ど、本県独自の内容も盛り込んでおります。 

 今後、平成31年4月の施行に向け、市町教育

委員会にあっては「設置する学校に係る運動部

活動の方針」を、学校にあっては「学校の運動

部活動に係る活動方針」を定めていくこととし

ております。 

 県教育委員会としましては、競技団体をはじ

め保護者や外部指導者等への周知、管理職員や

運動部顧問を対象とした研修会の開催、運動部

活動の実態調査などを行い、本ガイドラインの

確実な実施に取り組んでまいります。 

 7ページをご覧ください。 

（教職員の不祥事について） 

 平成27年3月頃から平成29年12月中旬にかけ

て、当時在学中であった女子生徒及び卒業生の

女性に対してわいせつな行為を行ったとして、
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県立高等学校の男性教諭を10月12日付で懲戒

免職処分といたしました。 

 不祥事の防止に向けて、特にわいせつ行為や

セクシャルハラスメントに関しては、管理職員

による注意喚起をはじめ、通知・通達や研修会

等により、機会あるごとに指導の徹底を図って

きたところであります。そのような中、使命感

や倫理観が欠如した教師としてあるまじき行為

が発生したことは、学校教育に対する信頼と期

待を裏切り、県民に失望と不信感を与えるもの

であります。県議会をはじめ県民の皆様に対し、

深くお詫び申し上げます。 

 県教育委員会としましては、わいせつ行為等

の防止策として、全公立小中学校、県立高等学

校及び特別支援学校の教職員を対象にした「自

己分析チェックシート（仮称）」を次年度に導

入するため、準備を進めているところでありま

す。 

 今後も、全ての教職員に対して、児童生徒の

教育に携わる職にあることの自覚を厳しく促し、

使命感と倫理観の高揚、服務規律の徹底を図り、

不祥事根絶と信頼回復に向けた、実効ある取組

の推進に全力を傾けてまいります。 

 文教厚生委員会関係説明資料（追加1）の1ペ

ージをお開きください。 

（平成31年度の重点施策） 

 平成31年度の予算編成に向けて「長崎県重点

戦略（素案）」を策定いたしました。これは、

長崎県総合計画チャレンジ2020に掲げる目標

の実現に向けて、平成31年度に重点的に取り組

もうとする施策について、新規事業を中心にお

示ししたものであります。このうち、教育委員

会の予算編成における基本方針及び主要事業に

ついては記載のとおりであり、これらの事業に

つきましては、県議会からのご意見などを十分

踏まえながら、予算編成の中で更に検討を加え

てまいりたいと考えております。 

 3ページをご覧ください。 

（障害者雇用について） 

 障害者雇用率の算定に関する不適切な取扱い

については、先の9月定例県議会でご報告いた

しましたが、その後の厚生労働省からの再点検

の依頼に基づく調査の結果、県教育委員会の障

害者雇用率は、平成29年度が1.42%、平成30年

度が1.45%と法定雇用率を大きく下回る結果と

なりました。 

 県教育委員会では、このような状況を踏まえ

庁内に長崎県教育委員会障害者雇用促進チーム

を設置し、障害者雇用の円滑な推進を図るため

の対応策を取りまとめました。 

 具体的には、採用要件における受験資格をこ

れまでの身体障害者に加え、精神障害者や知的

障害者を対象とするとともに年齢制限の引き上

げを行うなど、障害者の雇用機会の拡大に取り

組むことといたしております。 

 また、特別支援学校卒業後の未就職者や離職

者等を非常勤職員として雇用し、就労をとおし

てスキルアップを図り、企業等への就職を支援

するワークサポートグループ（仮称）を本庁や

特別支援学校へ設置することを検討するなど、

新たな障害者雇用の取り組みを進めてまいりま

す。 

 さらに、障害者が安心して働き続けるために

は、職場の受入れ体制の整備が重要であること

から、職員の意識改革や職場環境づくりに取り

組むとともに、障害者雇用に関する相談窓口を

設置するなど、対応を進めてまいります。 

 なお、これまでの障害者雇用率の算定に関す

る不適切な取扱いに関係した歴代の総務課長等

に対して、11月22日付けで文書訓告及び厳重注
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意の処分を行いました。 

 本事案は、障害者雇用率の算定にあたって、

厚生労働省のガイドライン等に沿わない誤った

取扱いを続けてきたことによるものであり、こ

のような事態を招いたことについて深く反省す

るとともに、障害者の方々をはじめ県民の皆様

に改めてお詫びを申し上げます。 

 今後は、法令遵守やガイドライン等に沿った

確認を徹底するとともに、早期の法定雇用率の

達成に努め、障害者雇用の一層の推進を図って

まいります。 

 そのほか、公立学校児童生徒の問題行動・不

登校等調査について、子どもたちの文化活動の

推進について、スポーツの振興について、政策

評価の結果等についての内容と所管事項の詳細

については、文教厚生委員会関係議案説明資料

に記載させていただいております。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【近藤委員長】 次に、総務課企画監より補足説

明を求めます。 

【松﨑総務課企画監】 教育長から説明がありま

した、第146号議案「第三期長崎県教育振興基

本計画（案）について」、補足して説明いたし

ます。 

 議案書の第4号と記載しております冊子をご

準備ください。 

 具体的な内容につきましては、この冊子の右

下の数字なんですけれど、9ページから記載し

ております。 

 まず、本計画案につきましては、現行の第二

期計画が今年度で終了することから、次年度、

平成31年度からの5年間を計画期間とする、取

り組むべき施策等を体系化したものでございま

す。 

 本県教育の目指す基本的方向性や具体的な施

策等を県民の皆様にお示しし、教育県長崎の確

立に向け、ともに取り組んでいくために策定す

るものであります。 

 概要について、ご説明いたします。 

 本冊子の右下の数字の21ページをお開きく

ださい。 

 そこにお示ししておりますとおり、左側の長

崎県教育方針の具現化に向けて、上にございま

す「長崎の明日を拓く人・学校・地域づくり」

のテーマのもとに施策を推進するという構図で

ありまして、9の基本的方向性のもと、34の主

要施策での構成としております。 

 本計画案の基本的方向性については、1番目

がふるさと教育とグローバル教育、2番目が確

かな学力、3番目が豊かな心と健やかな体、そ

のような知・徳・体の育成といった部分でござ

います。4番目はいじめ・不登校対策や教育相

談体制の充実、教職員の多忙化解消、学校環境

整備などの魅力ある学校づくり、5番目は学

校・家庭・地域が連携・協働して子育て等の課

題に取り組む活力ある地域づくり、6番目は生

涯学習、社会教育の推進、7番目は文化・スポ

ーツの推進、8番目は私学教育、9番目は県立大

学づくりというふうに整理をしております。 

 本計画案につきましては、これまで本委員会

において6月定例会での素案、そして、前回の9

月定例会では素案修正版についてご審議をいた

だきましたので、主要施策等の個々の具体的な

説明は省略させていただきますが、9月定例会

でお示しした素案修正版から、今回修正した部

分について、簡単にご説明いたします。 

 なお、文言や表現などの見直し、修正等を行
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うとともに、成果指標をはじめとする本文にあ

るグラフの各種データの数値等については、最

新のものに更新をしております。 

 それでは、変更箇所は4点ございます。 

 最初に、先ほどの21ページの部分ですが、基

本的方向性の1番目と2番目を入れ替えて、ご覧

のとおりにしております。これは、教育大綱と

の整合性を図ったものでございます。 

 残りの3点につきましては、すべて成果指標

に関するものでございます。 

 まず、65ページをお開きください。 

 こども政策局所管分でございますが、目指す

成果指標の14番、幼小連携について、新たに設

定をいたしました。この結果、成果指標が全部

で60指標から61指標になります。 

 残りの2つにつきましては、最新の調査結果

を踏まえたところで、35年度の目標、最終目標

を変更したものであります。つまり、最終の目

標を変更したものが2つあるということです。 

 まず一つ目が、77ページをお開きください。 

 成果指標の25番は、前回まで基準値が平成29

年度29人、そして、平成35年度の目標は35人と

設定しておりましたが、最新のデータである平

成30年度の調査結果が、そこの基準値に示すと

おり36人で、当初の目標の35人を上回りました。

よって、平成35年度の目標値を40人に、今回変

更しております。 

 あともう一つが、93ページをお開きください。 

 成果指標の41番は、前回まで基準値が平成28

年度1,680人で、平成35年度の目標値は1,470人

以下と設定しておりましたが、最新のデータの

平成29年度の調査結果によりまして、基準値は、

そこに示すとおり、1,788人でございました。よ

って、本県の実情等を踏まえたところで、平成

35年度の目標値を1,600人以下に変更しており

ます。 

 計画案についての説明は以上でございます。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

【近藤委員長】 次に、教職員課長より補足説明

を求めます。 

【柴田教職員課長】 第130号議案の「職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例」のう

ち関係部分について、ご説明いたします。 

 横長資料の平成30年11月定例県議会 文教厚

生委員会説明資料をご準備ください。 

 まず、1ページでございます。 

 この条例は、本年10月5日に行われました人

事委員会報告及び勧告、それから、国の取り扱

い等を踏まえまして、本年度及び次年度以降の

給与改定を行うため、関係条例を改正しようと

するものでございます。 

 具体的な改正内容についてご説明いたします。

職員の給与に関する条例等の一部改正について

は、給料表と諸手当の改定がございますが、い

ずれも県の人事委員会勧告に基づき、国に準じ

て改定をするものであります。 

 （1）の給料表の改定でございますが、各給

料表の水準を国家公務員の俸給表の改定に準じ

て、平均0.2％引き上げを行うものでございます。 

 （2）の諸手当の改定についてでございます

が、まず、①宿日直手当の改定であります。通

常の宿日直の限度額を4,200円から4,400円に、

その他の特殊な業務を行います宿日直の限度額

を7,200円から7,400円に引き上げるものでご

ざいます。 

 2ページをお開きください。 

 ②の期末手当・勤勉手当の改定につきまして

は、年間の支給月数を引き上げるものでござい

ます。それぞれの内容につきましては、記載の

とおりであります。 
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 一般職員につきましては、現行の年間4.4月を、

勤勉手当を0.05月分引き上げ、4.45月とするも

のでございます。また、期末手当の支給月数に

ついて、平成31年度以降は、6月期及び12月期

が均等となるよう配分をするものでございます。 

 3ページをご覧ください。 

 実施時期につきましては、平成30年4月1日か

らの適用の予定といたしております。ただし、

平成30年12月期の期末・勤勉手当の支給月数に

つきましては、平成30年12月1日から、平成31

年度以降の分は平成31年4月1日から適用した

いと考えております。 

 以上で補足説明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【近藤委員長】 次に、新県立図書館整備室長よ

り補足説明をお願いします。 

【吉田新県立図書館整備室長】 第132号議案

「長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正す

る条例」について、補足してご説明いたします。 

 文教厚生委員会説明資料、横長資料の4ペー

ジをご覧ください。 

 現在、大村市に整備を進めております「ミラ

イon図書館」が、平成31年1月末に竣工する予

定でありますことから、図書館法第10条の規定

に基づきまして、長崎県立長崎図書館の設置場

所を大村市へ、あわせて、同館郷土課を長崎市

へ位置づけようとするものでございます。 

 また、大村市立図書館との合築により整備す

るミライon図書館のうち、長崎県立長崎図書館

の持ち分となる施設・設備の維持管理に関する

事務及び施設内にある多目的ホール、研修室及

び駐車場の使用許可並びに使用料の徴収に関す

る事務につきまして、大村市に対して、地方自

治法の規定に基づく事務の委託を行うため、所

要の改正を行おうとするものでございます。 

 続きまして、第137号議案「長崎県立長崎図

書館と大村市立図書館との合築により整備する

図書館の事務の委託に関する協議について」、

横長資料5ページをお開きください。 

 第132号議案の条例案における事務の委託を

行うに当たり、本議案により、大村市との間で

委託内容に関する規約を締結するための協議を

しようとするものでございます。 

 協議の主な内容といたしましては、事務の委

託の範囲、委託事務の管理及び執行方法、経費

の負担、徴収する使用料収入の扱いなどです。

そのうち、徴収する使用料につきましては、多

目的ホール、研修室及び駐車場の使用料がござ

いますが、具体的な金額につきましては、本日

お配りしておりますお手元の資料をご覧くださ

い。Ａ4の1枚物の資料で「ミライon図書館多目

的ホール等の使用料について」という資料でご

ざいます。 

 多目的ホール約222平米の使用料は、1時間当

たり900円、研修室約95平米の使用料は、1時間

当たり400円を徴収することといたしておりま

す。 

 また、駐車場につきましては、施設利用者は

減免手続を行うことで、利用した時間分が無料

となりますが、利用者以外につきましては、入

場後30分間までは無料、その後、30分間当たり

50円を徴収することとなります。ただし、1日

当たり1,000円が上限の額となります。 

 なお、この多目的ホール、研修室及び駐車場

の使用料につきましては、その徴収に関する事

務を大村市へ委託することから、大村市立図書

館設置条例において規定し、適用されることと

なり、この規約を告示する際には、その旨と大

村市の当該条例とを公表することといたしてお
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ります。 

 補足説明につきましては、以上でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【堀江委員】 ただいま説明がありました県立図

書館のことで質問します。 

 まず、第132号議案と第137号議案の関係を整

理して説明していただきたいんですけれど、第

132号議案の長崎県立長崎図書館設置条例を変

えて、どこにあるかという位置、それから、そ

の中でどう委託をするかということを変えて、

そして第137号議案で、どういう内容について

委託の内容の協議をするかというふうな議案の

整理ということでいいですか。第132号議案と

第137号議案の関係というか、そこをもう一度

整理して教えてください。 

【吉田新県立図書館整備室長】 第132号議案に

つきましては、委員おっしゃるとおり、どこに

設置するかということと、今回、施設管理につ

いての事務の一部を大村市に委託するという旨

を記載させていただいております。 

 その条例に伴いまして、その事務を委託する

内容の規約につきまして、大村市とこのような

形で協議をさせていただきたいという旨のもの

を、今回ご提案させていただいております。 

【堀江委員】 そこで、そもそも論ですけれど、

この2つの議案は、平成26年7月に決められた整

備基本計画に基づいていると理解していいです

か。 

【吉田新県立図書館整備室長】 整備基本計画に

おきましては、施設管理の一部の業務について

は、外部に委託するという旨を記載しておりま

した。今回は、それは外部に委託するんですが、

施設の中には県立図書館、大村市立図書館、そ

れと大村市の歴史資料館、この3つの施設が大

きくございます。県立図書館と市立図書館は一

つの図書館として一体的に管理運営いたします

が、大村市の歴史資料館もございますので、県

か市のどちらかで一元的に管理をする必要がご

ざいます。 

 今回、大村市と協議をさせていただいて、大

村市に一元的な管理をお願いするものでござい

ます。 

【堀江委員】 この県立図書館は、県立長崎図書

館と大村市立図書館を合築するということでし

たよね。合築をするということは、例えば業務

の区分として、直接サービス、窓口のサービス

でも県の職員がいて、市の職員がいますよとい

うふうな、その当時ですよ、基本計画の中で。

合築するわけだから、同じような業務が重なり

ますよね。そのときに、県の職員もいて、市の

職員もいて、窓口で対応します。だけど、それ

はばらばらではいけないので、これは統一にや

りましょうということだったんですけれど、基

本は直営ということでした。しかし、直営であ

っても、平成26年の基本整備計画の時に、レス

トランであったりとか、植木の剪定であったり

とか、清掃であったりとか、県立図書館に比べ

て、合築の図書館はさらに広くなるので、そう

いった部分の委託はありますということでした

ね。 

 その認識の上に立って、今回、第132号議案

と第137号議案が出されたわけですけれども、

県民からすると、大村市に県の業務を委託する

というのがどういうふうにして出てくるのかと

いうのが、ちょっとよくわからないんですね。

それをわかるように説明してほしいということ

なんです。 
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 例えば貸し出し・返却・配架の処理とか、そ

ういった直接サービスは、業務区分としても県

立もやりますよ、市立もやりますよと、さっき

私が言ったとおりですね。でも、市立が中心に

なってやりましょうかというふうなことが、当

時、整備基本計画には書かれていたんですけれ

ど、そこをよりはっきりさせるために、例えば

そういう直接サービスの部分を大村市に委託し

てやりましょうと、そういう理解でいいですか。

どうとったらいいんですか。大村市に委託をす

るという、ここの意味がよくわからない。皆さ

ん、わかっているかもしれないけれど、私はわ

からない。 

 要するに、合築するということに、今までの

考えはあったので、私が言ったように、同じ例

えを何度もして申しわけないんですけど、貸出

窓口に県の職員もいて、市の職員もいるという

わけでしょう。大村市に業務を委託するという

ことが、今回出されるんでしょう。それはどう

いう意味なのかということを説明してほしいん

です。私の疑問がわかりますかね。 

【吉田新県立図書館整備室長】 今回は、施設の

維持管理について県と市で行う事務の一部を委

託するということでございまして、委員がおっ

しゃっております直接住民サービス、いわゆる

図書館の根幹となる業務、貸出でありますとか、

県立図書館で言えば、市町立図書館への協力貸

出でありますとか、そういう運営の根幹部分は、

委員がおっしゃっているとおり、整備基本計画

のとおりでございます。直営で、県と市の職員

と一緒になって行うようにしております。 

 今回、施設管理の一部を委託する内容といた

しましては、第137号議案のほうをご覧くださ

い。横長資料の5ページでございます。そこの2

番目の協議する規約の主な内容ということで、

事務の委託の範囲というのを明確に決めており

ます。施設及び設備の管理に関する事務、多目

的ホール、研修室及び駐車場の使用許可並びに

使用料の徴収に関する事務、それと行政財産の

目的外使用に関する事務ということで、今回、

委託する内容は、明確にこの3つということで、

そのほかの業務につきましては、県と市で一緒

になって直営でやっていくということでござい

ます。 

【堀江委員】 そうすると、私の認識間違いなの

かな。そうすると、私が言ったような事例にな

るんですか。貸出の返却とかのいわゆる直接サ

ービスのところに県の職員もいて、市の職員も

いるというふうになるんですか。 

 私としては、そうなった時に、今回の合築を

受けて、直接サービスは大村市が委託を受けて、

いわゆる直接サービスを行いつつ、県立図書館

の県内の市町の応援でありますとか、図書館の

応援でありますとか、それから、調査研究であ

りますとか、そこにもっと県立図書館は軸足を

置いてやるというふうにするのかなと思って、

この認識をしたんだけど、そうではなくて、い

わゆる直接サービスも県の職員と市の職員がい

て、業務的には休みの日とか、勤務時間とかそ

ういうのは変わらずやりますと、そういう委託

なんですか。 

 大村市に何を委託するかというのが、文言で

はそうですけれど、施設及び設備の管理、多目

的ホールとか研修室はわかりますよね。具体的

には、私が言っているそういう直接サービスで

ありますとか、図書館サービスの部分でありま

すとかというふうに言ったら、どうなるんです

か、イメージ的に。 

【吉田新県立図書館整備室長】 委員がおっしゃ

っている、いわゆる図書の貸し出し窓口、直接
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住民サービスの部分につきましても、県と市の

職員が一緒になってやります。 

 ただ、県立図書館としての役割というものが

ございます。先ほど申し上げた市町立図書館へ

の支援でありますとか、そういうところには、

やはり重点的に行っていくこともございますし、

ただ、全体的には、県と市の職員が一緒になっ

て業務を行っていくということは変わりはござ

いません。 

【堀江委員】 私の理解力が及ばないのか、すみ

ませんね。 

 そうしますと、具体的に、私もてっきりそう

いうふうに大村市に委託をして、直接サービス

の部分を大村市に委託をしてするのかなという

ふうに事前に認識したんですけど、そうではな

くて、これまで合築ということで言われたよう

に、直接サービス、資料収集、いわゆる図書館

サービスの中でも、もちろん市町立図書館の支

援というのは、県立が中心になってやるんだけ

れども、そうすると、今回の施設及び設備の管

理に関する事務というのは、具体的に何になる

んですか。施設の管理ですか。そこを大村市が

全面委託を受けると、そういうことですか。図

書館のサービスは合築でやるんだけど、建物そ

のものの部分については大村市が委託を受ける

という理解でいいですか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 委員がおっしゃ

っているように、今回は施設の維持管理の部分

だけを市に委託するということでございます。

繰り返しになりますが、図書館の運営そのもの、

根幹の業務は県と市が一緒になって行うという

ことでございます。 

【堀江委員】 時間をとらせて申しわけなかった

です。わかりました。 

 県民からすると、いきなり、これまで整備計

画の中で大村市への委託というのは出てこなか

ったから、合築という言葉で、ずっと同じよう

にやるんだと思ってきておりましたから、今回、

条例の提案ということで、議案の提案というこ

とで大村市に委託というのが出てきたので、具

体的なサービスの内容まで分けるのかなという

ふうな、ちょっと先取りした認識がありまして、

また、そういう意見も寄せられたので、逆にそ

のほうが県立図書館の、いわゆる県立図書館本

来の役割に特化して活動もできるんじゃないか

というご意見も言われた方もいるので、そうな

ると、どういうふうな大村市への委託になるの

かということを、この機会にお尋ねしたところ

でした。ありがとうございます。 

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【堀江委員】 質疑としては、第146号議案を教

えてください。 

 この第三期の教育振興基本計画ですけれど、

今回、5年ごとの3回目なんですが、この基本計

画は、これは努力義務という立ち位置というか

位置づけは変わっていないんですか。 

【松﨑総務課企画監】 変わっておりません。 

【近藤委員長】 ほかに質疑はないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもちまして質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【堀江委員】 第146号議案「第三期長崎県教育

振興基本計画」につきましては、以下の理由で

反対いたします。 

 私は10年前、基本計画そのものについて、教

育の自主性を脅かし、子どものやわらかい心を、

国が定める鋳型に押し込める内容として、反対

をしてまいりました。 
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 基本計画は努力義務です。国の押しつけや統

計に応える必要はありません。 

 私は、県民が求めている教育への要望は、子

ども一人ひとりに目が行き届く少人数学級の実

施でありますとか、教職員の増員、高過ぎる学

費の引き下げ、私学助成の増額、どの子も伸び

伸びと過ごせる学校生活など、憲法や子どもの

権利条約を具現化することだと、私は思ってい

ます。 

 教育条件の整備は、そのためにも中心に据え

られるべきであり、財源の確保は不可欠です。 

 ところが、この基本計画は、そういった教育

条件の整備は、私は放棄しているというふうに

思っています。少人数学級をどう拡充している

か、何年かけてどれだけの教員を確保するかな

ど、そうした教育条件整備の具体的な数値目標

がないということをこれまで言ってきましたけ

れども、その立場は今も変わっておりません。 

 そういう意味では、この長崎県教育振興基本

計画につきましては、これまで反対をしてきた

理由で、反対といたします。 

【近藤委員長】 ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 まず、第146号議案のうち関係部分について、

採決いたします。 

 第146号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することに賛成の委員の起立を

願います。 

〔賛成委員・起立〕 

【近藤委員長】 起立多数。 

 よって、第146号議案のうち関係部分は、原

案のとおり可決することに決定されました。 

 次に、第130号議案のうち関係部分、第132

号議案、第137号議案、第145号議案のうち関係

部分については、原案のとおり、それぞれ可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いします。 

【中尾総務課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして、本委員会に提出い

たしました教育庁関係の資料について、ご説明

いたします。 

 対象期間は、平成30年9月から10月まででご

ざいます。 

 まず、提出資料1ページです。 

 これは、県が箇所づけを行って実施する市町

等に対し内示を行った補助金等についての実績

でございまして、直接補助金は、長崎っ子を育

む地域・家庭教育力向上推進事業費補助金など

計26件、間接補助金は、市立高等学校就学支援

費の1件となっております。 

 次に、5ページでございます。 

 これは1,000万円以上の契約案件についての

実績であり、計3件となっております。競争入

札については、そのうちの2件であり、その結

果につきましては、6ページから8ページに記載

のとおりでございます。 

 次に、9ページから27ページです。 

 これは知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行わ
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れたもので、内容は、五島市の県に対する要望

など14件となっております。 

 最後に、28ページから33ページについては、

附属機関等会議結果の報告でございまして、第

1回長崎県社会教育委員会の会議など計4件の

会議結果を掲載しております。 

 説明は以上でございます。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

陳情審査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

【松本委員】 陳情書の67番です。「公立小中

学校におけるＧＨＰ（ガスヒートポンプ）エア

コンの導入について」、質問をいたします。 

 一般社団法人長崎県ＬＰガス協会から出てお

ります。お開きいただきますと、このガスヒー

トポンプエアコンの導入について書かれており

ます。国の補正予算で、県内の小中学校へのエ

アコンの導入が進められておりますが、そうい

った中で、このガスヒートポンプを導入するこ

とによりますと、ランニングコストが安いとい

うところが出ております。次のページを開いて

みますと、このことによって、電気の基本料金

が安くなるという部分が出ております。イニシ

ャルコストは若干上がりますが、電気料金もや

はり税金で対応するわけでありまして、導入し

た後の維持管理というものも負担が出てまいり

ます。 

 そういった中で、ガスヒートポンプを使うこ

とによっての夏場の電力使用量のピークをカッ

トすることができるということ、それと、3ペ

ージ目には、停電対策というものが挙げられて

おります。これは、万が一災害等で停電になっ

た時にも、自立型でありまして、停電時でも空

調や電力を使用することができるというメリッ

トがあるようでございます。 

 やはり導入するのはよかったけれども、した

後ですね、そのことも考えて、やはり市教委と

も話し合いながら進めていくべきだと思います

が、現状におけるガスヒートポンプの導入状況

について、お尋ねをいたします。 

【野口教育環境整備課長】 このたびの臨時特例

交付金での設置の計画というものを私どもは把

握しておりますが、その中で、学校数から申し

上げますと、ガスの駆動による空調設備の設置

を現在計画されておる学校数というものは28

校ほどございます。全体で450校ほどございま

すが、ガスの駆動型のものは28校ということで、

そのほかはすべて電気という状況でございます。 

【松本委員】 28校でありまして、大村市のほ

うでもガスヒートポンプの導入も、電気と両立

で検討しているということでございます。要望

書にカタログ等載っていまして、コストが下が

るものであれば、やはり検討の余地はあるので

はないかと思いますし、また、停電対策に対し

ましてもしっかりとした対応がなされています

ので、ここも意見として申し上げます。 

 もう一つ気になったのが、さらにページを進

めていきますと、「体育館へのＬＰガスＧＨＰ

導入で避難所機能強化」という記載がなされて

おります。災害時におきましては、学校の体育

館が避難所となる場合が多くございます。避難

所になった場合に、もちろん空調がついていな

い体育館がほとんどでございます中で、このＧ

ＨＰは、それぞれ体育館での導入事例の実績が

ございまして、特に熊本県は、地震が発生した

時に導入をしたという実例もございます。こう

いった体育館への導入のメリットと実績につい
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て、どのように認識しておられるか、お尋ねし

ます。 

【野口教育環境整備課長】 認識をということで

ございますが、ガスの方式についても、これは

電源なしでできるということではございません

で、停電した折には、ガスの空調方式でも使え

ません。そこで、自立型というふうにあるよう

に、発電機と一体になった空調の方式であると

いうことであります。 

 委員ご指摘の指定避難所への防災機能の強化

につきましては、これは学習環境の整備云々と

いう側面ではなくて、地域防災計画の中で、各

市町において計画されていくものであるという

ふうに私どもとしては捉えているところでござ

います。 

【松本委員】 そうですね。確かに教育機関であ

り、また、避難所という部分では担当が変わっ

てくるとは思っておりますが、ただ、やはりそ

ういったところも連携をして、やはり学校が地

域にかかわる影響というのは非常に大きゅうご

ざいます。学校によっては、体育館が老朽化し

ていて、避難所の役割を果たすのかという疑問

の声もある中で、もちろんしっかりとした耐震

や補強もしていらっしゃいます。 

 そういった中で、今後、こういった実例がご

ざいますので、こういったこともひとつ活用し

ていくために、最後のページにありますけれど

も、文部科学省だけではなく、今おっしゃった

とおり、総務省や経済産業省でも、この災害対

策の国の補助もございますので、そういったも

のも活用していく。一番上のほうは、もう補正

予算でいただいておりますけれども、こういっ

たさまざまな防災対策に関しましても、学校が

活用できる部分はあると思いますので、これか

らそれぞれ導入をいたします小・中、市町の教

育委員会に対しましても情報の共有化、そして、

コストをなるべく下げられるように検討してい

ただきたいと思いますが、ご見解をお尋ねいた

します。 

【野口教育環境整備課長】 市町の空調の方式の

決定についても、幾つかの市町に、私どもは調

査をしていく中で話をしながら伺ったところも

ございます。 

 市町についても、コストの面も含めて、学校

ごとにどの方式が最も適しているかというとこ

ろを検討しながら進めているところがございま

して、市によっては、全体の15％ほどをガスの

方式にするというところもあれば、先ほど委員

がおっしゃいました大村市においては、43％ほ

どがガスも導入しているということがあって、

学校ごとに個別の検討がなされておりますので、

私どもとしては、どちらのほうがよいというこ

とではなくて、設置者の判断というものを、今

後とも尊重していきたいというふうな考え方を

持っているところであります。 

【ごう委員】 今のガスのエアコンの導入につい

て、関連で1点だけお伺いをいたします。 

 先ほど全校的にエアコンの設置がこれから進

んでいく中で、設置のスピードに、市町とか学

校によってあまり差が出てはいけないと思って

おります。 

 そんな中で、いろんな業者さんにもお話を聞

かれて調整をしているということでございまし

たが、今、県としては、ガスの協会の方々とも

そういった意見の交換とか、例えばガスを導入

した場合に、どれくらいの期間で設置ができる

とかというようなお話は詰めていらっしゃるの

か、そのあたりを聞かせてください。 

【野口教育環境整備課長】具体的な整備の中身

といいますか、スピード感などについて、ガス
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の協会の方々とお話を踏み込んでやっていると

いうところはございません。 

 現在、すべての市町が来年度中にはすべて完

成するという計画を持たれて進めておられると

ころでありますので、そういった中で、方式の

ことを、県として市町に対してどちらがいいと

か、悪いとかというようなところは、なかなか

お話ができないところもございますので、そう

いった業者の方々と踏み込んだ話というものは

しているということはございません。 

【ごう委員】 踏み込んだ話はしていないという

ことでございましたが、今回、このような形で

要望書が県に対して送られてきているわけでご

ざいますので、一定やはりそのあたり検討とい

いますか、少し試みをしていただいたほうがよ

ろしいかと思います。 

 来年度中に設置ということを各市町は考えて

いるようですけれども、やはりこれからいろん

な工事のこととか、いろんなことが出てきて、

後々になる可能性も出てくると思うので、やは

り少しでも早く設置ができるようにするために

も、一定このあたりの意見交換等はしていただ

いて、ある程度の見込みというものはつけてい

ただければと思いますが、最後にご見解をお願

いいたします。 

【野口教育環境整備課長】 工事のできる限り早

い執行については、先ほど申し上げました管工

事の組合でありますとか、電気工事の組合であ

りますとか、そういったところとお話をしてお

りまして、どういった方式を入れたら進むかと

いうところまでを含めての今後の調整になって

いこうかと思いますので、効率的な執行という

面で、計画を立てられる側が、どの方式を取り

入れることによって、少しでも早く進むのかと

いうことは、当然お考えになることだと思いま

す。 

 私どもとしても、市町に対しては、そういっ

た方式の決定も含めて早く整備ができるように、

考えていただきたいというふうに思っておりま

す。 

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質疑がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

【中島(浩)委員】 資料の6ページになるんです

けれども、一般競争入札の結果一覧表というこ

とで、新図書館情報システムＩＣタグ関連機器

等の賃借及び保守の契約の件なんですけれども、

これは、ＩＣタグに関しては、全国でもいろん

な事業所があると思うんですけれども、今回、

2者だけの応札になったという状況の確認をと

りたいんですけれども。 

【吉田新県立図書館整備室長】 今回、一般競争

入札でございましたが、3,300万円を超える契約

ということで、いわゆるＷＴＯの適用になって

おります。 

 当然、県内の業者、県外の業者も参入できる

ようになっておりますが、県内におきましては、

ＩＣタグを活用した図書館というのが、長崎市

立図書館と平戸市立図書館、今回、ミライon図

書館が3番目ということで、県内業者にはたく

さん実績があられる会社がなかったというとこ

ろかなと考えております。 

【中島(浩)委員】 ＮＢＣさんが地元として1者



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１０日） 

- 44 - 

入ってらっしゃるわけなんですけれども、1回

目の入札で、金額が倍近く違っているというこ

とで、これは1回目の入札で予定価格に達しな

かったという理解でよろしいんでしょうか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 1回目は、予定

価格まで届かなかったということです。 

【中島(浩)委員】 そうであるならば、あまりに

も1回目の金額が、2倍近く違うということは、

この予定価格の根拠というのは、どういった根

拠をもとに予定価格を立てられたんでしょうか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 整備する機械の

台数でありますとか、仕様でありますとかを一

旦複数の業者の方に提示いたしまして、参考見

積もりをいただいております。それを参考にし

て、予定価格は出しております。 

【中島(浩)委員】 そうならば、予定価格が税抜

きの7,700万円から7,500万円の間ということ

になるわけですよね。 

 そういうことであれば、このＮＢＣ情報シス

テムさんも、ある一定、いろんな仕様が決まっ

ているのであれば、こんな金額にならないと思

うんですけどね。その辺は、後の入札後に聴取

とかされなかったんですか。 

 考えが、できれば地元業者にとっていただき

いという関連からの質問なんですけれどね。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時４８分 休憩 ― 

― 午後 ２時４８分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【吉田新県立図書館整備室長】 今回、130万冊

の県立図書館にあるすべての蔵書に対してＩＣ

タグを貼るという業務でございまして、なかな

か県内には実績がある業者がないということで、

今回の参考見積もりにつきましては、結果的に

は県外業者の方に参考見積もりをいただいたと

いうことになっております。 

【中島(浩)委員】 今後、将来的に、こういった

手を挙げる事業者がいらっしゃるんであれば、

一般競争入札ですから、片方に肩入れするとい

うわけにはいかないんでしょうけれども、機会

をつくって、こういったＩＣタグの関連の事業

ができるＮＢＣ情報システムさんと考えて、今

後また何らかの形で、こういう形の入札があれ

ば、引き続き、今度は入札に応答できるような、

何ていうんですかね、企業育成じゃないんです

けれども、そういう観点からちょっと気がけて

いただければと思いますので、今後よろしくお

願いしたいと思います。 

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。 

 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時５０分 休憩 ― 

― 午後 ２時５０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【麻生委員】 12ページの長崎市から出ていま

す、端島炭坑に関する財政支援の関係です。 

 この前、台風で端島が被害を受けまして、こ

れは災害で、大変復旧にも時間がかかるので、

文化庁に要望に上る際に、一緒に行かせていた

だいて、1月に再開するということになりまし

たけれども、端島自体が、今、年間30万人ぐら

い集客をしている状況で、観光面についても大

きなウエートを占めていますし、事業者も結構

おられるわけですね。 

 こういったことについて、県として、今後、

端島の状況もそうでしょうけれども、「明治日

本の産業革命遺産」関係についても、補助金に

対してどういう考えを持っていらっしゃるのか、

また、こういうことについて、長崎市、または
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文化庁も含めて連携しながら、速やかな対応が

とれなかったのかどうか、その点についてお尋

ねしたいと思います。 

【草野学芸文化課長】 端島の整備に関しまして

は、長崎市が3期30年の計画を現在策定されて

おります。その中では、おおよそ総事業費108

億円という莫大な財源が必要となっておりまし

て、10年ごとの経費を見ましても、県と市だけ

ではなかなか出せない額ということで、国の政

府施策要望等も今年も行ったんですけれども、

財政的な支援を国に対してお願いをしていると

ころであります。 

 そういった中で、まだ国もこの計画につきま

しては精査が必要ということで、単年度、単年

度の金額も開きがございまして、具体的に事業

をどうしていくのかというのを詰めていく段階

で、予算がどれくらいかかるかということを精

査しながら、支援していきたいということでご

ざいます。 

 今後、具体的な計画が出されていく中で、実

際どれぐらいの工事費がかかるのか詰めて、補

助については文化庁も含めて協議をしていきた

いと思っております。 

 また、先般の10月6日の台風25号接近に伴い

ます見学通路や見学広場の瓦れきの撤去につい

ては、しけ等でなかなか機材が運べないという

こともあり、国も補正予算を組んで、11月19日

付で、事前着工届を市が提出して国の補正を受

けて着工することとしております。 

 現在、工事は1月末までには完了の見込みで、

できるだけ早く復旧するように工事が進められ

ているという状況です。 

【麻生委員】 対応が、現場から見ると大変遅れ

ているということで要望が上がっていまして、

事業者としては、キャンセルが相当あったとい

うことで、もちろん事業者のためにやるわけじ

ゃありませんけれども、端島が、一つは文化財

であり、世界遺産でもある。それと、台風が大

型化してきているということで、何らかの協議

を持ってもらって、基金みたいなものをぜひ設

置してもらいたい。文化庁にお願いして対応す

るということになると、予算的な状況で、なか

なか補正予算を組んでもらえないというような

状況になろうかと思います。県もなかなか予算

が少ない中で、それだけ負担できるか、また、

いつ災害が起きるかわからないという状況もあ

るかもしれませんけれども、長崎の軍艦島を巡

るツアーをやっている5事業者も、いろんな形

で長崎に対して納付金を納めていますので、そ

うした事業者とも連携しながら、ぜひ県として

も注視してもらいたいなと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事項に対する質問を行うこと

といたしますが、午後3時10分まで休憩したい

と思います。 
 

― 午後 ２時５５分 休憩 ― 

― 午後 ３時１０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 議案外所管事項に対する質問を行います。 

 質問はございませんか。 

【堀江委員】 一般質問に続いて、男性ＡＬＴの

セクハラ問題について質問したいと思います。 

 まず、県立高校で任用されているＡＬＴの皆

さんは、どれぐらいの人数かわかりますか。 

【林田高校教育課長】 県立高校合計51名、そ

のうち英語が49名、中国語が2名でございます。 
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【堀江委員】 そこで、教育長は、私の質問に答

えて、「仮にひどい対応といいますか、その事

案がひどい対応であれば、当然懲戒処分になっ

ていたわけであって、我々は先ほど申し上げた

とおり、行為が行われた場所、それから経過、

その後の反省の状況等々を総合的に判断をして、

懲戒処分までには至らなかったという判断をし

た」というふうに答弁がありました。 

 私の一般質問を聞いた県内外の女性から、す

ごく抗議の声がありました。「教育委員会のセ

クハラに対する認識は非常に問われる内容では

ないか」ということです。 

 そこで、聞いていて、私の認識と教育委員会

のセクハラの具体的事実が違うのではないかと、

まずそこから出発をしないと、どう思っている

かということの根本的な話はできないのではな

いかということで、その質問をしてほしいとい

う声が強く寄せられました。 

 そこで、セクハラ行為の具体的内容は、被害

ＡＬＴは次のように主張しているということで、

寄せられた資料によりますと、加害ＡＬＴの家

で、加害ＡＬＴと被害ＡＬＴがイングリッシュ

キャンプの出し物の歌の練習をした。練習を終

えて、被害ＡＬＴが帰る際、二人はお別れのハ

グをした。パーティーや会合の後のお別れの時、

ヨーロッパ人やアメリカ人はハグをして、それ

ぞれ頬に軽くキスをし合うということは通常の

ことであり、被害ＡＬＴも、加害ＡＬＴも、以

前そのようなあいさつをしたことがあった。な

ので、今回もそのようなあいさつのつもりで、

特に性的な意図はなかった。 

 ところが、この時の加害ＡＬＴは、ハグの際

に頬にキスをするのではなく、被害ＡＬＴの首

に強くキスをして、「あなたの犬は、こんなふ

うにキスをするのか。あなたの犬は、こんなふ

うにあなたをかむのか」などと言って、被害Ａ

ＬＴの首をかんだ。そして、被害ＡＬＴの口に

キスをしようとしたので、被害ＡＬＴは顔をよ

けてハグをやめた。この時は、まだ冗談なのか

どうかわからなかった。それから、加害ＡＬＴ

は被害ＡＬＴを抱き上げて、あなたとしたいと

いうようなことを言った。この時、冗談ではな

いのだと感じ、非常に怖くなった。その後、加

害ＡＬＴは被害ＡＬＴをベッドに押し倒し、上

から肩を押さえつけ、再び首にキスを始め、さ

らに、口にキスをしようとした。被害ＡＬＴは

後ずさりし、加害ＡＬＴに、「私に彼がいるこ

とは知っているでしょう」と言ったが、加害Ａ

ＬＴは、「わかっているけど、今だけ忘れよう」

と答えた。そして手を伸ばしてきたので、被害

ＡＬＴは加害ＡＬＴを強く押しのけ、自分の荷

物を取りにいって、加害ＡＬＴの家を出た。 

 というふうに、これは、既に、被害に遭った

ＡＬＴが教育委員会に事実経過の英文バージョ

ンを提出していると聞いています。教育委員会

は、二人から話を聞いたということですけれど

も、この加害ＡＬＴの言い分は、今私が述べま

した被害ＡＬＴの言い分と違いますか、同じで

すか。セクハラの具体的な事実をどのように認

識をしているのか、答弁を求めます。 

【林田高校教育課長】 大まかな事案の流れにつ

いては、委員ご指摘のとおりでありますが、い

わゆるハグからキス、持ち上げる等の一連のセ

クハラに関する行為の部分で言いますと、加害

ＡＬＴと被害ＡＬＴの両者の認識に少し違いが

あるように感じております。 

【堀江委員】 具体的にどのように主張している

んですか。 

【林田高校教育課長】 まず、キスをしようとし

て体を持ち上げて、性的関係を持ちかけるよう
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な話をしたということについては、加害ＡＬＴ

からは、そういう気持ちで話をしたとは聞いて

おりません。 

【堀江委員】 そんな気持ちはなかったと言った

ということですか。 

【林田高校教育課長】 加害ＡＬＴに関しては、

もともとこの二人は友人でございまして、いろ

いろなイベント等で、親しい間柄と言っていい

かと思いますが、加害ＡＬＴはより親密になり

たいという気持ちを持っていたことは事実でご

ざいます。 

 そういった二人の関係性の中で出てきた話で

あると思っております。具体的な言葉のやりと

りに関して申し上げますと、彼女の気持ちがど

こまで自分に親しみがあるのかを確かめる上で

首に、そして口にキスを求めようとしたと聞い

ております。 

【堀江委員】 加害者の場合は、いわゆるもっと

親しくなりたいという気持ちを持っていた。そ

れは加害者の言い分ですよね。被害者はそうじ

ゃないですよね。確かに、友達です。ＡＬＴの

数は、県下で51名ですから、いろんな行事をし

ようと思ったら、地域のＡＬＴの皆さんが力を

合わせてやるということはあり得るでしょう。

それが、じゃ、加害ＡＬＴは友達になりたいと、

親密になりたいと思っていた。被害ＡＬＴもそ

う思っていたと認識しているんですか、違うで

しょう。 

【林田高校教育課長】 その点が、お互いの意見

の違うところの根本であると思っております。 

 今回、性的暴力を受けたと被害ＡＬＴは主張

しておりますが、加害ＡＬＴの暴行や脅迫によ

って強制をさせたということはありません。ま

た、こういったセクハラ案件に関する重要なポ

イントとして、今までの裁判例等でも出されて

いるとおり、「相手の意に反することを認識し

た時点」でどうだったのかという点です。加害

ＡＬＴは、被害ＡＬＴがそう思っていないとい

うことを認識した時点で行為をやめております。

そのことが県教委としては、非常に重要なポイ

ントであると考えているところです。 

【堀江委員】 だから、嫌だと思うことをしたん

じゃないですか。嫌だと思うことをしたと言っ

ているから、セクハラだと教育委員会は認識し

たんでしょう。けれども、ひどい様態でなかっ

た、言いかえれば、性器の挿入がなかったから

と言いたいんですか。 

【林田高校教育課長】 この事案については、被

害ＡＬＴは、後ほど警察に相談し、警察から事

情を聴取されております。加害ＡＬＴについて

も、警察から事情聴取をされております。 

 事件性の有無について、現時点において立件

には至っていない状況でございます。 

【堀江委員】 そうしますと、加害ＡＬＴは、被

害ＡＬＴに好意を持っていた、仲良くなろうと

思っていたという判断で、私は見ていると思い

ます。 

 被害ＡＬＴは違うじゃないですか。言いかえ

れば、私のところにさまざまな女性の皆さんか

ら寄せられたんですけれども、「今回、ひどい

様態であれば、当然懲戒処分になっていた」、

教育長がこう言われましたね。ひどい状態とい

うことは、性器の挿入があったら、懲戒処分に

なっていた。しかし、それはなかった。当然で

すよ。激しく抵抗したから、未遂で終わったん

ですよ。 

 これまでの裁判では、「なぜ抵抗しなかった

のか」と、悔しくも悲しい質問が被害女性にさ

れていた。恐怖で抵抗できないんですよ。この

事実は、例えば男性でも、パワハラで上司に抵
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抗できなかったという心理が、今語られていま

すが、恐怖で抵抗できない。けれども、今回被

害ＡＬＴは抵抗できた。これはすごいことなん

ですよ。同時に、いきなりベッドに連れていか

れた。同士と思っていたというか、友達と思っ

ていた、一緒に仕事をやろうと思っていた、そ

ういう人にいきなりベッドに連れていかれた。

これは精神的、心理的恐怖というのは、後々の

ＰＴＳＤにつながっていくというふうに私は思

っています。 

 今、セクハラ問題は、この恐怖、この心理的

恐怖、これが今問われているわけですよ。だか

ら、被害ＡＬＴにとっては、こんなひどい様態

がありますか。 

 そういう意味で、長崎県教育委員会の「ひど

い様態でなければ、当然懲戒処分になっていた。

だけども、今回はそうではなかった」という、

女性の立場に立っていないセクハラに対する対

応というのが納得できないという声が、県内外

から私に寄せられていますけれども、見解を求

めます。 

【林田高校教育課長】 これは参考程度にしかな

らないと思いますが、「強く押しのけた」とい

う記載は、被害ＡＬＴからの報告書には挙がっ

ておりません。「キスをされようとして、顔を

背けたこと」、そして、「加害ＡＬＴが眼鏡を

取ろうと手を伸ばした時に押しのけた」という

表現でございます。 

 その後の行動について、少し述べさせていた

だきたいと思いますが、被害ＡＬＴは、アパー

トの台所に行って、自分のリュックサックをと

って、帰ろうとした時に加害ＡＬＴは「忘れ物

はないか」と声をかけ、被害ＡＬＴは「ない」

と答えています。そして、加害ＡＬＴが、「タ

クシーを呼ぼうか」という声かけをしており、

被害ＡＬＴは「歩くから大丈夫だ」と答えてい

ます。また、加害ＡＬＴの「ガムは要るか」と

いう声かけに対し、被害ＡＬＴは、「はい」と

答えています。 

 本事案に関して、一連のセクハラ行為のすぐ

後の状況等も参考にしないといけないのではな

いかと思っているところです。 

【堀江委員】 それは、加害ＡＬＴの主張ですよ

ね。 

【林田高校教育課長】 それは被害ＡＬＴの報告

書の中に挙がっている内容です。 

【堀江委員】 私がいただいた報告書は、いわゆ

る英文バージョンで県教育委員会に出した報告

書を私もいただいたんですけれども、そういう

記述はありません。 

【林田高校教育課長】 私のほうで持っておりま

す報告書の中にはしっかりと記載をされている

内容でございます。 

【堀江委員】 被害ＡＬＴが帰る時にそういうふ

うな対応をしたということでは、今の私の手元

の資料ではそれを証明することはできませんが、

要は、そうしますと、県教育委員会は、被害Ａ

ＬＴも、加害ＡＬＴが仲良くなりたいと思って

いたと同じように思っていたということを言い

たいわけですか、つまりは。 

【林田高校教育課長】 そういった状況も勘案し

ないといけないと思っております。 

 教育長が一般質問の答弁で申しましたとおり、

中立公正に判断をしないといけないということ

が一つ。 

 もう一つは、この事案が本当に強制わいせつ

未遂などになってきますと、警察署の判断とい

うものが先にあろうかと思います。そういうこ

とを受けて、我々は公正な処分をしないことに

は、一方的な形で処分をしてしまうと、逆に、
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処分者である我々が賠償等の請求を受けるとい

う形になります。 

 そういう意味でも、しっかりした証拠に基づ

いて事実を認定しなければいけない。ただ、そ

こまで両者の合致した事実を認定できなかった

というところが、戒告処分以上の処分にならな

かった大きな理由になろうかと思っています。 

【堀江委員】 私が把握している範囲では、先に

被害ＡＬＴがどういう状況かというのを出して、

それを加害ＡＬＴが読んだというか、見た上で

加害ＡＬＴはどうだったかということが言えた

というふうに聞いていますが、どうですか。 

【林田高校教育課長】 正式には、そういう事実

はございません。 

 「見せてもよいか」という質問に対して、被

害ＡＬＴは、「コピーを渡してはだめだ。見せ

るのは構わない」という言い方をしていますが、

現実には、見せてもおりませんし、コピーも渡

しておりません。ただ、概要は説明しておりま

す。 

【堀江委員】 被害ＡＬＴは、加害ＡＬＴがその

まま任用されている。そのことを、しかも、そ

の前に口頭注意というだけで終わったというこ

とが納得できないということを、いわば弁護士

を立てて県教育委員会に意見を言うというか、

申し立てをするというような状況をとられてい

ますよね。だから、被害ＡＬＴの立場に立つと、

県が認識しているような、友達になりたいと思

っていたとか、そういうことは一切ないわけで

すよ。 

 そういう意味からすると、長崎県教育委員会

の判断は、加害ＡＬＴの立場に立った判断とい

う声が、私と教育長のやりとりを聞いて、「お

かしな判断ではないか」という声が私にすごく

寄せられたんですけど、その点はどう思います

か。 

【林田高校教育課長】 私どももできるだけ正確

な事実をつかむということと、法的な問題も当

然絡んでまいりますので、一連の我々が受け取

った報告書に対する回答等についても、県の顧

問弁護士にも相談をしております。 

 弁護士の見解としても、「やはりハラスメン

トには該当していても、悪質性の高いもの、違

法性の高いものではないのではないか」という

見解をいただいております。 

【堀江委員】 私に寄せられた意見の中で、「教

育委員会が被害女性の証言どおりの事実を認定

した上で、懲戒処分不相応と評価したのであれ

ば、教育委員会自体の人権感覚が狂っていると

しか言いようがありません」、こういう声が寄

せられているんですよね。過去の判例が今まで

どうであったのかというのが、今問われている

わけでしょう。 

 私はそういう意味で、私が述べましたね、具

体的に。その恐怖、心理的な部分、ＰＴＳＤに

つながっていく、これこそ女性にとってはひど

い対応、ひどい様態なんですよ。そこがわかっ

ているか、わかっていないか、わかってないじ

ゃないかというのが、私も含めた、私の一般質

問を聞いた多くの女性の思いですし、関係する

皆さんも含めて、納得できないという声が寄せ

られているんですけど、どうですか。 

【林田高校教育課長】 女性が被害に遭っている

ということもありまして、私どもは、この一連

の対応につきましては、この事案が発生してか

ら、この報告書を最初に受け取った時、そして、

その後の対応を含めて、ＰＡと呼ばれるＡＬＴ

を統括している女性ＡＬＴを中心に事情聴取等

を進めてきました。また、ＡＬＴを指導する県

教委側の指導主事も女性でございます。したが
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って、女性の立場からこの報告書を受け取り、

そして実際に、当事者である二人に聞き取りも、

女性の目でしっかりと行ってきております。 

 我々としては、当然当事者の意見は食い違う

ところはありますから、合致する事実だけをし

っかり見つめて処分を決める必要があると判断

をしております。 

【堀江委員】 そろそろ時間なので、質問はこの

程度にしたいと思うんですが、いずれにしても

この問題につきましては、被害ＡＬＴについて

は、納得ができないと、口頭注意で終わるとい

うことでは納得できないということを強く申し

上げているというふうに、私は思っているんで

すよ。 

 だから、そういう納得ができないということ

についても、県教育委員会としては、いや、処

分を変えるつもりはありませんというふうなお

話をしているというふうに聞いておりますけれ

ども、納得いかないから、議会のほうにまでお

話がくるんだというふうに私は思うんですよ。

面識がありません、この方とはね。けれども、

おかしいじゃないかということを明らかにして

いただきたいという強い思いがあるわけですよ。

納得いきませんよということを強く申し上げて

おきたいというふうに思います。 

 とりあえず、終わります。 

【近藤委員長】 ほかにご質問ございませんか。 

【麻生委員】 議案外の中でスポーツ振興につい

てお尋ねしたいと思います。 

 今回の国体の関係では、24位から41位まで、

大変落ちたということで、今回、この中に言わ

れております、敗因の分析と課題の整理という

ことについて、今、県体育協会を含めていろい

ろ検討されていると思いますけれども、その状

況と方針として何かされているんでしょうか、

お尋ねします。 

【小柳体育保健課体育指導監】 委員ご指摘のよ

うに、今回の41位という結果につきましては、

目標順位の20位台前半というところを達成す

ることができず、厳しい結果となったことを本

課といたしましても、大変申し訳なく思ってい

るところです。 

 そうした中で、カヌーとか山岳、ウエイトリ

フティング、陸上競技、剣道、ボウリングなど

の本県のお家芸というところについては活躍が

あったと思っております。 

 ただ、今現在、各競技団体と反省点、それか

らヒアリングを実施している最中なんですけれ

ども、競技の特性、種目の特性等ありますから、

一概に言えないところもあって、それぞれの課

題を今、挙げている最中ですけれども、大まか

な点数的なことを申し上げますと、今回の点数

が下がった原因といいますのは、長崎県の場合

は、少年種別の得点が大きく、比重が高いんで

すけれども、今年は少年種別の落ち込みが大き

かったと。特に少年団体種目について、例年に

比べて点数がとれなかったというところについ

て、今反省しているところでございます。 

【麻生委員】 九州ブロックを抜けるのが大変で

すね。強豪校が結構あるので、そうかなと。 

 一方では、部活のあり方で、ガイドラインが

今回示されました。一方で競技人口を増やす、

高校生もそうでしょうけれども、選抜で集めて

強化する。その要因になるのは、小学校で優秀

な子どもたちをどう育成するかという地域の、

要は、そういうボランティアを含めた人たちに

本当に取り組んでいただくかということもあろ

うかと思いますけれども、そこが少子化でなか

なか、この前話を聞くと、もう部活が成り立た

ない。また逆に言えば、1校で生徒が集まらな



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１０日） 

- 51 - 

い。この前、東長崎で野球関係の方たちにお話

を聞いていたら、1校で生徒が集まらなくて、3

校、4校集まって選抜で、それで生徒を出して

いるんですよと、今、野球じゃなくてサッカー

に全部いっていますからとかという話もあって、

そういう意味では、現場として大変いろいろ苦

労されているんだなということを考えるんです。 

 今後、国体として、毎年開催されて、4年前

の2014年には、長崎も相当力を入れて、その前

のところは相当やったんでしょうけれども、一

つは財源面の関係と、あとは少子化で子どもた

ちがいなくなる、そういった偏った状況になる。

だから、ある程度戦略を立てながら子どもたち

を育成して、やっぱり伸びる要素をしなくちゃ

いけないんじゃないかというのが、まず1点思

っているところです。 

 あと1点は、指導者ですよね。指導者は、そ

ういうことによって大きく左右されるというの

がありますよね。もちろん野球だとか、サッカ

ーだとか、今、顕著な話を見ると、学事振興課

の審査が午前中あったんですけれども、野球は

諫早の学校、サッカーは、今、長崎市の学校だ

とかそういうことで、偏った状況になってきて、

県外からも入ってきていますね。そういった意

味で、今後はやっぱり戦略的な取組を体育協会

ともしなくちゃいけないんじゃないかと思って

いますけれども、その点をまず1点お尋ねした

い。 

 あと、学校、教育委員会の中で指導者のあり

方、次世代の指導者をどう発掘してやっていく

かということが一番の要因じゃないかと思って

いるんですけれども、県教育委員会の考え方を

お尋ねしたいと思います。 

【小柳体育保健課体育指導監】 最初に、財政面

のことですけれども、ご存じのように、平成26

年長崎国体に向けては強化費も大分増えてまい

りました。そこで総合成績1位をとったわけで

すけれども、それから比べますと、先催県と同

じように、少しずつ少なくなってきております。 

 その現状の中で、今の財政難の中では、先催

県と比較しても、一定の予算はつけていただい

ていると認識をしているわけですけれども、先

ほど言いましたように、競技団体のそれぞれの

課題を挙げながら、やはり事業内容についても

何が必要なのか、どういう事案が効果的か、全

体的な強化の見直しを図っていきたいと考えて

いるところでございます。そして、現在の状況

の中で事業を展開する上で、要望すべき点につ

いてはしっかり要望していきたいと考えている

ところでございます。 

 それから、2点目ですけれども、先ほど委員

ご指摘のように、指導者の育成の点ですけれど

も、私も指導しておりまして、やはり選手が全

国区になるためには、指導者も全国区にならな

いといけないと思っております。そういった点

で、うちの事業として、県外派遣であったり、

あるいは体育協会の競技力向上対策についての

講師派遣だったり、いろんな形で、今までやっ

てきたことと同じような形も含めまして、それ

からメンタルトレーニングとか、あるいは先催

県、あるいは強豪県のところに勉強に行かせて

もらうとか、いろんな形で強化策をこれまでど

おり実施をしていきたいと思っているところで

す。 

 それから、先ほど最後にありました学校教育

の中での指導者といいますか、どうあるべきか。

勝利至上主義だけじゃなくて、やはり学校の中

では人間性を豊かにすることも必要ですし、そ

ういった流れの中で子どもたちは育っていくも

のだと思っております。中学生も高校生も、将
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来に向けての通過点ですので、通過点の中で、

例えば目標もそれぞれ違いますし、その目標に

向かって競技力の向上だったり、あるいは健康

教育も含めた形で、そういったことも指導でき

るような形で、県教育委員会としましては、運

動部活動指導者研修講座等も実施しながら、先

ほど言いましたように、ガイドラインが出まし

たので、その活用も含めまして、今後に向けて

努力していきたいと考えているところでござい

ます。 

【麻生委員】 今後、部活も延長線だと思ってお

りますけれども、もちろんすばらしいといいま

すか、能力ある子どもたちの発掘によって、ど

う育成するかということがアスリートの発掘だ

と思いますけれども、その中でクラブ活動、先

ほど言いましたように、ベースはクラブ活動関

係だと思うんですけれども、外部指導員ですね。

今回、一部予算的なものもつけてやっています

けれども、県教委も今回、取組を進めると聞い

ておりますけれども、他県では早々とそういっ

たことで外部指導員にしっかり取り組まれてい

るところがあるんです。ですので、学校教育の

「働き方改革」だとか、部活の関係で、なかな

か子どもたちに接することができないというこ

とでありますので、もっと外部の指導者に積極

的に取り組んでいただく。もちろん体育関係の

協会との連携も密にしていただいて、そういっ

た地域、地域のそういう指導者をしっかり掌握

していただきながら、どうやるかということも

ぜひご検討いただきたいと思っていますけれど

も、県教委のこのことについての考え方をお尋

ねしたいんですけれども。 

【小柳体育保健課体育指導監】 今、ご指摘のあ

ったように、外部指導員につきましては、中学

校が1,100人程度、それから、高校が110名ほど

いまして、その中で、学校の中で指導してもら

っているところでございますが、外部指導員、

部活動指導員につきましては、先催県もやって

いるとおり、今後に向けて、長崎県も県立だけ

ではなくて、中学校のほうもですけれども、予

定をしていきたいと考えておるところです。 

【麻生委員】 最後に、ぜひ41位から、すぐ20

何位は難しいと思いますけれども、3年計画ぐ

らいで30位だとか、20位に入るような状況で、

少子化が目の前にきていますけれども、私立も

頑張っていただいている先生たちもおられます

から、ぜひ生徒と父兄と教職員が一体となって

頑張っていただきたいと思います。 

 さっき国体の中で占める少年男子だとか、少

年女子の割合が高いと、さっき言ったように、

九州ブロックを抜けるのが大変だということも

よくよく存じておりますので、九州でまずは勝

ち残る、3位に入る、4位に入るということを目

指しながら、ぜひ国体の順位を上げる形で取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

【山田(朋)委員】 私も運動部活動指導員配置事

業費について伺いたいと思っております。 

 今、麻生委員の質疑の中で数字的なことを、

1,100人と110名ぐらいと聞いたかと思うんで

すが、今よく聞き取れなくて、再度教えていた

だきたいんですけれど。 

【山本体育保健課長】 外部指導者でございます。

今現在、放課後であるとか、土日に来ていただ

いている外部指導者の方が、中学校で1,106名、

高等学校で109名、こちらのほうで把握をして

おります。 

【山田(朋)委員】 ありがとうございました。今、

外部指導者ということで、中学校で1,106名、高

等学校で109名おいでをいただいているという
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ことでございますが、今回、長崎県は、外部指

導者の運動部の部活指導員を非常勤職員として

配置をするという計画を立てていただいている

ようでありますが、これは以前から、教員の多

忙化解消とか、負担軽減のためにお願いをして

いたところではありますが、具体的に予算要求

を今から行っていくかと思いますが、どういっ

た人数をそれぞれに考えているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

【山本体育保健課長】 対象は、公立の中学校と

高校を予定しておりまして、中学校のほうは市

町が雇用されるということで、今計画を上げて

いただいて、私どものほうでは聞いております。

高校のほうは、県が雇用するという状況でござ

います。 

 市町はまだ計画段階でございますので、人数

については、今の段階では、申し上げることは

差し控えさせていただきたいと思っております。 

 高校については、基本は、段階的に増やして

いって、すべての学校に配置をしたいというふ

うに考えております。それが来年度から始まる

ということで、その配置の効果等を見ながら、

確認をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

【山田(朋)委員】 公立中学校に関しては、各市

教委のほうで、今から計画をいただくというこ

とでありますが、県立高校は65校くらいあるか

と思いますが、具体的に初年度、今から予算要

求するんだから、5校分、10校分、15校分考え

ていますとか、ちゃんと具体的に言ってもらわ

ないと、段階的に、何年計画で65校まで持って

いくのか、その経過とか、言いましたよね。効

果とかももちろん検証しないといけないという

話でしたけど、どういうふうに考えているのか、

もっと具体的な話を聞きたいと思います。 

【山本体育保健課長】 県立高校、あと、県立中

学校がございます。県立学校については54校を

対象に、各学校1名は配置をしたいということ

で、5年計画ぐらいでできないかというふうに、

今考えております。 

【山田(朋)委員】 54校に対して、各1名ずつ配

置をしたいと、5年計画ぐらいでということで

ありますから、初年度10校程度とかというよう

な、そういう単純な話じゃないのかもしれない

ですけれども、学校によって、部活動の野球部

が強かったり、サッカー部が強かったり、ラグ

ビー部が強かったり、それぞれいろいろあると

思うんですよね。各校1名ということが、そも

そも論として適当なのかどうか。学校によって

は、非常にラクビーが強い学校もあるし、サッ

カーに力を入れているところもあると思うんで

すけれど、多分、どこも希望はしていると思う

んですよね。それをどうやってセレクトしてい

くというか、それの考え方を教えてください。 

【山本体育保健課長】 部活動指導員のそもそも

の配置の目的は、第一義的には、教職員の負担

の軽減を図ることが目的でございまして、2次

的、副次的には、技術的な専門指導を受けるこ

とができるということで、競技力向上にもつな

がるというふうには考えておりますが、まずは、

教職員の働き方の課題がある学校の優先度が高

いところから、ヒアリング等行って、配置の検

討はしていきたいというふうに考えております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。強豪校という

ことよりも、まさに先生方がとっても大変な学

校に対して、できる限り配置をしていくという

ことでありますので、そこは計画的に、本当に

進めていただきたいとお願いをしたいと思って

おります。 

 次に、教育相談事業費について伺いたいと思
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います。 

 今回、ＳＮＳを活用した教育相談体制を構築

するとあります。私も一般質問、委員会のほう

でも何度もLINEの活用についてお話をしてき

ておりますが、これはLINEなのか何なのか、

具体的に中身を教えてください。 

【本村児童生徒支援室長】 これまでの電話相談

やメール相談に加えまして、現在、非常に普及

しておりますＳＮＳ等活用した教育相談体制の

整備をするものであります。これには、もちろ

んLINEも含まれていますし、その他ウェブ上

の相談というのも含まれておりますけれども、

そういうものを活用して、子どもたちの教育相

談を充実させ、そして、いじめとか不登校等を

できるだけ早く、早期に解決したいという思い

で実施するものでございます。 

【山田(朋)委員】 やっと子どもたちが普段使っ

ているもので気軽に相談ができること、今まで

教育委員会の答弁としては、多用する言葉とか、

子どもたちが使う言葉とかがわからないとか、

即対応できないことによるマイナスのこととか

をいろいろお話があったかと思いますが、その

辺はどういうふうに対応するのか、どういう体

制で対応するのか、その辺を教えてください。 

【本村児童生徒支援室長】 全国でも、今、ＳＮ

Ｓ等を活用した教育相談事業というのは、いろ

んな都道府県が実施をしているところでござい

ます。 

 この間聞いた話によりますと、電話相談の1

カ月分がＳＮＳでもう寄せられているというよ

うな活用の多さ、あるいは悩み、不満等、一定

の効果が認められるというふうな話も聞いてお

ります。 

 私どもといたしましても、こういう状況を踏

まえまして、まず、県内の中高生等を対象にし

て、LINE等を通じて相談体制の確立というも

のをしていきたいというふうに思っております。 

【山田(朋)委員】 子どもたちには、恐らくＱＲ

コード付きのカードか何か配っていただくと思

うんですけれども、私がお尋ねしたのは、受け

手側がどういう体制でやるのかを聞きたいんで

すけれども。 

【本村児童生徒支援室長】 受け手側のほうの話

なんですけれども、できましたら、子どもたち

がいつでも相談できるような体制をとりたいと

いうふうに思います。 

 1年間の中で、ある期間限定をして相談事業

を行っている都道府県もありますし、24時間い

つでもできるという都道府県もあるんですけれ

ども、本県の場合、事業内容といたしましては、

子どもたちから相談を寄せてもらって、ＱＲコ

ード等を通して、LINE等で相談を寄せてもら

います。その悩みを相談事業者等が一回受け取

ります。そして、その相談内容を、教育委員会

等に報告してもらって、それを学校に返して、

そして、学校とか関係機関と連携して迅速に対

応していくというふうなシステムをとりたいと

思います。 

【山田(朋)委員】教育相談事業費の拡充で、高

校教育課ですけど、2,100万円予算がついている

かと思います。それで、今お聞きした中で、そ

ういう対応をとっていただくことは非常にあり

がたいんですけど、よく一般的な全国の外注、

外に出すということですよね。専門業者に出し

て、学校と連携をしてやるということでありま

すね。わかりました。 

 具体的に、いつから始めるのか、どういった

計画なのか。当然、当初予算が通ってからだと

思いますけど、ちょっと教えてください。 

【本村児童生徒支援室長】 現在、予算が通って
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からということになると思いますけれども、4

月すぐにということがなかなか始められません

ので、学校の体制とか、一番課題は、生徒にど

う周知していくか。生徒がLINE等々しっかり

つながりをつくっていくというふうな周知体制

も整えなければなりませんので、多分、1学期

の終わりごろに開始ということで、今のところ

予定をしておるところでございます。 

【山田(朋)委員】 1学期の終わりぐらいという

ことでありますが、可能である限り、夏休みと

いうのが、一つ大きなポイントになると思いま

すので、夏休みの始まる前、もしくは、新学期

始まってすぐには対応ができる。できれば、夏

休み前にできるだけ前倒しで対応いただくよう

に、ご検討いただきたいとお願い申し上げてお

きます。 

 次に、教育長の説明の中の4ページ、いじめ

の認知件数の件です。本県でも219件増加をし

ています。これは、私がちょっと勉強不足で、

毎年、このような状況での増加傾向であるのか

どうか。この219件をどのように認識して分析

しているのかをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ３時４８分 休憩 ― 

― 午後 ３時４８分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【本村児童生徒支援室長】 いじめの認知件数に

つきましてですけれども、全国も小中高、特別

支援を合わせて増加傾向にありますし、本県に

おきましても、ここ4～5年、増加傾向にござい

ます。 

 ただ、いじめの認知につきましては、数が増

えていくということよりも、むしろしっかりい

じめを見つけて、そして、その子どもたちへの

解決をしっかり図っていくということも非常に

大切な点ですので、認知件数の増減というのも

大事なんですけれども、そこでいじめがどう解

消していったかというところも非常に重要だと

思いますので、そこに向けた取組も充実させて

いきたいと思います。 

【山田(朋)委員】 私が以前、関わった案件で、

「数年ぶりのいじめ認知件数1として教育委員

会に上げる」ということを言われた県立高校が

ありました。私は、子どもが600人も700人も通

っているところで、いじめがないはずがないと

いうふうに認識をしていますので、今まさに言

われたように、件数を上げるところをちゃんと

評価をするというか、決して包み隠すんじゃな

くて、まさに言っていただいた答弁そのものだ

と思うんですけど、表にどんどん出してもらっ

て解決をする方向で進めていただきたいという

ことをお願いしたいと思っております。 

 もう一点、公立高校の中途退学者の件であり

ますけれども、今、中途退学は、公立高校の無

償化とかが始まった時から、大分少なくなって

きたかなと認識をしていたんですけれども、こ

うやって数字で見ると、もちろん母数は大きい

ですけれども、266人もの子どもが途中で高校

をやめているんだなということを改めて認識を

しました。経済的事案なのか、これの分析をど

ういうふうに見ているのか、教えてください。 

【本村児童生徒支援室長】 高校における中途退

学の件なんですけれども、高校側といたしまし

ては、入った生徒はみんな卒業させたいという

思いで教育をしております。 

 ただ、どうしてもその中で、途中、退学をし

ていく生徒もおりまして、理由といたしまして

は、別の高校への入学を希望する、あるいは就
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職を希望する等の進路変更というのが一番多う

ございます。そして、退学の2番目の理由とし

ましては、授業に興味がなかったり、学校の中

の人間関係がうまくいかないなど、学校生活、

あるいは学業の不適応というものが2番目に多

い理由ということになっていまして、これは、

平成28年も平成29年も同じような傾向であり

ます。 

【山田(朋)委員】 理由のほうは理解をいたしま

した。学校はそれぞれ頑張っていただいて、子

どもたちを卒業させていただこうと、努力はい

ただいていると思いますが、こういった数字、

266人を少ないか、多いかと見るのは、それぞ

れ判断があるかと思いますが、私は結構大きな

数字かなというふうに認識をしております。 

 ぜひ子どもたちが無事に卒業できるように、

学校現場でも、さらにいろいろ子どもたちを導

いていただければということをお願いしたいと

思います。 

 最後に、1点だけ伺いたいと思います。私、

この間、一般質問で積み残しをしておりました

国際バカロレア教育について伺いたいと思って

おります。 

 この国際バカロレア教育ですけど、初めて聞

かれる方も多いかと思いますので、少しだけお

話をさせていただきたいと思います。 

 多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、よ

りよい、より平和な世界を築くことに貢献する

探求心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を

目的とした、チャレンジに満ちた4つの質の高

い教育プログラムを世界中の学校に提供してい

ます。平成29年6月1日現在、世界140カ国以上

の国、地域で4,846校、日本においては46校、

そのうち学校教育法第1条に規定されている学

校は20校が国際バカロレア認定校に指定をさ

れております。 

 このような状況の中で、他県においては、こ

の国際バカロレアの導入を始めている県も多く

ありますが、本県としては、国際バカロレアに

ついて、現状、今どのような取組をしているの

か、今後どのようにしていこうと考えているの

か、伺いたいと思います。 

【林田高校教育課長】 委員ご指摘のとおり、国

際バカロレアというのは、海外の大学、もちろ

ん国内の大学でも受験資格を得られますが、特

に帰国子女等が多くなってきている状況の中で、

海外の大学に統一基準で入学できる資格を与え

ようとするものであります。 

 日本では、平成30年6月現在で、高校段階に

おける認定校が39校ございます。この39校の中

で、インターナショナルスクール、各種学校に

該当する、いわゆる通常の学校でないところが

17校、私立高校が18校、国立・公立がそれぞれ

2校ずつの4校であり、学校教育法第1条校は39

校のうち22校という状況にとどまっていると

ころです。 

 現在、設置を検討している県や市は、約10都

市県あります。ただ、課題が非常に大きく、こ

の資格を取るためには、英語中心の学習体系を

採らなければいけないということで、通常の科

目においても英語で指導ができる教員が必要な

こと。それと、今度、学習指導要領が改訂され、

その学習指導要領と大まかな趣旨は合致してい

ますが、求められている学習内容が違うという

こともありまして、日本の学習指導要領とバカ

ロレアで求められる教育内容と、両方を満たす

教育課程を練り上げる必要があります。そのた

めには、教員の負担が大きく増えてくるわけで

ございます。また、認定校の加盟等には数年か

かりますし、また、多額の費用が毎年発生する
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ことになります。 

 そういうことから、趣旨は理解し、進めたい

という気持ちはありまが、なかなか認定校が増

えてない状況にあります。 

 私どもとしては、これらの課題を解決するた

めに、国においても鋭意検討が進められており

ますので、国がどういった検討状況をしている

のかということを注視して見てまいりたいと考

えております。 

【山田(朋)委員】 政府は、2013年6月に、日本

再興戦略を閣議決定し、この国際バカロレア校

を2018年までに200校に大幅に増加させる目的

を明記しております。 

 しかしながら、現状は、言われた数字にとど

まっております。それは、もちろん毎年百数十

万円、学校がこのプログラムに参加するために

負担がかかっているということだったり、英語

による授業をしないといけない、その教員の問

題があります。 

 それで、日本政府も考えて、日本語で授業が

できるものも随分と増やしてきていらっしゃい

ますし、私どもは会派の視察で、9月に札幌の

開成中学校・高校、これは公立でありますけれ

ども、そこにも視察に行ってまいりました。先

生方の養成等に関しては、意外と苦労なくでき

ていたと。やる気のある若手の職員等も多くい

るし、その学校に長く、ほかの学校に異動をち

ょこちょこするわけにはいかない部分はあるけ

れども、そういったことで対応しているといい

ますし、他県の話を聞きますと、やはり人がい

ないからじゃなくて、養成していくということ

が一つ大事ではないかということで、取組をし

ている公立高校に関しても、他県においては導

入が予定をされているところが多くあります。 

 私は、先ほどの課長の答弁だと、登録まで何

年かかかるということであれば、早めに検討し

て、ほかの県に遅れをとることなく、こういっ

たものというのはしっかりと取り組むべきだと

思っておりますが、再度ご見解を求めたいと思

います。 

【林田高校教育課長】 バカロレアの資格を取得

することが、海外の大学に行くための必要十分

条件ではございません。当然、ほかのルートと

いうのがございます。通常の大学の正式なルー

トでも国外の大学に入学することが認められて

おります。 

 現に、平成30年の段階で、これは中国、韓国

も含みますけれども、長崎県から海外の大学に

合格している子どもたちは、公立だけで22名お

ります。これはバカロレアではございません。

バカロレア以外の手法でもって、それだけ合格

をしております。 

 したがいまして、唯一の方法であれば、バカ

ロレア導入を検討していきたいと思いますが、

なかなか難しい状況と考えております。 

 もう一つは、海外の大学に進学した際に、一

番大きなネックとなっているのは、授業料の高

さと生活費です。アメリカのＩＢリーグと呼ば

れる有名大学に進学しますと、私立ということ

もありまして、年間約5万ドルから6万ドルの生

活費と学費が必要であり、4年間通いますと、

家1戸分以上のお金がかかってきます。奨学金

をうまく得られればいいのですが、それはなか

なか難しいという状況であります。 

【山田(朋)委員】 今の課長の答弁だと、外国の

いい大学は、家1軒分ぐらいのお金がかかると

いうことですけど、それは課長が心配される内

容ではなく、保護者のそれぞれの家庭において

の経済的負担、経済的なことの考え方だと思う

から、それは導入をしないことの答弁にはなら
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ないかと思います。そこは申し上げたいと思っ

ております。 

 このバカロレアですけど、国内でも難関国立

大学や難関私大が、このバカロレアを活用した

大学入試も実施を既にされております。それと、

今から外国人労働者が多く入ってくることを考

えた時に、本県においても、高校で8人、小中

学校で24人、外国籍で日本語指導が必要な児童

生徒がいます。今、長崎でも1万218人外国人が

暮らしています。いろいろなことを総合的に考

えていくと、こういったことは、私は、もっと

前向きに検討いただくべきかと思っております

ので、そのことを申し上げて終わりたいと思い

ます。 

【松本委員】 今回、国の補正でブロック塀やエ

アコンが、小中学校に対しては補助がなされま

した。ただ、そういった教育環境整備の中で、

県立高校の場合は、やはり義務教育ではないの

で、国の補助等がない状況の中で運営をしてら

っしゃいます。 

 そういった中で調査をさせていただきまして、

県立学校の施設整備に関して、改修等で学校側

からの要求に対してどこまでの予算措置がされ

ているのかというのを調べさせていただきまし

た。 

 そうすると、大規模改修に関しては、平成30

年度で266件の学校からの要求に対して、対応

できたのが37件、13％、予算にすると108億円

に対しての18億円ということで、16％という状

況でございました。 

 また、大規模じゃなくても、維持補修に関し

て確認しますと、平成29年度では855件の要望

に対して400件、46％で、額が、14億円の要望

に対して3億5,000万円ということで、25％とい

う状況でございました。 

 ここの改修や維持補修等は、危険箇所でもあ

り、学校側がやはり危ないと判断して要求する

中で、どうしても予算が厳しい中で、実質は

16％や25％の状況になっております。じゃ、残

りの70％から80％で何か事故があったりとか、

また、崩れたとか、壊れたとかなった時の責任

等もありますが、この判断基準というのはどの

ようにされて、また、70％から80％の実施でき

なかったところに対しては、今後どのような措

置を毎年とっているのか、現状をお尋ねいたし

ます。 

【野口教育環境整備課長】 委員から数字のお話

がありましたとおりのところで、件数からしま

すと学校からは、5～6倍以上の要望が寄せられ

ているわけであります。 

 そういった中で、私どもとしては、もちろん

緊急度というものを一番最初に考えております

し、また、点検などについても定期的にずっと

計画的にやっておりますので、そういったもの

の数値の結果でありますとか、あるいは土木部

の専門の技術職の意見なども踏まえて、また、

学校の話も聞きながら順番決めなどをしている

ところです。もちろん事故などというものが決

して起きることのないように、総合的な判断の

もとにやっております。大規模な改修にしまし

ても、それから、維持補修にしても、先ほど申

し上げましたとおり、学校の状態などもよく見

極めながら、順番づけをしてやっているところ

であります。 

 学校からの要望といいますのは、次年度以降

でお願いしたいということで、必ずしも、先ほ

ど委員がおっしゃった要望件数というのは、ぜ

ひとも次年度で行うということではないという

こともご認識いただきたいと思っております。 

【松本委員】 大阪でブロック塀の事故があって、
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児童が亡くなられたと。そこは手抜き工事がさ

れていて、芯が入っていないところが壊れて、

そういったところから、全国的にも調査が入り

ました。 

 やはり何かがあってからじゃないと動かない

ところも確かにある。しかし、そういった中で

日ごろより、今おっしゃったような、やっぱり

危険に関しての点検をやはり入念にするという

ことと、危険に対しての意識を学校側も持って、

そして、それに少しでも対応していくという姿

勢をやはり持っていくことは大事だと思います。

もちろん財政状況が厳しい中で、何でもかんで

もできるわけではないと思っておりますが、や

はり残りの70％～80％の中の優先順位、危険度

というものを、例えば教員だけではなくて、先

ほどおっしゃった、業者の方じゃないとわから

ないところもあると思います。逆に、もっと危

ないところがあるかもしれないと思いますので、

そこをしっかりと調査をして、また、築後30年

以上たっているところが大幅に多いと思います

ので、そういったところの点検をしっかりして、

鋭意対応していただきたいと思います。 

 それともう一つは、県立高校で廃校舎になっ

ているところが2校あると思います。式見高校

や野母崎高校ですね。こちらに対して、廃校に

なった校舎に対しての対応は、どのように考え

ていらっしゃるんでしょうか。 

【野口教育環境整備課長】 おっしゃるとおり、

今現在、廃校した校舎でそのまま残っておるの

は旧野母崎高校と旧長崎式見高等学校でありま

すが、ここの活用の仕方については、地元自治

会のお話なども聞きながら検討してきた経緯は

ございます。 

 その前に、まず県として有効な使い道がない

かということで、部局横断的な検討というもの

をさせていただいた中で、その次の段階で、地

元の活用のご意向なども聞いて、長崎市もその

ようなお話を伝えて検討してきたんですけれど

も、現在のところ、有効な活用策というのは全

く見出していないような状況でございます。 

【松本委員】 学校というのは、やはり地域にと

っても、卒業生にとっても大きな存在であり、

やはり影響力が大きいと思うんですね。その中

で、結局、廃校になったけれども、何も活用で

きないまま、そのままになっているという状況

に対しては、もちろん地域や長崎市の理解も必

要でありますけれども、やはりそのままにして

おく責任は県教委にもあると思います。地域に

とって有効な活用になるように、しっかりと今

後検討を重ねて、明確に出せるようにしていた

だきたいと思います。 

 次に、議案説明資料の4ページ、先ほど山田

(朋)委員からも質問がありました、いじめのこ

とについて、お尋ねをいたします。 

 認知件数が上がるというのは、潜在的ないじ

めが顕在化するわけでございますから、確かに、

よく現場の把握がされているということになる

と思うんですけれども、ちょっと気になるのが、

いじめの解消率です。このいじめの解消率が、

本県が89.3％となっておるんですけれども、こ

の解消したという判断基準はどのように、誰が

して、解消したというふうに認知しているのか、

お尋ねをいたします。 

【本村児童生徒支援室長】 いじめの解消のお尋

ねですけれども、いじめの解消につきましては、

学校のほうで被害生徒、それから被害生徒の保

護者等々と十分話をして、一定期間いじめの行

為がやんだという状況をもって、いじめの解消

というふうにいたしております。一定の期間と

申しますのは、約3カ月程度ということになり
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ます。 

 ですので、いじめの解消率と申しますのが、

3月に調査が行われますので、1月、2月、3月に

行われたいじめはすべて解消してないというふ

うなことになります。 

 また、学校のほうも、解消につきましては非

常に慎重に行っておりますので、こういった解

消率の低下は、そういうことからきているので

はないかというふうに認識しております。 

【松本委員】 確かに、数字ばかりが先行すると

いうこともいかがかなと思うんです。というの

が、結局いじめというのは、潜在的に、教員に

わからないようにすることでございまして、そ

ういった中で、結局、一定の個人が複数によっ

ていじめを受ける場合もあると思うんですが、

そのいじめをしている側を押さえて解決したと

言えるかもしれないですけれども、もっと大事

なことは、いじめをしない体制づくりをするこ

とが大事だと思うんですね。結局、いじめは悪

いことだと、その傍観者になるようなその他の

子どもたちがいじめを止めようというその意識

を持つこと。結局、自分もいじめられたくない

から、傍観してしまう。また、加害者に一緒に

加わってしまうような事例が多く見受けられま

す。 

 そういった中で、やはりしちゃいけないとい

うふうな意識を子どもたちに認識をしてもらう

教育をしっかりしておくことによって、いじめ

の発生の防止というものをすること。解消率を

一生懸命上げていても、発生はしているわけで

すから、そこが本末転倒にならないように、や

はりしっかり取り組んでいただきたいと思いま

すが、そちらに対してはどのようなご見解でし

ょうか。 

【本村児童生徒支援室長】 まさに委員おっしゃ

られたとおりだと思います。絶対にいじめを許

さないという学校の雰囲気づくりというか、学

級の雰囲気づくりというか、そういうものを大

切にしなければならないと思いますし、また一

方で、子どもから出される細かいいじめにかか

るサインみたいなものを教職員も気づく力を養

っていって、いじめをなくしていくという取組

を進めていきたいと思います。 

【松本委員】 やはりネットでのいじめとか、顕

在化しにくい状況もあります。先ほどおっしゃ

ったとおり、やはりそこをいかに先生が察知を

するかということは、日ごろコミュニケーショ

ンをしっかりとっているかどうかということに

もつながると思います。先生側の対応と。 

 そして、また、いじめが、結局は不登校につ

ながっていくことにも重なります。実際のとこ

ろ、不登校が増加している傾向にある中で、や

はりしっかり対応していただくようにお願いし

ます。 

 最後に、追加1の資料の2ページのところです。

ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業と

いうことで、文言が書かれておりますが、非常

に興味深い文言で、ふるさと教育というのは非

常に重要だと思います。特に、若者定着課とか、

新しく部署もできていますし、県外流出を抑え

るために必要だと思いますが、この教育の中で

新規で、「探究的な職業体験学習を通して、本

県産業への正しい理解を促進し」、そして、さ

らに、「ふるさとの未来を担おうとする実践力

を育成」というふうに書いてあります。大変期

待するところでありますが、こういったことを

具体的に中学生にどうやって育ませていくのか、

お尋ねをいたします。 

【木村義務教育課長】 お尋ねの事業の概要であ

りますが、県内で活躍する企業等の協力を得な
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がら、例えばそれぞれのふるさとの特徴や強み

を生かした模擬会社を設立するなど、これまで

の職場体験学習を超えた職業体験学習を探求的

に行うことを通して、ふるさとを愛し、誇りに

思う心情とともに、地域の未来を担おうとする

人材としての資質、さらには、問題解決力や企

画力、プレゼン力やコミュニケーション力等を

育成しようとするものです。 

 具体的に、今、私どもで構想しておりますの

は、県内に拠点となる中学校を指定して、若者

定着課、商工会等と協力しながら、ふるさとの

強みを生かして地域を活性化する学習を実施し、

その成果を保護者や地域、また、県内全域に情

報発信することによって、県内全中学校にこう

いうプログラムをつくっていこうと考えており

ます。 

【松本委員】 今までは中学2年生で職場体験学

習というのを取り組んでいましたが、そこもや

はり非常に勉強にはなるんですけれども、アル

バイトの延長線のような要素がありました。 

 今お話しいただいた部分は、やはり模擬会社

で商品開発、販売とか企画をしていくというこ

とによって、主体的に取り組むという教育はす

ごくすばらしいことだと思うし、やはりそこに

は地元の企業の協力がなければいけませんし、

また、そこの連携をすることによって、県内定

着、地元企業に就職しようという意識も生まれ

ると思います。 

 初年度で最初の事業でございますので、ぜひ

連携を密にしていただいて、そしてその成果も

事業後に、また報告していただければと思いま

す。 

【ごう委員】 教育委員会の議案説明資料の5ペ

ージです。ここについて、若干お尋ねします。 

 今回、長崎県運動部活動の在り方に関するガ

イドラインが策定されましたことは、非常にい

いことだと思っています。平日、少なくとも1

日お休みをとりなさいということで、私は以前、

数年前の文教厚生委員会で質問したこともあり

ますけれども、休みがとれないために歯医者に

行けないとか、病院に行けないとかという生徒

さんがいるというお話を伺っておりました。 

 それと、歯科医師会の先生方とお話をしてい

る際に、長崎県のスポーツ、運動部もそうです。

教育活動の一環としての運動部もそうですけど、

競技力が求められるようなスポーツの中でも、

歯科との関係性が、全国的に見て少し薄いので

はないかというようなご意見をいただいており

ます。 

 そんな中、国のほうでは、2020年の東京オリ

ンピックに向けまして、歯科の重要性が非常に

高まってきていて、オリンピックの特別強化選

手などは全員歯科検診を受けることが義務づけ

られていたり、あと、日本スポーツ協会と日本

歯科医師連盟で、スポーツデンティスト制度と

いうものをつくりまして、都道府県では、その

スポーツデンティストさんが運動の部活をして

いる生徒とか、また競技力向上のためのアスリ

ートたちと連携をとって、指導者との連携、保

護者との連携、選手との連携をとりながら、競

技力向上につなげていっているというようなこ

とが報告をされています。 

 そんな中で、現在、長崎県が競技力向上をも

ちろん一つ、目標として掲げている。そして、

運動部活のこともこうしてやっているという中

で、長崎県として、スポーツとこういったスポ

ーツ歯科とのことについて、どの程度の理解が

あるのか、どのように活用していこうと思って

いるのかということについての見解をお聞かせ

ください。 
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【山本体育保健課長】 委員がおっしゃられたス

ポーツとスポーツ歯科の関係というのは、実は、

先般、オリンピックアスリートの方が事業の一

環で本県に来ていただきました。その方がおっ

しゃっておられたのが、歯の状態が悪いと体幹

に影響するということで、自分も歯の治療をし

たら、記録が伸びたというようなお話を聞いて、

私どももまた再認識をした次第でございます。 

 今般、ガイドラインを定めましたので、休養

日がしっかりとれるということでございますの

で、歯の治療のほうについては、改善が図られ

るものと考えております。 

 また、具体の取組といたしましては、管理職

や運動部活動指導者等を対象とした研修会にお

いて、休養日の設定や疾病等の対策につながる

ということや、あるいは歯科医学とパフォーマ

ンスの向上、相関ということについても、研修

の中に取り上げていきたいと思っております。 

 また、具体的な例として、ある学校で行って

いることなんですが、部活動単位で歯科治療が

必要な生徒を把握して、顧問から保護者に直接、

歯科治療を受けるようなそういった促しをして

効果があったという取組がございますので、そ

ういったものも、研修会等の中で紹介をしてい

きたいと思っております。 

【ごう委員】 非常に前向きに検討されていると

いうことで、少し安心をいたしました。今おっ

しゃられたように、かみ合わせ一つとっても、

スポーツ全体の70％の競技の中でパフォーマ

ンスに関わるというようなデータが出ていたり

しています。生徒さん自身がなかなか親に言え

ない、指導者に言えないということもあるので、

やはり私は指導者、コーチの育成というのが必

要なのかなと思っています。 

 そういう意味では、日本スポーツ協会が認定

しているスポーツデンティスト制度というもの

の活用というのは非常に有効ではないかと思っ

ておりますので、これまでスポーツ医学とか、

生理学、心理学、そういったものを交えていろ

んな競技力の向上等を進めてこられた中に、一

つスポーツ歯科学というものもお入れいただい

て、子どもたちの体を守ることも一つあります

し、競技力を向上させる、そして、未来に向け

てのアスリートを育成していくためにも非常に

重要な視点じゃないかと思っておりますので、

今後より一層のスポーツ歯科についての認識を

広めていっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【近藤委員長】 審査の途中ですが、本日の審査

はこれにてとどめ、明日は午前10時より、引き

続き、教育委員会関係の審査を行います。 

 なお、午前10時より請願審査を行うこととし

ておりますので、よろしくお願いします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時１８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年１２月１１日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時５６分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君 

副委員長(副会長) 浅田眞澄美 君 

委    員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   松本 洋介 君 

 〃   麻生  隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

学 事 振 興 課 長 松尾 信哉 君 

 
 

教 育 長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長 本田 道明 君 

総 務 課 長 中尾美恵子 君 

総 務 課 企 画 監 松﨑 耕士 君 

総 務 課 
県立学校改革推進室長 

小野下和宏 君 

福 利 厚 生 室 長 竹中  望 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 柴田 昌造 君 

義 務 教 育 課 長 木村 国広 君 

義務教育課人事管理監 高鍋  洋 君 

高 校 教 育 課 長 林田 和喜 君 

高校教育課人事管理監 鶴田 栄次 君 

高 校 教 育 課 
児童生徒支援室長 

本村 公秀 君 

特別支援教育課長 池田 孝之 君 

生 涯 学 習 課 長 山口 千樹 君 

生 涯 学 習 課 
新県立図書館整備室長 

吉田 和弘 君 

学 芸 文 化 課 長 草野 悦郎 君 

体 育 保 健 課 長 山本 忠敬 君 

体育保健課体育指導監 小柳 勝彦 君 

教育センター所長 長谷川哲朗 君 

 
 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部政策監 

(地域医療政策担当) 
中田 勝己 君 

福祉保健部次長 上田 彰二 君 

福 祉 保 健 課 長 渡辺 大祐 君 

福祉保健課企画監 
（福祉保健総合計画 
・企画予算担当） 

岩崎 次人 君 

監 査 指 導 課 長 磯本 憲壮 君 

医 療 政 策 課 長 伊藤 幸繁 君 

医療人材対策室長 石田 智久 君 

薬 務 行 政 室 長 本多 雅幸 君 

国保・健康増進課長 小田口裕之 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君 

長寿社会課企画監 
(地域包括ケア担当) 

峰松 茂泰 君 

障 害 福 祉 課 長 桑宮 直彦 君 
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原爆被爆者援護課長 橋口 俊哉 君 

 
 

こども政策局長 園田 俊輔 君 

こども未来課長 濱野  靖 君 

こども家庭課長 今冨 洋祐 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

 

【近藤委員長】 おはようございます。 

 委員会を再開いたします。 

 昨日に引き続き、教育委員会関係の審査を行

います。 

 これより請願審査を行います。 

 関係理事者として、学事振興課長に出席いた

だいております。したがいまして、理事者の出

席範囲としては、お手元に配付しております配

席表のとおり決定したいと存じますので、ご了

承をお願いします。 

 第4号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」

を議題とします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堀江紹介議員】 第4号請願「ゆきとどいた教

育を求める請願」、紹介議員の堀江ひとみです。 

 簡潔に趣旨説明をさせていただきます。 

 本請願は、教育予算を大幅に増やし、教育条

件の整備・改善を進めるために国に要請してほ

しいこととして4項目、同じく長崎県で実施し

てほしいこととして3項目を求めています。 

 小・中学校、高校の35人以下学級については、

長崎県の調査結果でも、児童生徒や保護者が少

人数での学級編制のよさを実感していると報告

され、第二期長崎県教育振興基本計画の主な取

組として、少人数学級の編制や少人数指導など、

きめ細やかな指導の充実が掲げられています。 

 少子化が進む中、学校の大規模な整理・統合

計画が進められ、高校についてはクラスの削減

が続けられています。学校を存続させるために

も35人学級の実現が必要です。 

 父母、子ども、教職員の願いは、教育条件の

整備・改善を進めることにあります。 

 ぜひ、各項目について採択していただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は、請願人が趣旨説明を希望して

おります。 

 私の発言は議事録に残りますが、請願人の発

言は議事録に残りませんので、重なるところは

お許しいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【近藤委員長】 この際、お諮りします。 

 請願人から趣旨説明を行いたい旨の申し出が

あっていますが、これを許可することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げます。趣旨説明は、

5分以内で簡明にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午前１０時 ９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、請願につきまして質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

【中島(浩)委員】 私は、反対の立場で意見を述

べさせていただきます。 

 まず、国への要望の1の①ですけれども、本

県での小・中学校の35人以下学級は、既に小学

校で94％、中学校で83％となっております。ま

た、高等学校を全て35人以下にするとすれば、

新たに184名分の教員が必要となり、毎年14億

7,500万円がかかるということを考慮するなら

ば、現状として、国の定数改善計画を注視しな

がら対応すべきと考えます。 

 ②に関しましては、毎年、県も国に要望して

いる状況でございます。 

 ③につきましては、本県におきましては、離

島をはじめ小規模でも特例として設置するなど

の対応をとっておりますので、逆に設置基準を

設けない方がよいものと考えます。 

 ④につきましては、所得制限を設けることに

より、その財源をこれまで活用した経緯がござ

います。撤廃すると、新たに3億円程度の財源

が必要となることから困難だと判断しますし、

また、返済不要の給付金につきましては、国も

既に拡充する方向で進んでいる状況でございま

す。 

 県への要望の2の①でございますけれども、

現在、小学校1年生で30人、小学校2年、6年で

35人と、独自の取組がなされておりますし、定

時制夜間部8校のうち、20人を超えているのは

佐世保中央高校の1校のみであります。 

 ②につきましては、定数改善について国に要

望していきたいと県の方も考えているようでご

ざいます。 

 ③につきましては、県立学校の未設置は13校

でございまして、2校はもう既にＰＴＡで設置

する予定でございます。残りの11校は小規模の

学校でございまして、エアコンのついている特

別教室等を活用して対応されているようでござ

います。 

 今後、ＰＴＡなどで設置の要望がございまし

たならば、電気工事、これは大きな負担となる

わけですけれども、これは県の方で負担してい

ただくという方向で位置づけられておりますの

で、ＰＴＡでエアコンのリース料、そしてまた、

毎月の電気料を、一人当たりの生徒の平均でし

ますと月額550円程度の負担で設置できるとい

うことが言われておりますので、できればＰＴ

Ａでの設置を今後進めていく方向で協議してい

ただければと思っております。 

 以上、皆さん、ご賛同いただきますようよろ

しくお願いします。 

【近藤委員長】 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。 

 休憩します。 
 

― 午前１０時１２分 休憩 ― 

― 午前１０時１２分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 請願に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第4号請願「ゆきとどいた教育を求める請願」

を採択することに賛成の委員の起立をお願いし

ます。 

〔賛成者起立〕 

【近藤委員長】 起立少数。 

 よって、第4号請願は不採択とすべきものと

決定されました。 

 以上で、請願の審査を終了いたします。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで
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した。 

 本委員会を代表しまして、お礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 請願人には、ご退室いただきたいと存じます。 

 理事者入れ替えのため、しばらく休憩いたし

ます。 
 

― 午前１０時１３分 休憩 ― 

― 午前１０時１７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 昨日に引き続き、教育委員会関係の審査を行

います。 

 議案外所管事項について、質問はありません

か。 

【深堀委員】 2点ほど質問したいと思います。 

 まず、初めに、教職員におけるわいせつ行為

やセクシャルハラスメントに関してであります。 

 昨日、堀江委員から、一般質問で質問された

項目について赤裸々な事案の報告があっており

ます。かかるこのような事案が二度と発生しな

いように、教育現場ではそういった対策を講じ

ていただきたいという趣旨で質問いたしますが、

教育長の議案説明の中で、防止策として自己分

析チェックシート（仮称）を次年度から導入す

るために準備を進めているということで報告が

あっております。まず、この自己分析チェック

シートなるものの内容をお知らせください。 

【中尾総務課長】不祥事発生の要因が、個人の

心理に深く関わり、他人が踏み込みにくいこと、

また、依存症のためとも考えられるケースもあ

るということなどから、その防止に向けた対策

として検討してきたものでございます。 

 次年度の導入準備を進めている自己分析チェ

ックシートにつきましては、教職員自身が陥り

やすい危険性を理解し、その抑止のために自ら

行動することができるように、わいせつ行為等

に関する自己分析を行うもので、専門家、これ

は精神科専門医、精神科判定医でございますが、

この専門家に依頼をして作成をしているもので

ございます。 

 チェックシートの導入と併せまして、自己分

析の結果、相談が必要となった教職員が未然防

止のためのアドバイスなどを受けることができ

るように、相談窓口の整備も予定をしていると

ころでございます。 

【深堀委員】 専門の方にチェック項目を精査し

てもらって、教職員の皆さんが自分を客観的に

見るということで理解をしました。 

 要は、そのチェックシートをつけた後、それ

をどう活用するのかということなんですけれど

も、当然のことながら、そのチェックシートは

全て、例えば専門の精神科医とかにそれが回る

ということで理解していいですか。 

【中尾総務課長】 チェックシートの目的そのも

のが、教職員自身が陥りやすい危険性を理解し

て、抑止のために自ら行動することということ

でございます。 

 個人の心理であるとか、内面に踏み込む内容

でありますために、正しく自己分析するには正

直な回答ということが大前提になります。そう

いったことからチェックをしたシートについて

は、専門家への提出や所属長に対する提出は求

めないということにしております。 

【深堀委員】 チェックシートは、それを個人が

つけて本人が保管する。それが、例えば専門医

であったり、職場の上司であったり、そういっ

たところに回さないということを今言われたん

ですよね。果たして、それで防止策となり得る

んですか。 

 例えば、正直な気持ちを書いて、その方が、
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外部からはその人がそういうことを起こしそう

な人じゃないけれども、その個人が忠実に書い

た結果、そういう可能性があるとした時に、そ

れがもし病的なものであるならば、専門医がそ

こをケアしないといけないし、そういった状況

であるならば、二度とかかる事案が発生しない

ためには、上司もしかるべき措置をするべきだ

と思いますけれども。これは次年度の導入に向

けての協議の状況ですから、まだいろいろ改善

の方向はあると思うんですけれども、その点に

ついては、内部ではそういう話にはならなかっ

たんですか。 

【中尾総務課長】 まず、チェックシートについ

てですが、チェックをして点数化をするように

なっております。点数が一定点数以上になりま

したならば、相談を促すような内容になってい

るということが一つございます。 

 あと、所属長、あるいは人事担当の部署にな

ると思いますが、そういったところが把握しな

いということにしましたのは、先ほども申し上

げましたけれども、まずは正直な回答をしてい

ただくということが大前提になります。このチ

ェックシートについて、教育庁の一部の所属に

おいて試行を行いましたけれども、その試行の

中でも、不利益になることはないとわかってい

ても、正直に答えることに心理的な抵抗があっ

たという意見もございました。そういったこと

も踏まえまして、所属長等への提出は求めない

ということにしております。 

 また、このことについては、専門家である作

成者の意向でもございます。 

【深堀委員】 いろいろ議論はしたということで

はあるんですが、なかなかそれで本当に、一定

の効果はあるのかもしれないけれども、実際に

発生してしまってからでは遅いと思うんですよ

ね。もう少し改善の余地がないのか。 

 専門家というのは、当然のことながら精神科

医のことを言われていると思うんですよね。確

かに医学的な見地からそういう見方はされるん

でしょうけれども、今度はそういったセクシャ

ルハラスメントやわいせつ行為を防止するとい

う立場の観点から、そういった一定の見識者の

意見というのは求めていないんですか。 

【中尾総務課長】 これについては、教育庁の中

にコンプライアンス対策本部会議がございます

ので、教育庁に設置しておりますコンプライア

ンス対策本部会議に報告をして、そこで意見を

求めることにしております。 

【深堀委員】 ただ、コンプライアンス対策本部

会議は、専門家の方の集まりですか。そうでは

ないんじゃないですか。そこを考えると、もう

少し、協議した結果なんでしょうけれども、チ

ェックシートで一定の点数になった時に、多分

これは危険度が高いという点数だと思うんです

けれども、その一定の点数になったら、その人

に自主的に相談を促す仕組みということでした

よね。じゃ、相談というのは、それはどこにす

る相談のことなんですか。 

【中尾総務課長】 チェックシートの作成者であ

ります専門家が代表理事を務めております性障

害専門医療センターという組織がございます。

こちらを相談の窓口としまして、初回無料で、

必要に応じて適切な支援窓口を紹介するという

仕組みを考えております。 

【深堀委員】 そこで相談した結果、例えば、そ

の該当者の危険性が残ったままだとしたらどう

するんですか。 

【中尾総務課長】 このチェックシートの導入に

よって、全てのわいせつ行為等が根絶できると

いうふうに考えているのではなくて、最終的に
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はこれまでの取組、それは各職場の服務規律委

員会を中心とした研修等もございますが、こう

いったことを根気強く続けていくことが必要で

あると考えております。 

【深堀委員】 この問題についての質問は最後に

しますけれども、例えば、相談を性障害専門医

療センターというところに相談をすることにな

ると言われましたけれども、県教委としてそう

いった相談センターにどれくらいの相談があっ

たかという後追いのチェックというのはできる

ようになっているんですか。 

【中尾総務課長】 今、導入を検討しているとこ

ろでありまして、そういった点についても専門

家、窓口となりますセンターと相談をしていき

たいと考えております。 

【深堀委員】 総務課長が言われている趣旨もわ

からなくはないんですけれども、そういったわ

いせつ行為やセクシャルハラスメントを二度と

発生させないという強い意志のもとで、これだ

けで当然全部の対策になっているわけじゃない

し、その制度、仕組みをより検証しながら、い

い制度に変えていく努力は、当然のことながら

やってもらいたいとは思います。この問題はこ

の程度にしたいと思います。 

 次に、あるマスコミの記事で、公立の中学校

の学級不足という記事を目にしました。それは

何かというと、文部科学省が適正規模とする水

準、12から18学級が公立中学校の適正な学級数

だという基準があると。それに対して全国では、

それに満たない公立の中学校が5割を超えてい

るという記事を目にしました。 

 本県において、この状況がどうなっているの

かというのをまず確認したいと思います。 

【野口教育環境整備課長】 平成29年5月1日現

在での数字でございます。中学校ということで

ございましたが、中学校、休校を除きまして全

体で171校中、標準学級数に満たない11学級以

下の学校が131校ございまして、これが率にし

ますと76.6％でございます。ちなみに、小学校

で言いますと、332校中222校で66.9％という状

況でございます。 

【深堀委員】 ありがとうございます。文部科学

省の適正とする基準に対して、今、中学校と小

学校それぞれにありました。率にすれば、中学

校が76.6％、小学校については66.9％というこ

とであります。 

 この記事で、なぜ適正規模とする水準が設け

られているかというと、当然のことながら、そ

れを下回ればクラス替えがなかなかできなくな

るとか、クラブ活動や部活動の種類が限定され

るとか、教科担任制をとる中学校では免許外指

導も行われる可能性があるとか、いろんな子ど

もたちにとってあんまりよろしくないことがあ

るから適正規模をある程度示しているというこ

となんですよね。 

 この現状、当然、市町の教育委員会の管轄す

る部分になるとは理解をしていますけれども、

県の教育委員会として、今言ったような率は高

い水準だと思うわけですよね。全国で言えば大

体5割ということに対して、繰り返しになりま

すけれども、長崎県の中学校は76.6％、小学校

は66.9％というこの現状をどのように分析し、

そして今後の課題として認識をされているのか、

お尋ねします。 

【木村義務教育課長】 まず、長崎県の状況は冒

頭話したとおりでありますが、教育活動という

のは、その規模に応じた適切な活動をしていく

というのが前提にあるという上でお話をさせて

いただきたいと思います。 

 小規模校、中規模校、それぞれにメリット、
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デメリットがあります。今、委員からもご指摘

があったように、例えば大規模校のメリットと

いうのは、集団の中で多様な考えに触れること

ができることや、切磋琢磨することを通じて一

人ひとりの資質や能力を伸ばすことができる。

また、数が多うございますので、多様な部活動

等に取り組むことができるといったことがあげ

られます。一方、小規模校は、逆に一人ひとり

への対応ができるということで、それぞれに良

い面、悪い面があるんだと思います。 

 その上で各市町教育委員会は、そもそも各市

町教育委員会が統廃合を進めていくわけですけ

れども、その両方の面を考えながら望ましい適

正配置になるようにということでそれぞれ進め

ています。 

 その時に、もう一つ関わりがあるのが、例え

ば通学距離とか、学校を中心としたスクールコ

ミュニティにも各市町は配慮しています。そう

いうさまざまな条件の中で、各市町がそれぞれ

に一番適切な学校規模、学校配置を目指してい

るものと私どもは伺っておりますし、その中で

適切な教育活動が進むように県教委としても支

援をしている状況でございます。 

【深堀委員】 義務教育課長がおっしゃられたこ

とはよくわかります。学校というのは地域コミ

ュニティの核になっているというのもわかるし、

その学校がなくなることによって、その地域の

コミュニティが崩れてしまうという危険性があ

るのも理解をします。 

 ただ、今、質疑しているのは、子ども、児童

生徒の立場で何が一番いいのか。地域の話では

なくて、子どもたちが学ぶ場としてどれが一番

いいのかという観点で話をしているんです。 

 その時に、今、通学の話がありましたね。通

学時間として概ね1時間未満というのが基準に

あると思うんです。これはマスコミの調査じゃ

なくて財務省の調査なんですけれども、昨年、

全国の小規模学校（児童生徒数が30人以下）を

対象に調査したところ、最も近い学校と統廃合

すると仮定した場合の想定通学時間は、8割以

上の学校が1時間未満だったというのが、これ

はなぜか知りませんが財務省の調査であってい

るんですよね。 

 それは県の教育委員会が把握していることで

はないとは思うんですけれども、本当に小規模

校を統廃合することによって、通学時間が極端

に1時間を超えるようなケースというのが、そ

う多くないというデータがあったわけですが、

その点について、県の教育委員会として把握し

ていることがあれば教えてください。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時３３分 休憩 ― 

― 午前１０時３３分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【野口教育環境整備課長】 ただいまの質問のよ

うな把握という点からいけば、詳しい把握とい

うのはしていない状況でございます。 

【深堀委員】 通学時間のことに関しては、そう

いった調査の資料もあるので、一概に通学時間

が延びるからというのが小規模校を統廃合でき

ない理由にはならないということだと思います。 

 この問題を提起したのは、ややもすれば、先

ほど義務教育課長が言われたように、学校とい

うものが地域のコミュニティの核になっている

がゆえに、そこを統廃合することに対してはも

のすごく地域からの反対もあるし、その時に子

どもの教育、学びの場としての最適さはどこに

あるのかという観点からそういった議論もして

いかなければいけないという観点から提起をし
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てみたんです。それは、実際には市町の教育委

員会の判断だと思うんですが、そういった通学

時間のことについても、県教育委員会として、

今後、そういった状況も少し調査をしながらい

ければいいのかなということで提起しましたの

で、これは要望として終わりたいと思います。 

【中山委員】 スポーツの振興等についてお尋ね

しますが、その中で中心的なものはやはり国体

だと思うんですね。 

 国体が済んで、国体に対する熱が少しさめつ

つあると思いますし、通常の状態に戻ってきた

のかなという感じがしますが、そういう中で国

体の位置づけについて、改めてどういうふうに

位置づけているのか。 

 併せて、スポーツの振興という面からして、

知事がこの前から提案した「健康長寿日本一」

という形でスポーツ振興を盛んに醸し出してお

りますけれども、この辺の関係でスポーツの位

置づけについて現在どう考えているのか、ちょ

っと教えてくれますか。 

【小柳体育保健課体育指導監】 国体についてで

すけれども、先ほどありましたように、今、競

技団体とヒアリングを実施中です。実際、競技

団体の方からも、こんなに落ちると思っていな

かったという声が上がってきております。平成

26年、総合成績1位を取った段階で、いろんな

形で総合成績も、少年競技も、それから成年の

競技も含めた形で、全国で優勝しようという機

運が高まってまいりました。 

 委員ご指摘のように、柔道競技を中心に小学

校のＮマップの配付とか、陸上競技の帽子の配

付とか、いろんなことをやってきたわけですけ

れども、もう一度競技団体の方にも、国体で活

躍することが結果的には県全体の県民に大きな

意欲、希望を与えるものだという位置づけで頑

張っていこうと思っているところはございます。 

【中山委員】 今、お話しいただきましたけれど

も、それは昨日の話でね、もっともだと思うん

ですが、ただ、この国体を含めたスポーツの位

置づけ、長崎県政での位置づけ、この辺をやは

り今までより関心が高まってきているので、こ

の辺の位置づけの見直し、全体的な位置づけを

上げてほしいというのが私の考え方なんですけ

れども、そういう位置づけというか、そういう

考え方があるのかどうかというのが一つ。最初

のスタートとして、そこを押さえておかないと、

次の質問をしにくいんですよね。 

【小柳体育保健課体育指導監】 私ども、競技力

につきましては、競技力の強化の方なんですけ

れども、今ご質問の中でありましたように、例

えば県も「健康長寿日本一を目指して」と、県

全体の位置づけということでありますけれども、

それは競技力だけじゃなくて、健康も含めた形

で活躍すること、あるいは健康になることは県

全体として非常に有意義だと考えているところ

です。 

【中山委員】 ぜひ、このスポーツの意義につい

て、競技力を高めることも大事だけれども、国

体を通じて県民に対するＰＲをもっとやってい

く必要があるんじゃないかということを申し上

げたいと思うんです。 

 そこで、少し具体的に2～3点聞きたいと思い

ます。 

 まず、国体の順位の目標です。これが平成26

年の1位、前年度の24位から41位に下がったと

いうことですよね。確かに下がったことは下が

っているんだけれども、ある反面、いろいろ状

況を見れば、私に言わせれば定位置に着いたか

なという感じもしないわけじゃないわけですね。 

 そうなると、もう一回、さっきの話と関連す
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るんだけれども、位置づけ、順位の目標設定、

20位台ということでしているけれども、少し漠

然としている。もう少しこれを含めて、20位台

がいいのか、30位台がいいのか、25位とか、き

ちんとした目標設定をもう一度見直す時期がき

ているんじゃないかと、そういう感じがするん

ですけれども、その辺についてどうですか。 

【小柳体育保健課体育指導監】 今、ご指摘があ

りましたように、今回、41位という結果でした。

ただ、本県の目標順位といたしましては20位台

前半ということを掲げてやってまいりました。

定位置とおっしゃいましたけれども、やはり長

崎県の場合、スポーツで活躍することが、先ほ

ど申し上げましたように県民の意欲、それから

活力につながっていくと思っていますので、や

はり競技団体ともいろんな形で話をしてまいり

ましたけれども、20位台前半、それから20位台

定着と。ただ、今年の場合は20位台定着とした

場合には、20位と29位では幅が広うございます

ので、やはり具体的なというところで20位台前

半という形をお示しさせていただきました。 

 それについても、今回、41位と下がりました

けれども、長崎県といたしましては、20位台前

半というところを目標にしていかなければいけ

ないと本課としては考えております。 

【中山委員】 20位台、一般的に聞けば20位台

という印象が非常に強いので、20位台前半とい

う目標であるし、20位台定着ということであれ

ば、もう少しそれを含めて県民に理解させる必

要があると思いますので、ぜひそこを指摘して

おきたいと思います。 

 併せて、昨日、麻生委員からも質問がありま

したが、敗因の分析と課題について、まだ整理

が十分できてないというふうに私は受けたんで

す。そうすると、平成31年度の競技力向上のた

めの予算編成に支障はないんですか。その辺に

ついてどう見ますか。 

【山本体育保健課長】 昨日も競技団体等のヒア

リングを行って、今検討しておりますというこ

とは申し上げておりましたが、私たち自身も、

現段階で課題となるところというのは分析をし

ているところでございます。 

 例えば、指導者ということで教職員指導者の

配置が、がんばらんば国体が終わった後、人事

異動制度の関係で離島に行ったりといった教職

員もおります。そういったところで人の配置を

考えようというところがあったり、あるいは長

崎国体以降、いろんな取組をしてきたところで

はあるんですが、そこで足りるところ、足らな

いところというのも内部の予算の組み替えには

なるんですけれども、そういったところも精査

を行って、必要なところに重点的に配分をして

いこう、そういった考えを持って、今、予算の

方は考えているところでございます。 

【中山委員】 教育長の説明の中で、「今回の結

果を真摯に受け止め」ということだから、結果

は10月9日に出ているわけですから、もう2カ月

以上経っているわけだから、「真摯に受け止め」

ということであるならば、やはり分析を済ませ

て予算編成に臨むというのが普通の姿だと思い

ますので、ぜひその辺をきちんとやってほしい

と思います。 

 それと、先ほど20位台前半ということで話を

されたけれども、その裏づけのためにどうする

かという問題について少しお聞きしないといけ

ない。私は、予算額がある程度成績に比例する

と見ているんですよ。 

 そこでお聞きしますけれども、平成26年に長

崎で国体がありました。そうすると、その直近

の3年間、平成23年、24年、25年の競技力向上
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対策費と、今回41位になりましたけれども、こ

の直近の3年間の予算額を報告してくれますか。 

【山本体育保健課長】 平成23年度が4億6,726

万9,000円、平成24年度が5億8,601万5,000円、

平成25年度が6億1,580万4,000円、ちょっと飛

びまして平成28年度が2億2,416万4,000円、平

成29年度が2億1,295万5,000円、平成30年度が2

億2,464万円でございます。 

【中山委員】 この予算から見れば、当然成績が

落ちていくのが普通なんですよ。そこをきちん

と捉えてやる必要がある。国体の直近3年間で

約15億円使っていますよ。そして、今度41位に

なった年を含めて約6億円しか使っていません

よ。約3分の1です。 

 そうすると、何を言いたいか。この予算だか

ら41位の位置に定着するんじゃないかという

のを私は危惧しているわけです。あなたたちは

20位台前半と言うなら、この予算をどうするか

という問題が出てくるんですよ、一番根幹の問

題が。これについてどう考えていますか。 

【山本体育保健課長】 先ほど課題の整理という

ところで補足して申し上げれば、私たちが今押

さえている課題というのが、一つには少年種別

の団体の成績が低迷したということでございま

す。2つ目が県外遠征の減少によって、経験値

が下がって、ジュニアの成績が振るわないよう

な状況になってきた。3点目が優秀な指導者の

減少、あるいは教員指導者の適正配置がちょっ

とできていない。4点目が優秀な中学生選手の

高校進学時の県外流出。最後に5点目が、優秀

な成年選手、指導者の確保というのが私たちの

求められている課題と考えております。 

 この中で、予算が必要なもの、そうでないも

のというのもございますし、あと適正な予算配

分というのもございます。必要な予算は何かと

いう整理も今しているところでございますので、

必要な予算については頑張って取っていきたい

と考えております。 

【中山委員】 必要とする予算額というのはどの

程度を言うんですか。 

【山本体育保健課長】 今はまだ精査中でござい

ますけれども、今年度よりは拡充を図りたいと

考えております。 

【中山委員】 ぜひ20位台前半を目指すという

ことであるなら、他県の状況を見ないといかん

と思うけれども、本県がやってきたノウハウが

あるんですよ。数字がもうきちんと出ています。

そうすると、20位台に定着させようとするなら

ば、ここ3年ぐらい3億円を超えるような予算を

使って強化していくという姿勢を出さないこと

には、なかなか、20位台前半というのはきれい

な言葉だけれども、それを実施するためには裏

づけが必要なんですよ。ぜひ予算の獲得に向け

て特段の努力をしていただくことをひとつ要望

しておきます。 

 次に、先ほど対策の中で優秀な教師の適正配

置という話がありましたけれども、小学校、中

学校、高校の部活動をどう高めていくかという

部分が基本的にあるし、小学生も含んで、小学

生、中学生、高校生を一体的に捉えて、どうい

う形でこれを連携させて強化していくのか。で

きればここに知恵を出してもらいたいし、ここ

に今後、長崎方式というのを、予算が少ない中

で育成するために長崎方式をぜひ考えてもらい

たいというのが一つあるんです。 

 併せて、専門顧問の現状であるのは適正配置、

この前、私が本会議で話したんだけれども、こ

の専門顧問の適正配置について、まず高校教育

課人事管理監、そして義務教育課人事管理監、

そして体育保健課にそれぞれどう取り組もうと
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しているのか、適正配置についてお尋ねしたい

と思います。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 高等学校におけ

る専門顧問の適正配置についてのお尋ねでござ

いますが、先ほどから委員ご指摘のとおり国体

の順位が下がったということを、私どもも真摯

に受け止めております。 

 体育保健課がヒアリングをしているという状

況もございますので、今後、体育保健課と連携

を取りながら、強化に向けた配置について、現

在、人事作業に入る前でございますので、考え

ていこうとしております。 

【高鍋義務教育課人事管理監】 特に、中学校に

おける部活動の専門顧問についてですが、先日

の議会の折にもご質問いただきまして、その後

調査を進めております。そして、今、どの程度

専門顧問が、自分が専門とする競技を実施して

いるか、校長からヒアリングをして、ある一定

の調査結果が出たところであります。 

 また、体育保健課の方から優秀な指導者の情

報をいただいておりますので、それらの情報を

もとに、今後の人事異動にもそれを活かして、

ジュニア層の育成に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

【小柳体育保健課体育指導監】 先ほどありまし

た中学校の体育の教員が専門競技の学校に配置

されている分につきましては、平成29年度は

77.5％でした。それから、平成30年度は79.2％

まで上がっている状況でございます。 

 高校の体育の教員につきましては、現在、平

成30年度92.3％の配置で、部活動のところに配

置をしている状況です。これにつきましては、

高校については部活動で異動ということが考え

られますので、そういう高い数字だと思ってお

りますが、これにつきましても長崎国体から4

年を経過しておりますので、優秀な教員指導者

の適正配置についても関係課と相談をさせてい

ただきながら進めていきたいと思っております。 

【中山委員】 ぜひ、専門顧問の情報をよく分析

して、人事担当課の方に適切に伝えていくとい

うことを今まで以上にやってほしいし、高校教

育課人事管理監から強化に向けて取り組むとい

うことでありましたし、義務教育課人事管理監

におきましても異動について配慮するというこ

とでありましたけれども、同じ姿勢で取り組ん

でいただければ、今いる能力がある人を適正に

配置することが一番大事な問題であるし、はっ

きり言って、これについては金がかからないわ

けですから、ぜひ高校教育課人事管理監、義務

教育課人事管理監、そして体育保健課体育指導

監含めて、ひとつ協力しながら一層の適正配置

に努めてほしいということを強く要望しておき

たいと思います。 

 次に、部活動を支えるための部活動指導員の

配置について、これは山田(朋)委員から昨日お

話がありましたので、少し重複するかもしれま

せんけれども、高校につきましては5年でやっ

ていこうということですから、ある程度理解い

たしたところでありますけれども、問題は中学

校の部活動をどうするか、中学校の先生に大変

負担がきているので、ここをどうするかという

部分が一番聞きたいところでありまして、これ

は市町との協議ということで答弁があっており

ますが、市町と実現に向けて協議していると思

うけれども、今どういう状況にあるのか、もう

少し詳しく教えていただけますか。 

【山本体育保健課長】 国の制度を活用して市町

の方には促しをしている状況でございまして、

今現在、市町の考えはまだまとまっていないと

ころもございますので、導入に向けて働きかけ
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を行っているところでございます。 

【中山委員】 体育保健課長、今のは少し信じら

れんような話なんだけど。私はこの議会、委員

会で、当然高校もやらんばいかんけれども、中

学校についても市町教委と積極的にやってほし

いということを既に申し上げているよ。今の話

を聞けば、ほとんどやっていないような感じが

するんだけれども、それでいいのかな。 

【山本体育保健課長】 私どもとしては、市町に

対して、導入については適正な情報を与えて、

最終的に、導入するか、しないかは市町のご判

断によるものと考えております。ただ、私たち

もそれを、満を持しているわけではなくて、再

三、市町に対してはお話をさせていただいてい

るところでございます。 

【中山委員】 再三話をしているなら、どの程度

詳しくしているのか。あなたたちが努力してい

ることを、さらっと言わないで、こういうこと

でこうこうやっていますよということをある程

度言ってくれんことには評価できない。もう少

し詳しく話してください。 

【山本体育保健課長】 私たちの取組としては、

まず、他県の状況、特に、九州各県の導入され

た県の状況を聞きまして、その中で導入の効果

であるとか、導入の実態を聞き取りいたしまし

た。 

 課題としては、人探し、見合いの人がなかな

か見つからないという各県の市町の状況がある

ということ、あるいは導入の効果としては、例

えば複数顧問の入っている部活については、一

人部活動指導員を入れることで2人の効果があ

ります。あるいは、ベテランの先生が競技の経

験がないというところで、部活動の指導と学校

での仕事がなかなか両立できない。そういった

ところに部活動指導員を入れたら、ベテランの

先生なので部活動に当てていた時間が、当然ご

自分の仕事にも当てられるし、あるいは若い複

数の先生方への指導に当たることができて、学

校教育上効果があったと。 

 あるいは、教務主任や進路指導主事、そうい

った方が部活動の顧問をされているんですが、

そういったところに部活動指導員を当てると、

学校運営が円滑に進むようになったということ

で、学校全体への効果といったいろんな効果と

いうのを私どもが聞き取りをして、そういった

内容については市町に的確に投げてご検討いた

だいている状況でございます。 

【中山委員】 今、体育保健課長が言ったことは

わかります。そうじゃなくて、そういう言い分

があるから実施するわけだから、高校だけして

も意味がないわけだ。どっちかというと、中学

校の先生たちが非常に部活動で苦労しているわ

けですからね。そうなると、県がやるなら、市

町と一緒に取り組むようなそういう姿勢を持っ

て促していかんことにはどうなのかなと私は心

配しているわけです、国体の話も含めて。 

 長崎市内に青潮学園というのがありますよ、

小中学校一貫でね。中学校にカヌー部があるん

だけれども。そのために小学校も一緒にやって

いるわけよ。そういうことである程度平均して

選手を出すことができるわけです。こういう形

で小学校、中学校、高校が一体となって取り組

まないことには成績を上げることは難しいと私

は思っているんですよ。 

 そうなると、中心は、中学校が一つの課題だ。

ぜひ市町教育委員会に、この指導員を来年度か

ら配置できるように最大限に取り組まないとい

かんし、全部一遍にというのはなかなか難しい

かもしれんけれども、長崎市とか、財政的に大

きいところはやれるわけだから、最後にひとつ
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決意を聞かせてもらいたいと思います。 

【山本体育保健課長】 市町にはそれぞれのご事

情があるかと思いますけれども、私どもとして

は働き方改革につながる取組だと思っておりま

すので、一生懸命頑張っていきたいと思ってお

ります。 

【中山委員】 一生懸命頑張ってくれることは評

価しているんですよ。しかし、問題は、実現す

るためにやるかどうかという問題なんです。そ

こを一歩踏み込んで、遠慮せんでいい、実現の

ために努力するなら努力するとしておいて、実

現しますとは言いきらんだろうから。その辺を

県がやるなら一緒にやっていくというのが全体

として形がいいんですよ。県はやったけど、市

町が全然やってないということになると、その

辺はどうなのかなという気がしているんです。

そこで、取り組む姿勢について、もう一回、頑

張っていることはわかるけれども、もう一歩踏

み込んで取り組む必要があると思うんだけれど

も、どうですか。 

【山本体育保健課長】 実現に向け努力をしてい

きたいと考えております。 

【近藤委員長】 ほかにございませんか。 

【中島(浩)委員】 虐待についてですけれども、

学校医、あるいは学校歯科医師が定期的に健診

をされる中で虐待の発見といいますか、そうい

うのがあると思うんですけれども、そういった

通報なりが学校にあった案件があるのか。もし、

校医や歯科校医の方から学校にそういったお話

があった場合、どういったマニュアルなり、対

応のやり方があるのかお聞きします。 

【本村児童生徒支援室長】 虐待につきましては、

私ども教職員は、その虐待を発見した場合、も

しくは虐待が疑われる場合というのは、児相等

に通告をするというのが義務となっておりまし

て、児童虐待防止法というものに定められてお

りますので、現在、生徒などのそういう様子を

見た時には必ず通告を行うということでやって

おります。 

 一方、校医、それから歯科校医等からの情報

ということでございますけれども、年に1回、4

月頃、健診等をどの学校も行っております。で

すから、その場合、もし校医等からの発見があ

りました時には、私どもはそれを受けて通告と

いう形でやっていくようにいたしております。 

 案件につきましては、具体的に校医さんから

あった案件等が何件という把握はいたしていな

いんですけれども、今、もしあった場合にはそ

ういう対応をとらせていただいております。 

【中島(浩)委員】 そういった案件があるならば、

しっかりとそれは把握しておく必要もあると思

いますし、校医、歯科校医さんたちとどういっ

た学校側とのやりとりといいますか、学校側か

らか教育庁側からか、先生たちに対して指導で

はありませんけれども、こういったことが見ら

れたらお願いしますよみたいな形の連絡という

か、そういう協議はなされているんでしょうか。 

【本村児童生徒支援室長】 学校側と校医さんと

関わる委員会というのをどの学校も年に数回実

施いたしております。今、委員からご指摘があ

りましたようなことが、校医さんから学校側へ

の情報提供等々がしっかり行われるように、私

たちも各校が実施している委員会で適切になさ

れるように今後検討してまいりたいと思います。 

【中島(浩)委員】 例えば、お医者さんだったら

身体の状況を診られますし、歯科医師さんだっ

たら口内を見て、例えば極端に虫歯がひどいと

か、そういった子どもたちというのはそういっ

た対象じゃないのかと危惧されるわけですから、

できれば学校側からか、健診の時にそういった
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対象も診てくださいよというしっかりとした各

学校の校医さん、歯医者校医さんにそういった

話がしっかりいっているということでよろしい

んでしょうか。 

【本村児童生徒支援室長】 ご指摘のとおり、教

職員だけの目で見てもなかなかつかみづらいと

ころもありますので、そういう校医さん、ある

いは歯科校医さんたちの力をかりながら、学校

側から通告をする場合もありますし、または校

医さんから直接いくという場合もあろうかと思

いますけれども、そういう連携体制をしっかり

とっていきたいと思っております。 

【中島(浩)委員】 極端に言うと健診の項目の一

つじゃないですけれども、必ずそういった目で

も子どもたちを診てくださいよという、しっか

りとした通達じゃないんですけれども、できれ

ばそういった形で取り組んでいただきたいと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

【本村児童生徒支援室長】 そういう形でぜひ校

医や歯科校医にもお願いをいたしておきたいと

思います。 

【近藤委員長】 ほかにございませんか。 

【深堀委員】 先ほどの質疑の中で聞き漏らした

ことがあったので確認ですけれども、自己分析

チェックシートの件です。 

 今考えてあるのは、これは年に1回、毎年す

るような仕組みで考えているのか、一度やった

らやらないというふうに考えてあるのか、そこ

を確認させてください。 

【中尾総務課長】 年に1回実施する方向で考え

ております。 

【深堀委員】 先ほどの質疑の中で、このチェッ

クシートをつけたら自己完結するという話でし

た。それを聞いた時に、座ってから思ったんで

すけれども、じゃ、書かない人もいるんじゃな

いか。結局、書いたか書かないかを誰も把握で

きないですよね。それをどういうふうに担保し

ようと考えているんですか。 

【中尾総務課長】 まずは、このチェックシート

実施の趣旨、それとご本人の正直に回答するこ

との必要性というのをきちんと伝えていく、周

知をしていくということが大事であろうと思っ

ております。 

 そのために、まず制度導入に当たっては、そ

のチェックシートを作成した専門家による説明

会を予定しております。 

 導入後においては、各所属で服務規律強化月

間等を活用しまして、職員研修会等しておりま

すが、その中でもその趣旨であるとか、必要性

をしっかりと周知をしていきたいと考えており

ます。 

【深堀委員】 最後にしますけれども、制度をつ

くったけれども、誰も、結局説明会をしても、

こんなこと書かなくても大丈夫だと思って書か

ない先生たちも出てくるんじゃないかという危

惧を今、私はしています。せっかくこういった

ものをつくるのに、それが活用されないという

ことは絶対にないように、そこは万全の体制を

お願いしたいと思います。 

【池松教育長】 ぜひご理解いただきたいのは、

先ほど申し上げたとおり個人の内面に入る話で

す。強制をしようとは思っていません。前提は、

教員として、自分の、いえば性癖が大丈夫なの

かというチェックをするシートです。 

 ぜひご理解いただきたいのは、ストレスチェ

ック、法律に定まっている分がございます。こ

れも個人の高ストレスかどうかというのを管理

職は把握しません。本人から申告がない限りに

おいては、自身でストレスチェックをするわけ

です。高ストレスという判定が出ます。それを
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校長に申告するかどうかは個人の自由になって

おります。それはまさに個人のプライバシーの

問題であります。 

 ですから、我々としては一つのきっかけとし

てこの自己分析チェックシートを導入しようと

思っていますし、これで万全の体制とは思って

いないわけですけれども、ぜひご理解いただき

たいのは、我々が強制をしてこれをチェックで

きるようなシステムにはなってないということ。

まさに、個人の内面に踏み込む話ですから、そ

こは先ほど申し上げたとおり、啓発をすること

によって、自己を見直すきっかけということを

教員それぞれが自覚をしてもらうことによって

動くシステムだと思っておりますので、何らか

の規制をして、例えばチェックをしなければ懲

戒をするというような、当然そんなことはない

わけですね。 

 ですから、何度も申し上げますとおり、万全

ではないかもしれませんけれども、我々として

は今までなかったような医学的なシステムを導

入することによって、教員自身が自分自身を見

直すきっかけになってくれればいいなというこ

とが本来の趣旨でありますので、なるべく多数

の教員がこれに協力してくれるように啓発をし

ていきたいと思っておりますけれども、そこに

は一定、あえて申し上げれば限界があるという

ことについてもご理解をいただきたいと思いま

す。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時 ７分 休憩 ― 

― 午前１１時 ８分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【山田(朋)委員】 昨日の堀江委員の質問、あと

一般質問の堀江議員の質問に関わってお尋ねし

ます。私は、この内容に関してはいろいろ思う

ところはございますが、今回、警察が事件とし

て扱っていないとか、総合的な判断のもとで強

姦未遂とかいう扱いではないという判断をされ

たということであります。 

 その中で、このＡＬＴも自分が被害に遭った

ことだけをもって声を上げているわけじゃなく

て、今後、二次被害が起きないことをすごく心

配をして声を上げたということでありました。

当然、県立高校で子どもたちに外国語を指導し

ているＡＬＴでありますので、県立高校には半

分女子生徒がおります。それも年頃の女子生徒

がいます。でも、このＡＬＴは、継続して雇用

しても問題がないと教育委員会で判断をして継

続雇用をしているということであります。 

 教育長は、答弁の中で「被害は出ない」と言

い切りました。「今後、この人は間違いなくそ

ういったことを起こすことはありません」と、

「生徒に被害が出ません」と言い切れられたこ

とに関しては、私は何をもってそういうふうに

言われているのかなと思っております。こうい

った性的嗜好があるかもしれない。言い切るこ

とは絶対できないと思うんです。もし、その学

校でこのＡＬＴによる同じような被害が起きた

場合ということは想定できないことではないと

思うので、答弁を、議事録の訂正をされるべき

ではないかと思うし、再度見解を求めたいと思

います。 

【池松教育長】 先ほどのチェックシートにも関

わってくるんですけれども、人間それぞれ、ど

のような不祥事を起こすかわからない。という

のは、例えばセクハラのことについて、セクハ

ラの定義というのは被害を受けた本人が不快に

思えばそれはセクハラですから。よく言われる

のが、例えば職場の飲み会で、上司から無理に



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 78 - 

お酒を勧められたとか、カラオケを強制された

とか、肩を組んで歌わされたとか、チークダン

スとか、それもセクハラですので、そういうこ

とを絶対しないとは断言できないかもしれませ

ん。しかし、現時点において、ほかの教員も含

めてセクハラをする可能性は、理論的にはある

と思います。ただ、公の場で、「この人はセク

ハラを今後起こしますか」と聞かれた時に、「起

こる可能性があります」という答弁は、私はで

きません。それはないと信じているからこそ引

き続き任用したわけであって、それは彼だけで

はなく、ほかの教員もそうです。 

 学校には約1万3,000人教員がおりますが、そ

の中で誰一人セクハラを起こさないのかという

お尋ねがあった際、1万3,000人もいるわけです

から、起こる可能性はあるかもしれません。現

に、今までもいろいろなセクハラ、わいせつ行

為がありました。それを公の場で「可能性があ

るという教員をどうして任用しているのか」と

いうことを聞かれたら、どのようにしてチェッ

クをするかという現実的な問題があるわけです。 

 ですから、我々は、日頃から倫理観、教員と

して倫理観を持ちなさいと、まさに教職員とし

て人から批判されるような行為をするなという

ことを指導しておりますし、教員もそれを自覚

しているわけであります。 

 ですから、あの場で、今後ないかと言われた

時に、「可能性があります」ということは、そ

れは言えない。「ない」と信じているからこそ

引き続き任用したということでありますので、

その点はご理解をいただきたいと思います。 

【山田(朋)委員】 教育長の立場であれば、当然

ＡＬＴ、雇用をしている職員に対してそういう

ふうに言わざるを得ないとは思いますけれども、

私が申し上げているのは、公立高校で指導して

います。その生徒に被害が起きないと言い切ら

れたんですよ。でも、私は違うと思うんですよ

ね。雇っている立場としての教育長の答弁とし

ては、そういうことがないように信じて再雇用

しているというのは当然あるかもしれないけれ

ども、じゃ、本当に生徒にこの人が同じような

ことをしないと、あの時そういう答弁をされた

かと思います。私は、それは非常に違和感を覚

えます。自分がそう信じて再雇用しているけれ

ども、子どもたちの被害が出ないようにとか、

ほかのＡＬＴに被害が出ないように最大限気を

つけていきたいとか、もう少し言いようはある

と思うし、絶対出ないと言い切ったことは本当

にどうかと思いますよ。仮に、今後、出た時に、

その答弁たるものは責任のあるものになるとい

うことは申し上げたいと思います。 

【池松教育長】 当然の話として、今、山田(朋)

委員が言われたように、このＡＬＴだけではな

く、他の教員も含めて非違行為を起こさないと

いうことは、いろんな研修会や学校別の服務強

化月間など職員同士の意見交換の中で始終やっ

ている話なんです。そういう前提の中でおっし

ゃるように、このようなことが二度と起こらな

いように全ての教員に対してそういう対応をす

る前提の中で、一般質問でこのＡＬＴのことを

聞かれたものですから、先ほど申し上げたよう

な背景を踏まえた上で答弁をさせていただきま

した。 

 委員ご指摘のとおり、全く何もしないという

ことではなくて、日々、先ほど申し上げたよう

ないろんな研修会等を通じて、全ての教員が県

民の信頼を失うことがないように指導を徹底し

ていきたいと考えているところでございます。 

【浅田副委員長】 関連で私も1点だけ、このＡ

ＬＴのことについてお伺いしたいと思います。 
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 昨日からずっとご説明がある中で、これはあ

くまで男性の視点だけではなくて、多くの女性

の教員の方々からもお話を聞いた上で、いろん

なことを鑑みて、きっちりと判断をしたという

ことでお伺いをしました。 

 それはそれなりにしっかりとやったというこ

とは私も理解はするんですが、過去に県の教職

員会の中で「セクハラ・パワハラ防止」という

冊子をつくられた時にも、しっかりとした判断

が、セクハラだった、セクハラじゃなかった、

両方あったとしても、被害者の心のケアをしっ

かりしましょうということが訴えられています。 

 それにもかかわらず、その被害者の方が、今

後また再発しないために、同じような目に遭わ

ないためにという形で弁護士を通じて声を上げ

たということは、まずもって、いずれにしても、

その被害者の方々の心のケアが不十分だったの

ではないかなと感じたんですが、そのあたりは

どの程度しっかりとやられたのかということだ

けお伺いをしたいと思います。 

【林田高校教育課長】 心のケアということで、

昨日の答弁に加えて少し申し上げますが、この

事案が起こってから、直ちに同僚のＡＬＴ、同

じ地区の女性ＡＬＴ2人が一緒になって加害Ａ

ＬＴと被害ＡＬＴとの協議をする場を設けてお

り、被害ＡＬＴの方は加害ＡＬＴに対して許せ

ないという心情がより強くなられたということ

で、報告書をまとめ統括しているＡＬＴに送ら

れた。私たちは、その送られた報告書を届いた

当日に確認し、これは大変だということで事実

調査に参った次第でございます。 

 その間、ずっとＰＡと呼ばれるＡＬＴを統括

している女性ＡＬＴに対して、しっかりとその

女性に寄り添って、悩みや相談を引き受けるよ

う指示し、心のケアに努めてまいりました。 

 ただ、そういう中にあっても、被害ＡＬＴの

許せないという気持ちが非常に強く、弁護士に

相談されて、その後も幾度となく処分が軽すぎ

るという形でご指摘、ご批判をいただいている

ところでございます。 

 昨日も申し上げましたが、被害者の心情とい

うものは、相当深刻なものがあるとは思ってお

ります。私どもも、被害者の心情に寄り添いな

がらも、こういったわいせつな事案や疑いがか

けられる事案について、皆無にしていきたいと

いう気持ちは強く持っております。 

 ただ、今は帰国されて、私どもの手の届かな

いところにいらっしゃるものですから、その後

のケアについては、非常に難しい状況にあると

考えています。 

【浅田副委員長】 ご努力をなさったということ

ではありますが、やっぱりそれが気持ちの中で、

この事案とは関係なく帰国をされたというご答

弁もありましたし、これとは違って、もともと

帰る予定だったということだろうとは思うんで

すが、やっぱりその思いを抱えたまま帰国をさ

れて今回のような状況になっています。これに

おいては、やっぱり長崎県としても、今後、ほ

かの女性ＡＬＴとか、新しい方をどんどん任用

していかなきゃいけない中で、やっぱり不安材

料というのを事前に取り除いておかないといけ

ないですし、長崎県としても不名誉なことがず

っとつながっていくわけにはまいりませんし、

また、この加害者のＡＬＴの方は今現場に立っ

ておられるという現状でありますので、終わり

ではなく、ここはしっかりとしたものを、今せ

っかく教育長も自信を持ってもう一回再雇用し

たとおっしゃいましたので、そういったところ

を踏まえた上で取り組んでいただければと思っ

ています。 



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 80 - 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１９分 休憩 ― 

― 午前１１時２１分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質問はございませんか。 

【麻生委員】 私は、議案外の3ページを含めて

ありますけれども、公立学校の生徒たちの不登

校という問題について質問します。 

 この中で見ますと、若干長崎県としては減っ

てきているという状況でありますけれども、ま

だまだ生徒たちは多く不登校になっていると。

昨日も私学の関係でお尋ねしたんですけれども、

中退者が160人おって、経済的な理由は数名し

かいないという状況でした。学業がなかなか合

わないとか、転校したとかというのがいるんで

すけれども、この中の義務教育の関係で見ると、

学校全体の中でケースワーカーだとか、ソーシ

ャルワーカーとか、2～3人おられると思います

けれども、前回の答弁の中で、教育長の話で、

義務教育で少ないのは、フリースクールといい

ますか、そういったところも一定状況があるん

ですよという話がありました。 

 この前、文科省が小・中学校の不登校は2017

年度に全国で14万人いると、読売新聞で報道さ

れました。そういった中で教育機会確保法とい

うのができて、フリースクールも一定の状況だ

と思っているところです。私も、さっきの委員

長の話じゃありませんけれども、なかなか学校

で救えない子どもたちに夢をどう実現させるか

ということについて、教育委員会として、長崎

も「ゆめおす」だとか、いろいろ出てきますけ

れども、そういったところと連携しながら、ど

う子どもたちの夢を実現していくかということ

についての方針だとか、スクールソーシャルワ

ーカーの皆さんについて、協議会だとか設定さ

れていることがあったんでしょうか。その点、

お尋ねしたいと思います。 

【本村児童生徒支援室長】 今、ご指摘のとおり、

文科省といたしましては、不登校については取

り巻く環境によってどの子にも起こり得ること

であり、問題行動とは受け取らず、学校、家庭、

社会が一緒になって、寄り添って支援をしてい

くことと捉えております。私たちもそういう視

点で、不登校の児童生徒たちに対して、きめ細

かい支援をしていかなければならないと捉えて

おります。 

 現在、スクールカウンセラー、それからスク

ールソーシャルワーカーと連携して、その子ど

もたちに対して直接、または家庭に対して働き

かけをして、何とか学校に復帰することを促す

努力を続けております。 

 また、学校復帰できない子どもたちに対しま

しては、今、委員のお話の中にありました適応

指導教室、あるいはフリースクール等を活用し

て、何とか社会的な自立につなげようとしてい

るところでございます。 

 現在、民間のフリースクール等々につきまし

ては、少しずつ連携を図るようにいたしており

ます。本年度も10月にフリースクールの連携協

議会が長崎市でございましたけれども、そちら

の方にも私たちの方から参加をさせていただき

ましたし、また、できるだけ個別にお話を聞か

せていただきながら、民間の方で対応していた

だいている子どもたちと学校がうまく連携でき

るように、小・中学生につきましては市町を通

して、県立につきましては私どもの方で学校と

うまく連携を図りながら、その不登校の児童生

徒の支援に努めていきたいと思っております。 

【麻生委員】 こういうフリースクールに出た分
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で、学校との関係が認められる場合だけ出席扱

いという形になっていますけれども、まず、こ

の子どもたちに寄り添って、どういう夢を持っ

ているかということについても的確にやってい

ただきたいと思っているところです。 

 今、私たちも自分の地域を見ますと、雇用形

態が変わってきて、母子家庭も増えましたし、

地域の中で子ども食堂をやっているところも結

構出てきました。みんなで何とか育てていこう

と、地域で育てていこうと、また放課後スクー

ルも検討したいということで立ち上げていると

ころもありますけれども、いかにしたら子ども

たちの夢を実現できるのかということが一つの

テーマだと思っているんですよ。 

 今、インターネットでも高校生あたりのフリ

ースクールが大きく動いていますし、鹿児島県

の屋久島におおぞら学園というのがありました。

ここは全国から7,000名ぐらい来る学校でして、

そこは大体2週間とか3週間スクーリングをや

っていましたけれども、そういった制度を長崎

県でも、同じような形はできませんけれども、

ぜひ検討すべきじゃないかなと。子どもたちの

居場所を紹介して、自分たちの夢が実現できる

ようなそういう考えがないのかどうか、その点

もお尋ねしたいと思います。 

【林田高校教育課長】 不登校に特化したわけで

はないのですが、多様な子どもたちの受け入れ

というのは、全日制高校、定時制高校、通信制

高校、それぞれの持ち味を活かしながら今進め

ているところでございます。 

 その中にあって、例えば今年度から始めまし

た五島南高校の離島留学のコースですけれども、

不登校で今から立ち直ろうとしている子どもた

ちを積極的に受け入れるという形でコースの特

色を打ち出しております。 

 そういったものを打ち出しながら行っており

ますし、また、佐世保中央高校の夜間部の方に

は、もう一回自分を奮い立たせて頑張ってみよ

うということでエンカレッジコースというコー

スを設けております。 

 県としても、特に、今立ち直っていこうとい

う子どもたちについては、受け入れ体制をしっ

かり強化してまいる所存でございますので、今

後ともそういった子どもたちの夢を実現できる

ような支援を積極的に推進してまいりたいと考

えております。 

【麻生委員】 ありがとうございました。認識不

足ですみませんでした。ただ、鹿児島のおおぞ

ら学園に行った時、大自然の中で子どもたちが

本当によみがえって、また自分の目的を確認し

合うという状況で、鹿児島県も相当応援してい

るんですよという話を伺いました。 

ぜひそういったものを積極的にしていただい

て、あとは現場にどうしてもそういう情報が行

き渡らない、ひきこもり的な子どもたちもいる

と思いますので、そういう子どもたちのところ

に足を運んでいただいて取り組んでもらえばな

と思っているところです。 

 教育長が前言われたように、いろんな考え方

がある。学校になじむ子どもたちもいれば、な

かなか学校教育になじまない子もいる。ただ、

その中には頭のいい子もいれば、また個性の豊

かな子もいると思うんです。そういったところ

が大きく今取り上げられていると思いますので、

ぜひそういった子どもたちの夢が実現できるよ

うな取組を、そして、現場の校長先生たちも徹

底していただいて、そういう窓口があるんだよ

ということを、ぜひアナウンスしてもらえばと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

【近藤委員長】 ほかに質問はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質問がないようですので、

教育委員会の審査結果について整理します。 

 休憩いたします。 
 

― 午前１１時３０分 休憩 ― 

― 午前１１時３０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、教育委員会関係の審査を

終了いたします。お疲れさまでした。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時

30分から再開いたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時３１分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。 

【近藤分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 福祉保健部長より、予算議案説明をお願いい

たします。 

【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」の福祉保健部をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

121号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予

算（第3号）」のうち関係部分、第127号議案「平

成30年度長崎県一般会計補正予算（第4号）」

のうち関係部分の2件であります。 

 はじめに、第121号議案「平成30年度長崎県

一般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 1ページの中ほどをご覧ください。 

 歳入予算は福祉保健部合計で33万4,000円の

減、歳出予算は福祉保健部合計で3,515万8,000

円の減となっております。 

 なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。 

 2ページをお開きください。 

 補正予算の内容につきましては、職員給与費

について、関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。 

 また、債務負担行為について、長崎県難病相

談・支援センター管理運営負担金に係る平成31

年度からの5年間に要する経費として、4,253万

1,000円を計上いたしております。 

 次に、第127号議案「平成30年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 歳出予算は、福祉保健部合計で2,040万3,000

円の増となっております。なお、各科目につき

ましては、記載のとおりであります。 

 補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。 

 この結果、平成30年度の福祉保健部所管の歳

出予算は1,019億6,588万5,000円となります。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【近藤分科会長】 次に、こども政策局長より、

予算議案説明をお願いします。 

【園田こども政策局長】 こども政策局関係の議

案についてご説明いたします。 

 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説
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明資料」のこども政策局をお開きください。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第121号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第3号）」のうち関係部分、第127号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第4

号）」のうち関係部分の2件であります。 

 はじめに、第121号議案「平成30年度長崎県

一般会計補正予算（第3号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 歳入予算はこども政策局合計で681万3,000

円の減となっております。なお、各科目につき

ましては、記載のとおりであります。 

 補正予算の内容につきましては、職員給与費

について、関係既定予算の過不足調整に要する

経費であります。 

 次に、2ページをお開きください。 

 （債務負担行為について） 

 平成31年4月1日から履行する長崎県婚活サ

ポートセンター事業業務委託に係る平成31年

度の債務負担行為として、3,194万6,000円、平

成31年4月1日から履行するながさき子育て応

援ネット・アプリ運営及び管理運用業務委託に

係る平成31年度の債務負担行為として、268万

6,000円、平成31年4月1日から履行する長崎県

子ども・若者総合相談センター業務委託に係る

平成31年度の債務負担行為として、1,628万

8,000円、開成学園の複写機の調達契約を複数年

とするため、平成31年度から平成34年度までの

債務負担行為として、129万8,000円をそれぞれ

計上いたしております。 

 次に、第127号議案「平成30年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 歳出予算は、こども政策局合計で175万1,000

円の増となっております。なお、各科目につき

ましては、記載のとおりであります。 

 補正予算の内容につきましては、職員の給与

改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【近藤分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【麻生委員】 今回、福祉保健部の関係で債務負

担行為、2ページ目の難病相談・支援センター

の運営管理負担金が5年間の分として4,253万

1,000円ついておりますけれども、今回は2者の

応募があって選定委員会があったと聞いており

ますけれども、その経緯と中身の状況を教えて

いただけませんか。 

【小田口国保・健康増進課長】 県の難病相談・

支援センターの管理運営負担金につきまして、

今回、平成31年度から35年度までの債務負担行

為として4,253万1,000円を計上しております。

金額の中身としましては、現行の指定管理負担

金の水準を実質的には維持しており、来年度か

ら消費税の増税分がありますので、そこを反映

したところとなっております。 

 この難病相談・支援センターの管理につきま

しては、例えば長崎市以外での対面相談等につ

いては今後とも強化していく必要があると思い

ますが、これにつきましては現在の水準内で工

夫等をして、効率化等により行っていただくこ

とを考えております。 

【麻生委員】 第136号議案「公の施設の指定管

理者の指定について」で、また別に質問します

ので、中身はまた追加でやりたいと思いますけ
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れども、実は予算の関係でも、要は指定難病が

今増えてきました。予算もこの前、2億円ぐら

い積み増ししたと思うんですよ。業務的には以

前と大分違った形で増えてきていると思ってお

ります。ですので、もうちょっと対応をきめ細

かにするためには、もっと中身の充実を図って

いただくとかしなくていいのか。だから、現状

のままでいいのかという確認なんですよ。もっ

と体制の見直しをしてもらったり、佐世保の関

係も、県北はありませんから、そういったとこ

ろについてもサテライトみたいな形を展開して

もらってやるんだったら、もっと予算を増やす

べきじゃなかったのかということがあったもの

ですから、例年どおりの状況でしか予算がつい

てないということで、今後の県としての難病に

対する取扱いについての考え方をもう一回お尋

ねしたいんです。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、指定難病の数等も増えておりまして、ま

た、その相談支援の内容につきましても、例え

ば就労支援等を強化する必要があると考えてお

ります。 

 ただし、現在の指定管理の制度におきまして

も、昨年度とその前の年度におきまして一部返

還金等も発生しているものがありますので、そ

ういうところも含めて、効率的な執行とか、効

果的な対策については対応をしていきたいと考

えております。 

【麻生委員】 中身を今後、精査したいと思いま

すけれども、私としては、やっぱり先ほど話が

出ておりました若者の就労支援なんかも、結構

若い人たちが潰瘍性大腸炎とか、クローン病と

か増えてきていますよね。そういう人たちが働

けずにいるというので、もっと難病や障害も含

めた人たちにアプローチをかけてもらうような

ことになると、もっとこういうところにも手厚

くしてもらってやらなくちゃいけないと。これ

は指定管理ですから、一旦決まれば5年間その

ままの形でやらなくちゃいけないわけですよ。

途中で補正はなかなかできません。そういった

中で、じゃ、本当に指定としてやれるのかとい

うことも、もっと審議して、条件つきで予算を

つけるとか、そういうことも検討できなかった

のかなと。 

 それと、実態はご存じだと思いますけれども、

今、指定難病が増えてきて、離島も抱えていま

すから、現状の指定管理は長崎市中心しかでき

てないわけですよ。離島もできていません。 

 そういった意味でのアプローチとか、サテラ

イトも含めてやることについて、ぜひ再度ご検

討いただくことを要望しておきたいと思います。

よろしくお願いします。 

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【中山委員】 こども政策局の債務負担行為、長

崎県婚活サポートセンター事業業務委託3,194

万円の内訳、人件費を含めてどうなっているの

かということと、先の委員会でも婚活サポート

センターについていろいろ議論があったようで

ございますが、これについてどういう評価をし

ているのか。この辺の拡充を含めてどのように

考えているのか、その点についてお聞きしたい

と思います。 

【濱野こども未来課長】 まず、1点目の内訳の

話ですけれども、債務負担につきましては限度

額を設定したということで、今年度の当初予算

を参考に額を決めております。 

 それと、今後の婚活サポートセンターの拡充

策ですけれども、次年度に向けて、婚活サポー

トセンターに限らず、今、県がしております婚

活支援事業が3つございますけれども、これを
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官民連携した形で、企業間の交流マッチングと

いったものを取り入れながらやっていこうと思

っております。 

【中山委員】 意味はわかるんですけれども、今、

債務負担行為で3,194万6,000円という形で、こ

こまで詳しく数字を出しているので、限度額ば

かりという意味ではなくて、そういうのも含め

てもう少し、なぜ3,194万6,000円になったのか

を含めて説明していただきたいと思います。 

 婚活サポートについて、もう少し積極的に取

り組む必要があるので、そのためには予算も人

的体制等も含め、その辺を具体的に検討しても

いいのではないかと思うんですが、その辺があ

れば少し、次年度の予算にも影響してくると思

いますので、基本的な考え方を教えていただき

たいと思います。 

【濱野こども未来課長】 次年度の予算に関しま

しては、現在、予算の査定中でございまして、

詳細な部分については、どのくらいの金額にな

るかというのは申し上げられません。基本的に

今回計上しているのは前年度ベースでお願いを

しております。 

【中山委員】 前年度ベースということであるな

らば、人口減少対策の中で婚活をどう進めてい

くかというのは重大な部分があるわけだから、

その辺を枠内で進めていこうということである

ならば、現実的になかなか厳しいのではないか

と思うんです。その辺を含めて、集中等いろい

ろあるかもしれないけれども、現状の長崎県の

人口の落ち込みからしたら、やはり自然減少を

どう止めていくか。そのためには婚活サポート

を進めていくことがその一つの対策になるわけ

だから、現状を見たら、その辺をもう少し予算

的に厚みを加えるとか、何かの方向を次年度に

向けて取組を進めてほしいという感じがあった

ものですから、質問したんです。いかがでしょ

うか。 

【濱野こども未来課長】 冒頭、私の方でお答え

させていただいたのが、いわゆるマッチングシ

ステムやサポートセンターの運営に関する業務

委託の債務負担のお話でしたけれども、今、委

員のお話を聞いている中では、いわゆる婚活支

援は非常に重要だから、従来どおりの金額では

なくて、それ以外の部分に拡充をしたらどうか

というご意見だったと思います。そこにつきま

しては、この婚活サポートセンターの事業、な

がさきで家族になろう事業と申しますけれども、

これ以外の事業として、来年度は企業間交流事

業と申しまして、従来は個人と個人だけの引き

合わせをしておりましたけれども、それをグル

ープで登録をしていただいて、企業間に広めて

いこうという、また別の事業での予算要求をし

たり、あるいは結婚・妊娠・出産・子育て応援

プロジェクト推進ということで、機運の醸成を

高めるための広報を含めた推進費に係る予算要

求も行っているところでございます。 

【中山委員】 今のこども未来課長の答弁はよく

理解できます。ただ、この婚活に係る予算の中

でこれが一番大きいんですよね。ものすごく大

きいので、これが一番核になるわけだから、こ

こをどうするかという部分が次に広がっていく

わけであって、さっき私は全体的な話をしたけ

れども、そういった意味ではこれが核になるの

で、ここは今の状態でいいのかということを聞

きたかったわけです。現状維持でやるというこ

とであれば、何らかの工夫をしてやっていく必

要があると思うので、それを含めて積極的に進

めていただきたいと思うので、よろしくお願い

しておきたいと思います。 

【近藤分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。 

第121号議案のうち関係部分、並びに第127号議

案のうち関係部分については、原案のとおりそ

れぞれ可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

【近藤委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 それでは、福祉保健部長より、総括説明をお

願いいたします。 

【沢水福祉保健部長】 予算決算委員会分科会で

ご説明いたしました予算議案の部分を除く福祉

保健部関係の議案につきましてご説明いたしま

す。 

 福祉保健部の「文教厚生委員会関係議案説明

資料」をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」、第145号議案「長崎県総合計画チャ

レンジ2020の変更について」のうち関係部分の

2件であります。 

 議案の内容につきましてご説明いたします。 

 第136号議案「公の施設の指定管理者の指定

について」につきましては、長崎県難病相談・

支援センター条例に基づき、「長崎県難病相談・

支援センター」の管理運営を行う次期指定管理

者を公募したところ、「特定非営利活動法人 長

崎県難病連絡協議会」外1団体から申請があり、

選定委員会において事業計画等について審査を

行った結果、同協議会を指定管理者として指定

しようとするものであります。 

 第145号議案「長崎県総合計画チャレンジ

2020の変更について」のうち関係部分について

は、長崎県行政に係る基本的な計画について議

会の議決事件と定める条例第2条の規定により、

議会の議決を得ようとするものであります。 

 これは県政の指針として平成28年に策定し

た「長崎県総合計画チャレンジ2020」の数値目

標のうち、「認知症サポーター、キャラバンメ

イト数（累計）」について、平成29年度の進捗

状況等を踏まえて、目標値の上方修正を行おう

とするものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。 

 2ページをご覧ください。 

（健康長寿日本一の県づくりについて） 

 県民の皆様に元気で長生きをしていただくた

めには、県民お一人おひとりが、主体的に健診

の受診や生活習慣の改善などの健康づくりを実

践していただくことが必要であり、それらの取

組を多くの関係団体が連携して支援し、県民運

動として展開していくため、去る11月3日に「健

康長寿日本一長崎県民会議」を設置し、第1回

目の総会を開催いたしました。 

 会議では、生活習慣に起因する疾病や「運動」、

「食」などの生活習慣の状況、地域間での健康

課題の違いなど本県の現状・課題を共有すると

ともに、これらを踏まえて「健診」「運動」「食
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事」「絆」といった4つの柱の下に、各団体や

県民の皆様に実践していただきたい取組をお示

ししたところであります。 

 県としましては、県民お一人おひとりの取組

を進めていただくため、積極的に優良事例等の

情報発信に努めるとともに、引き続き、関係団

体の皆様と連携・協力しながら、県民の健康づ

くりに取り組んでまいります。 

（長崎県障害者基本計画及びアルコール健康障

害対策推進計画の策定について） 

 次期「長崎県障害者基本計画」については、

国が定める障害者基本計画を基本とし、本県の

状況等を踏まえながら、長崎県障害者施策推進

協議会において検討を進めてまいりました。 

 また、「長崎県アルコール健康障害対策推進

計画」についても、国が定めるアルコール健康

障害基本計画を基本として、本県の状況等を踏

まえながら、長崎県依存症ネットワーク協議会

の専門部会において検討を進めてまいりました。 

 これらの計画の素案については、県議会から

のご意見を踏まえるとともに、今後、パブリッ

クコメントや関係団体からの意見聴取を行い、

本年度中に計画を策定することとしております。 

 その他の所管事項につきましては、全国健康

福祉祭への選手団の派遣について、障害者スポ

ーツ・芸術文化活動の振興について、政策評価

の結果等について、地方創生の推進について、

平成31年度の重点施策で、記載のとおりでござ

います。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【近藤委員長】 次に、こども政策局長より総括

説明をお願いいたします。 

【園田こども政策局長】 予算決算委員会文教厚

生分科会でご説明いたしました予算議案を除く

こども政策局関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」のこど

も政策局をお開きください。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第145号議案「長崎県総合計画チャレンジ2020

の変更について」のうち関係部分、第146号議

案「第三期長崎県教育振興基本計画について」

のうち関係部分の2件であります。 

 議案の内容についてご説明いたします。 

 第145号議案「長崎県総合計画チャレンジ

2020の変更について」のうち関係部分につきま

しては、長崎県行政に係る基本的な計画につい

て議会の議決事件と定める条例第2条の規定に

より、議会の議決を得ようとするものでありま

す。 

 これは県政の指針として平成28年に策定し

た「長崎県総合計画チャレンジ2020」の数値目

標のうち、「ココロねっこ運動取組件数（累計）」

について、平成29年度の進捗状況等を踏まえて、

目標値の上方修正を行おうというものでありま

す。 

 第146号議案「第三期長崎県教育振興基本計

画について」のうち関係部分につきましては、

現在の第二期長崎県教育振興基本計画が今年度

末に終期を迎えることから、新たに平成31年度

から5年間の教育の振興に関する基本的な方向

や具体的施策等を計画として定めるため、長崎

県行政に係る基本的な計画について議会の議決

事件と定める条例第2条の規定により議会の議

決を得ようとするものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明
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いたします。 

 2ページをお開きください。 

（児童相談所と警察との連携強化について） 

 児童相談所職員の児童虐待事案への対応能力

の向上とともに、児童相談所と警察との連携強

化を図ることを目的として、平成27年度から合

同訓練を行っており、今年度は10月24日に佐世

保市、10月31日に長崎市で実施いたしました。 

 今回の訓練は、虐待通告があった児童の自宅

への立ち入り、及び抵抗する両親から児童を保

護するという内容での実地訓練を中心として実

施しましたが、児童相談所職員にとって大変有

意義なものとなりました。 

 また、児童虐待への対応における児童相談所

と警察による情報共有については、平成21年2

月に策定した「児童相談所から警察への児童虐

待に関する情報提供に係るガイドライン」に基

づき、重篤な児童虐待について情報提供のうえ、

警察と緊密に連携した対応を行ってきたところ

でありますが、本年3月に発生した、東京都目

黒区の虐待死亡事案を受け、国から情報共有の

明確な基準が示されましたので、本県において

も去る11月、ガイドラインを改定して、提供す

る情報の範囲を拡大し、さらなる連携強化に努

めているところであります。 

 なお、国が示した基準以外の虐待事案の情報

共有については、市町が設置する要保護児童対

策地域協議会の場で、定期的な情報共有ができ

ないか引き続き検討を進めているところであり

ます。 

 今後とも、児童相談所職員の資質向上に努め

るとともに、警察等の関係機関との連携強化を

図るなど、児童虐待事例への対応に万全を期し

てまいります。 

 3ページをご覧ください。 

（ココロねっこパレードについて） 

 内閣府が、11月を「子供・若者育成支援強調

月間」として、子ども・若者の健やかな育成、

子ども・若者が社会生活を円滑に営むことがで

きるための支援や取組への理解及び参加促進を

求めていることに併せ、本県でも同月をココロ

ねっこ運動強調月間と定め、「ココロねっこ運

動」の広報・啓発活動や、子ども・若者育成支

援のための取組などを集中的に実施し、その効

果の徹底を図っているところです。 

 去る11月4日には、青少年の非行・被害防止

と健全育成は社会全体の責務として捉え、県民

総ぐるみで青少年非行・被害防止と健全育成意

識の高揚を図ることを目的として、長崎県子ど

も会育成連合会、長崎青少年育成連絡協議会な

ど、32の関係機関・団体、約400人の参加のも

と、長崎女子高等学校の吹奏楽部やバトン部を

先頭に、浜の町アーケードにおいて「ココロね

っこパレード」を実施しました。 

 今後とも、子どもたちの心の根っこを育てる

ために、大人のあり方を見直し、みんなで子ど

もを育てる県民運動である「ココロねっこ運動」

を推進し、県民総ぐるみの子育て支援に取り組

んでまいります。 

 その他の所管事項につきましては、児童虐待

防止推進月間について、政策評価の結果等につ

いて、地方創生の推進について、追加1になり

ますけれども、平成31年度の重点施策で、内容

は記載のとおりでございます。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【近藤委員長】 次に、国保・健康増進課長より、

補足説明を求めます。 
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【小田口国保・健康増進課長】 お手元に配付し

ております補足説明資料、第136号議案「公の

施設の指定管理者の指定について」により説明

をいたします。 

 今回、指定管理期間が平成31年3月31日で満

了する「長崎県難病相談・支援センター」につ

き、同条例第2条の規定により指定管理者の指

定を行うものであります。 

 まず、1番、施設の概要でありますけれども、

公の施設は「長崎県難病相談・支援センター」

と称し、所在地は長崎市茂里町3番24号でござ

います。平成31年4月1日から平成36年3月31日

までの5年間の指定管理について、公募及び選

定を行い、「特定非営利活動法人 長崎県難病

連絡協議会」を指定管理者として指定しようと

するものでございます。 

 4番の候補者の選定経過でありますが、平成

30年8月10日から9月12日までの34日間の期間

を設けて公募を行いました。 

 選定に当たりましては、外部有識者3名及び

国保・健康増進課長の計4名で構成する長崎県

難病相談・支援センター指定管理者選定委員会

を、平成30年8月6日及び9月25日の2回開催し、

審査、選定を行ったところであります。 

 選定委員は、資料に記載のとおりであります。 

 4番の応募団体、選定結果についてでござい

ますが、公募に対し、2者からの応募がなされ、

審査結果は、候補者が400点中272.4点、Ａ団体

が400点中236.4点でございます。 

 審査において、候補者が選定された主な理由

としましては、長崎県難病相談・支援センター

の目的や管理運営に対する理解が十分である。

県内各地の会員を有する患者団体で組織され、

ピアサポーターによる相談支援を提案するなど、

当事者団体の立場を活かした患者、家族の視点

に立った管理運営が期待でき、相談業務や患者

会活動への支援等について、県内各地での業務

運営が可能であるなどでございます。 

 5年間の指定管理負担金は、総額で4,253万

1,000円です。 

 今後の予定でありますけれども、なお本議会

において議決を得られた後は、平成31年1月に

指定管理者の指定の告示を行い、指定管理業務

について指定管理者と協議を経て、基本協定書

を締結、平成31年4月に平成31年度協定書を締

結する予定としております。 

 説明は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

【近藤委員長】 次に、障害福祉課長より、補足

説明を求めます。 

【桑宮障害福祉課長】 それでは、私の方から「長

崎県障害者基本計画（第4次）（素案）」及び

「長崎県アルコール健康障害対策推進計画（素

案）」の概要につきまして、お手元にお配りし

た補足説明資料に基づいて、それぞれご説明申

し上げます。 

 まず、障害者基本計画について説明いたしま

す。 

 1、計画の性格でございますが、この計画は、

本県が今後進める障害者施策の基本的な計画と

して策定するものです。また、障害者基本法第

11条第2項に規定する「都道府県障害者基本計

画」として、併せて「長崎県総合計画チャレン

ジ2020」及び「長崎県福祉保健総合計画」を補

完する計画として策定することとしております。 

 2、計画の目的については、前計画の基本理

念を継承し、障害の有無にかかわらず、誰もが

住み慣れた地域で自立した生活を送り、互いに

優しく接し合うことができる社会環境の中で、

社会を構成する一員として、共に地域を支え合
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い、あらゆる社会活動に参加することができる

平和な共生社会の実現を目指すこととしており

ます。 

 3、計画期間につきましては、平成31年度か

ら35年度までの5年間としております。 

 4、計画の体制につきましては、計画全体の

検討を障害者基本法に基づき設置しております

長崎県障害者施策推進協議会において議論して

いただくこととしております。 

 5、計画の特徴といたしましては、計画の各

分野に共通する横断的な視点として5つの基本

的視点を定めております。 

 6、計画の体系については、9つの分野別施策

として取りまとめているところであります。9

つの分野につきましては、現計画と同様の項目

となりますが、各政策分野において新たに追加

した主な項目を資料の以下に記載しております。 

 （1）の生活支援の推進については、障害者

（児）のニーズに応じた福祉サービスの充実等

を図ることとしており、従来の施策に加え、地

域生活拠点の構築、精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築、医療的ケア児の地域

での受入体制の推進を追加しております。 

 （2）の保健・医療の推進につきましては、

障害のある人の身近な地域におけるサービス提

供体制の充実を図ることとしており、依存症対

策の推進を追加しております。 

 （3）の教育、文化芸術活動・スポーツ等の

振興においては、2020東京パラリンピックの開

催も見据え、障害のある人の文化芸術やスポー

ツの裾野拡大等を図るため、障害の有無にかか

わらず文化芸術活動を行える環境づくり、スポ

ーツに親しめる環境の整備を追加しております。

また、教育分野においては、インクルーシブ教

育システムの構築等に引き続き取り組むことと

しております。 

 （4）の雇用・就業、経済的自立支援につき

ましては、障害者雇用の促進及び就業支援の充

実等を図ることとしており、技能向上に伴う雇

用促進、就労定着支援、農福連携による障害者

の就農促進を追加しております。 

 （5）の安全・安心な生活環境の整備につい

ては、住宅の確保やバリアフリー化を推進する

こととしており、住宅セーフティーネット制度

の推進、グループホーム等の整備の促進、公共

交通機関における障害のある人への配慮、特定

生活関連施設のバリアフリー化の推進を追加し

ております。 

 （6）の情報アクセシビリティと意思疎通支

援の充実につきましては、障害のある人への情

報提供の充実等を図ることとしており、ユニバ

ーサルツーリズムの普及促進、意思疎通が困難

な方への理解促進を追加しております。 

 （7）の防災、防犯等の推進については、障

害のある人が地域社会で安心して生活できるよ

う防災・防犯対策や消費者トラブルの防止等を

推進することとしており、福祉避難所の確保と

バリアフリー化の推進、福祉施設の防犯対策の

推進、障害のある人の特性に配慮した相談体制

の整備を追加しております。 

 （8）の差別の解消、権利擁護の推進及び虐

待の防止におきましては、障害を理由とする差

別をなくすため、障害のある人もない人も共に

生きる平和な長崎県づくり条例等の普及啓発を

図るとともに、障害者虐待防止や権利擁護のた

めの取組を普及することとしており、市町の取

組の推進、ヘルプマーク、ヘルプカードの普及

促進、意思決定の支援を追加しております。 

 （9）の行政サービス等における配慮につい

ては、障害のある人が自らの権利を円滑に行使
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できるよう、適切な配慮を行うよう取り組んで

まいります。 

 7、数値目標については、分野別に数値目標

を定め、目標達成に向け取り組むこととしてお

ります。 

 最後に、8、策定スケジュールにつきまして

は、パブリックコメントや長崎県障害者施策推

進協議会でのご意見を経て、平成31年3月まで

に計画を策定し、公表を行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、「長崎県アルコール健康障害推進計画」

について説明します。赤いインデックスのペー

ジをお開きください。 

 1、計画の性格でございますが、この計画は

アルコールによる健康障害の予防等を総合的に

推進する計画となります。 

 また、アルコール健康障害対策基本法第14条

第1項に規定する「都道府県アルコール健康障

害対策推進計画」として、また、「健康ながさ

き21」及び「長崎県医療計画」との整合性を持

つ計画として策定することとしております。 

 2、計画の目的につきましては、アルコール

健康障害の発生から進行、再発の各段階に応じ

た防止対策を実施するとともに、アルコール健

康障害を有している者、又は有していた者とそ

の家族を支援する。さらにアルコール健康障害

による飲酒運転等の社会的問題に関する施策と

の有機的連携を図ることとしております。 

 3、計画期間は平成31年度から34年度までの4

年間としております。 

 4、計画の体制については、長崎県依存症ネ

ットワーク協議会設置要綱に基づき設置してい

る「アルコール健康障害対策推進計画策定専門

部会」において計画全体の検討をいたしました。 

 計画の特徴といたしましては、アルコール健

康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた

防止対策として4つの基本的方向性を定めてお

ります。 

 計画の体系につきましては、アルコール健康

障害の発生予防、進行予防、再発予防の3つの

段階的な施策で取りまとめているところであり

ます。 

 （1）の発生予防については、飲酒に伴うリ

スクに関する知識の普及、不適切な飲酒による

アルコール健康障害の予防及びアルコール依存

症が精神疾患であり、治療により回復するとい

う認識の普及のため、①教育の振興と②不適切

な飲酒の誘因の防止、③普及啓発の推進の3つ

の施策を取りまとめております。 

 （2）の進行予防につきましては、地域にお

けるアルコール健康障害を予防するための体制

整備、アルコール依存症に関する質の高い医療

提供のための専門医療機関の整備、また、飲酒

運転をした者とその家族を適切な支援につなぐ

ための体制の構築のため、①健康診断及び保健

指導、②アルコール健康障害に係る医療の充実、

③飲酒運転等をした者に対する指導等、④健康

支援等の4つの施策を取りまとめております。 

 （3）の再発予防につきましては、アルコー

ル依存症者の円滑な社会復帰や自助グループと

の連携の推進のため、①社会復帰支援、②民間

団体の活動に対する支援、③相談支援等の3つ

の施策を取りまとめております。 

 7、数値目標については、飲酒に伴うリスク

に関する地域の普及を徹底し、将来にわたるア

ルコール健康障害の発生を予防すること。また、

アルコール健康障害に関する切れ目ない支援体

制の整備のため、分野別に数値目標を定め、目

標達成に向け取り組むこととしております。 

 最後に、策定スケジュールにつきましては、
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パブリックコメントやアルコール健康障害対策

推進計画策定専門部会でのご意見を経て、平成

31年3月までに計画を策定し、公表を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

【山田(朋)委員】 第136号議案について伺いた

いと思います。先ほども債務負担行為の中で質

疑がありましたが、議案として質疑をさせてい

ただきたいと思います。 

 私は6月定例会におきまして、佐世保地区に

おける相談支援体制を整えていただきたいとい

うことで要望をしておりました。今回、新しく

5年の指定管理期間に入っていくようでござい

ますが、その選定理由の中で「県内各地での業

務運営が可能である」という一文がありました。

予算規模に関しては、先ほどの麻生委員の質疑

の中で、例年どおりの予算規模ではあったけれ

ども、返還金等もあったという話も聞きました。 

 そこで、今、月に１回程度佐世保の方には就

労支援員を派遣していただいておりますが、相

談内容の大半を占めている生活全般の相談には

至っていないという現状があります。 

 そこで、今後、この佐世保地区への相談体制

をどのように考えているのかを、まず伺いたい

と思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回の選定に当

たりまして、各応募者からは長崎以外での相談

体制の強化というところで提案をいただいてお

ります。今回、この難病連絡協議会につきまし

ては、佐世保の難病連の支部等のピアサポータ

ー等のご協力を得ながら、相談支援センターの

相談員が専門的な面からそれをフォローすると

いう形での体制とか、あと就労支援につきまし

ては、現在1名の体制ですけれども、ここを今

の予算の枠内で2名に増員しまして、出張等の

体制を強化するという提案を受けておりますの

で、議決後、具体的な内容についてはその方向

で協議をしていきたいと考えております。 

【山田(朋)委員】 今、1名いる就労支援員の方

を2名に増員して、要望があれば、佐世保も含

め他の地域の相談体制も整えるということで理

解していいんでしょうか。 

 今、佐世保の方は、県北支部の会長が、当然

自らも難病なんですけれども、善意で独自に支

援をしていただいております。それを専門的な

立場でサポートするというか、支援するという

言い方だったかと思うんです。その体制はその

まま、県北の方でやっている相談実績が平成29

年4月から平成30年3月までで55件というのが

あるんですが、これはもう従来どおり、皆さん

の善意に甘えるというか、やってもらうと。た

だ、専門的なサポート支援をするというのを、

もっと具体的に教えてもらっていいですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 平成30年度、

現在においても、これまでの議会の中でも体制

の強化はできるものから取り組んでいきますと

いうことでご説明していたんですけれども、そ

れは今月から始めているんですが、まず、難病

連絡協議会の県北支部の方で、ピアサポーター

等が相談を受け付けていただきまして、その中

で特に本所の相談支援センターの専門相談員の

対面相談が必要なものを一定積み上げまして、

月に1回、長崎から相談員を派遣して対面相談

を行うということを今月から始めたところであ

ります。今年度は月1回程度そういう体制で行

いたいと思うんですけれども、来年度以降につ

いては、そういうこともありますし、提案を受

けた内容によりまして、議決後に指定管理者と
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体制等について詳細は協議をしていきたいと考

えております。 

【山田(朋)委員】 わかりました。月に１回程度

やっていただいているということで、来年度以

降はその回数も、予算が通った後の協議の後、

増やしていただけるものと期待をしたいと思っ

ております。 

 かなりの件数、一般質問でも申し上げました

けれども、実際、今は長崎市にしかないがゆえ

に、全体1,100件の相談のうち約9割が電話相談

という状況になっています。これは、思うとこ

ろ、地域に住む方々、佐世保での相談実績では

55件のうち対面が35件とすごく多くなってい

るんですね。自分が住む地域に相談体制が整っ

ていれば、各地域でも確実に対面による相談と

いうのが可能となりますので、今後は佐世保に

限らず、各地区、可能な限り、予算が本当に厳

しい中、指定管理者の方にも大変ご負担をかけ

ると思いますけれども、無理のない範囲で対面

による相談体制を整えていただくことをご要望

申し上げたいと思います。 

【堀江委員】 私も同じく第136号議案について

質問いたします。 

 長崎県難病相談・支援センターを、現在と同

じ特定非営利活動法人 長崎県難病連絡協議会

を指定管理者とするという内容なんですが、平

成28年9月定例会文教厚生委員会で陳情が出ま

したね。「長崎県難病相談・支援センターの指

定管理者の改善を求める要望書」ということで、

当時は新聞報道として、正規職員4名が不在で

異常事態という報道がなされました。この時に、

当時の国保・健康増進課長は、いわゆる相談員

がいないという期間は4日間だったということ、

それから特段の支障はなかった、要するに指定

管理者の法人の理事長がやったりとかして、特

段の支障はなかったということで、この当時は

答弁をいたしております。 

 今回、同じ団体に、当然いろんな意味での選

定理由は私もそうだと思うんですけれども、こ

ういう事態が二度と起きてはならないと思いま

すし、県民が相談をするところが、新聞報道で

あるように職員4人がいないと、異常事態だと

言われるような不安を大きくあおるような事態

をつくってはいけないと思うので、今回、選定

に当たって、そうした内容というのはどのよう

に審査をされ、そしてクリアされたのかという

こともこの機会に説明してください。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１９分 休憩 ― 

― 午後 ２時１９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開します。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回、審査委員

会におきまして審査基準等を設定しまして、こ

れをお示しして応募を受け付け、かつ審査を行

ったところでありますけれども、その中には当

然団体に関する事項とか、管理運営に関する事

項等の視点・観点がございまして、その中で管

理運営体制等については当事者からヒアリング

等も行いましたし、そういうところで適正な運

営を確保できると審査委員会の方でも判断をし

ているところであります。 

【堀江委員】 理解として、5年前もここだった

ですよね。それが5年間の間に、4日間ですけれ

ども相談員がいないという事態が起きた。今回、

審査に当たっては、5年前はしなかったけれど

も、今回は当事者からヒアリングをして再度審

査に当たった。要するに、同じような審査をし

たのではなく、それなりに違う審査をしたとい

う理解でいいですか。きちんとそこを踏まえて
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審査をしないといけないと私は思っているんで

すけれども、私のそういう理解でいいんですか。

前回と同じような審査だけではなく、ヒアリン

グという形で当事者に対するヒアリングを行っ

たという認識でいいですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 前回におきまし

てもヒアリングは行っております。ただし、今

回が4度目の指定になるんですけれども、初め

て複数者の応募があり、選定を行ったところで

あります。 

 現在、難病相談・支援センターの管理運営に

つきましては、人員体制とか、運営上の問題に

ついては問題ないというか、適正に行われてい

るところもあります。かつ、審査に当たりまし

ては、当然その団体に関する事項とか、管理運

営に関する事項というのは、その観点から適正

に行っているところでありますので、前回と今

回が違うとか、新しく増えたということではな

くて、よりそういう実態、適正なところを審査

基準により審査を行っているということであり

ます。 

【堀江委員】 私が言いたいは、ここが随時いろ

んな形でいろんな状況を知っているから、それ

はそれでいいと思うんですけれども、県民から

見ると、ずっと同じところがされていて、それ

こそ相談体制、4人がいないという時期があっ

て混乱を招いた事態というのは、私はとても大

きなことだと思うんですよ。だから、その事態

をどう認識しているかと捉えたら、言われるよ

うに同じようにやりました、こういうふうにし

ましたという答弁ではなく、やはりそういう事

態も十分に踏まえた上で、県民に対してそうい

う不安な事態を二度と起こさないような形で、

再度、同じヒアリングでもこういうふうにした

から、今回改めてここにしましたというような

答弁でないとおかしくないですか。確かに、4

回目ですよ。それがだめとは言わないけれども、

私が言っているのは、あの時、平成28年9月定

例会の時に大きな問題になりました。それこそ

新聞で「異常事態」と報道されたので、県民と

して相談は大丈夫かと、窓口対応は大丈夫かと

いう気持ちがあったじゃないですか。そこに応

える形で、改めて今回この選定をする際に当た

っては、その時の事態を重要視してというふう

な、そうでなくてはいけないと思うんですけれ

ども、そういう答弁をいただきたいと思うんで

すが、どうですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、当時、一時的であるとはいえ、職員不在

の事態が生じたということは、利用者の方々に

大変ご迷惑をおかけしたと考えております。 

 今回は、そういう面もあるんですけれども、

提出されました応募書類の審査及びヒアリング

の時の質疑応答等を行っており、そういう観点

も含んだところで確認等は審査会の中で行って

いるところであります。 

【堀江委員】 最後にしますが、要は、2年前に

「異常事態」という報道がありましたけれども、

当時も、その後すぐ特段の支障はないというこ

とになりましたし、現在も相談体制には問題が

ないということで対応が十分できるという判断

のもとに指定をしたと理解をいたします。 

【深堀委員】関連ですけれども、平成28年当時

に相談員の方が一時不在になったという話があ

りました。そのセンターの責任者、センター長

と言っていいのか、その方が頻繁に交代をする

とか、なり手がいなくて不在の期間があったと

いう話をちょっと聞いたことがあったものです

から、先ほどの相談員の方が4日間いなかった

という話がありましたけれども、その責任者た
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るセンター長が、例えば今の指定管理期間の5

年間のうちに何回か交代したり、もしくは、な

り手がいない期間があったのかどうか、そのあ

たりの確認をしたいと思います。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２６分 休憩 ― 

― 午後 ２時２９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

 ここでしばらく休憩し、午後2時45分から再

開いたします。 
 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開します。 

【小田口国保・健康増進課長】 難病相談・支援

センターのセンター長についてでございますが、

この5年間におきますセンター長は、現在のセ

ンター長が4人目の方でございまして、この5年

間では3回交代していることになります。 

 平成28年9月10日に退任されて、その後任の

方が平成29年の1月に就いておりますので、こ

の間が不在となっております。 

【深堀委員】 先ほどの質疑の中で、4日間とい

う話だったんですけれども、相談員の方が一時

いなかったと。これは非常に大きな問題だと思

うんですけれども、その相談員さんたちを束ね

るというか、その責任者のセンター長と言われ

る方が、今のお話では4カ月間不在だったとい

うこと。それから、今の指定管理期間の5年間

の中で4人目ということ。やはりそこは大きな

一つの課題だと思うんですよね、その指定管理

業務を請け負っているんだけれども、そこを適

正に回せているのかどうかということを考えた

時にね。 

 今回提出されている資料の中では、そういっ

たことは一切表現としては出てきていません。

選定理由の中で、「目的や管理運営に対する理

解が十分である」というような前向きな、これ

は当然のことだとは思うんですけれどもね。や

はりそういった不都合な実績があったとしても、

それを乗り越えて、今回の指定管理期間の5年

間にはいろいろあったけれども、しっかりそれ

は対応できるんだと、そういった不都合なこと

もしっかり発信しながら提案してもらわないと、

何か隠しているようで疑念を抱いてしまうもの

ですから、そのあたりの決意をはっきり述べて

いただきたいということ。 

 もう一つは、現時点でそういった相談体制に

欠員が生じていないのか、そこも加えて答弁を

お願いします。 

【小田口国保・健康増進課長】 指定管理者の体

制、業務運営についてでございますけれども、

毎年１回、実績報告というものを私ども取って

おりまして、そこでしっかり確認をしておりま

す。この不在の期間というのは、平成28年度に

なるんですけれども、平成29年度についてはも

う既に実績報告もいただきまして、そこで私ど

ももチェック、確認を行っており、適正に運営

されているという判断をしております。今回、

それを踏まえての申請ということになっている

んですけれども、そういう面からして、それ以

降、毎年の管理業務、私どもの指導監督の中に

おいても、そこはしっかり指導管理していると

ころもございますし、今回の審査に当たりまし

ても、そういうことを踏まえたところで審査を

しております。 

 センターの現在の職員配置の状況ですけれど

も、今の時点において欠員等は生じてないと聞

いております。 
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【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【麻生委員】 今回の指定管理者についての状況、

中身を見せていただきました。 

 難病相談・支援センターを今まで運営されて

いるところは、もちろん難病者の方が多くおら

れて、寄り添って、自分も難病だから、そうい

った思いで患者さんへの対応はある程度される

ということではいいかと思っているんです。た

だ、やっぱり難病の皆さんが業務に当たってい

らっしゃる中では、本当にこの難病者のいろん

な問題についてのきちっとした的確なアドバイ

スだとか、動きだとか、できているのかなとい

う感じが実はしているわけですよ。 

 というのは、難病でいろいろあるのは事実な

んですけれども、相談業務が主体だと思うんで

すよ。やっぱりフォーラムも本当にそういった

人たち、寄り添っての話をやってもらうのかな

ということがあります。 

 実は手前味噌で申し訳ないんですけれども、

私の息子もこの前言ったようにクローン病だっ

たので、難病相談・支援センターの中でもいろ

いろお手伝いをさせてもらいました。 

 その中で、「やっぱり健常者の人たちと違っ

て、的確な動きがなかなかできてないというこ

とが課題ですね」という話をしていたんですよ。

これは九州アイビーリーグといいますか、クロ

ーン病関係のネットワークもありました。そこ

でいろいろ課題を言うと、長崎の難病連の動き

がちょっと、なかなか革新的な状況ができてな

いんじゃないかということを、本人の課題を見

つめながら言っていました。 

 だから、大事なことは、今回指定管理者候補

者になったわけですから、もっときちっとした

マネジメント的なこととか、さっき相談業務の

話が出ていましたけれども。件数をしっかり確

認してもらってやるとか、また、本当は各病院

関係と連絡を取りながら難病者に通知を出すと

いったことも、待ちの姿勢じゃなくて、難病相

談・支援センターとしての役割はいろいろある

んでしょうけれども、そういった細かなところ

の展開ができるかどうかじゃないかと思ってい

るんですよ。その点についての担当課長のお考

えはどうなんでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 難病相談・支援

センターの相談体制等の業務のあり方について

は、さまざまな相談の方がいらっしゃいますの

で、より寄り添った効果的な相談体制をつくる

必要があると考えております。私どもも指定管

理者とは定期的に意見交換等を行っております

ので、そういう中で当然支援体制の充実につい

ては協議をしているところであります。 

 また、今年度になりますけれども、今、指定

管理者の方で相談をいろいろ受け付けますけれ

ども、その中で、病気の内容によりまして求め

られている答えというか、相談の対応というの

もかなり違うということもありますので、例え

ば病気の疾患群で代表的な事例等を収集しまし

て、より今後の相談体制の充実のために今後に

活かしていくような研究も行っているところで

あります。 

【近藤委員長】 政策監は、今の答弁につけ加え

ることはありませんか。 

【中田福祉保健部政策監】 ただいまの難病相

談・支援センターの運営のあり方ということで

ご質問がありました。 

 私もかつて難病の仕事に携わったこともあり

まして、委員おっしゃるとおり、今、難病の疾

病数も非常に幅広く認められるようになってお

ります。そういった意味では、難病患者に対す

る支援というのは全体的には手厚くなってくる
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一方、病気の種類も増えましたので、それに対

する支援のあり方というのも病気によってさま

ざま、いろんな悩みがあると聞いております。 

 このような支援に適切に対応できるようにす

るためには、患者同士の支援という視点でのピ

アサポートのほかに、やはり専門的な支援とい

うのも非常に重要でございますので、そういっ

たところが今後有機的に連携できるようになれ

ば、よりよい相談支援体制になるのではないか

と考えておりまして、県としてもそういった支

援ができないかなということが重要かと考えて

おります。 

【麻生委員】 思いは、言ったように難病の皆さ

んが自分たちの範囲でしかできてない状況だと

私は思っているんですよ。もっと越えて、特に

若い人たちが今、クローン病や潰瘍性大腸炎と

か多くなってきました。求められているのは、

就労支援とか、食生活だとか、日常生活のあり

方なんですよ。食生活の問題についても栄養を

知りたいとか、私が行った時は鍼灸師の方を呼

んで体調の管理だとか、もちろんひとり立ちに

伴って何とかできないかとか、そういったこと

もしながら、いろいろ難病の患者の方と違った

観点からやっていましたよ。 

 今求められているのは、さっきも政策監が言

われたように、難病の方たちだけのエリアじゃ

なくて、もっと別の視点からでもアプローチを

かけてやっていくような取組が、今、必要にな

っているんじゃないかと思うんですよ。 

 また、さっき言ったように予算の問題だとか、

就労支援という若者に対しての対策だとか、そ

ういったことはもっと県として突っ込んでやる

べきじゃないかと思っているんですよ。現状の

延長線上ではだめじゃないかと思っているとこ

ろなんです。 

 だから、この視点が、審査委員の方たちがそ

れぞれされているということだから専門家の意

見かもしれませんけれども、また違った角度で

やるべきじゃなかったのかなと。やっぱり若者

支援関係だとか、そういった観点も大事だなと。

もちろん、高齢者の方もおられるから一概には

言えません。そしてまた、透析を受けている方

たちも結構おられますよね。また、そういった

中での展開をもっと切り込んでやっていただき

たいと思っているんですよ。 

 今回、初めてＡ団体が出てきて、4回目に初

めてだったんでしょう。今回、応募なさった時

の提案としてはどういうものが上がってきたん

ですか。違いはあったんでしょうか。それと、

今回、難病連絡協議会に継続してされたという

ことについての大きな力点はどこだったのでし

ょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 まず、今回、2

者から応募があり、審査をいたしました。 

 応募書類につきましては、管理運営体制とか、

相談支援の体制とか、今回は特に長崎以外での

相談体制等について、それぞれからご提案を受

けたところであります。 

 この内容については、Ａ団体の方は公表して

おりませんけれども、その応募団体として長崎

以外での相談体制のご提案を受けたところであ

ります。 

 なお、今回指定をお願いします難病連絡協議

会については、長崎以外での相談については、

ピアサポーターによる支援も受けながら、就労

支援を拡充するという提案を受けているんです

けれども、2者の違いといいますか、指定理由

というところは、先ほどの補足説明資料の中に

もございますとおり、大きく2つありまして、1

つ目は理解が十分であるということと、2つ目
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は相談業務や患者会活動への支援等について、

県内各地で業務運営が可能であるという点につ

いて評価しているところであります。 

【麻生委員】 今回も難病相談・支援センターの

方たちの長年の計画があるんでしょうけれども、

お願いしたいのは、難病の数が増えてきました。

それぞれの団体も多くあるかもしれませんけれ

ども、それを集約して、いろんな形で連絡しな

がら取り組んでいく、そして、さっき言った若

者就労支援だとか、県全体に目配せしてやって

いく、そのために一つは行動力が要求されるん

ですよ。難病の患者の人たちでありますから、

機動力があるのかと言ったら、本当にそれ専用

の人を雇ってくればいいんでしょうけれども、

この指定管理の予算ではできませんよね。 

 だから、そこら辺のことも、就労支援という

形になると、もっと踏み込んで企業の中に入り

込まなくちゃいけないと思っているんですよ。

そういったのができるのかなというのが一つ心

配なんですね。ただ、この予算の中でやろうと

したら、なかなかそこまで踏み込めないでしょ

うと。私たちに対するアプローチもできないで

しょうと。逆に言えば、今360ですか、疾病数

が増えましたよねと。そういったことについて

も各団体をどうまとめていくかというとこにつ

いてのマネジメント力も要求されると思います。

しっかりその辺のことをサポートしていただい

て、さっき政策監も言われたように、もっと入

り込んでもらって、難病の患者は県内に1万

2,000名ほどおられますので、ぜひしっかりとサ

ポートしていただきたいということについてお

願いしたいんですけれども、その観点について

一言決意なり確認をしたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回、議会で議

決いただいた後に、実際の今後の業務について

指定管理者の方と協議を行ってまいりますけれ

ども、その中ではそういう相談体制の充実とい

う点について協議を行っていきたいと考えてお

りますし、かつ指定管理者に対する県の指導と

か、監督につきましても、十分役割を果たして

いきたいと考えております。 

【近藤委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもちまして質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第136号議案、第145号議案のうち関係部分、

並びに第146号議案のうち関係部分については、

原案のとおり、それぞれ可決することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり可決するもの

と決定されました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いします。 

【渡辺福祉保健課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

いたしました福祉保健部関係の資料についてご

説明をいたします。 

 「文教厚生委員会提出資料」福祉保健部の1

ページをご覧願います。 
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 まず、補助金内示一覧表でございますが、県

が箇所づけを行って実施する個別事業に関しま

して、市町並びに直接・間接の補助事業者に対

し内示を行った補助金について、9月から10月

分の実績を記載しております。 

 直接補助金は、資料1ページから13ページに

記載のとおりで計76件、間接補助金については、

今回、該当はございませんでした。 

 次に、15ページをお開き願います。 

 決議・意見書に対する処理状況について、「改

正健康増進法の円滑な施行の推進を求める決

議」に対する県の対応状況は記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、17ページをご覧願います。 

 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

9月から10月までに県議会議長あてにも同様の

要望が行われたものは、五島市、長崎市、一般

社団法人長崎県身体障害者福祉協会連合会など

計5件となっており、それに対する県の取扱い

は17ページから44ページまでに記載のとおり

でございます。 

 次に、45ページをお開き願います。 

 附属機関等会議結果について、9月から10月

分の実績は、長崎県福祉保健審議会など計17件

となっており、その内容については資料46ペー

ジから62ページに記載のとおりでございます。 

 以上で報告を終わります。 

【濱野こども未来課長】 「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき本委員会に提出いた

しました福祉保健部こども政策局の資料につい

てご説明いたします。 

 1ページをお開きください。 

 補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

づけを行って実施する個別事業に関し内示を行

った補助金について記載しております。 

 本年9月から10月分の実績は、間接補助金の1

件であり、内容は1ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、2ページをお開きください。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長あてにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

長崎市、長崎県離島振興協議会、長崎県過疎地

域自立促進協議会、長与町からの要望書の5件

となっております。 

 それに対する県の対応状況は、2ページから

12ページまでに記載のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

【近藤委員長】 以上で説明が終わりましたので、

陳情審査を行います。 

 お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

【山田(朋)委員】 陳情番号68番「学童保育の施

策拡充に関する陳情書」、長崎県学童保育連絡

協議会からいただいております。 

 私も、学童保育の団体と全くもって同じで、

今回、こちらの陳情書の方にも書いてあります

ように、厚生労働省から従うべき基準の参酌化

を容認するという発表がありました。私は非常

に心配をしております。 

 今、学童保育の団体の方が、50年来いろいろ

とご努力をいただいて、教室に職員を2人以上

配置する、そのうち一人は保育士、または社会

福祉士などの一定の資格を持つ者か、都道府県

が研修を実施して、放課後児童支援員という資

格をちゃんと取った者となっているんですけれ

ども、今、一人でもいいよと言われていること
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は非常に乱暴な議論だと私は思います。 

 全国においては、学童保育の待機児童の問題

が大きく取り上げられているから、基準を緩和

してでも、とにかくそういうことがないように

ということですけれども、現場においては、一

人で子どもを見ていて、トイレに行くこともで

きないし、もしもそういった時に何か事件が起

きたらと非常に心配をされています。 

 この件に関して、私は当然、やっと近年、都

道府県において研修を実施していただいたりし

て、そのスキルアップとか、いろんな処遇改善

とか、少しずつ行われてくるようになっている

ので、私はこれをまた後退させるようなことが

あってはいけないと思っておりますので、こち

らの陳情にあるように、国に対してこのことに

対する要望とかを考えているのかどうかを担当

課に伺いたいと思います。 

【濱野こども未来課長】 学童保育の施策拡充に

関する陳情内容について国に要望を行うかとい

うご意見でございますが、先般、11月に学童保

育協会の方とも、同様の趣旨の要望を受けなが

ら意見交換をしてまいりました。その時に、今

委員がおっしゃったように、県としても質を確

保するために、その従うべき基準というのを堅

持すべきだという考え方には立っておりますが、

いわゆる参酌であるとか、緩和のお話というの

は、地域によってはなかなか人材の確保が困難

だということからの要望がございまして、それ

が全国知事会、市長会、あるいは町村会あたり

が共同でいろいろ要望を重ねた上で今回の動き

になっているところでございますので、今のと

ころ、私どもとしてはこの結果を踏まえて、県

内各市町がどのように考えているかといった照

会をかけているところでございます。 

まずもって、すぐすぐ参酌化についての抗議

をすると、反対だという要望というのは特には

考えておりません。 

【山田(朋)委員】 地域によって人材確保が難し

いということでの要望が国に上がってこういっ

たことになったというお話ではあります。長崎

県でも学童保育の待機児童がいるとは思います

が、私は今すぐそういう状況、まずは市町がど

ういうふうに考えているか、それぞれの市町の

条例で基準を設けることも当然できるだろうし、

そういったことを私は当然ながら働きかけをし

ていただきたいと思います。概ね40人を一人で

見ているような感じなんですけれども、40人、

例えば一教室というざっとした書き方もあるん

ですけれども、一人じゃなかなかですね。学童

というのは小学校1年生から小学校6年生まで

で、主に低学年の子どもが通っています。幼稚

園、保育園とは基準が大きく変わってくるのは、

私は非常におかしいと思っています。そう変わ

らないと思うし、より活発にも動きますし、よ

その地域ではそういうことを求めているかもし

れないけれども、長崎県においては安全が確実

に確保できない可能性があるこういった基準を

緩和するようなこと、せっかく学童保育という

ものも近年、少しずつ社会的な理解も深まって、

ちゃんと研修制度ができたりしている、長崎県

はよく頑張っていただいていると思っておりま

すので、ぜひ、まずはこのことに対する市町と

の意見交換をして、各市町がどういうふうに考

えているかを聞いていただいて、長崎県として

はその基準を緩和するという方向に賛同するよ

うなことがないようにしていただきたいと思っ

ているんですけれども、最後に見解を求めたい

と思います。 

【濱野こども未来課長】 先ほど申しましたよう

に、県としましては、今回の守るべき基準につ
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きましては堅持をしたいという考え方には変わ

りありません。今委員がおっしゃったように、

市町の状況を聞きながら、必要に応じて、質が

下がることがないように、今後も市町に対して

は助言をしていきたいと考えております。 

【堀江委員】 私も引き続き、「学童保育の施設

拡充に関する陳情書」について質問します。 

 まずは、長崎県としては国に対し、特に基準

の廃止や参酌化をさせないようにということで

要望を上げる考えはないと。市や町はどう考え

ているかということがまず先だと言われました

が、報道によれば、政府は、この従うべき基準

を参酌するべき基準に変更する方針を示してお

り、月内に、要するに12月中に閣議決定をして、

来年の通常国会に法案を提出すると、こういう

方向があるでしょう。そうであれば、もう12月

も10日過ぎているじゃないですか。そうであれ

ば、私は市や町がどう考えているかという調査

もですけれども、同時に、今、少なくとも長崎

県としては堅持したいという立場をとっている

わけですから、ぜひ国に要望していただきたい

と思います。 

 市や町の状況を把握するだけでは、もう月内

に閣議決定をしようかという中では、これは状

況に合っていないと思いませんか。 

【濱野こども未来課長】 具体的に12月のどの

時点で法改正等が行われるかという情報はまだ

入っておりませんけれども、先ほどの山田(朋)

委員のご質問の中にもありましたように、一方

ではなかなか人材確保ができないという地域が

ある中での要望を踏まえての今回の法改正に向

けての動きだと認識をしております。 

 そして、その実態に合わせた形で、市町が法

改正、あるいは省令の改正に基づいた条例改正

をしていくわけですけれども、改正をするのか

しないのか、こういったところの状況を見たう

えでと考えております。 

【堀江委員】 子どもの安心・安全を保障すると

いう立場に立っているんでしょう。そういう課

じゃないですか。そうであれば、百歩譲って要

求があるかもしれない。しかし、ここに書いて

あるように、最悪、資格を持たない人が一人で

保育に当たるという状態が生じて、子どもの安

心・安全が保障されないことが懸念されると。

これはどなたが見てもそういうことでしょう。

そうであれば、子どもの安全・安心を守るとい

う立場からすれば、私が言ったように、月内に

も閣議決定をすると言われている、従うべき基

準を参酌するべき基準に変更すると言っている

じゃないですか。法案の提出は来年の通常国会

ですよ。でも、月内にそういう閣議決定をさせ

ないように国に要望してくださいというわけで

すから、いやいや、市町がどう考えているか、

まずやりますというだけでは、私は遅いと思い

ます。だから、ぜひこれは要望していただきた

いと再度求めたいと思いますが、そういう緊急

性は感じませんか。 

【濱野こども未来課長】 国の法改正のとおりに

市町が条例を改正するとは必ずしも限らないわ

けでございまして、幾つかお聞きしている中で

は従来どおりの基準を守りたいという状況でご

ざいます。 

 仮に、参酌すべきというところをそのまま条

例改正に引用したとしても、当然私どもとして

は、先ほど委員が心配されたような安全・安心

が確保できないような体制になるということが

ないような指導をしていきたいと、助言をして

いきたいと思います。 

【堀江委員】 緊急性は感じないのかという質問

についてはどうですか。 
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【濱野こども未来課長】 その実態がどういうも

のかによるんでしょうけれども、研修を受けた

支援員の方に対応していただくことは、十分で

きようかと思います。全くの無資格者がたった

一人で見るということは当然あり得ない話で、

そういうことがないようにしていきたいと考え

ております。 

【堀江委員】 あり得ない話があり得るかもしれ

ないというから、こういう陳情が出ているんじ

ゃないですか。だから、そういう意味では、ぜ

ひこの学童の皆さんが言っているように国へ要

望を上げてくださいと。しかも、私が言ってい

るように緊急性がある、そういうことではぜひ

上げていただきたいということを重ねて申し上

げておきたいと思います。 

【近藤委員長】 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

【中島(浩)委員】 17ページの五島市からの要望

ですけれども、離島・へき地医療学講座、これ

はもう長年やっておりまして、非常に成果が出

ているということで、県の方も認めていらっし

ゃるみたいです。これが平成30年度末で終期を

迎えるため、今後は五島市と長崎大学で協議を

進めてまいりますということなんですけれども、

来年度、継続かどうかということについて、今

現在、どのような協議がなされているのか、お

伺いいたします。 

【石田医療人材対策室長】 この離島・へき地医

療学講座につきましては、前回も本会議でご質

問いただきましたし、協議を進めているという

答弁をさせていただいたところでございます。 

 この講座につきましては、医学生の地域の医

療教育など、これまで離島・へき地医療に寄与

してきたということで、大変重要という認識は

しているところでございます。 

 現在、予算編成の作業中でございますが、そ

の必要性、それから、当然その施策の優先度、

こういったところも含めて、大学にもいろいろ

とお聞きしながら、内部で検討を進めていると

いう状況でございます。 

【中島(浩)委員】 まだ判断の途中ということで

すか。まだそういった形ではないと。わかりま

した。その辺は今後注視していきたいと思いま

すので、状況が変われば、またご報告いただき

たいと思います。 

【山田(朋)委員】 福祉保健部の分でお尋ねをし

たいと思います。 

 1ページ、医療機関における医療従事者の勤

務環境改善に向けた取組に対する助成とありま

すが、内容を教えていただきたいと思います。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時１９分 休憩 ― 

― 午後 ３時１９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【石田医療人材対策室長】 この補助金は、病院

内において医療勤務環境改善に取り組んだ施設

に補助をしているものでございます。 

 取組のチェックシートのようなものをつくり

まして、ちゃんとやっていただけたかどうかと

いうことでございまして、この補助をきっかけ

として、その後きちんと環境改善に取り組んで
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いただくということをやっているものでござい

ます。 

【山田(朋)委員】 勤務環境改善に向けた取組、

チェックシートは県でつくっていて、何十項目

かあって、何点以上のところにはこの補助金を

出しますよという感じですか。どういったこと

をしたら補助するのか。休憩室をきれいに整備

するとか、どういったことなのかなといろいろ

考えてみたんですが、勤務環境を整え改善する

ところには助成をするというのがちょっと抽象

的なので、もっと具体的に説明してください。 

【石田医療人材対策室長】 内容的には、例えば

医療クラークを配置するとか、もしくは相談窓

口を設置する、それから、監督者の研修を行う

といった具体的な取組を行ったところに補助を

しているものでございます。これは最初の取組

ということで補助金を出して、その後もぜひ続

けていただきたいということでございます。 

【山田(朋)委員】 取組内容としては理解をした

んですけれども、先ほど言われたチェックシー

トとの整合性がよくとれないんです。今言われ

た医療クラークを置いたり、相談できるところ

をつくったりということは非常にすばらしいこ

とだと思うんですが、そのチェックシートとい

うのはどういうふうに使うのか。これは新しい

助成金ということでありますけれども、どうい

うふうに活用するのかだけ教えてもらっていい

ですか。 

【石田医療人材対策室長】 チェックシートでは、

その中にこういうことをきちんとやっていきま

しょうという項目を定めております。それを確

認していくという作業を行い、一番最初どうだ

ったかというところを見て、その後の取組、例

えばクラークを入れてどう変わったかというと

ころを見ていただくものでございます。 

【山田(朋)委員】 こういうメニューがあるから

やってみませんかという提案をして、一回クラ

ークを入れたりして、時折チェックをしていく

というか、その効果をちゃんと県としても見て

いくと理解をしていいですね。わかりました。 

 もう一点伺いたいと思います。 

 32ページ、長崎県身体障害者福祉協会連合会

からの要望でありますけれども、長崎県視覚障

害者情報センター佐世保の存続についてです。 

 今、旧天満庁舎のところに設置をしていただ

いていると思いますが、県としては、下に書い

てあるように公の施設の見直しを図ると。「各

施設の設置目的や市町における類似施設等の設

置状況を踏まえ、意義や県民ニーズがあるかと

いう視点から全ての公の施設のあり方を総点検

し、施設の廃止を含めた見直しを行います」と

ありますが、私が大変勉強不足で恐縮ではござ

いますが、この視覚障害者の方々に点字図書や

ＣＤの録音等の作成及び貸し出し等を行ってい

るということであります。もし県がこのセンタ

ーを廃止した場合、佐世保市において類似施設

があるのかどうか、このような視覚障害者の

方々は情報入手をするに当たって不便がないの

か、そのあたりを教えていただきたいと思いま

す。 

【桑宮障害福祉課長】 長崎県視覚障害者情報セ

ンター佐世保についてのお尋ねでございます。

この視覚障害者情報センター佐世保につきまし

ては、長崎市内に県の視覚障害者情報センター

というのがございまして、それの分館的位置づ

けで佐世保市の天満庁舎の1階に設置をしてお

ります。ここの資料にも書いておりますように、

内容的には視覚に障害のある方々に点字図書、

ＣＤ録音の作成、貸し出し等を主に行う、ある

いは視覚障害者の情報入手の支援を行うといっ
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た機能を持っておりまして、これは都道府県が

設置するものでございまして、この視覚障害者

情報センターという位置づけで県が設置してお

ります。当然、佐世保市の方でも視覚障害者に

対するご相談とか、情報提供は個別にやってお

られると思いますが、このセンターという位置

づけでは県のみが設置しているということであ

ります。 

 この資料にもございますように、県全体の公

の施設の分館の点検というのがございまして、

私どもも当事者の団体、あるいはボランティア

の団体の方と現在の利用状況等についてお話を

お伺いしているところです。 

 当然、なくなったら困るというご意見もお聞

きしておりますので、なくなる場合にしても、

どうしても対面で行う部分、電話で相談する部

分とがありますけれども、やはり対面で行う部

分はなくなったら困るという部分もありますの

で、もし分館を廃止した場合はどういった機能

の補完があるのかというところも含めて、まだ

結論等は出ていない状況でございますが、意見

交換をさせていただいている途中でございます。 

【山田(朋)委員】 当然ながら、利用者の方々は

なくなったら困るというご意見、私も当然聞い

ておりますが、例えば長崎にあるから長崎まで

行けばいいよという単純な話ではないと本当に

思うんです。今の障害福祉課長の答弁だと、こ

こではだめになるかもしれないけれども、また

違う場所でするなり、どういった機能が補完で

きるかは意見交換をしながら考えていただける

と私は今取りましたけれども、特に、我々健常

者と違って、障害を持っている方々ですので、

遠くまで行ってください、違うところに行って

くださいというわけには簡単にいかないので、

地域で、自分の地元でいろいろな情報入手がで

きる手段、ここはいろいろなお集まりもされて

いるようでありますし、ぜひこういった施設と

いうのは存続していただきたいということを強

く申し上げておきたいと思っております。 

【近藤委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【麻生委員】 46ページの福祉保健審議会高齢

者専門分科会についてお尋ねしたいと思います。 

 介護保険の第7期の判定が審議されています

けれども、介護保険の見直しがあって、1割負

担から、収入に応じて2割ないしは3割まで上が

っていくということが言われていますし、介護

保険の状況で、今後、国としては介護予防をも

っと充実していこうという動きになっています

よね。長崎の取組が、今、高齢者も結構増えて

きていますし、介護保険料も高止まりしていま

すね。6,800円が標準で、長崎市、新上五島町、

一番高い状況なんですけれども、第7期につい

て県としてどういう取組を進めていこうとして

いるのか。もちろん、包括ケアシステムの状況

も今後立ち上がってくると思いますけれども、

これについての県としての基本的な考え方を教

えてもらえますか。 

【小村長寿社会課長】 現在、高齢者が増えてき

ておりまして、介護保険の給付についても増大

をしている状況でございます。 

 これにつきましては、必要な介護給付につい

ては適正に給付をしないといけないですけれど

も、そこはやっぱり介護の状態に至らないよう

な施策が非常に重要ではないかと考えておりま

して、今回の第7期の計画におきましても5つの

大きな柱を立てております。その一番初めのと

ころにもってきておりますのが元気高齢者の活

躍促進ということでございまして、まずは、今

元気な高齢者の方々に引き続き活躍していただ

くような環境整備を行って、いつまでも元気に



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 105 - 

暮らしていただく、そういった地域社会づくり

を行ってまいりたいと思っております。 

 ただ、高齢者の方々につきましても、加齢と

ともに体が弱っていくのは仕方がないことでご

ざいますので、そういった場合については早い

段階から虚弱にならないよう、あるいは要支援

状態にならないような形で、まずは虚弱になら

ないようにフレイル対策をしっかり打つととも

に要介護状態に至らないように、地域において

通いの場をつくって体操をしていただくとか、

認知症予防に効果のあるクイズをしていただく

など、そういった介護予防の取組にしっかり取

り組んでまいりたいと思っておりまして、平成

30年度も特に認知症予防のコグニサイズに焦

点を当てまして、新たな事業を創設したところ

でございます。 

 今後も引き続き、そういった観点で、まずは

元気な方にはいつまでも活躍いただいて、加齢

に伴って身体機能、あるいは認知機能が落ちて

きそうな方々についても、しっかり早期に対応

することによって元気で暮らせる期間を長くし

て、そのことによって必要な介護サービスが減

少すれば、それは介護保険の継続性にも役に立

ってまいりますので、そういった形で県の施策

を進めてまいりたいと考えております。 

【麻生委員】 介護保険は平成12年から始まり

ましたから、かれこれ18年近くなりますよね。

その中で言われていることは、当初はなかなか

介護予防についての見識はありませんでしたけ

れども、ここに至って介護予防に対する見方が

変わってきました。 

 その中で各事業体もサロンをやったり、いろ

いろやっておりますけれども、もっと具体的に

そこに集中して、ある程度予算をかけきれるか

どうかだと思っているところなんです。介護保

険だから、当初は介護状態になった人が使う保

険だからということで、なかなか介護予防につ

いての認識はありませんでしたけれども、今、

大分変わってきましたね。健康寿命の状況で、

平均寿命と健康寿命の違い、女性が12年あるわ

けですね。男性は9.5年ぐらいとかと言われてい

ますけれども、そこのギャップをどう埋めるか

ということと、さっき言われたように、いつま

でも健康で長生きしてもらうということも展開

してもらいたいと思っていました。 

 昨日は、介護施設でおしめの話が出ていまし

たけれども、おしめを使うのと使わないので排

泄だって大分違うんだとかということも出てお

りましたが、いろいろ民間で検討しているもの

があると思うんです。そういったものを取りま

とめていただきながら、情報交換しながら、ぜ

ひ県としても、介護関係の費用の高止まりを何

とか抑制してもらいたいというのが1点。 

 片一方ではデイサービスの状況が、私も長崎

市議の時は言ったんですけれども、ある程度借

料に合わせてデイサービスの認可ができないの

かなと。利用者の状況に応じて結構デイサービ

スが増えてきているので、それが片一方では就

労の場になっている、介護ビジネスになってい

るという話もあるんだけれども、もっと地域で

サロン事業をしっかり展開しながらやる方が、

デイサービスに通っている人たちに比べるとコ

ストが違うんじゃないかということも再三申し

上げておったんですよ。ですので、地域の中で、

今後、介護の要支援1、2がありますね。それは

もう市町村で今回認められていませんので、若

干変わってくると思いますけれども、片一方で

は介護施設の囲い込みもあっているのは事実で

すよ。ですので、県として、さっき言った健康

寿命の状況をどう延ばすかということ、介護予
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防をもっとしっかりと展開してもらうと、体系

づけてやってもらうということを計画していた

だきたいと思うし、国の新しい動きについて、

流れをしっかりと固めていただきながら、どれ

だけ現状との、要は高齢化の伸び率と比べると、

介護利用料金の伸びの方が高いんですよね。そ

こら辺のギャップをぜひ抑える方式を展開して

いただきたいと思いますので、いま一度、私が

言ったことについての意見がございましたら、

お願いしたいと思います。 

【小村長寿社会課長】 施設における介護につき

ましても、今、委員がおっしゃいましたように

紙おむつの問題でありますとか、あるいは自分

でできることはなるだけ自分でやっていただく、

そういった介護によって重度化が防止され、あ

るいは介護度が改善するという事例も多くお聞

きしているところでございます。 

 これにつきましても、今年度、事業所におき

まして、要介護度が改善された事業所の取組の

募集を今やっておりまして、そういった優れた

取組については表彰を行い、そういった取組を

県内のほかの施設に対しても情報提供するよう

な場を今後設けていきたいと思っておりますの

で、そういった中でも自立支援・重度化防止と

いうのが非常に重要な観点だと思いますので、

そういった取組をしっかり行ってまいりたいと

考えております。 

 デイサービスにつきましては、これまでも地

域密着型の24時間対応の訪問介護であるとか、

そういった事業をより重点的に進めたいという

市町であれば、その推進に支障がある場合には

デイサービスの指定を留保するような制度もご

ざいました。県の方が指定をするんですけれど

も、県が指定をする際に、市町の方から異議が

あれば、市町から意見を受けて、調整の上、デ

イサービスの指定をしないという制度もござい

ましたけれども、そういった制度をこれまで使

ったことはございませんけれども、昨年度の制

度改正によりまして、一歩進んで対象サービス

の拡大とか、あるいは、今までは指定をするか

しないかだけだったんですけれども、今後は条

件をつけての指定ということも可能になってま

いりますので、それぞれの地域の実情に応じた

形で、市町の求めがあれば、要は市町の介護保

険事業計画に必要な事業所の整備に当たって支

障が出るという事情がある場合であれば、県と

してもそういう指定については市町と協議の上、

十分な調整を図ってまいりたいと考えています。 

 加えて、先ほども申し上げました介護予防の

取組についてもしっかり取り組むことによりま

して、なるだけ要介護度が進まないような地域

社会、高齢者の環境づくり、そういったものを

進めてまいりたいと考えております。 

【麻生委員】 あと1点だけお尋ねしたいと思い

ます。 

 今、包括ケアでは、佐々町が、県内と言わず、

国内でも、密着型の状況で介護保険料が落ちて

きたということで紹介もあっています。本会議

でも昨日、宮本議員が話をしておりましたけれ

ども、片一方では認定する側の条件、医師会だ

とか、認定制度をされている中で、いかに介護

保険にならないかということの状況をもっと連

携しながらやっていただくということの取組、

これは、一つはそういう事業体としての考え方

の違いがあると思います。片一方ではニーズが

あるから出さないといかんというのはあるけれ

ども、地域全体で見守っていこうよとか、そう

いうきめ細かなことができる佐々町みたいな状

況では相当違いが出てくるのかなと思っている

ところなんですよ。それを長崎市でやりなさい
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と言っても、なかなか難しい面もあるかもしれ

ませんけれども、県内でそういうすばらしい事

例があるわけですから、しっかり連携しながら、

そういったものを勉強してもらうとか、連絡協

議会の中で調査してもらうとか、そういったこ

とについての考え方は県の中にもあると思いま

すけれども、こういった事例を活かして、今後、

どういう形で考えて徹底しようとしているのか、

その点、最後に1点だけお尋ねしたいと思いま

す。 

【峰松長寿政策課企画監】 佐々町の取組につき

まして県下全域にどう広げていくかというご質

問ですが、県といたしましては、佐々町の地域

住民が主体となって、高齢者が歩いて通える範

囲に通いの場を創設するなど、きめ細かなサー

ビス、そういった高齢者に向けての介護予防サ

ービスにつきまして、県下全域にも広げていき

たいという考えの下、10月、11月に佐々町に直

接、市町及び市町の地域包括支援センター等の

関係者もお呼びしまして研修会を開きました。

10月と11月に同じ研修会を開いて、まず佐々町

の担当の保健師の方から佐々町の取組について

全般的な説明をしていただきました後、佐々町

の施策の根幹となります地域ケア会議がござい

ますので、その佐々町の取組のケア会議自体を

見ていただいて研修をするという形式をとりま

した。10月と11月に開催したその研修会に、1

回に100人以上、県下全域から出席をしていた

だいたところでございます。 

 そういうことで、まずは佐々町の根幹となる

取組を勉強していただきまして、今後、そうい

った佐々町のきめ細かな取組につきまして、

我々の方からも機会を捉えて研修会等で情報提

供していこうと考えております。 

【麻生委員】 ありがとうございました。ぜひそ

ういったきめ細かな展開をしていただきたいと

いう思いがありますし、一方では、介護保険プ

ラス医療機関とつながって、どうしても、なぜ

認定しないのかという圧力もあろうかと思って

おりますので、やっぱり健康で長生きするよう

な形を、県は保険者でもありますから、ぜひ連

携しながらしっかり取り組んでいただきたい。 

 負担も、今、長崎市も6,800円と大変高くなっ

てきています。一時期は、野田先生が座長でお

られた時は8,000円ぐらいまでなるんじゃない

かという話をしていましたけれども、もう目の

前にきているんじゃないかと思っています。で

すので、高齢者としては結構負担が大きいわけ

です。今後、さっき言った1割負担から2割、3

割負担になってきますので、全体的な予算も厳

しくなっていくのは事実ですから、ぜひ対応を

きめ細かくしていただくことを要望しておきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【深堀委員】 福祉保健部の資料の30ページ、

これも身体障害者福祉協会連合会から出ている

要望ですけれども、義肢等補装具の適正な給付

体制の整備についてという項目で、県の対応に

ついては記載のとおりなんですけれども、そも

そも、その連合会が要望しているのが給付体制

の整備というふうに非常に抽象的になっている

ものですから、もう少し事細かな内容をお知ら

せいただけませんか。 

【桑宮障害福祉課長】 資料30ページの義肢等

補装具の適正な給付体制の整備についての要望

の趣旨について簡単に説明をさせていただきま

す。 

 団体の要望の趣旨としましては、補装具の技

術が日々発展しておりまして、それによってよ

りよい日常生活を送れるようになってきており

ます。しかし、その性能の高い補装具というの
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は高価であります。そして、補装具の給付には、

資料に記載してありますような上限価格や基本

構造等の支給条件がございますので、これをで

きるだけご本人の要望に合うような形での適用

をお願いしたいという趣旨でございます。 

【深堀委員】 わかりました。では、ここに記載

されているように厚生労働省の告示で決められ

た基準が、今の高規格化というか、装具自体が

高額化してきているような状況の中で、それに

見合うような条件に上げてほしいということな

んですね。 

 ちなみに、義足であったり、義肢であったり、

いろいろあるとは思うんですけれども、どれく

らいの価格帯のものが多いのかとか、個人の手

出しがどれくらいあっているのか。もちろん県

の補装具の補助額は平成27年度からずっと

7,000万円台であるんですけれども、実際にどれ

くらいの方々がこの補助制度を利用しているの

かとか、そのあたりがわかれば教えていただけ

ませんか。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４３分 休憩 ― 

― 午後 ３時４３分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【深堀委員】 詳細がわからないということなの

でいいんですけれども、一般論として、この上

限額があって、それを超える額は当然個人負担

ですよね。それはどれくらい乖離があるのか。

結局、個人負担がどれくらい発生するのだろう

かということです。それは物によって全然違う

んでしょうけれども、そのあたりがわからない

のかなということが一つ。 

 もう一つは、これは当然のことですけれども、

この給付のやり方、当然身体の機能を完全に失

った方が、それを補完するための補装具をつく

って、一旦そのご本人がそういう補装具を購入

したところにお支払いをして、その上でいろん

な書類を添付して、この決められた上限額が後

から返ってくる仕組みになっているのかどうか、

わかれば教えてください。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４５分 休憩 ― 

― 午後 ３時４７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【桑宮障害福祉課長】 補装具にかかる支給の仕

組みですが、委員がお話しになったように、補

装具の購入で支払いをしまして、その後に補装

具費の支給を受けるという流れになっておりま

す。 

【深堀委員】 金額等の話は明日でも全然構いま

せんので、金額の話はいいんですけれども、私

が今ここで質問したのは、今のところのいわゆ

る償還払いですよね。この補装具が結構高額な

んですよ。私が以前聞いたのは、この給付体制

の整備という要望の中に、そういった現物給付

的な制度の導入をしてもらえませんかというこ

とが入っていたんじゃないかなと。以前、そう

いう団体の方からそういった形ができればいい

という要望を私は聞いたことがあったので、今

回のこの給付体制の整備についての中にはそう

いう中身も入っていたんじゃないかと思って今

の質問をずっとしていたんです。 

 例えば、乳幼児医療制度のように、償還払い

から現物給付にすることによって全体の医療費

が上がるようなことでは、このケースはないと

私は思うんですよ。償還払いから現物給付的な

ものに変えたからといって、この義肢等補装具

の助成が増えるようなことはないと私は思うの
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で、特に、補装具自体が高額だからこそ、そう

いった現物給付的なことができることを望まれ

ているのではないかと思って聞いていますけれ

ども、そのあたりはどうですか。 

【桑宮障害福祉課長】 今回の要望の内容の中に

は、現物給付的な支給をしてほしいということ

については明示的には書かれておりません。今

回お話しをする中でお聞きしている要望の趣旨

の一つとしましては、機能が高い補装具が支給

の対象になるかどうかという判断に当たって、

その人の生活の態様、生活の状況、例えば家で

割と座っている生活が中心の方と、体を使って

階段を上ったりとか、そういう仕事をされてい

る方によって補装具の対象となるかどうかとい

うのが違うというところも少し問題になってお

りまして、そういう日常生活の送り方にかかわ

らず、本人が必要と考えているものであれば支

給対象としていただけないかというのがこの要

望の趣旨の背景にあるところでございます。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５０分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【深堀委員】 今回の趣旨はそうだったというこ

とは理解しました。でも、過去、私が先ほどか

ら申し上げているように、こういった補装具の

補助に関して現物給付的な取り扱いにしてほし

いという要望がなかったですか。 

【近藤委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５２分 休憩 ― 

― 午後 ３時５４分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 再開いたします。 

【桑宮障害福祉課長】 お尋ねの過去の要望につ

きましては、直接、補装具の現物給付を実現し

てほしいという要望はいただいておりません。 

 この補装具の制度自体、国の統一的な制度で

ございますので、各自治体がそれぞれの判断で

実施している福祉医療の制度と違いまして、現

物給付という方式を採択するのが難しいのでは

ないかと考えております。 

【近藤委員長】 審査の途中ですが、本日の審

査はこれにてとどめ、明日は引き続き、午前10

時からこども政策局を含む福祉保健部関係の審

査を行いたいと思います。 

 明日は議案外所管事務一般の質問から入りま

す。 

【中山委員】 健康長寿日本一の県づくりの中で、

11月3日に「健康長寿日本一長崎県民会議」を

設置して、健診、運動、食事、絆という4つの

柱をもとに、各団体、県民の皆様に実施いただ

きたい取組を示したとありますので、その資料

があるだろうと思いますので、配付していただ

きたいと思います。 

【近藤委員長】 明日、資料提出をよろしくお願

いします。 

 本日の審査は、これにて終了いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時５６分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 日 目 
 

 

 
 



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 110 - 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成３０年１２月１２日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ３時 ８分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 近藤 智昭 君 

副委員長(副会長) 浅田眞澄美 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   中島 浩介 君 

 〃   ごうまなみ 君 

 〃   松本 洋介 君 

 〃   麻生  隆 君 
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部政策監 
(地域医療政策担当) 

中田 勝己 君 

福祉保健部次長 上田 彰二 君 

福 祉 保 健 課 長 渡辺 大祐 君 

福祉保健課企画監 
（福祉保健総合計画 
・企画予算担当） 

岩崎 次人 君 

監 査 指 導 課 長 磯本 憲壮 君 

医 療 政 策 課 長 伊藤 幸繁 君 

医療人材対策室長 石田 智久 君 

薬 務 行 政 室 長 本多 雅幸 君 

国保・健康増進課長 小田口裕之 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君 

長寿社会課企画監 
(地域包括ケア担当) 

峰松 茂泰 君 

障 害 福 祉 課 長 桑宮 直彦 君 

原爆被爆者援護課長 橋口 俊哉 君 
 
 

こども政策局長 園田 俊輔 君 

こども未来課長 濱野  靖 君 

こども家庭課長 今冨 洋祐 君 
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【近藤委員長】 おはようございます。 

 委員会を再開いたします。 

 昨日に引き続き、こども政策局を含む福祉保

健部関係の審査を行います。 

 まず、提出資料について説明を求めます。 

【桑宮障害福祉課長】 昨日お尋ねがありました

補装具費について、本日お手元に配付しており

ます資料に基づいて説明をさせていただきます。 

 右上に、障害福祉課配付資料と書いてある資

料、「補装具費について」というタイトルの資

料をご覧ください。 

 1番の補装具費の支給でありますが、基本的

な考え方につきましては、利用者は、原則、補

装具の購入または修理にかかる費用の1割を自

己負担することとなっております。ただし、世

帯の収入等に応じて負担上限額が設定されてお

ります。生活保護、低所得者につきましては、

負担上限額0円、なしということでございます。
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また、市町村民税所得割額が46万円未満の一般

世帯につきましては、負担上限額が3万7,200円、

46万円以上の世帯につきましては、この制度の

対象外となっております。 

 続きまして、その下ですが補装具費について

は、昨日ご説明いたしましたように原則、償還

払い方式となっております。これは治療用装具

等の他の制度についても償還払い方式になって

いるところであります。 

 ただ、その下に書いておりますように、市町

と補装具業者が契約を結ぶことで、代理受領方

式も可能となっておりまして、本県におきまし

ては、県内全市町で代理受領が実施されている

ということであります。 

 この代理受領方式といいますのは、現物給付

と同じように、ご本人から見れば、自己負担額

を負担すればよいという方式でございます。 

 続きまして、裏のページをご覧ください。 

 ご覧いただいているのは、平成29年度の県内

の補装具の種別ごとの決定件数、公費負担額、

事故負担額をリストにしたものでございます。

これにつきましては、種別ごとは、中核市を除

くデータしかございませんでしたので、本日、

中核市を除くデータを配付させていただいてお

ります。 

 昨日、委員のほうからお尋ねがありました、

どの程度の負担感になっているのかというお話

でございますが、例えば上から2行目の義肢の

ところに義足という種別がございますが、そこ

をご覧いただきたいと思います。年間の決定件

数は33件になっておりますが、この公費負担額

を決定件数で割り戻しますと、公費負担額のほ

うが42万909円、それから自己負担額が9,727

円ということになっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【小田口国保・健康増進課長】 昨日、議案外の

主な所管事項につきまして、部長よりご説明し

ました、「健康長寿日本一の県づくり」に関連

して、お手元に配付した3種類の資料について

ご説明いたします。 

 まず、資料1、「長崎県健康長寿戦略検討プ

ロジェクトチーム検討会について」をご覧くだ

さい。 

 健康長寿日本一に向けた取組を検討するに当

たり、本年4月に、有識者による「長崎県健康

長寿戦略検討プロジェクトチーム」を立ち上げ

ました。 

 その役割は、本県の健康長寿阻害要因の統計

的な分析や、重点的に優先順位をつけて取り組

む場合に、どのような考え方で、どこから対応

すべきかについて、さらに、企業、県民を巻き

込んで、全県下的な運動をするに当たって、よ

り効果を高める方策についての立案支援でござ

います。 

 4月の設置から10月まで、計5回にわたって議

論を行いました。 

 構成員は、資料に記載のとおり、県福祉保健

部の次長をトップとして6名であり、本県の健

康増進計画、「健康ながさき21」の策定推進を

担う「健康ながさき21推進会議」の小委員会委

員長であります、西九州大学教授 草野氏のほか、

長崎大学や県立大学から専門の先生方にご参画

いただいたものであります。 

 このプロジェクトチームでの検討・議論を踏

まえ、健康長寿日本一に向けて、県民運動とし

て、全県的な取組を推進するため、「健康長寿

日本一長崎県民会議」を設置し、去る11月3日

に第1回会議を開催したところであります。 

 この第1回会議においてお示しした各団体や

県民の皆様に実践していただきたい取組につい
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てまとめたものが、資料2及び資料3でございま

す。 

 次に、資料2をご覧ください。 

 まず、健康ながさき21推進会議と県民会議の

関係でありますけれども、2ページをお開きく

ださい。推進会議を企画立案・検証の場とする

とともに、具体的な実践・連携の場として設置

したものが県民会議という整理でございます。 

 3ページ目に、県民会議の各構成団体に実践

いただきたい内容を示しています。 

 1、団体内部の健康づくりの促進、2、専門性

を生かした県民の皆様や実践団体への支援、3、

1・2の取組内容の事務局への情報提供の3項目

であり、それぞれの内容は、資料に記載のとお

りであります。 

 また、県における今後の取組については、4

ページにまとめております。 

 県としましては、県民の皆様が楽しく健康づ

くりを継続できるなど、効果を高める工夫を凝

らしていくこととして、今年度取り組みますサ

ポートメンバーやサポートメイトの制度創設、

運営のほか、県民・団体の活動支援のため、取

組事例の共有、紹介や団体間の連携支援を予定

しております。 

 次に、資料3をご覧ください。 

 各構成団体に実践いただきたい内容のうち、

1番の団体内部の健康づくりの促進や、2番の専

門性を生かした県民の皆様や実践団体の支援に

関する取組事例集でございます。特に、1番目

の団体内部の健康づくりの推進に関しては、2

ページから7ページに記載しておりますとおり、

「健診」、「運動」、「食事」、「絆」という

4本の柱のもと、考えられる取組事例を整理し

ております。 

 なお、これらは、これに取り組まなくてはな

らないというものではなく、それぞれの団体に

応じた取組を検討するに当たってのヒント集と

いうふうになっております。 

 配付資料にかかる説明は、以上のとおりでご

ざいます。 

【近藤委員長】ありがとうございました。 

 それでは、議案外所管事項について、質問は

ありませんか。 

【深堀委員】 先ほど障害福祉課長から説明があ

った補装具の件です。昨日、質疑を少しさせて

もらいましたけれども、今回、資料を提出して

いただいてはっきりわかったわけですが、そも

そも補装具の支給は償還払いが原則なんだけれ

ども、代理受領という方式があって、今現在で

言えば、県内全市町で代理受領方式が採用され

ていて、利用者は、全額一旦本人が払うような

ことはない。昨日の説明とちょっと違うわけで

すけれども、一応これが調査した結果の話。 

 これは、市町と補装具業者が契約を結ぶこと

によって成立する様式なんですけど、裏面に記

載されているすべての件数は、これは当然、代

理受領方式なんだけれども、それ以外というの

は、例えば補装具業者と契約していない、市町

と契約していない補装具業者の方から購入する

ということはないんですか。 

【桑宮障害福祉課長】 お尋ねの状況につきまし

ては、この統計自体の調査項目になっておりま

せんので、現時点では、全くないということは

わからない状況でございます。 

【深堀委員】 わからないんですか。でも、代理

受領するかしないかは別にして、補助を受ける

のは、当然把握できますよね。それが代理受領

かどうかはわからないんですか。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
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― 午前１０時 ９分 休憩 ― 

― 午前１０時１０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【桑宮障害福祉課長】 市町に照会する必要がご

ざいますので、現時点ではわからないというこ

とでございます。 

【深堀委員】 わかりました。質問のもともとの

趣旨は、一時的に利用者が多額の費用を負担せ

ずに、結局、現物給付的なものができるように

という要望がないかといういろんな話の中でし

たことなので、ぜひそこは、もしそういう事例

がないのかどうかというのは、一応確認をお願

いしたいなというふうに思います。 

 それから、低所得者に対する負担上限額が設

定されているということで、資料の中に記載が

あります。ここで確認ですけど、補装具が、例

えば30万円する補装具だったとして、その補装

具の対象上限額が、例えば20万円だったとしま

す。そのときに利用者は、20万円のうちの1割

の2万円と、20万円を超え、30万円までの10万

円、12万円を負担するということになるわけで

すけれども、ここで言う生活保護とか、低所得

者の人たちの負担上限額0円というのは書いて

いるんだけれども、この時、今私が言った事例

でいけば、20万円を超え、30万円までの10万円

は、低所得者層でも負担しなければいけないん

ですか。 

【桑宮障害福祉課長】 例えば50万円の補装具

であれば、補装具が30万円以上なので。基本的

に公費負担のほうは上限がございませんので、

あくまでも補装具の購入に要する費用の1割を

負担すると。委員からお尋ねにあったような、

例えば上限30万円のうちの20万円という基準

額があるという制度ではございませんので、あ

くまでも30万円の1割を、最大でも3万7,200円

を上限に負担をしていただくという制度でござ

います。 

【深堀委員】 そうしたら、課長が今答弁された

のは、低所得者層、生活保護の方で言えば、例

えば補装具が幾らかかっても、それはゼロにな

るということで理解していいですか。 

【桑宮障害福祉課長】 委員のお話のとおりで、

ゼロになるということでございます。 

【深堀委員】 わかりました。そういうことであ

れば、理解します。 

 この回答をいただいて、私自身が何か混同し

ていたのかなという気がしたんですが、補装具

自体、今、障害福祉課の資料によれば、これは

もともとのスタートは、陳情の話からきている、

障害者団体の皆さんからの話で、一般的に補装

具というのは、障害を持たれている方だけでは

ない方が使うケースも、例えば怪我とか、こう

いったところで発生してくるわけですけれども、

そういう部分は償還払いで、こういった代理受

領制度がないというところがあるんですかね。

そこは、多分、障害福祉課の範疇ではなくなる

とは思うんですけれども、そのあたりはどうで

すか。 

【小田口国保・健康増進課長】 医療用装具、治

療用装具につきまして、医療保険の対象となる

ものでありますけれども、患者さんは費用の全

額をまず支払った後、保険者へ療養費として請

求を行い、自己負担分を除いた額の支給を受け

る償還払いが原則となっております。 

【深堀委員】 ということであれば、結局、さっ

きの障害を持たれた方の分については、償還払

いが原則なんだけれども、代理受領方式という

のを採用しているという答弁があったわけです

よね。 
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 今、国保・健康増進課長の治療用装具に関し

ては、代理受領方式というのは存在するんです

か。 

【小田口国保・健康増進課長】 治療用装具につ

きましては、各医療保険者が判断することにな

りますが、代理受領の方法はあります。 

【深堀委員】 何も事前にそちらのほうに話をし

てなかったので、資料は何もないんでしょうけ

れども、県下のいろんな保険者がいらっしゃい

ますけれども、そこは把握されていませんか。 

 私が、今回こういった質問をしたのは、そう

いった補装具の高額な費用を一旦払わなければ

いけないという話を聞いていたというのが、ど

うも、さっきの障害を持たれた方の話ではなく

て、一般的な分だったのかもしれないし、そう

いった意味で確認をしているので、そのあたり

の状況がもしわかれば。わからなければ、後日

で構いませんけど。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時１６分 休憩 ― 

― 午前１０時１６分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 現在、国保にお

きましては、代理受領制度をとっている保険者

はございません。 

【深堀委員】 国保の保険者のほうでは、代理受

領方式はとってないということなんですね。そ

こは利用者サイドにとってみれば有利な、利便

性のあるものですけれども、そこは当然、保険

者の判断でやっていることなので、何も見解は

ないんでしょうけれども、足かせになるような

ものが何かあるんですか。 

 例えば乳幼児の医療制度の現物給付をするこ

とによって、いろんなペナルティーが科せられ

るとかということは、いろいろあるわけですけ

れども、そういった類の話というのは、この補

装具の代理受領に関してはないんですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 医療用装具の制

度につきましては、代理受領と、もう一つ、受

領委任払制度というものがございまして、受領

委任払ならば、国のほうで制度をつくりまして、

それが保険者や利用者が制度に入って行うとい

うものなんですが、代理受領というのは、各保

険者と患者さんとの間の1対1なんですけど、受

領委任払制度になりますと、そこで全体で指導

監査の方法とか、より適切な受給についての担

保ができるものですので、今、これを国のほう

で治療用装具についての受領委任払制度の検討

が行われているところであり、私どもとしまし

ては、この検討を注視している状況であります。 

【深堀委員】 国が検討中ということなので。 

 ただ、通常の医療費の現物給付と違って、乳

幼児医療制度とかは、現物給付に切り替えるこ

とによって、医療費が増大するという側面があ

ってというのがあるんだけれども、今言ってい

る補装具に関しては、償還払いを現物給付的な

方式に変えることによって、支出が増えるとい

うことは考えにくいと思うんですよね。そこか

ら考えれば、そういう利用をする人たちの利便

性を向上させるためには、そういったやり方が

好ましいと思うので、それは多分、県の見解も

同じだと思うので、そういった要望というか、

そういったことは続けてほしいなと、やってい

ってほしいなということを要望しておきたいと

思います。 

 次に、もう一点だけ。「長崎県障害者基本計

画第4次」の素案について、お尋ねをしたいと

思います。 

 素案の34ページ、防災・防犯等の推進という
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項目で、ちょっと気になる点を確認したいんで

すが、（1）の防災・防犯対策の推進で、①災

害時要援護者の安全対策の推進という項目なん

ですが、障害のある人等の避難行動、要支援者

に対して防災意識の普及、地震等の情報提供、

避難誘導、救護対策等のため、平常時から地域

における災害時要支援者の安全対策を推進しま

すというような表現で、また、障害のある人等

を受け入れる福祉避難所を確保するために、一

般の避難所においてもバリアフリーを推進しま

すということなんですが、ここで言われている

内容なんですけれども、「平常時から地域にお

ける防災時要支援者の安全対策を推進します」

ということが、どういう事柄を指して言われて

いるのか、教えていただきたいと思います。 

【渡辺福祉保健課長】 災害時の要援護者の安全

対策の推進についてのお尋ねでございます。 

 「避難行動要支援者」という表現がございま

すけれども、災害時において避難が自力でなか

なか困難な方、例えば高齢者で介護が必要な方

とか障害者の方を、「避難行動要支援者」と呼

んでおりまして、各市町で要支援者を名簿に登

載をしております。県内では7万6,838人いらっ

しゃいまして、その中に障害者、例えば精神で

あったり、身障の手帳を持っている方とか、そ

ういう方が指定をされております。 

 その方々の避難行動につきましては、市町に

おいて個別に支援計画という形で、どういった

経路で避難をするのか、どういった方が介助さ

れるのか、また、どういったところに避難をさ

せるのか、そういったところの計画を立てるよ

うになっておりますけれども、まだなかなかそ

の対策が進んでいない状況がございます。 

 県内で言うと、7市町がその計画の着手をし

ておりますけれども、まだ14市町については名

簿登載を行って把握をしているというような状

況でございます。 

 そういった方々の避難の安全対策というとこ

ろを推進してまいりたいと考えております。 

【深堀委員】 中身はわかるんですけれど、ここ

でものすごくさらっと書いているものだから、

実態がわかって書いているのかなと、そういう

ふうにちょっと思ったわけですよ。 

 今、課長の答弁の中で、市町で支援計画を立

てるようにしているけれども、7市町が、今計

画をつくり始めている段階ですよね。だから、

そこが、これはものすごく難しいんですよね。

どこに、どういう支援を求める人がいるのか、

その情報管理も大切ですけれども、何かあった

時にその人を誰がするのかという役割分担、そ

こまでしないといけないわけですよね。それを

ものすごくさらっと書いているんだけど、それ

をするために、どういった県の、これは県の計

画ですから、県がどこまでこれにかかわってい

くのか、市町を支援していくのかというところ

が全然見えないんですよ。 

 だから、さらっと書いているから、「安全対

策を推進します」と、ものすごく大変なことを

簡単に書いているものだから、非常に私は気に

なって、もう少し現場の実態を踏まえて、県と

してどういうふうにそれを支援していくのかと

いうところまで、私は踏み込んでほしいんです

よ。 

 長崎市内のある地域ですけど、そこは地図に、

自分たちの町に災害があった時に、支援が必要

な人がここにいる、ここにいるとちゃんと地図

に落として、名前まで入って、連絡先まで入っ

ている。それを誰が支援するのか、1次支援す

るのは誰なのか、その人の氏名、住所を地図に

落とします。もちろん、その人の家に近いとこ
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ろですがね。この人が不在の時は第2次のサポ

ートをする人は誰なのか、それまで地図に落と

して、すぐ見られるようなものをつくっている

地域がありました。ものすごく苦労されてつく

っています。それは、もちろん市にも評価をさ

れて、こういった取り組みがいろんなところで

できればいいねということを見せてもらいまし

た。 

 だから、私はそういうことができればいいな

と、もちろん思っているんですけれども、それ

も大変な地域のご努力があって初めてできるこ

と。だから、それを県の計画の中で、そういっ

た苦労があるということをちゃんと踏まえた上

で、どういった支援を県としてやるのかという

ところまで、この計画には書き込んでほしいと。

ものすごく具体的なことを書けと言っているん

じゃないですよ。そういうやっているところを

どういうふうに支援していくのかという思いを

少し入れてほしいなというふうに、この計画を

見て非常に感じたものだから、今、質問として

言っているんですけれども、それについて見解

を求めます。 

【渡辺福祉保健課長】 委員ご指摘のとおり、こ

の避難行動要支援者の支援というのは、災害の

2次的な拡大とか、そういったものを防ぐ意味

でも非常に大切な取組だと考えております。 

 今回の計画では、「また」以下のところで、

受け入れる福祉避難所、例えば障害者の施設の

確保であるとか、そういったところも追加をさ

せていただいたところですけれども、ご指摘の

点も踏まえて、もう少し県としての取組、そう

いったものも含めた表現を検討させていただき

たいと思います。 

【松本委員】 先ほど質問があった、健康長寿日

本一に向けた取組について、議案説明資料の2

ページに記載がございます。 

 毎回質問して申しわけないんですけれども、

再度確認したいのが、この健康長寿日本一の県

づくりは、ここに書いているとおり、県民お一

人おひとりが主体的に健診の受診や生活環境の

改善など健康づくりを実践していただくという

ことで、実際に組織をつくって会議をしている

わけですが、趣旨としては、県民の方が自ら主

体的に実践をすると。ですから、今回、こうい

うことをすれば健康になりますよというデータ

が、事例集として、各専門家から挙がりました。

これは了とするんですが、実践を、実際県民の

方がこれを使ってどうやって主体的に実践して

いただくための取組というのは、県のほうから

考えているのか、お尋ねいたします。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時２７分 休憩 ― 

― 午前１０時２８分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員のご指摘の

とおり、今回、健康長寿を目指すに当たりまし

ては、県民お一人おひとりに健康づくり活動を

実践していただくということが大事でございま

して、そのために、今回、県民会議を設置しま

して、その取組内容とかを確実にお知らせをし

ていただくということや、その団体等で支援を

する活動等、積極的に行っていただくというこ

とを目指しております。 

 県民向けとしましては、さらに分かりやすい

メッセージとかをお示しする必要があると思い

ますので、それは現在検討して、準備している

ところでございます。 

【中山委員】 資料提出していただきまして、説

明いただきまして感じたのは、私は、健康長寿
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日本一の長崎県づくりについて、実は大変期待

していたし、これが実現できれば、新しい長崎

県の魅力を醸し出す大きなプロジェクトである

というふうな、そういう捉え方をしていたわけ

よね。 

 ところが、今、説明を聞くと、「長崎県健康

長寿戦略検討プロジェクトチーム」は、次長が

座長になって、ほか5人で、5回開催したと。そ

れも主なやつは、長崎県長寿阻害要因の統計的

な分析であると、こうなっていますよね。 

 それと、先ほどそれを受けて、11月3日に、

健康長寿日本一長崎県民会議を開いたと。80団

体が参加して、そして、その団体内部の職員・

構成員に健康づくりを推進している。先ほど松

本委員が言ったように、県民一人ひとりが自主

的に健康に取り組んでいくような、そういう仕

掛けをしていこうということがあると思います

よね。 

 それで、事例がありますが、ただ、そうする

と、非常に私は危惧するわけですけれども、日

本一の健康づくりという形でやっているので、

日本一の目標を達成しないといかんわけよね。

そうすると、達成した時に、県民とか、例えば

国保等の、医療等の財政負担がどうなるのか、

まずこの辺をきちんと押さえておく必要がある

と思うんですが、この辺の議論は、プロジェク

トチーム検討委員会でしていませんよね、これ

で見るとね。なぜ基本的なやつをやってないん

ですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 このプロジェク

トチームにおいては、今後、これから県民運動

を展開するに当たり、本県の健康寿命が全国平

均を下回っている状況、原因等をまず明らかに

して、それを踏まえて、どういう面を取り組め

ばいいのかということを明らかにするというこ

とを目的に設置をしております。 

 今、委員からご質問がありました、例えば健

康寿命が延伸することによる医療費等の適正化

の効果についてでございますけれども、これは

金額的な算出というのはなかなか困難なものが

ありまして、しておりませんけれども、当然、

健康寿命を延伸することによりまして、医療費

の適正化には資するものということは考えてお

りますし、その背景も踏まえまして、今回、取

組を行うものでもあります。 

【中山委員】 いやいや、そうじゃなかろう。今

までも取り組んできたわけじゃないですか。今

度、新たに取り組むわけじゃないだろう、これ

は。 

 そういう意味で、新たに日本一を目指すと、

今まで取り組んできたけれども、なかなか成果

が出てこないので、トップを目指してやるとい

うことだろう。違うんですか。知事はそういう

ふうに言うたじゃないの、本会議で。これを目

指したことによって、県民にどういうメリット

があって、県財政にどうメリットがあるという

ことについては、明確にしないといかんですよ。

あるだろうぐらいでは。これはきちんと精査す

るということ。 

 そうすると、何年度をめどに達成しようとし

ているんですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 健康寿命の延伸

につきましては、現在の健康増進計画でも規定

しておりまして、これまでも取り組んできたと

ころでございます。 

 本県の健康寿命は、これまでも伸びてはいる

んですけれども、そこをトップ水準を目指すと

いうことでしております。 

 目標でありますけれども、現行の健康増進計

画におきましても、平成34年度が目標年度であ
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りますので、この年度において全国トップ水準

を目指すというところになっております。 

【中山委員】 平成34年度に、どうして今のよ

うな取組だけで、トップまでいけますか。最低

でも、こういう問題は10年、20年かかりますよ。

非常に甘いと言わざるを得ないし、しかしなが

ら、スローガンを打ち上げた以上は、それに向

かって努力しないといかんわけよ、最大限のね。

私も協力しようと思っているから、そういう意

味で質問しているんですよ。 

 それじゃ、少し具体的に聞くけれども、現在、

30数位で競っているけれども、この要因分析は、

どういうふうになっていますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 健康寿命に関し

ましてはさまざまな要因がありますが、その一

番大きなものが生活習慣病に起因するものがあ

ります。本県におきましては、生活習慣に起因

する疾患の患者数が、全国と比べて多いという

こともありますし、死因別の割合におきまして

も、生活習慣病が高い割合を占めているところ

があります。 

 また、なぜその生活習慣病が多いのかという

背景でありますけれども、これもＰＴ等で分析

をしたんですが、その原因としましては、食や

運動等の生活習慣の面や健診の受診率等におい

ても、全国と比較しましてもあまりいい結果が

出ていないところがありますので、原因としま

しては、生活習慣病が多いと、その背景にある

生活習慣についてまだまだ課題があるというふ

うに認識をしております。 

【中山委員】 生活習慣病に問題があるというこ

とである。それは、もう何十年前からわかって

いた話。今ごろ次長を含めてプロジェクトをす

るような問題じゃないよ。 

 それじゃ、聞くけれども、長崎県は日本一を

目指しているけれども、これは競争なんですよ、

競争。社会的な要請が高まってきているんだか

ら、全国都道府県、一心に向かってやっている

と思うよ。そうすると、長崎はこういうふうな

やり方に決めたけれども、上位を目指すために

は、やはり他の都道府県の、東京都を含めて沖

縄まで全部調査をしてみて、その中で長崎がそ

れを抜くだけの政策があるのかどうか、その辺

を比較しないことにはやれないんですよ。 

 そういった意味で、東京都を含めて46都道府

県の平成30年度の取組、平成31年度はどういう

ふうな取組にしているかということについて、

全県、全部調査していますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 ただいま申しま

した、そういう本県の健康課題についても分析

しましたし、あと、全国46都道府県におきまし

てどのような取組を行っているかということは、

全部調べております。そこで効果があるという

か、今、低いところが目指しているような主要

な事例というものも全部調べまして、そこで大

体やっていることについても確認した上で、私

どももこういう対策を検討しているところでご

ざいます。 

【中山委員】 それじゃ、後でいいですから、検

討している、東京都から全部資料を、主なやつ

の表を、資料を出してみてくださいよ。 

 それじゃ、調査は、他の都道府県の状況を見

た上で、今の方法でやって、平成34年にトップ

レベル、日本一になれるだろうと、そういう見

方ですね。 

 それじゃ、県民が自主的にやっていこうとい

うこと、自主的に取り組めば一番いいんだけれ

ども、そう簡単にいかないよ。そうすると、今

のサポーターをつくるとか、そういう問題も少

しあるかもしれないけれども、この財源だね。
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財源は今までのベースでいくのか。トップを目

指すためには、知事とも協議しているんだろう

から、やはり財源というのは必要だと思うんだ

よね。平成34年までにどの程度、日本一を目指

すために、今までのベースじゃなくて、新たに

どのくらいの財源を用意しているのか、検討し

ているのか。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回、県民会議

についての施策を説明したのは、この前の6月

補正で計上した分で、まずは、最低限の仕組み

をつくってやるというところでありまして、当

然、今後、健康長寿日本一を目指すためには、

これに加えて、あと、お一人おひとりが楽しく

継続できるような仕組みというものを追加して

いく必要があると考えておりまして、それにつ

いては、来年度の予算の検討あたりは、今行っ

ているところでございます。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時４０分 休憩 ― 

― 午前１０時４０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 6月補正では

1,200万円の予算を計上させていただいたとこ

ろでありますけれども、来年度以降についても、

例えば、さらに展開を進めるために、表彰制度

等や好事例の横展開についての施策について、

今、予算要求をしているところでございます。 

【中山委員】 聞けば聞くほどがっかりしますよ、

これね。それは日本一ということじゃなくて、

健康長寿をつくりますよと、今よりもましにと

いう程度ですよ、私に言わせたら。「日本一」

とか大きな冠をつけて、そういう意気込みを出

して、その意気込みを、これは買っているんで

すよ。いいことだと思っているんだけれども、

中身を聞けば、それどころじゃないよ。それは

やはり猛省しないといかんと思いますよ。決め

た以上は邁進しないといかんから、そのために

は、予算というのは、財源は大事ですよ。これ

をやることによって、国保あたりの税負担が減

ってくるわけだろう。大抵それだけはつかない

といかんですよ。 

 それとあわせて、私は思うんですけれども、

この80団体で、いろいろ団体はおるけれども、

一つの考え方として、やはり子ども、18歳以下、

そして、生産年齢18歳から65歳ぐらい、高齢者

ということで、この辺を短・中・長期でグルー

プをして、私は総合戦略を練る必要があると思

うんですよ。これは、そういうことで。それに

よって、今のような県民会議あたりに、それを

ずっと流していくというか、縦と横と両方を攻

めていって、やはりその辺の3グループに、そ

こら辺の短・中・長期ね、こういう戦略をひと

つ、検討会議でやってないのでね、検討会議と

いうか、最初のプロジェクトチームでやってな

いので、この辺も含めて、これはやった時の財

政的なメリットがどれだけあるとか含めて、も

う少し、その辺を早い時期に明確にしていく必

要があろうというふうに思うんですが、どうな

んですかね。必要ないですかね。 

【沢水福祉保健部長】 ただいま委員のほうから

いろいろご指摘がございましたけれども、まず、

健康長寿日本一ということで知事が掲げて、

我々もそれに沿って一緒になってやっていくと

いうような施策を進めていくことにしておりま

すけれども、まず、これは健康ながさき21とい

う10年間の計画の中で、まず、県民全体でやっ

ていこうというような、こういう重点目標とし

て最終目標年度、平成34年ですけれども、それ

で、今、健康寿命が1番の県の年齢を目標にや
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っていこうということで、もともと設定をして

いるところでございます。 

 そういう中で、本県の現状を考えますと、や

っぱり人口減少に歯止めがかからない、高齢化

が全国よりも先んじて進んでいるという状況の

中で、今後、人生100年時代と言われています

けれども、そういう中で地域を守るためにも、

一つは、県民の皆さんが健康になっていただか

ないといけないということで「健康長寿日本一

の県づくり」というキャッチを掲げまして取組

を進めていこうとしているのが、一番の本質の

部分でございます。 

 当然、県民が健康になれば、医療費であると

か、介護保険料であるとか、そこについては副

次的な効果としてついてくるものだと思ってお

りまして、まずは県民が健康になっていただく、

元気に活躍していただく、そういう社会を長崎

県は目指していこうというようなことでござい

ます。 

 それで、そうするためにはまず何が必要なの

かという話になりますけれども、まず、自分の

健康状態を知ろうということで、それは健診、

特定健診も含めてちゃんと健診を受けて、それ

で自分の体を知って、じゃ、どこに気をつけれ

ばいいのかということから始めようということ

になりますが、健診受診率が低いというのが、

本県のまず悪いところがあります。 

 それと、あと、生活習慣の改善ということで、

食、運動と言っていますけれども、野菜の摂取

率とか、あるいは身体活動、運動ということで、

日常生活における歩数、1日どのくらい歩くか

とかいうような、そういう歩数も足りないとい

うような状況で、健康寿命が長い県は、健診受

診率が高いとか、あるいはこういう食、運動の

改善部分が非常にいいというようなことがあり

ますので、そういうところで長崎県は劣ってい

るから、そこを伸ばしていこうというような施

策を今やっているところでございます。 

 そのためには、県民一人ひとりがそれに気づ

いていただく。そして、それを実践していただ

くことが重要だということで、それをやろうと

していまして、今まで県民に向けてそういうこ

とは、健康ながさき21の中でやってまいりまし

た。 

 ところが、なかなか伝わっていない部分もあ

るから、それを伝えるためにどうするかという

ことで、職場とか職域、あるいは地域、団体、

そういうところから、トップから下までおろし

ていただく。そういう中で実践をしていただこ

うという手法をさらに広げて、先ほど中山委員

から縦、横という話がありましたけど、それと

同じような格好で展開をしていこうというよう

な趣旨でやっております。 

 当然、県民会議に今後お伝えをし、実践して

いただいてというようなことを進めるために仕

掛け、仕組み、これを6月補正で予算化し、今

後、足らざる部分を当初予算の中でも織り込ん

でいってということで、確かに、あと何年間の

中で、これだけ財源を割り当ててこれだけやっ

ていくんだというようなことができれば一番い

いんですけれども、まず、これをやれば健康寿

命はこれだけ延びますとかというような部分も、

今、なかなかはっきりしておりませんので、難

しいところがございます。まずは県民の皆様が

健康づくりを実践していただく。そこに向けて

の仕掛け、仕組みをどうやってつくっていこう

というのが、これまでの狙いでございますので、

時間は確かにかかるかもしれません。 

 ただ、我々がこういう元気な長崎県をつくっ

ていく。そういう中で、県民一人ひとりが元気
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になっていただく。高齢者も含めて、元気な高

齢者については活躍していただいて、なるべく

介護に陥らないような、そういう重症化防止を

図っていくというのも視点でございますので、

そういう中で、本県にとって長い取組となるか

もしれませんけれども、しっかりやっていきた

いというのが、我々の考え方でございます。 

【中山委員】 福祉保健部長の答弁はよく理解し

ていますよ。今言うたように、健康ながさき21

推進会議に健康長寿日本一長崎県民会議をプラ

スして進めていこうと、一歩前進はしているん

です。一歩はしているんですよ。しかし、それ

だけでいいんですかということなんです、私が

言いたいことは。 

 日本一を目指すというような大きなタイトル

を掲げた以上は、やはりそれを実現しないとい

かんわけ。そのためには、今言ったように、財

源も要るわけ、戦略も要るわけですね。そして、

他の都道府県の動きも要るわけ。どちらかとい

うと、健康長寿日本一は、ココロねっこ運動と

一緒ですよ。こういう団体をして、深化してい

こうという話ね。あれも、ある程度いったら、

止まるんですよ。予算も、最初は結構あったけ

ど、だんだん減ってきた。あれももっと資金を

使ってやれば、やれる可能性はあるんです。 

 この方式というのは、これが初めてじゃない

んです。ほかのところもやっている。これもあ

る程度いくけれども、当初ぐらいでは、会合も

1年に1回ぐらいでは浸透させきれないですよ。

そこを県民にわかりやすくするためには、これ

をこうすることによって、財源的にこれだけの

ものが出てくるんですよと、県政も助かるんで

すよと、ひいては、あなたたちも助かるんです

よ。何かやはりリターンがなければ、やりませ

んよ。自分の健康は自分で考えておくというこ

とになっているんだから。 

 それともう一つ、お願いしたいのは、これは

短い期間でやれませんよ。さっき言うたように

20年か、目標は、もう少し長くかけて基本的に

やらないと、平成34年度やるとか言ったって、

それはとてもじゃないけれどもやれない。やは

り今言うたように、長期で。そうすると、30年

ぐらいかな、それでやると。 

 そうなると、私が言いたいのは、今、子ども

の義務教育、小学校、中学校、高校があるでし

ょう。ここを通らないと大人になれないわけだ

から。ここをどういうふうな形で健康な子ども

をつくっていくのか。教育委員会も考えている

のかもしれないけれども、教育委員会は学力、

あなたたちはもう少し健康面を含めて健康な子

どもをつくっていくという、ここが基本になっ

てくるんだと私は思うんです、将来的にはね。

そうなると、教育委員会との関係ですよね。関

係性をもっと密にしていく必要があろうと思い

ます。その辺をちょっと。 

【沢水福祉保健部長】 健康ながさき21推進会

議というのを設けておりまして、これは研究機

関、あるいは医療保険者とか、職域とか、そう

いう中で、学校も含めてメンバーになっており

ます。 

 今言われましたように、子どもの健康から、

当然、高齢者の方までということで、次世代の

健康、あるいは高齢者の健康と、そういう幅広

い年代層にどうやって健康づくりをやっていく

かというようなことも、今、健康ながさき21の

中でやっておりますので、そこは委員のご指摘

も踏まえて、しっかり取り組んでまいりたいと

考えています。 

【中山委員】 今、学校で、小学生で、子どもで

問題になるのは、運動の好きな子どもとしない
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子どもがぱったり分かれているんです。そうい

う大きな問題が出ています。小さい時に運動が

嫌いな人は、恐らく大人になっても、そう運動

はしないと思う、私は。この辺をよくよく話を

して、運動嫌いをなくすためにどうすべきか、

これについて教育委員会は真剣にやっているけ

れども、なかなかうまいこといかん。 

 その辺を含めて、ぜひ教育委員会とさらに密

に連携、共同して取り組んでいただければ成果

が見えてくるんじゃないかと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

【松本委員】 今、中山委員のおっしゃるとおり

なんですけれども、私もそうなんですけど、本

当に国保・健康増進課長の顔を見ていると申し

わけない気はするんですけれども、先ほどから

中山委員がおっしゃるとおり、これは日本一を

目指すと言っているから、だから、やっぱり重

いものがあって、やっぱり聞いていても、これ

で日本一になれるのかというところに疑問が非

常に残るんですね。 

 基本的に、行政の制度というのは、制度をつ

くって、県民にこれを活用してくださいという

ようなスタンスが多いじゃないですか。しかし、

これはそうじゃなくて、県民に実践してもらう

ための、要は予算であり、制度なんですね。そ

この中で、例えば本当に会議をされたのはすば

らしいと思うし、この内容もいいと思いますが、

じゃ、具体的に、本当にさっきも言ったように、

どうやってこれを、実際県民が見て実践するの

かというところの中で、もともと健康に興味が

ある方はしているわけですよ、言われなくても

やっているよと。要は、私みたいに不健康な生

活をしていて、不健康な体の方が、やっぱり健

康になろうと思ってもらえれば、また変わって

いくわけですよね。そこの部分の認識の差じゃ

ないのかなと思うんです。 

 例えばですけれども、健康の某番組で、納豆

を食べれば健康になるという番組がありました。

社会問題になるぐらい、翌朝、スーパーから納

豆がなくなったという話がありますけれども、

あれだって、その番組を見て、やっぱり納豆を

食べなきゃと思って購入の衝動に駆られるわけ

ですよね。そういった、やはり県民に対しても

うちょっとわかりやすく、何項目かに分けて精

査した中で、これをやりましょうということを

まず発信をしていくことが重要だと思うんです

ね。 

 そういったことに関して、これだけの数をど

れくらいにまとめて、どういうふうに発信する

かというのは、お考えですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、いかにお一人おひとりの県民の皆様が実

践していただくかということが大事であると考

えておりまして、そのために、今回、県民会議

でも、個々の県民の方々には、「食」、「運動」、

「健診」、「絆」という4本の柱について取り

組んでいただきたい項目等もお示しをしている

んですけれども、やはりそこをお示しするに際

しては、わかりやすく届くということが大事な

ものですので、キャッチフレーズといいますか、

そういう言葉的なものもありますから、いかに

受け止めていただくかというところの表現等に

ついては、今、工夫しているところであります。 

 かつ、健康寿命を延ばすことがどう効果があ

るかという意義等とか、長崎県の現状と原因、

課題ということについても、あわせてお知らせ

する必要があると思っております。 

 これは個々の県民向けなんですけれども、今

お示ししておりますのは、企業や団体向けに取

り組んでいただきたい事例集ということで取り
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組んでおりますが、これも県民会議をつくりま

して、今後は、各団体・企業様からも取組事例

とかもどんどん報告をもらいまして、そこでご

提案を受けたり、楽しいこと、効果があること、

企業・団体の取組事例につきましては、それを

積極的に他の団体にもお知らせするという形で、

双方向でやりとりをしながら、県民運動として

展開していきたいと考えているところでござい

ます。 

【松本委員】 あと一つ大事なのは、先ほど中山

委員もおっしゃったけど、いつまでに、何を、

どうするのかというところも、やっぱり明示し

ていただきたいと思うんです。そうでないと、

やっぱり伝わってこないし、計画が本当に実践

できるのかというところ、それの数値目標の中

で、じゃ、何位になると。もちろん時間はかか

りますけれども。 

 そこの中で、もう一回確認したいのは、数値

目標を出されていますよね。クラウドファンデ

ィングの今の目標に対しての状況、それと、サ

ポートメンバーとメイトの今の計画に対しての

状況を教えてください。 

【小田口国保・健康増進課長】 クラウドファン

ディングにつきましては、募集期間を終了しま

した。結果につきましては、56名の方から101

万円の支援をいただきましたが、残念ながら、

目標額には達しませんでした。 

 ただし、クラウドファンディングにつきまし

ては、支援金額が目標額に至らなかったという

点はございますけれども、（「目標額は」と呼

ぶ者あり）目標額は450万円であります。目標

額の450万円に対しまして101万円で、22％とい

うところになっております。 

 ただし、最も大きな目的が、より多くの方に

県の取組を知っていただくという点にあったこ

とですので、その点につきましては、一定の効

果があったものと考えておりまして、ちなみに

申しますと、プロジェクトのホームページを見

ていただいた方は、約1,700名いらっしゃいます。

ですので、一定数の方には取組内容をお伝えで

きたものというふうに考えております。 

 サポートメンバーとサポートメイトにつきま

しては、現在、制度設計に当たり、細部の調整

を行っているところでありまして、これは年度

内に募集等を開始しまして、目標を目指してい

きたいと考えております。（「目標数は」と呼

ぶ者あり）目標は、サポートメイトが1万人、

そして、サポートメンバーが。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時 ０分 休憩 ― 

― 午前１１時 ０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 サポートメイト

が1万人で、サポートメンバーが、今年度200社

の目標を立てております。 

【松本委員】 今、数値目標を聞いてぱっと答え

られないところの時点で、やはりどうなのかな、

本当にできるのかなというところが、すごく不

安が残るんですね。 

 実際、じゃ、450万円で101万円でしたという

ところ、じゃ、なんでそこまでしか集まらなか

ったのかという検証と、そして、やはり1万人

のサポートメイトを集めるための根拠というも

のも、もう聞きませんけれども、検討していた

だいて明示をしていただきたいんですよ。 

 結局、だから、1万人のサポートメイトをつ

くるためには何をしなきゃいけない。じゃ、ど

うやったらサポートメイトに入ってもらえるの

かというのをずうっと考えていきながら、結局
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積み上げていくものだと思うんですね。 

 だから、本当に制度というか、文言だけは先

行しているけれども、実際のところの結果とい

うのが求められる事業なので、1,200万円という

予算もいかがなものかなと思うけれども、そう

いった中で、限られた予算の中で有効な手だて

というものを考えて、そして、次の議会にも出

していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 次も似たようなことなんですけれど、先ほど

中山委員もおっしゃっていたココロねっこ運動

についてお尋ねをいたします。 

 こども政策局の関係議案説明資料の3ページ

のところにありますココロねっこ運動、11月4

日に青少年の非行被害防止と健全育成意識の高

揚を図る目的として、約400人が集まってパレ

ードを実施したということでございます。その

ことによって、県民総ぐるみの子育て支援に取

り組んでまいりますということで、私もＰＴＡ

で、県全協でも参加したことがあるんですけれ

ども、そもそもココロねっこ運動の趣旨という

ものを調べたんですけれども、「子どもたちの

心のねっこを育てるために、大人のあり方を見

直し、みんなで子どもを育てる長崎県独自の県

民運動」ということで、これも「ココロねっこ」

という言葉は先行していますけれども、実際の

趣旨というのは、「子どもたちの心を育てて、

大人のあり方を見直す」ということですが、じ

ゃ、パレードをしたという中で、実際に具体的

な取組というのはどこまで県民運動として浸透

しているのかなというところに、以前からちょ

っと疑問を持っていました。 

 概要の中に、具体的な取組の中に、「ココロ

ねっこ運動の実践化の推進」とか、「ココロね

っこ10（テン）の具体的実践の促進、普及啓発」

とありますが、じゃ、具体的に何をしているの

か、お尋ねいたします。 

【濱野こども未来課長】 ココロねっこ運動の実

践化の推進あたりの具体的なお話ということで

すけど、県下にそういったココロねっこ運動を

推進する指導員、あるいは推進員という方々を

配置しておりまして、その地域の中で、先ほど

委員がおっしゃったような、子どもたちの心の

ねっこを育てるために、大人のあり方を見直す

というようなことで、地域ごとにそういった指

導員の方、推進員の方がＰＴＡであるとか、地

域の方々を集めて、その趣旨の講話を開催する

とか、そういった活動をずっとやっております。 

【松本委員】 そこのところが、なかなか見えて

こないなと。実際に、これはいいことなんです

ね。ココロねっこ10の中では、健康にもかかわ

るんですけれど、家庭で「早寝・早起き・朝ご

飯」とか、ＰＴＡ行事に参加しましょうとか、

地域でもあいさつをしましょうとか、10項目の

それぞれのことが書いてあるんですけれども、

じゃ、この10項目の内容を、登録の取組件数が

1万3,132件となっているんですけれども、本当

にこれだけの件数の分の実践をしているのかと

いうのを把握しているのか。この1万3,132件と

いうのは、何を持って認可をしているのか、お

尋ねいたします。 

【濱野こども未来課長】 ココロねっこ運動の取

組件数につきましてですけれども、ココロねっ

こ運動の周知啓発活動の中で、運動の趣旨に賛

同していただく団体、企業、個人の方々が、み

んなで子どもを守っていこうということを表明

していただくための登録制度というのを設けて

おります。その登録の際に、今のココロねっこ

10ですけど、あいさつ、声かけ運動、あるいは

子育て支援、清掃活動、いろんな取組をしてい



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 125 - 

ただくわけですけれども、この登録団体の方々

がそれぞれでできる範囲の活動内容を記入して

もらうんですけれども、その活動内容を取組件

数ということでまとめておりまして、今おっし

ゃいました1万3,000件という件数につきまし

ては、平成13年度からココロねっこ運動という

のは開始をしておりますけれども、これまでの

取組件数の累積になっております。 

【松本委員】 私が気になるのは、平成13年か

らもう17年間で、確かに「ココロねっこ」とい

う言葉は浸透しているんですけれども、先ほど

の1万3,000件も登録制になっておりまして、一

回登録すれば、もうそれでどんどん増えていく

わけでございますけれども、本当に県民運動と

して、これが県民の多くの方に伝わっているか

どうかがやはり気になるので、長期にわたって

この運動が続くのは大事なんですけれども、や

はりやり方を見直す必要もあるのではないかな

と。 

 ポスターも見たんですけれども、内村選手が

載っていて、「大人がかわれば 子どももかわる 

できることから 大人から」ということで、何を

するのかというのが書いてないんですね。ココ

ロねっこ運動と。だから、一般の県民の方がこ

れを見た時に、じゃ、何をするの。ココロねっ

こ10があるんですけれども、これを全部書くこ

とは難しいから、本当にチラシとかポスターを

つくって、のぼりも見ますけれども、そこの部

分でもうちょっと踏み込んで、各団体でも、実

際、県全協でも、ＰＴＡでも、教育委員会でも

それぞれやっているわけですね、同じような内

容はですね。その中で、やはりココロねっこ運

動の見直しをして、もう一歩踏み込んだところ

をしていかないと、なかなか効果が出ないので

はないかなと。パレードをしたから、じゃ、そ

こでその運動が推進するのかと、そういうとこ

ろにちょっと疑問を感じたわけであります。 

 もうちょっと団体の意見も聞いて、そして、

団体から意見が出るような活動の活性化をして

いただくことで、また、子どもたちにとっても、

「早寝・早起き・朝ご飯」とかは、健康寿命の

増進にもつながるわけですよね。そういったの

も含めた上でしっかり取り組んでいただきたい

と思いますが、ご見解をお尋ねいたします。 

【濱野こども未来課長】 ココロねっこ運動のよ

り具体的な推進という部分について、教育委員

会あるいは関係団体等を含めて、もっと工夫を

したらどうかというご意見で、まさしくそのと

おりでございまして、県の青少年育成県民会議

を中心としまして、各市町の育成会議等々の会

議の中で、今、委員がまさにおっしゃったよう

なことを協議しております。 

 この運動につきましては、平成13年からずっ

と時間がたっておりますので、一定10年たった

時点での見直しであるとか、平成28年にも、県

民会議のあり方を検討した中で、より効果的な

ものにしていくようにということで、平成29年

は少し予算を増額しております。漫然とするん

じゃなくて、定期的に見直しを図りながら、よ

り効果的なものにしていきたいと考えています。 

【堀江委員】 障害者基本計画について、何点か

お尋ねいたします。 

 まず、この基本計画のページ数で言いますと

13ページの（4）です。障害のある子どもに対

する支援の充実ということで、現計画と読み比

べますと、乳幼児健診等への対応というのが削

除されていますよね。乳幼児健診等の結果、経

過観察や発達支援が必要な乳幼児に対して、身

近な市及び町で発達専門相談等が行えるよう、

県立保健所等が中心となって、市及び町の支援
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を行いますということで、私は、基本必要な施

策だと思うんですけれども、障害児支援の充実

の中で、乳幼児健診等への対応が現制度であっ

て、今後がなくなった、削除されたという理由

は何か、見解をお示しください。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１０分 休憩 ― 

― 午前１１時１１分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【今冨こども家庭課長】 委員ご指摘の点ですけ

れども、14ページをご覧ください。 

 ⑥番にあります発達障害のある子どもに対す

る支援ということで、こちらのほうに、発達障

害の早期発見、早期療育につなげるための乳幼

児健診等従事者や保育士等専門関係職員等の専

門性向上を一層推進するというのがございまし

て、ここの項目の中で、乳幼児健診等の従事者

の資質を向上することによって、発達障害者の

早期発見等につなげていきたいということで、

ここの部分で記載させてもらっていると考えて

おります。 

【堀江委員】 現行計画も、発達障害のある子ど

もに対する支援、同じのを書いているじゃない

ですか。同じのがあるんですよ。あるんだけれ

ども、現行制度は、それとは別に、乳幼児健診

等の対応というのは、別枠設けているじゃない

かという指摘ですよ。今読んだところは、現行

制度にもありますよ。同じことをやっているか

ら、これと言うの。違うでしょう。現計画と見

比べた時に、1が抜けている。乳幼児の健診が。

それはどうしてですかと。今読んだところは、

5年後の計画も、今の計画もあるんでしょう。

それは答弁になりません。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【今冨こども家庭課長】 すみません。資料の

20ページのほうをご覧ください。 

 こちらは、19ページにございます（5）番の

障害の原因となる疾病等の予防・治療という項

目の中の②番になります、5歳児健診等の実施

の普及ということで項目立てをしておりまして、

ここの部分に、1歳6カ月健診でありますとか、

3歳児健診の実施に加えまして、この5歳児健診

の推進をするという内容になっておりますけれ

ども、ここが、前の計画と比べますと、内容的

にはここの部分を充実した形で、こちらのほう

に場所を移していると、そういう内容になって

おります。 

【堀江委員】 この②、今、5歳児健診の普及で

すよね。これは障害の原因となる、これは現計

画にそのままあるじゃないですか。5歳児健診

等実施の普及、どこが充実しているんですか。

文言、一緒よ。現計画の30ページにあるのと。

どこでどう、充実したと言えるんですか。現計

画でも、5歳児健診等の実施の普及と、そのま

まありますよ、障害の原因となる疾病等の予

防・治療の中。その説明では、私は納得できま

せん。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時１７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 10分間の休憩をとります。 
 

― 午前１１時１８分 休憩 ― 
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― 午前１１時２９分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【今冨こども家庭課長】 大変失礼いたしました。 

 先ほど堀江委員のご指摘の点でございます、

現行計画の中で生活支援という項目がございま

して、そこの取組の一つとしまして、この障害

者支援の充実、その中に乳幼児健診等への対応

というものが、現行の計画ではございます。こ

この部分がなくなっているのはなぜかというご

質問でございます。 

 その件につきましては、ここの現行計画にお

きます整理というものが、生活支援という項目

の中で整理がされております。そういう項目で

見た時に、乳幼児健診等への対応という部分が、

これはあくまでこの健診を行うことによって、

発達障害の方がいるのではないかとか、そうい

う発見のほうの要素が強い内容となっておりま

す。 

 そういう意味から、支援というくくりの中に

この部分を入れるというものはどうかというこ

とで、今回の計画からは、この部分というもの

は削除をさせていただいております。 

 ただし、委員ご指摘の部分を踏まえまして、

現行の計画の中で、先ほどお話ししました、現

行計画の20ページの中に5歳児健診等実施の普

及というものがございまして、この中に、乳幼

児健診として1歳6カ月健診でありますとか、3

歳児健診の実施というものを書いております。

説明のここの部分も、今後充実したいというふ

うに思っておりますので、ここの部分の表記を、

充実するというものがわかるような形に変える

ことを検討していきたいと思っております。 

【堀江委員】 障害があるということがわかった

段階ではなくて、障害があるかどうかというそ

の入り口のところの健診が大事なので、現行計

画にあるのになぜかということなんですが、5

歳児健診等の実施の普及の中で、より文言等も

検討しながら充実をさせていくということなの

で、ぜひご検討いただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、現計画の15ページの福祉用具の利

用支援及び身体障害者補助犬等の育成というこ

とで、福祉用具の問題、補聴器の問題が先ほど

も論議をされましたが、この中で教えてほしい

んですけれども、日本の場合は、公的補助が受

けられる、つまり補聴器ですね。補聴器の受け

られる聴力レベルが、70デシベル以上の、いわ

ゆる高度難聴者でないと受けられないと、日本

の場合はそういう限定があると。しかし、ＷＨ

Ｏ、いわゆる世界保健機構だと、補聴器をつけ

るべきだと言われる聴力レベルは41デシベル

以上だということで、確かにここの15ページは、

補聴器について助成を行いますよということで

はあるんだけど、もともともの法律が、世界で

は41デシベルという基準が、日本では70デシベ

ル以上じゃないと公的補助が受けられない、こ

こがまずおかしいんじゃないかという関係者の

皆さんのご指摘もあるんです。 

 そうしますと、この計画は計画なんですけれ

ど、例えばいろんなあらゆる機会に、国に対し

ても公的補助が受けられる聴力レベルの問題の

見直し等も要請するということも考えないと、

どんなに補聴器、こういうふうに助成しますと

言っても、広く必要とする人たちの補聴器とい

うのはつけられないのではないかというご指摘

もいただいたものですから、その点についての

見解はどうですか。 

【桑宮障害福祉課長】 15ページの（7）の①の

福祉用具の利用支援についてのお尋ねでありま
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すが、お尋ねの補聴器につきましては、先ほど

議論が出ました補装具の一つに位置づけられて

おります。 

 これにつきましては、昨日からの議論にもあ

りましたように、また、配付資料にもありまし

たように、国のほうで補装具の対象となる基準

が定められているという状況でございます。 

 先ほどの要望のように、団体のほうから、そ

ういった点について改善してほしいという要望

があったものについては、機会を捉えて国に要

望しておる状況であります。 

 お尋ねの補聴器の適用につきましては、私ど

もも要望としてはお聞きをしていない状況です

ので、どういう状況なのかというのをまず、私

どもが理解する必要があるのではないかという

ふうに考えております。 

【堀江委員】 要するに、私が指摘をした、日本

の公的補助が受けられる聴力レベルが70デシ

ベル以上、しかし、世界の基準は41デシベルな

んだというところについては、いわゆる関係者

からの要望もないので把握をしていないという

ことなんでしょうけど、ぜひそこも調べていた

だいて、確かに、計画のそのものは私もいいと

思うんですよ。今の計画にはない文言ですから。

今の計画にはなくて、新たに今度つくられた、

1項目を起こしての内容なんですよ。だから、

いいと思うんだけど、私としては、もともとの

その基準、レベルをもう少し下げないと、広く

必要な人が受けられないということになるので

はないかと思うので、そこら辺は状況を把握し

ていないということであれば、ぜひ状況を把握

していただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、22ページになります。 

 これも削除された部分なので、ちょっと教え

てほしいんですけれど、ここの部分は教育、そ

れから文化芸術活動、スポーツ等の振興の中で、

障害のある子どももない子どもも共に学ぶ社会

の構築の一つとして、「一貫した相談支援体制

の整備」というのが、今の計画ではあるんです

ね。「乳幼児から学校卒業後にわたって、教育、

福祉・保健・医療、労働等関係機関が一体とな

った障害のある子どもとその保護者に対する一

貫した相談支援を行う体制を整備します」とい

うのが、現計画ではあるんですが、その計画は、

1項目なくなっているんですよ。だから、10項

目ある計画が、今では9項目、ほかはみんな変

わってない。 

 だから、一貫した相談支援体制の整備という

のは、乳幼児から学校卒業後にわたってすごく

大事だと私は思うんですけど、この計画が削除

された理由は何ですか。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時３７分 休憩 ― 

― 午前１１時３８分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【桑宮障害福祉課長】 お尋ねのあった項目につ

きましては、もともと現計画におきましては、

教育庁のほうで記載をしておりまして、今回は

削除されておるわけですが、どういう整理をし

たかというところにつきまして、こちらのほう

で把握しておりませんので、もう一度教育庁の

ほうに確認いたしまして、必要であれば、必要

な箇所に記載を入れる等の検討をいたしたいと

思いますので、申しわけありません。 

【堀江委員】 所管が違うということなんですね。

失礼しました。課長説明は、障害福祉課の課長

説明ということなので、全部一括、そうかなと

思って質問しているんですけど、私の認識が間

違っていればお許しいただいて、どの道どうし
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てそういうふうになったのかということを、ぜ

ひ後日、見解をいただきたいというふうに思い

ます。 

 もう一ついいですか。今の計画の26ページの

雇用・就業・経済的自立の支援というところの

障害者雇用の促進ですよね。これは、現計画と

同じなんですよ、文言。「県における障害者雇

用の一層の促進」、内容はそうなんですけど、

ですが、平たく言っちゃえば、水増し雇用とい

うのがあったじゃないですか。雇用してないの

に雇用していると言ってというふうなことを、

県自らがやったということを踏まえた時に、現

計画と全く1行も変わらず、同じ文言でいいの

か、説得力があるのかと思うんですけど、この

点はどうですか。 

【桑宮障害福祉課長】 お尋ねの26ページの（1）

の①、県における障害者雇用の一層の推進のと

ころであります。 

 先月、障害者雇用に対する対策というのが県

のほうから公表されたと思いますが、採用試験

につきまして、障害の種別を限定しないという

ことを踏まえまして、ここでの記載では、現計

画では、「身体障害者を対象とした県職員採用

試験」という記載になっていたものが、対象を

広げまして、「障害者」というふうな記載に変

更されているところでございます。 

【堀江委員】 内容としてはそうなんだけど、文

言としては、「障害者を対象とした県職員採用

選考試験を実施します」というところは、変わ

ってないでしょう。現計画と変わってないでし

ょう。変わっていますか。私の見間違いですか。

（発言する者あり） 

 失礼いたしました。現計画では、「身体障害

者を対象とした」という文言が、「障害者を対

象とした」となっているわけね。そこが違うと

言いたいわけですね。なるほどね。なるほど、

2文字が、そういう意味では、今回の状況を含

めて対応したということなんですね。そこの点

は、一応わかりました。私が見落としていたの

で、そこら辺は、今回の状況を踏まえて、文言

としても変えているということで理解をするこ

とにいたします。 

 最後にします。29ページ、私は、住まいは非

常に大事だと思うんですが、今回、住宅の確保

で4項目あります。3項目、4項目は新たな状況

なんですけれども、現計画にある計画で、「県

営住宅の優先入居の促進」というのがあります。

「障害がある人への県営住宅の優先入居の措置

等を促進します」ということになるんですが、

これは、もうそのままなくなりました。県営住

宅のバリアフリー化とかというのは、現計画も

そのままあるんですけれど、県営住宅の優先入

居の促進というのは県ができることなので、誰

かに求めることなく、すごく具体的な住宅の確

保のための1項目だと思っていたんですが、こ

れが削除された理由というのも、最後に教えて

いただけますか。 

【桑宮障害福祉課長】 お尋ねの29ページの（1）

住宅の確保についてのお尋ねでございます。 

 現計画では、38ページの③で、県営住宅の優

先入居の促進というのがございました。これに

つきましては、今回の素案におきましては、29

ページの（1）の①の県営住宅のバリアフリー

化や優先入居の推進ということで、2行目に、

障害のある人に対する優先入居の措置等を推進

しますということで、現計画の①と③が統合さ

れたような記載になっております。 

【堀江委員】 わかりました。私の読み取る力が

ありませんでしたね。なるほど、そうですね。

要するに、現計画の①と③を一緒にして①にし
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たということですね。 

 すみません。県営住宅が最初しかなかった。

2行目は、私は見落としていて、これは私の認

識の間違いでした。了解いたしました。 

 以上で終わります。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時４４分 休憩 ― 

― 午前１１時４４分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 審査の途中ですが、午前中の審査はこれにて

とどめ、午後1時30分から再開いたします。 
 

― 午前１１時４５分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

 ご質問はありませんか。 

【山田(朋)委員】 風疹について伺いたいと思い

ます。 

 今、全国で風疹が大流行して、2,400人ぐらい

の患者数が出ているようであります。そのうち、

39歳から56歳の男性が実に8割という状況にあ

るようです。これは予防接種が集団接種じゃな

かった時代のこととかが理由としてあるかと思

いますけれども、こういった中で、すごく風疹

が大流行することで心配されるのが、妊娠初期

に風疹に感染すると、赤ちゃんに難聴や心臓病

などの障害が起きる恐れがあるということで、

かなり心配をされており、各自治体においては

無料で抗体検査やワクチン接種を始めていると

ころもあります。私が知るところによりますと、

先ごろ、12月1日から、岐阜県も抗体検査を無

料で実施をしています。本県も抗体検査は、妊

婦さん及び妊娠を希望する女性とかは無料でで

きたと思いますけれども、岐阜県は、30代から

50代の男性を対象に始めるようでございます。 

 そこで、本県は、今、県央保健所で抗体検査

ができるようですけれども、長崎、佐世保はそ

れぞれ保健所があるから、行っていると思いま

すが、離島の保健所でも行っているのかどうか、

対象を今後拡大する予定があるのかどうか。 

 もちろん、昨日の報道で、国もオリンピック

対策の前に、この風疹の件で、30代から50代の

男性を対象に、来年から3年間、予防接種を原

則無料にするという動きがあるようでございま

すが、来年の春を待てば、こういった制度もあ

るかと思いますが、この風疹に限ってはシーズ

ンの偏りがなく、数年続く恐れも予想されてい

る中、来年の春までまだ時間がある中において、

対象者を拡大する予定とか、そういったものが

ないのか、お聞きをしたいと思います。 

【伊藤医療政策課長】 委員のおっしゃるとおり、

風疹患者につきましては、報告件数が非常に増

加しております。全国では、今年の7月下旬か

ら増加し始めまして、現在、12月2日までの報

告の数字が上がっておりますが、2,454名という

ことで、当初は首都圏を中心に広がっておりま

したが、現在は、本県を含めて、青森県と大分

県以外には、風疹患者の報告が上がっていると

いう状況でございます。 

 この抗体検査でございますけれども、県央保

健所以外にも、県内に県立保健所が8カ所ござ

いますが、すべての保健所で無料で抗体検査を

行っているところであります。 

 対象は、委員がおっしゃるとおり、妊娠を希

望されている女性、あるいは同居されている配

偶者等ということでございます。 

 もう一つの対象を拡大するのかというところ

でございますけれども、昨日も報道等がござい

ましたけれども、今、厚生労働省が、抗体を持
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っている方が一番少ない30代の後半から50代

前半の男性を対象といたしまして、抗体検査、

あるいはワクチン接種について対応を考えてい

るところでございます。 

 この関係につきましては、来週、厚生労働省

が、各都道府県を集めまして会議を開きますの

で、その情報を踏まえまして、本県としても感

染の拡大防止に適切に対応してまいりたいと考

えております。 

【山田(朋)委員】 本県でも風疹患者が出たとい

うことでありますが、年代と性別と人数を教え

てもらっていいですか。 

【伊藤医療政策課長】 本県では、11月以降で2

名の風疹患者が発生いたしております。年代に

つきましては。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時３３分 休憩 ― 

― 午後 １時３４分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【伊藤医療政策課長】 県内では、今、2件発生

しております。1件は長崎市内ということで、

長崎保健所管内ということで、詳細がわかって

おりませんけれども、県立保健所管内の島原の

ほうで先月発生をしておりますが、この方は40

代の男性でございます。 

【山田(朋)委員】 県内でも発生をしているとい

うことでありました。30代～50代の男性、全国

でも8割がそういった男性になっていることを

考えますと、島原もそうでしたが、先ほど申し

上げたように、一番心配なのは、妊娠初期に風

疹に感染すると、自分が予防接種をしていても、

長時間そういった方と職場なりいろんな環境で

接することによって、風疹になるんじゃないか

という恐れがないとも言えないというふうに聞

いています。 

 赤ちゃんに難聴や心臓病など、そういったこ

とが起きることが懸念をされるということで、

他県においては、早々と抗体の対象を、一番抗

体を持ち合わせていないと思われる年代の男性

にも対象を広げているところがあります。 

 確かに、あと数日後に、厚生労働省から呼ば

れていろいろお話があるようでございますが、

1月、2月、3月と、国が4月から予定をしている

のかもしれませんけど、こういうものはすぐす

ぐ始まるものなのかもよくわかりませんが、抗

体の検査をもっと県民に広く対象を広げるとい

うことは、国がもう春からやるからとかではな

く、取り組むべきかと思いますが、考え方を再

度伺いたいと思います。 

【伊藤医療政策課長】 この風疹につきましては、

ワクチン接種で感染が防げるということでござ

いますので、できるだけ早期に対応することが

必要ではないかと思っております。 

 国の動きも勘案いたしますけれども、来年度

ということではなく、年度内にも対応できると

ころは対応していきたいと思います。 

【山田(朋)委員】 ぜひお願いをしたいと思いま

す。 

 次に、液体ミルク、災害時の備蓄品の件で伺

いたいと思います。 

 乳児用の液体ミルクがやっと解禁となりまし

て、来年の4月から、江崎グリコさんで発売が

始まるようであります。これが、6カ月間常温

で保存ができて、液体ミルクと聞いても、なか

なかわからない方もいらっしゃると思うので、

災害時に衛生状況が悪い中、水もお湯も沸かす

ことができないとか、でも、子どもはお腹がす

きますので、すぐにミルクの提供をしないとい

けない。そういった時に、もうできているミル
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クが備蓄品としてあれば、子どもにスムーズに

手当てすることができると思っております。こ

ういったものの災害備蓄や供給協定ですね、災

害時の協定とかも含めて検討してないのかどう

か、伺いたいと思います。 

【渡辺福祉保健課長】 災害用の備蓄についての

お尋ねでございます。 

 災害用の備蓄につきましては、平成25年度に

災害時の物資備蓄等に関する基本方針を策定し

まして、これは市町とも協議しまして、役割分

担とか、そういったものを定めて、備蓄に努め

ているところでございます。 

 その中で、例えば衛生用品として紙おむつと

か、生理用品とか、母子を対象とした粉ミルク

とか、そういったものは具体例としてお示しを

しているところでございますけれども、液体ミ

ルクにつきましては、近年、熊本地震の際に、

海外の製品が物資として送られて、すぐに使用

できるということで注目されているということ

で、国内でも、今年の8月に製造販売が認めら

れたということでございまして、日本栄養士会

のほうでも、適切な使用方などを示したガイド

ラインを来年には作成するようなお話もお聞き

しております。 

 そういった内容も踏まえて、市町ともお話し

しながら、活用について検討してまいりたいと

考えております。 

 協定のほうも、流通・備蓄に関する協定も、

スーパー、コンビニなどと結んでおりますけれ

ども、そういったところもあわせて検討したい

と思います。 

【山田(朋)委員】 6カ月備蓄、6カ月ということ

でありますし、メーカーさんと協定が結べたら

いいのかなと。ほかの分に比べると、ちょっと

足が短いのが気になりはするんですけど、ただ、

これが、いざ災害時、今回、熊本地震の時もフ

ィンランドから送られたけれど、使われなかっ

たというのは、認知度が低いということと、母

親が安心して使えるものかどうかが、やっぱり

不安があったと思うので、備蓄が切れる前に、

保育園とかそういうところに供給して、少しず

つ認知度を広げていく、そういった努力もして

いただきたいということをあわせて申し上げた

いと思います。 

 次に、平成30年度事務事業の評価結果につい

て、福祉保健部の15ページ、自殺総合対策強化

事業を伺いたいと思います。 

 改善というところで、平成31年度は地域自殺

対策推進センターにおいて、引き続き、市町の

自殺対策計画策定を支援とありますが、市町に

おける自殺対策計画の策定状況を、まず伺いた

いと思います。 

【桑宮障害福祉課長】 現在、策定済みが2市ご

ざいまして、諫早市と西海市が策定済みでござ

います。 

 長崎市ほか6市5町が今年度策定予定という

ふうにお聞きをしております。 

【山田(朋)委員】 今、策定済みが諫早市と西海

市で、長崎市ほかが今年度中に策定完了という

ことでありますが、思ったよりこの計画が策定

できてないんだなと思って、私が不勉強で、近

年策定するようになってきたのかどうか、あわ

せて教えてもらいたい。 

 私は、今回、一般質問で自殺対策を少しだけ

勉強させていただいた折に、人口10万人で見た

時に、地区によって、全国平均が平成28年16.8、

長崎県が14.9、地区によっては非常に高いとこ

ろが、30.0という地域がありました。私は、こ

の高いところのことが非常に心配になっている

んですけれども、こういった市町は、特に早め
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の策定が必要なのかなと思っていますけれど、

そういったことも含めてどのように支援をして

いくのか。そして、もっと促すというか、もう

少しお願いをしていく方法とか、どういうふう

に考えているのか、お伺いしたいと思います。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４２分 休憩 ― 

― 午後 １時４２分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開します。 

【桑宮障害福祉課長】 市町村の自殺対策計画に

つきましては、平成28年度から策定義務が生じ

ておりまして、現在、先ほど説明したような状

況でございます。 

 地域別の自殺の状況でございますが、離島地

区を中心に、10万人当たりの自殺の死亡率が高

い地域がございます。それぞれ自殺者の特徴で

すとか、自殺の原因とか、特徴があろうかと思

います。市町も障害福祉部局だけの対応ではな

くて、やはり自殺というのは総合的な各部局の

対応が求められるというところで、策定が進ん

でない部分もありますので、今年度から、県に

設置しました自殺対策のセンターのほうから働

きかけをしまして、市町対象の研修会を開催す

るとか、働きかけをやっていくことで、全市町

での策定を働きかけていきたいと考えておりま

す。 

【山田(朋)委員】 課長の答弁のとおり、長崎県

の平均が14.9に対して、ある離島のところは

30.0という倍以上の10万人当たりの自殺者数

の割合となっています。 

 さまざまな原因はあると思いますが、センタ

ーも設置をいただいたということでありますの

でしっかりと、策定をするだけでは、当然自殺

を防止できないかもしれないけれど、一つの手

段として、最初にまず行うことではあるかと思

っております。 

 平成29年度の警察統計で、年間245人、あわ

せて、自殺された方は245人だけれども、それ

を上回る300人ぐらいの方が毎年自殺未遂をし

ているという状況があります。とてもリスクが

高い状況にあると思いますので、県民の皆様の

命を守るために、さまざまな取組をいただいて

いると思いますが、できるだけ一人の人もこの

ようなことにならないように、行政としていろ

いろな手段を使っていただきたいということを

お願いしたいと思っております。 

 次に、先ほどやりました長崎県障害基本計画

の中の20ページ、5歳児健診の実施の状況です。 

 5歳児健診の有用性というのは、前々からず

っと申し上げてきております。今、県下でどれ

くらい実施しているか、教えてください。 

【今冨こども家庭課長】 5歳児健診の実施状況

でございますが、21市町のうち16市町で実施し

ておりまして、5市町で未実施という状況でご

ざいます。 

【山田(朋)委員】 16市町ということであります。

以前に比べましたら、随分増えてきているのか

なと思いますが、ぜひ、発達障害の早期発見と

か、様々な件で有効なことだと思っていますの

で、さらに働きかけをしていただきたいとお願

いしておきたいと思います。 

 次に、27ページ、経済的自立の支援、心身障

害者扶養共済制度でありますが、私も障害者の

関係に携わっておりましたが、大変勉強不足で、

よく存じ上げておりませんでした。対象者がど

れくらいいて、今、どれくらい掛けているのか

どうか、そういう方がどれくらいいて、どれく

らい、今、こうやって保護者さんが掛けていら

っしゃるのか、その辺の状況を教えてください。 
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【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４６分 休憩 ― 

― 午後 １時４７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【桑宮障害福祉課長】 現在、心身障害者扶養共

済制度に長崎県内で加入されている方が1,429

名で、県内の障害者手帳の所持者数が10万957

人ですので、受給者数の割合で言うと、1.41％

ということになります。 

【山田(朋)委員】 10万957人対象者がいらっし

ゃるけど、共済制度に入っている方が1,429人、

1.41％ということであります。 

 障害者の親の方、保護者さんとよくお話しす

ると、やっぱり自分たちが亡くなった後のこと

をひどく心配をされています。これを見た時に、

こういった制度があれば、不安が少し軽減でき

るのかなと思いました。 

 あと、保護者が亡くなった後にも、支払い困

難な方にもいろいろ制度があるようにも書いて

ありますけれども、これは、多分まだ行き届い

てないというか、宣伝いただいていると思うん

ですけれども、どうしてこんなに比率が少ない

かということは、多分、届いてないのかなと。

私も不勉強で知らなかったものなので。 

 こういったものはすごく大事なものなので、

もっと各種団体、こういった方々の団体に対し

て働きかけをしていただきたいし、施設関係者

の方の研修とかでも、施設で働いている従事者

の方々の研修とかでも、こういった制度がある

ことを周知徹底いただきたいと思いますが、ご

見解を求めます。 

【桑宮障害福祉課長】 心身障害者扶養共済制度

の周知につきましては、お聞きしている話では、

特別支援学校で周知をしたり、あるいは手をつ

なぐ育成会と親の会等で、そういった情報を共

有しているところであります。 

 県としては、特に積極的に周知をしている状

況ではございません。 

【山田(朋)委員】 特別支援学校とか手をつなぐ

育成会のほうで周知いただいているということ

でありますが、県の長崎県障害者基本計画第4

次に書いてあります。これは今までやってなか

ったかもしれないけれど、当然やらないといけ

ないことだと思うんですよね。今まで県がやっ

てなかったら、いろんなチャンネルを使って、

もちろん学校に通っている時にお話しされるか

もしれない。でも、当時は、保護者も若いし、

そこまで危機迫るものがなかったかもしれない。

子どもが30代、40代になっていって、自分がど

んどん年をとっていくと不安になられると思う

ので、もっと場面、場面できちんと伝えられる

仕組みをつくってもらいたいと思いますけど、

見解を求めます。 

【桑宮障害福祉課長】 基本計画のほうに記載も

ございますので、引き続き、どういう周知方法

があるか、検討いたしたいと思います。 

【山田(朋)委員】 あと、1問だけ。ＤＶについ

て伺いたいと思います。 

 ＤＶ被害者の支援ということで、県の職員公

舎を活用して、今、ステップハウスをつくって

いただいて、そこでＤＶに遭われた被害者の方

が、一般生活ができるまでの間、生活支援とか、

さまざまな支援をいただいております。そこの

公舎が耐震化の問題があるという、ちょっと心

配な声が寄せられました。そこで、その後どの

ような計画、今後どのように考えているのかど

うか、伺いたいと思います。 

【今冨こども家庭課長】 委員ご指摘のステップ

ハウスの件でございます。 
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 ご指摘のとおり、この公舎につきましては、

昭和47年の建築でございまして、46年を経過し

ております。耐震診断につきましては、実施を

しておりません。 

 うちのほうとしましても、ここについて、今

後どうしていくのかを検討しなければならない

ということで、今、庁内の建築部門のほうとも

確認をして、今の状況としては、構造的には一

定の強度はあるというふうに確認をしておりま

す。ただ、そこの詳細については、建築部門の

ほうとももう少し深く、詳細を詰めているとこ

ろです。 

 その結果も受けて、期間的にも長く経ってお

りますので、今後どうしていくのかというもの

を、現公舎でやれるのかどうか、そういうのも

含めて検討していきたいと思っております。 

【山田(朋)委員】 これは平成23年の当時の民主

党政権下の時に、「光をそそぐ交付金」という、

今まで光りが当たらなかった分野に対して交付

金が出ました。それで、全国でも初めて、省庁

にも評価されている事業であります。 

 当然、利用している方々もいらっしゃいます

ので、もし今のところがだめだったら、違う公

舎の空きのところを使ってでも、とにかく継続

していただかないと、利用者の方も困ると本当

に思っております。保護施設から出て、自分で

アパートを借りて生活するまで、いろんなこと

で力が不足している方とかもいらっしゃいます

ので、ぜひこの支援は継続いただくようにお願

いを申し上げて、終わりたいと思います。 

【近藤委員長】 ほかございませんか。 

【麻生委員】 何点かお尋ねしたいと思います。 

 一つは、重複するかもしれませんけれども、

長崎県の健康長寿戦略についてです。 

 前、私は、長野県の例を引きながら、保健補

導員制度の話をしたことがあるんですけれども、

食改員だとかいろいろやりますよという話はし

ているんだけれど、この取組の中にいろいろ意

見を、今聴取しているんですけれども、県とし

ても先進的じゃない、本当に泥臭い長野県の方

式で、保健補導員、一地域の町内会で2年の任

期で、交代でやらせる。今では、約50～60年経

って、各家庭に一人ぐらいは保健補導員の経験

者がいるということの状況で、今は健康寿命、

また、県の医療費が相当安くなっているんです

けれど、こういったことについての県の取組と

か考え方はどうなっているんでしょうか、お尋

ねしたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、長野県におきましては、保健補導員とい

う制度がありまして、草の根で住民の方々がそ

ういう活動に地道に取り組まれて、そういう地

盤の強固さというものが、現在の長野県の平均

寿命の高さ等につながっているということは、

私どもは認識しておりますし、そこは調べてお

ります。 

 本県におきましても、今後、健康寿命を延ば

していくためには、地域、草の根の活動という

ことが大事だということもありますので、そう

いう点で、今回の県民会議においても、当然、

食改員の団体とか、そういう地域団体等も入っ

てもらいまして、今後、地域での活動の強化・

連携ということとか、あと、今後、制度を運用

しますけれども、サポートメンバーという少人

数でグループをつくって取り組むというような

仕組みも取り入れたいと思っておりますので、

そういう観点から、地域草の根の活動というと

ころの強化についても努めていきたいと考えて

おります。 

 失礼いたしました、サポートメイトですね。

メイトが全力で取組をしていきたいと思ってお
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ります。 

【麻生委員】 私も7年ほど前に、長野県に中野

市というところがございまして、実態調査をさ

せていただいたんですけれど、そのときは、地

域で特定健診を受けてない人たちを全部確認し

ながら、皆さんが啓発作業をやっているんです

よ。それが、まず1点と、あと1点は、若いお母

さんたち、乳幼児の人たちの糖尿病対策、こう

いったこともきちんとされていましたね。 

 もともと長野県は塩分の摂取が多くて、お医

者さん嫌いというのがあるみたいで、そういっ

た歴史もあるかもしれませんけれども、片一方

で、長崎県を見ると、あまりにもお医者さんが

多過ぎると。片一方では、原爆医療関係の状況

もあるので、一概に比べることはできないと思

うんですけれども、そういった地道な努力をし

ていくことについて、もっと県民啓発をやるべ

きじゃないかなと。 

 その人たちは、皆さん、ボランティアなんで

すよね。2年間やって、おもしろいなと思った

のは、105歳で亡くなられた聖路加病院の日野

原先生の講演を聞くのが楽しみだということで、

そういったことでやっておりましたよ。 

 だから、一つはインセンティブをつけながら、

皆さんが盛り上げていく。そして、自分の使命

感というか、そういったものをきちんと植えつ

けてらっしゃったんですよ。 

 だから、片一方では、医療費がどうのこうの

と言うよりは、自分たちの健康は自分たちで守

って、そして、それがまた本当に地域の文化と

してやっていこうよという形じゃないと、長続

きしないんじゃないかなと。ここも50年～60年

続いているわけですよね。 

 そういった意味で、今、日本一を目指そうと

かと言うんだったら、底辺のところの文化あた

りをもうちょっと掘り下げてやらないと、何か

とってつけて、「やりましょう、やりましょう」

と言ったって、さっきの中山委員の話じゃない

けど、長続きしませんよ。やり方をもっと下ま

で落として、そういったことを本当に、座学じ

ゃないけど、やってもらう市町に対して予算を

つけていくとかいうことをやらないと、一応、

県が保険者になっているから、そういう形でし

なさいみたいな話じゃなくて、やっぱりもっと

上からおりてきて、市町の人たちの中でどうや

ったらいいのかと、こういうことをもうちょっ

と学ぼうよとか、そういうセミナーをもっとや

ってもらうよう仕掛けづくりがないのかどうか、

そこをぜひお願いしたいと思っているんですけ

れども、もう一回、考え方を教えてください。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回、県民会議

の制度を立ち上げまして、今後、各種団体と思

いを一つにして取り組んでいこうというところ

を確認したところであります。 

 その中においても、地域での活動というのは

大事なところでありますので、市町をはじめ関

係団体とは協議しながら、連携を深める対応に

ついて、今後とも検討していきたいと思ってお

ります。 

【麻生委員】 私も松本さんと同じで、不摂生な

類なんで、大変ストレスも高くて、アルコール

もしょっちゅう飲まないと、なかなか解消でき

ない、自分で不健康な類だと思っていますよ。

しかし、そういった意味でも、しっかりまた、

ぜひお願いしたいということです。 

 あと一点は、糖尿病に対しての対策を、今調

べると、長崎は徹底した形での、プログラムで

すか、100％近い成果を上げていますよという

状況になってきているんですけれども、この取

組について、各市町村の中で、長崎は全国で

100％程度になっていますということで言った

んですけれども、どの分野なんでしょうかね。 
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 都道府県で見た、重症化予防に取り組んでい

る、実施予定の市町村の割合で、長崎県が100％

になっているんですよ。このところの一番厳し

いところは熊本県で、4.4％なんですね。実態は

ちょっと違うんじゃないかなという感じがする

んですけれども、これについての県としての取

組とか、やり方とか、教えてもらっていいです

か。 

【小田口国保・健康増進課長】 糖尿病性腎症と

申しまして、人工透析に新規になる方の最大の

疾患が糖尿病性の腎症というところで、現在、

各医療保険者で、重症化予防事業という取組を

行っているところであります。 

 本県におきましては、実は後期高齢者医療、

広域連合が中心となって、平成26年、早い時期

から取組を始めているところがいるんですけれ

ども、国のほうにおいて、プログラム等で新た

に示されましたので、昨年度、県のほうで改め

まして、関係者と協議を行いまして、県版プロ

グラムというものを作成し、各市町においても、

それを踏まえて取組を行っているところであり

ます。 

 よって、現在、本県におきましては、21市町

において、重症化予防事業という取組は行って

いるところであります。 

【麻生委員】 今、県内で透析といいますか、糖

尿病患者は何名ぐらいおられますか。 

【近藤委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時 １分 休憩 ― 

― 午後 ２時 １分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

【麻生委員】 調べると、4,000名近くおられて、

毎年500人なっているんですね。平均して600

万円かかるとしたら、240億円ですよ。これは、

相当大きな県負担だと思うんですよ。 

 だから、この重症化対策をもっとやらなくち

ゃいけないと思うので、もちろん国は呉方式で、

寄り添いながらちゃんとやる。医療機関だけじ

ゃなくて、さっきの重症化対策だと思うんです

けれども、もっとここを、対策をしっかりとと

らないと、毎年500人増えてくるという数が、

県のほうから上がっていますね。これについて

の対策をもう一回、考え方を改めてお尋ねした

いんですけれど。 

【小田口国保・健康増進課長】 糖尿病性腎臓病

の重症化予防事業におきましては、レセプトと

か健診結果に基づきまして、ハイリスクの方々

を保険者のほうで抽出をしまして、かかりつけ

医の同意のもと、保険者のほうがいろんな指導

ですね、保健指導を行うことにより、重症化を

予防するということと、本来、医療にかからな

きゃいけない方でかかってない方についての受

診勧奨を行うと、大きく2本の柱からなってお

ります。 

 委員ご指摘のとおり、医療費の適正化の観点

からも、これは、今、私どもの国保をはじめ、

全国どの医療保険者も最重点の課題として取り

組んでいるところでありますので、本県におき

ましても、より実効性の上がるように、今後と

も市町と保険者と協力しながら推進していきた

いと考えております。 

【麻生委員】 ぜひ医療の観点から、糖尿病とい

うのは、結構ほかの病気に発展し、失明だとか、

ないしは、この前、私の知っている人が、62歳

で脳梗塞で倒れたということで連絡がありまし

たけれども、結構この病気もつながってきます

ので、ぜひ対策に取り組んでいただきながら、

重症化しないような形を連携しながらお願いし

たいなと思っているところです。 

 ぜひ、さっきの健康寿命関係のプロジェクト
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とあわせて、糖尿病関係について対策をしっか

りとお願いしたいということと、特定検診あた

りの徹底も、長崎県はまだまだ低いんじゃない

かと思っていますので、その対策をぜひお願い

したいということを要望して、終わりたいと思

います。 

【近藤委員長】 ほかございませんか。 

【中島(浩)委員】 今日はいろいろ、ほかの委員

から、健康長寿日本一ということで質問があっ

ているようでございます。 

 私のほうからは、一つ、高齢者の就業、社会

参加の観点からなんですけれども、例えば本県

が高齢者の就業率が全国1位になったりとか、

例えば健康診断の受診者数が日本で一番になっ

たりとか、何かの形の一つの施策が日本一にな

ることによって、その積み重ねで長寿日本一に

なるんですよという見方をしたらどうかと思う

んです。 

 その1点で、高齢者の就業に関してなんです

けれども、長崎県生涯現役促進地域連携協議会

をつくっていただいて、ながさき生涯現役応援

センターを長崎市につくっていただいて、その

後、佐世保、諫早とサテライトを設けられて、

平成29年度の実績が、就業者が46名で、2団体

の16名が社会参加をされたということなんで

す。定年を迎えられて趣味に生きるとか、いろ

んな生き方があると思うんですけれども、健全

に日々を過ごしてらっしゃる方を非常に多く見

かけます。例えば自治会長をやられたりとか、

お寺の世話役をやられたりとか、そういった地

域に根づいた活動はされているんですけれども、

お金に余裕があるのか、余生をゆっくり過ごし

たいのかわからないんですけれども、割と就業

されていない方を多く見かけます。いかにこう

いう方に、今後、働いてもらうか。 

 地域、どこもそうですなんですけれども、就

労者不足は顕著に出ているわけでございますの

で、こういった方たちが、社会参加じゃなくて

就労していただくことで、地域も助かると、そ

ういうウィン・ウィンの関係で成り立っていけ

ばいいなと。あえては、そこが最終的には健康

長寿につながるんじゃないかという思いがござ

いまして、そういう方たちを対象に、本人がや

りたいと、就業したい方がここに相談に来るわ

けなんですよね。仕事を紹介していただくとい

うことなんですけれども、そういう潜在的にい

らっしゃる方に対して、今後どうやってそうい

う就労に呼びかけていかれるのか、お伺いした

いと思います。 

【小村長寿社会課長】 今、ご質問にありました

ように、県ではながさき生涯現役応援センター

を設けまして、各種施策をやっているところで

ございます。 

 センターの事業といたしましては、待ちの姿

勢で、相談に来た方だけに対応するということ

ではなくて、高齢者向けのセミナーというもの

を開催いたしておりまして、例えば昨年度であ

れば、高齢者向けセミナーを15回、参加者が146

名、今年度、平成30年度の11月末までで16回、

288名ということで、こちらから場を設けたり

とか、あるいは出かけていってセミナーを開催

して、就業であるとか、ボランティアであると

か、そういった形での社会参加を働きかけをし

ているところでございます。 

 また、退職者の団体がございます。会社を辞

められて、年金をもらいながら老後を過ごされ

ている方もいらっしゃいますけれども、その中

には元気な方がたくさんいらっしゃいますので、

そういった方たちに地域の中でご活躍いただけ

ないかということで、県庁の県友会をはじめと
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して、退職者団体のほうにも働きかけを行って

いるところでございます。 

【中島(浩)委員】 そういった働きかけをしてい

る中で、一つ提案なんですけれども、達成状況

の目標値が60人、今度、実績が62人ということ

で載っております。これは就業者と社会参加の

合わせた数なんですよね。46名と、2団体の16

名でございますので、目標値というのは、やは

り掲げた目標値を達成するために、どういった

形で数字に見合う実績を残すかということで、

それから下がっていって、いろんな事業展開を

されると思うんですね。 

 これでいくと、平成31年度の年間目標は100

人としてあるんですけれども、例えば就業者が

40名、残りの60名が3団体ぐらいでの60名とか

なると、意味合いが違ってくるのかなと思いま

すので、できれば、この目標値というのは、就

業で何人、団体数で何人というふうに分けて目

標設定をされたらどうかと思うんですけれども、

いかがお考えでしょうか。 

【小村長寿社会課長】 今お話しの分は、多分、

総合戦略の目標数値が60で、それに対する実績

が62で、最終年度が100という目標をご覧にな

られてのご発言だと思います。 

 実は、この戦略につきましては、生涯現役応

援センターを設置する前に設定した目標でござ

いまして、これとは別に、生涯現役応援センタ

ーそのものの目標といたしまして、平成30年度

の場合ですと、地域登録者数を553名、進路決

定者数を276名ということで設定しております。

生涯現役応援センターの現在の就労状況を見ま

すと、ボランティアよりも企業に就職する方が

多くはございますけれども、そこを今後はボラ

ンティアといいますか、社会参加のほうにもも

っと力を入れていく必要があると思っておりま

して、今後、来年度以降も生涯現役応援センタ

ーの目標を立てますので、その中でしっかり就

業者、ボランティア、明確に目標を立てて、そ

れの達成に向けて頑張っていきたいと思います。 

【中島(浩)委員】 ぜひそういった取組をやって

いただきたいと思います。 

 それともう一点、歯科医師さんのほうから提

案なんですけれども、噛む力というのが非常に

健康に左右していて、お話は聞いてらっしゃる

と思うんですけれども、これが加齢とともに落

ちてくるそうなんですね。これを実際、検査し

ながら、弱い人はそれに対応していくというや

り方というか、昔から言われていますけれども、

噛めば噛むほど、内容物に負担がかからずに栄

養も行き渡るという考えなんですけれども、こ

ういった取組に対しても、今後、歯科医師会の

ほうと協力していただければと思っているんで

す。 

 それと、歯科医師関係で市町との災害協定の

締結についてなんですけれども、先般、担当の

方にお聞きしましたところ、一定数は協定がで

きているということなんですけれども、いかん

せん、これは市町のほうから、そういった協定

を結びたいという申し入れがあれば、県として

も対応していますという状況でございました。

できれば、早急に全市町に取り組んでいただき

たいという思いがございますので、これは県の

ほうから逆にあっせんして、どうでしょうかと

いう声をかけていただきたいというのがあるん

ですけれども、いかがお考えでしょうか。 

【伊藤医療政策課長】 災害時の歯科医師の関係

ですけれども、県と長崎県歯科医師会は、平成

25年に協定を結んでおります。順次、各郡市歯

科医師会と市町の間で協定を結んでいるところ

でございますが、今までに5市町の協定にとど



平成３０年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１２日） 

- 140 - 

まっているところでございます。 

 市町からも協定を結びたいということで、逆

に県のほうにも問い合わせがあっているところ

でございますので、県からも各市町に対しまし

て、協定締結に向けた情報等を提供していきた

いと思っています。 

【中島(浩)委員】 資料をいただいたんですけれ

ど、今現在、そういった交渉中のところが8カ

所で、近く協定をしますというのが3町ですか、

そういった状況だと思うんですね。あと、空白

の市町が10ほどあるわけなんですけれども、こ

こにも、できれば県のほうが間に入っていただ

いて、協定に早く取り組んでいただきたいと思

うんですけれども、どうでしょうか。 

【伊藤医療政策課長】 委員おっしゃるとおり、

複数の市町と話が進んでいるところでございま

すので、県としても協力できるところは協力し

てまいりたいと思っています。 

【中島(浩)委員】 先ほど申しましたとおり、や

はり間に立っていただいて、「どうでしょうか」

というお声をかけていただければ、手を挙げて

ない市町あたりも検討していただけるかなと思

いますので、ぜひその辺はよろしくお願いした

いと思います。 

 それともう一点ですけれども、歯科衛生士の

養成・確保なんですけれども、県におきまして

は、看護師、介護士、こういった方々に対して

は、ある程度数字的なものが出ていますよね。

何年後にはどのくらい足りませんという明確な

数字が出ていて、それに対しての中高生からの

教育があったりとか、いろんな形で、今後対策

がとっていかれると思います。 

 介護で言うと、例えば外国人の雇用も視野に

入れた形で充足していかなきゃいけないなとい

う将来像が出ているわけなんですけれども、歯

科衛生士も、将来的には非常に数が足りていか

ないんじゃないかということで考えているわけ

なんですけれども、現状、例えば10年後、20年

後にどういった状況になっていくのかというの

は、調査か何かはしてらっしゃるんでしょうか。 

【伊藤医療政策課長】 歯科衛生士の確保につき

ましては、確かに求人に対しまして求職される

方が少ないという状況が続いております。 

 ただ、どのくらい県内で足らないかというと

ころにつきましては、県としても、まだ調査が

できていないところでございます。全国的には、

歯科衛生士の数につきましては、かなり多くな

っておりますけれども、地域的な偏在も含めま

して、県あるいは県の歯科医師会と一緒に、ま

ずは状況を把握してまいりたいと考えておりま

す。 

【中島(浩)委員】 数字的なものが把握できない

というのは、まず、できれば把握していただい

て、大体どの程度、今後必要になってくるのか

と、職種としてのアピールが少ないんじゃない

のかという思いがあります。 

 例えば介護でしたら、高校でも一生懸命、高

校で今度、保健科をつくられたりとかいろんな

形で、介護が足りないんですよという県のアピ

ールがあるんですけれども、離島なんかで言え

ば、医師とかそういった形も出てくるんでしょ

うけれども、そういったアピールの仕方という

のを歯科医師会の皆さんとも協議しながら、ど

ういった形で、今後、本県としての人材不足が

この程度ありますと、そうしたら、県としても

こういった取組が必要だし、職種としてのアピ

ールといいますか、そういうのもあわせてやっ

ていただきたいと思うんですけれども、いかが

お考えでしょうか。 

【伊藤医療政策課長】 歯科衛生士につきまして
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は、県内の就職率も高い状況でございますので、

まず、地元で働いていただくということも含め

まして、学生に対する健康教育の必要性でござ

いますとか、専門学校への情報提供に、県の歯

科医師会とともに、どういう形で取り組んでい

ったらいいか、検討してまいりたいと思ってお

ります。 

【中島(浩)委員】 一時期建設業が、型枠とか鉄

筋が足りない時に、どうしようかということで、

従来もやっていたんですけれども、例えば「土

木の日」を設けてキャンペーンをやったりとか、

業種的なもののやりがいというのを起こす、そ

ういったイベントとか、チラシなりもやってい

いんじゃないかと思いますので、顕著に将来的

数字が出ると、早急に取り組んでいただくと思

いますし、そういった考えも、一定考えの中に

入れていただければと思いますので、どうかよ

ろしくお願いしたいと思います。 

【ごう委員】 まず、手話言語条例の制定につい

て、お尋ねをさせていただきいと思います。 

 陳情に対する県の対応というところにも載っ

ておりましたけれども、今現在、日本国内では、

およそ200の自治体で言語条例が制定されてい

る現実があります。九州の中では佐賀県、それ

から沖縄県、県としては制定されておりまして、

そして、そのような中、長崎県では今年の1月

に大村市、そして4月に諫早市、佐世保市が手

話言語条例を制定いたしました。長崎県につき

ましては、昨年の9月ぐらいから県のほうに要

望が上がって、県と関係する団体や協会との意

見交換が始まっているというふうに私は認識し

ております。 

 この陳情・要望の対応についてというのを見

させてもらった時に、「関係者との意見交換会

や他県の状況調査等を行い、条例制定後の課題

や問題点の整理を行っているところですが、今

後も条例制定を含め、県民が受け入れ、浸透し

やすい施策を検討するため、意見交換を定期的

に実施したいと考えております」というふうに

結ばれております。 

 実際、意見交換が始まって1年3カ月が経過し

ているんですけれども、現段階としての進捗の

状況、今出てきている問題、課題などについて、

まずそこをお知らせいただきたいと思います。 

【桑宮障害福祉課長】 手話言語条例につきまし

ては、平成30年10月現在で、都道府県では24

の道府県で既に制定をされております。 

 要望のほうの資料にもありましたように、私

どもは、当事者の団体であるろうあ協会ですと

か、手話通訳者の団体を交えた意見交換会をし

まして、条例に求めることですとか、それだけ

ではなくて、ろう者の方々、あるいは手話通訳

の方々が抱えている課題について意見交換をし

てまいったところでございます。 

 現時点で条例制定という意思決定をしている

状況ではございませんが、引き続き、団体と意

見交換をしまして、6月に意見交換をしており

ますが、今までは団体の意見を中心にお聞きし

てきたんですけれど、そのときは、もう少し県

の考えを交えた意見交換がしたいという話を団

体のほうからもいただいておりますので、いた

だいている課題を、今度は解決するには、県が

どうしたらいいか、あるいは県民にどう働きか

けていったらいいかといったところも含めて、

次回以降の意見交換会で議論を深めていきたい

というふうに考えております。 

【ごう委員】 今の課長の答弁を聞いておりまし

て、いつになったらできるんだろうと、私は感

じるんですね。県がいつを目標にこの意見交換

会を重ねているのか、そして、関係者の皆様方、
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本当に必要性を感じているからこそ、この意見

交換会を要望して、昨年の9月から始めている

と思うんですね。じゃ、これまでに何回意見交

換を行って、その中で具体的にどういった課題

が出てきているのか、その課題についてクリア

するために何が問題なのか、それが明確になっ

ているものがあれば、今教えていただけません

か。 

【桑宮障害福祉課長】 意見交換会については、

今まで6回開催しております。 

 課題につきましては、幾つかの分野に分かれ

るんですが、一つは、意思疎通手段の面では、

やはり手話通訳が不足しているといったご意見

をいただいております。 

 それと、日常生活の中で、地域で手話を理解

していただける人がやはり少ないものですから、

なかなか必要な情報が入ってこないといったご

意見をいただいております。 

 また、いろんな場面で民間事業者のサービス

を利用する場合もあるんですけど、例えば耳が

不自由な方は筆談で会話ができるだろうとお考

えの方も多いんですけど、手話を使われる方に

は、文字言語が理解しづらい方もいらっしゃる

ので、そういった個々人の特性に合った対応を

していただければ非常に助かるといったご意見、

あと、行政のほうの情報発信をもっと充実させ

てほしいとか、さまざまな意見をいただいてお

ります。 

 今まではその課題に関して、我々と団体だけ

で話をしてきたんですけど、もう少し意見を聞

く幅を広げて、例えば民間事業者にお話を聞い

てみるとか、意見交換をしてみるとか、そうい

った試みも必要ではないかと考えている次第で

す。 

【ごう委員】 今ご答弁いただきました、手話の

通訳者が不足している現状だったり、また、手

話の理解者が地域の中に少ない、そういった課

題がたくさんあるということを、今、この6回

の意見交換の中でいただいているということな

んですが、実際、こういった問題を解決するた

めに、私はこの手話言語条例というものの制定

が必要なのではないかと思っているんですね。

そう思っている自治体が多いからこそ、今、都

府県で24、そして、市のレベルだと152市がも

う今制定をしています。県内でも3つの自治体

が制定をしたということは、やはり手話を言語

として、コミュニケーションの唯一の手段とし

てらっしゃる方が必要に迫られて、これを要望

していると思うんですね。 

 であるならば、今まで1年3カ月の間、6回意

見交換をされて、この1年3カ月たった段階で、

事業者の意見を聞いてみる必要があるとかと言

っているのは、私は、少し遅過ぎるのではない

かと思いますので、いつまでに制定するとかと

いうことをやはり明確に決めていただいたほう

がよろしいのではないかと思いますし、県が率

先して条例を制定することによって、今、制定

している大村、諫早、佐世保、この3市以外の

市町でも条例の制定が進むのではないかと思わ

れます。ですので、そういったところをもうち

ょっとスピード感を持って、そして、区切りを

持って、いつまでに制定するんだという覚悟を

持って、県のほうにも取り組んでいただきたい

と思いますが、ご見解をお聞かせください。 

【桑宮障害福祉課長】 現時点で、いつまでに策

定するというスケジュール感等は持っていない

ところであります。 

 団体のほうからも、ただ、単純に条例をつく

るだけでなく、やはり手話の必要性について、

県のほうもきちんと理解した上で策定をしてい
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ただきたいと、自分たちは策定を急いでいるわ

けではないんだ、理解をちゃんと深めてから条

例をつくるという判断をしてもらいたいんだと

いうふうなお話もいただいております。 

 もちろん、スケジュール感がない、あるいは

検討のペースが遅いのではないかというご指摘

については、私どももきちんと受け止めて、今

後の対応に生かしていかなければいけないと思

っております。 

【ごう委員】 この件に関して、今、課長のおっ

しゃることもわからないところもないではない

んですけれども、現在、この条例制定に向けて

要望が上がった時、それから、意見交換が始ま

った時、こども政策局長の園田さんが担当され

ていたと思いますし、部長もこのことはよくご

存じだと思うんですね。ここで部長として、こ

の件に関しての認識とか見解、また、覚悟とか

をお聞かせいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

【沢水福祉保健部長】 手話言語条例の制定につ

いては、これまでも要望もありますし、議会で

の一般質問もありますし、私も答弁させていた

だきました。 

 条例をつくれば、それでいいのかというよう

なことが、我々の一番の根本的に解決する問題

だと思っておりまして、昔、中小企業振興条例

というのもありましたけれども、それは市町の

ほうでもつくっていく。そうしたら、一番住民

に身近なところの基礎自治体のほうでつくられ

るほうが一番いいのかなと思っていまして、そ

うしたら、そこの条例と、また、県として条例

をつくるというのが、何のためにつくるのか。

そこは、障害福祉課長も答弁がありましたよう

に、やっぱり条例をつくることを理解した上で

つくっていくというのが必要だと思っておりま

して、当然、それは関係者の団体の方たちと話

をする中で、じゃ、この条例は何のためにつく

るんだという話の中で、やっぱり意見を聞く範

囲を広げて、よりよいものにやっていく。単純

につくるだけであれば、簡単に、それはできる

と思います。 

 ただ、本当にそれでいいのかというようなこ

ともございまして、我々はそこをいろいろ考え

ながら、単につくるだけじゃなくて、本当に何

のためにつくるんだと、そこを一生懸命、今、

内部で議論しているところでございますので、

そういうことを踏まえて、しっかり検討はして

いきたいと思っています。 

【ごう委員】 わかりました。そうですね。何の

ためにというのが、やっぱり一番重要かと思い

ます。でも、一番重要なのは、誰のためにだと

思いますので、ご要望がこれだけ上がっている

ということをまずベースに置きながら、スピー

ド感を持って対応していただきたいと思います。 

 続きまして、障害者芸術祭のことについて、

少し聞かせていただきたいと思います。 

 先日、12月9日に時津町のとぎつカナリーホ

ールにおきまして、第19回長崎県障害者芸術祭

が開催されました。今回も、時津町のこのカナ

リーホールが満席になるぐらい多くのお客様が

ご来場されまして、大盛況だったと思います。 

 そして、今、障害者芸術祭の中で、ベートー

ベンの「第九」を障害のある方もない方も一緒

に歌うということが、理解を深めるための一番

の大きな目玉といいますか、目標としてやって

いらっしゃるところだと思います。 

 そしてまた、会場内にもポスターの展示とか、

作文を募集したりとかということで、より障害

者への理解を深めていこうと、そういう取組を

していらっしゃるということはよくわかるので
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すが、ただ、私がここ数年、この芸術祭に足を

運ばせていただく中で、やはり疑問に思ってし

まうことがあるんですけれども、会場いっぱい

に人は溢れてはいるんですが、そこに来てらっ

しゃる方々は、障害者当事者か、家族か、施設

の方か、団体の方か、これが大半だと思うんで

すね。 

 じゃ、この目的として、障害者の社会参加と

か自立ということがまず第一ですけれども、県

民への障害への理解を深めるというのも目的の

中に入っているのであるならば、もっと関係者

ではないか方々に、どうこの芸術祭に足を運ん

でいただくのかということに目を向ける必要が

あるのではないかと思っておりますが、そのあ

たり、今、第19回を終わってみての県の見解は

いかがでしょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 委員のお話にもありまし

たように、この前の日曜日に、第19回の障害者

芸術祭を時津のカナリーホールで開催いたしま

した。客席のほうもかなり満杯で、あと、出し

物のバリエーションも、ダンスあり、楽器演奏

あり、かなり幅広いものがありまして、障害者

の文化芸術活動の振興ですとか、社会参加を促

すという意味では、非常によい場になっている

のではないかというふうに考えております。 

 ただ、委員がご指摘されたもう一つの目的で

ある、障害者の県民全体への理解を深めるとい

う点で、私どももラジオとかテレビを通じて、

障害者芸術祭の広報等もやらせていただいてい

ますが、統計的にデータをとっているわけでは

ありませんが、私の肌感覚としても、委員のご

指摘と同様かなと思っております。 

 今までの広報のやり方でこういう現状になっ

ておるというところは、率直に反省をいたしま

して、さらに、今まで足を運んでいなかった人

たちにどう足を運んでいただけるかというのは、

第20回、また1年後ございますので、それに向

けて検討していきたいと考えております。 

【ごう委員】 ありがとうございました。ぜひ、

本当に今まで足を運んでいない方々にいかに目

を向けてもらうかということを考えていただき

たいと思います。 

 ある例になりますけれども、平成17年だった

と思いますが、大村のシーハットで行われた時

には、障害者芸術祭をＮＢＣラジオが会場から

生放送をいたしました。そのときは、ゲストに

平原綾香さんをお招きして、一般の方々に多く

ご来場いただいた経緯があるんですね。恐らく、

そのときは周年行事だったのか何かわかりませ

んが、多分、予算があったからできたんだとは

思いますけれども、でも、それは私はすごくよ

かったと思うんですよ。今まで、本当に障害者

の方と触れ合う機会がなかった方が、平原綾香

さんのコンサートに行こうということで来てい

ただいて、そこでたくさんの車いすの方とか、

その他の障害の方々のお姿を見て、その方々が

頑張っている姿を見て、多分、何か心に思うこ

とがあったんだと思うんですね。そういったや

り方の工夫というのは、そろそろもう一度見直

すべきではないかと思っていますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、もう一点、障害者芸術祭で、こう

いったすばらしいパンフレットを頂戴いたしま

した。受付で配っておりました。ポスターと作

文を募集して、これが一冊の冊子になっていま

す。後ろには、障害者に関するマークのこうい

った説明なども載っていて、これを私はもっと

多くの、障害に関係のない皆様方の手に届かせ

ていただけないかと思っておりますが、これは、

例えば募集した小学校とか、中学校とかにお配
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りしたりしているんですか。 

【桑宮障害福祉課長】 応募していただいた学校

には送付をいたしております。 

【ごう委員】 多分、これは県内全校に、作文と

かポスターとかの応募はかけているんですね。

その中で見ると、応募数は若干少ないかなと思

っております。県下全域に出している割には応

募数が少ないので、もう少しそのあたりの工夫

も必要ではないかと思いますので、お願いした

いと思います。 

 時間がないので、もう一個、次の項目にいか

せてください。 

 障害者基本計画の中で、1点だけお聞きした

いことがあります。 

 20ページの③、医療的ケアが必要な在宅小児

等の支援ということで、「周産期母子医療セン

ターの長期入院児が、可能な限り地域で療育・

療養するために、医療的ケアが必要な小児に対

する在宅医療体制を整備します」と、簡単に2

行書かれております。これについて確認をとら

せていただきたいんですが、在宅医療体制を整

備します、具体的にどのようなことを、どのよ

うに整備していくのかということをまずお聞か

せいただけますか。 

【伊藤医療政策課長】 医療的ケア児ということ

で、診療科といたしましては小児科なんですけ

れども、実際、在宅医療、訪問医療を行ってい

るドクターは内科医が中心に行っております。

まず、ここの小児科と内科医の連携が一つ必要

ではないかと思っております。 

 もう一つ、訪問看護師でございますが、訪問

看護ステーションから看護師の派遣をしており

ますけれども、なかなかこういう医療的ケア児

に対する知識をお持ちの訪問看護師の方は少な

いという状況でございますので、ここにつきま

しては研修を、訪問看護ステーションの看護師

の方に受けていただくというようなことも考え

ております。 

【ごう委員】 在宅の小児科を育てていくという

こと、それから、訪問看護師を育成していくこ

とが重要だということで、私も本当にそこが一

番足りてないと思っているんですね。 

 今年の9月に、県北で医療的ケアの在宅小児

を考えるセミナーが開催されて、そこにはドク

ター、看護師、薬剤師が120名参加して、こう

いった会が行われております。こういったセミ

ナーとかを行うことは非常に重要だと思うんで

すが、じゃ、実際セミナーを受講したから、明

日から医ケア児を看ようということにはならな

いと思います。看られないと思うんですね。な

ので、やはり育成の体制づくりというものをも

う少ししっかり持たないと、いつまでたっても

増えていかないと思います。実際に発達障害児

を診られるドクターを増やしましょうというこ

とで、予算をつけて取組が行われておりますが、

じゃ、発達障害児を診られる病院が増えたかと

いうと、実際増えてないですよね。 

 だから、そこをいかに早く増やすかというこ

とをもう少し具体的に体制をつくっていかない

と、増えないと思いますし、また、小児の医療

的ケアができる看護師の育成というのも非常に、

今、現状では難しいです。訪看ステーションの

看護師さんに研修を行おうと思ってもなかなか

できない。であるならば、どこで研修をするの

かというと、やっぱり学校だったり、看護協会

が今運営をしているような、ああいう研修施設

であったりというところに、そういうプログラ

ムを一つ入れないと、なかなかこれは増えてい

かないと思いますので、そのあたりについての

見解はどうでしょうかね。私の今の提案に対し
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て、いかがでしょうか。 

【伊藤医療政策課長】 まず、医療的ケア児の対

策につきましては、医療分野からの考え方とい

たしましては、ＮＩＣＵの満床を解消させると

いうところからの取組でございましたので、今

までは長崎大学病院、あるいは長崎医療センタ

ーの取組がほとんどでございました。 

 これを、これだけの取組ではなくて、まずは、

県の小児科医会、あるいは県の看護協会を巻き

込んで、この医療的ケア児の体制に取り組んで

いかないといけないということで、来年度から

の事業に向けて、今、関係団体と調整をしてい

るところでございます。 

【ごう委員】 ぜひそのあたりをしっかりと進め

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 そして、もう一点、長崎県医療的ケア児でホ

ームページとかネットで検索をすると、医ケア

が必要な在宅小児への支援事業というホームペ

ージが出てくるんですね。この支援事業自体が

平成27年から行っていますということで書か

れていて、昨年の11月で更新が止まっておりま

す。私たち医ケア児を育てているお母さんたち

がネットで検索する中で、多分、こういうのを

ずっと見ると思うんですが、この事業自体がど

うなっているのかということを一つ教えてくだ

さい。 

【伊藤医療政策課長】 これまでの事業につきま

しては、平成27年度から平成29年度まで3カ年

の事業といたしまして、長崎大学病院、長崎医

療センター、それから、みさかえの園むつみの

家、この3者が連携した形でその体制をつくっ

ていこうということで事業を実施しておりまし

た。 

 これを、今年度から少し見直しまして、長崎

大学病院、長崎医療センターだけではなくて、

まず、県の看護協会も含めたところで事業を実

施しているところでございます。 

 これを、また来年度からは、これに加えて県

の小児科医会も参加したところで体制づくりを

していきたいと思っています。 

 ホームページの更新につきましては、早急に

対応したいと思います。 

【ごう委員】 ぜひ、来年度からの体制をしっか

りと構築していただくということに、私は非常

に期待をいたします。そして、ホームページを、

本当に困っている方々が見やすいような、情報

を得やすいような状況を一日も早くつくってほ

しいと思います。 

 時間ですので、最後に一言だけ言いますが、

今回、県のパブリックコメントの中で、この青

いファイルのアルコール健康障害対策について

は12月からパブコメをもらうということにな

っていますが、こちらの障害者基本計画のほう

については、パブコメでは載っていませんでし

た。ぜひこちらのほうもパブリックコメント、

いろんな方々のご意見をもっと幅広く得るべき

だと思いますので、それもやっていただきたい

と思いますので、要望として終わらせていただ

きます。 

【桑宮障害福祉課長】 障害者基本計画のパブリ

ックコメントについても、今月開始をすること

にいたしております。申しわけございません。 

【浅田副委員長】 今日はいろいろと質問が出て

いる中で、まず、クラウドファンディングにつ

いて、若干お尋ねしたいんですが、私の記憶に

よると、これは6月定例会の時には、目標額570

万円ぐらいではなかったかなと思っておりまし

た。それで、450万円になっていて、実数が100

万円であると。6月定例会の冒頭の知事におい
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ても、これは県民や市町に、健康長寿日本一を

広げる意味においてもしっかりとやっていくと

いうようなのがあったんですね。 

 そんな中でかなり少ないなと、56人。56人の

うち10万円を寄附した人が4人、5万円が2パタ

ーンあって、1つがゼロで、1つが4人とかと、

それぐらいの数字だったわけですよ。 

 さっき課長が、1,000人の方たちはサイトを見

ました。まさか2カ月で1,000人で十分だと思っ

てらっしゃるのかどうなのか、そういったすべ

て、やる上においての目標値のあり方、それか

ら、県だから1,000人で許されるのかどうなのか

も含めて、どういうような思いでやったのか。

これは行政がやるからということで、ものすご

く意味を持ってやったはずだったにもかかわら

ず、何かすごくしぼんでいった感じだと、今後、

よりいろんなところでやりづらくなってしまい

ます。 

 そもそものお覚悟の流れからすると、随分と

停滞したなという印象を先ほどの答弁でも受け

たんですが、改めてお伺いしたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 クラウドファン

ディングにつきましては、当初、大きな目的と

しましては、当然、サポートメイトの活動経費

ということもあったんですけれども、より多く

の方々に県の取組を知っていただきたいという

点がございました。 

 先ほども、約1,700名の方にご確認いただいた

というところでありまして、私どもが、今回反

省しておりますのは、このページを見ていただ

いた方がご支援につながってないというところ

があるため、実際にページを見たんだけれども、

それを金銭面で応援しようというところまで、

なかなかページの内容とかによって持っていく

ことができなかったということを考えておりま

して、そこが課題だと考えております。 

 具体的には、返礼品等について、より魅力あ

るものにする工夫が必要だったのではないかと

か、また、県外を含めた広範囲の方々に興味を

持ってもらうには、ＳＮＳなどの活用が必要だ

ったのではないかという課題を改めて思ったと

ころであります。 

 今回は、私どもはこのクラウドファンディン

グの結果によりまして、この範囲内でできる限

り事業実施に支障がないようにしていきたいと

考えておりますけれども、このクラウドファン

ディングの課題とか、認識しております課題等

につきましては、県の担当部局等にもお伝えを

して、共有していきたいと考えております。 

【浅田副委員長】 1,700人がサイトに訪れた、

ビュー数とかは分析していますか。どれぐらい

のビュー数があって、そこの中身がどうだった

かというところまで踏み込んでやられたりして

いますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 まだそこまでの

分析は行っておりません。 

【浅田副委員長】 そういうことだと思うんです

ね。これは6月定例会の時にもさまざまな委員

から、クラウドファンディングをやることが悪

いわけではないと。ある意味、応援はしたいと

思っています。しかし、行政が初めて長崎県で

やるとするならば、それなりの覚悟なり、きち

んとしたものがないと、逆にやってしまって、

「えっ」て、「やっぱり行政だから」と。1,700

人がサイトに訪れた、その後の分析もしていな

い。何のためにそういうことをやったのか。そ

ういうことをやるために、こういう新しいツー

ルを使ってわざわざやられているにもかかわら

ず、だとするならば、そのサイトをつくった費

用だったり、返礼の物のオリジナルランチョマ
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ットだったり、オリジナルグッズだったりとか

ありますよね。そういうものをつくっていく費

用だったりとか、個数をどれだけつくったかも

よく説明がないのでわからないですけれども、

逆に言うと、損したんじゃないのかなというの

が、私はぬぐい去れないんですが、そのあたり

はどうなんでしょうか。 

【小田口国保・健康増進課長】 返礼品につきま

しては、当初からお示ししておりますとおり、

来年2月に配付ということで準備をしていると

ころであります。ここは、当初からの予定のと

おりで進めております。 

 また、クラウドファンディングを実施した意

義なんですけれども、確かに、今回は目標に達

することができませんで、課題としては、先ほ

ど申したようなことを改めて認識しているとこ

ろなんですけれども、他の自治体でもクラウド

ファンディングを実施しているところはあるん

ですけれども、目標額に達していない団体もあ

り、そういうことも含めて、今回の経験、課題

をつなげていきたいと思っております。 

 また、詳細な分析につきましては、これが終

わって、今からデータ等の提供もありまして、

分析も引き続き行っていきたいと思っておりま

す。 

 先ほど1,700名の方と言ったのは、まずは、わ

かっているデータとしましてお示ししたもので

ありまして、その後の分析等については、今後

も行っていきたいと思っております。 

【浅田副委員長】 これ以上言ってもというとこ

ろではあるんですが、やっぱりなぜやるのか、

やるからにはという目的等々をしっかり見据え

ていっていただかないと、今後、例えばほかの

部署においても、せっかくこういうクラウドフ

ァンディングをと思っても、そこが進みづらか

ったりとか、県がやったって、結局というふう

になってしまうと、様々なところにマイナスの

波及になってしまうこともあろうかと思います。

せっかくやったんであれば、ある意味、失敗だ

ったかもしれませんよね、目標額の4分の1。私

の中では570だったかなと思っていた、議事録

に残っているので、多分、そこから既に減って

いるのかなというところも、後で教えていただ

きたいんですが、いずれにしても、かなり減ら

してしまった部分等々の分析、2月に返礼品を

となっているんですけれども、あまりにも個数

が少ない。逆につくると、すごくお金がかかっ

てしまうんじゃなかろうかと思うこともあった

りするものですから、そういったところをどう

やってやろうとしているのか、どのような経費

でやっていくのか、また細かくお示しいただけ

ればと思っています。 

 あと2点ほど。ユニバーサルツーリズムにつ

いてお伺いをしたいんですが、障害者基本計画

の33ページの中に、ユニバーサルツーリズムの

普及促進と、今後、普及推進をしてまいります

ということで書かれてあります。これは、さま

ざまな計画の根幹による個別計画だとは思うん

ですけれども、たしか、この間の特別委員会の

中でも世界遺産とか、もともと観光施設ではな

かったところのユニバーサルツーリズムという

か、そういったものが進んでないとやりづらい

と、普及されてないというようなことがお示し

されていたかと思うんですけれども、その後、

これの数値目標等々というのが、しっかりした

形で、計画の中ではどのようになっているのか、

まず教えていただけますか。 

【桑宮障害福祉課長】 ユニバーサルツーリズム

の普及推進、33ページに記載がございますが、

この項目自体は観光振興課のほうで所管をして
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おりまして、取組についても観光振興課のほう

でなされることとなっております。 

 障害基本計画上は、数値目標の記載等は特に

していない状況です。 

【浅田副委員長】 所管は観光かもしれない。だ

けれども、やっぱり障害の部署とそこが横軸が

なっていないと、結局、それこそ何のための計

画ですかと。お互いそれぞれ障害の担当の部署

の方と観光の方が連携した上で、観光地におい

て、長崎はこれから観光でということを出して

いる流れにおいて、施設の中で、今あるところ

が不十分であって、未達成なところが多いかも

しれないけれども、何年後かにはどうしていく

んだというような、そういう明確なものがなく

て、言葉だけの普及推進では、やはり進まない

のではないかと思っているんですが、いかがで

しょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 観光振興課のほうで、例

えば成果指標として、バリアフリー用具の利用

者数ですとか、あるいはバリアフリーの観光周

遊ルートの開発数といった目標を持って取り組

んでおられるということをお聞きしております。 

 あとは、計画の中でどう進めていくか、ある

いは基本計画そのものにどういう記載をしてい

くかということにつきましては、もう一度観光

振興課のほうと協議いたしまして、適切な記載

に努めたいと考えております。 

【浅田副委員長】 もちろん、これは補完資料だ

ということはわかった上でお聞きをしているん

ですが、やはりそれぞれの部署が、そっちは観

光部署だから、こっちは障害のところで、では

なくて、この間、私の特別委員会のほうでも、

車いすに乗っている方が来て、さまざまな資料

を提示してくださいました。障害者の自分たち

が、実際問題どうなのかということをお示しい

ただいた上で、それを会合とかにも役に立てて

ほしいということで、資料の提出もさせていた

だいたわけですけれども、そういったところは、

横の部署とか、そういう協議会などにおいても

しっかりと反映をされているというふうに認識

してもよろしいでしょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 この障害基本計画につい

ては、所管部局も多岐にわたります。それぞれ

障害福祉課が中心となりまして、記載について

は、関係する部局と調整しながら記載をしてい

るところであります。 

 ただ、当然、検討が不十分ではないかとか、

あるいは調整が足りないのではないか、連携が

足りないのではないかという委員のご指摘も踏

まえまして、いま一度、全体的な記載について

は見直してまいりたいと思います。 

【浅田副委員長】 これは要望というか、意見な

んですが、もちろん補完資料かもしれないんで

すけれども、大事な部分においては、数値目標

的なことをしっかり示した上で持っていくとい

うようなことも必要なのではないかなというふ

うに、これも全体を読ませていただきながら、

感じるところでした。 

【浅田副委員長】 それと、もう一点お伺いをし

たいんですが、さっき中島(浩)委員のほうから、

歯科衛生士さんのお話が出ていたかと思うんで

すけれども、歯科衛生士さんととともに、最近

よく聞くのが、技工士さんが、長崎の中でも非

常に減ってきていると。健康を維持するには、

しっかりと歯を診てもらってというか、歯科医

師の分野でも非常に重要なことである、この技

工士がどんどん減っているところを、県として

はどのように、今後やっていくおつもりなのか

という質問を受けたものですから、現状等々を

教えていただければと思います。 
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【伊藤医療政策課長】 歯科技工士につきまして

も、先ほどの歯科衛生士と同じく、県のほうで

もまだ現状等についても詳しくつかんでいない

状況でございます。 

 ただ、確かに人口当たりの歯科技工士の数で

言いましても、減少しているところでございま

すので、現状を含めて、調査、検討してまいり

たいと思います。 

【浅田副委員長】 今のところはわかっていない

という現状であるということなんですけれども、

これからどんどん求められることがわかってい

る流れにおいて、その時がきてからではやっぱ

り遅いということを県としては認識していただ

いて、施策を打っていかなければいけないと思

いますので、いずれにしても、そういったとこ

ろの調査分析等々も今後はして、しっかりとご

報告をいただきたなというふうに思っておりま

す。 

 要望で終わります。 

【近藤委員長】 堀江委員、一問だけ何かあった

のでは。 

【堀江委員】 私の先ほどの住宅の確保の問題で、

県営住宅の優先入居の促進が、現制度にあるの

に、なぜ新しい制度にないのかという時に、1

番目に統一しましたとなるんですが、そうしま

すと、新設されるというのが主語にきているの

で、今、計画にある既存の住宅に対する状況が

どうなのかというのとは、また意味が違ってく

ると思うので、そこら辺については、例えば既

存の住宅も含めとか、文言を入れるとか、文言

については、それは検討していただくというこ

との理解でいいですか。その1点だけ確認させ

てください。 

【桑宮障害福祉課長】 委員のご指摘のとおり、

適切な表現になるよう、担当課と協議しまして、

表現を改めたいと思っております。 

 私のほうが不十分な説明を午前中いたしまし

て、申しわけありませんでした。 

【近藤委員長】 次に、公明党より、「認知症施

策の推進を求める意見書（案）」の提出の提案

を受けておりますので、事務局より、文案の配

付をお願いします。 

〔文案配付〕 

【近藤委員長】 それでは、麻生委員から、意見

書提出についての提案、趣旨説明をお願いしま

す。 

【麻生委員】 今回、「認知症施策の推進を求め

る意見書（案）」を出させていただきました。 

 ご存じのように、高齢化が進んでおりまして、

2025年では700万人ということが言われており

ます。認知症について、発症する確率も高くて、

今多くの問題にもなっております。 

また、「若年性認知症」は一部問題があると

いうことで、踏み込んだ取組もされております

けれども、これによって、今回私たちが出した

のは、政府に認知症施策のさらなる充実、加速

化を目指して、基本法の制定も視野に入れて、

4項目について検討いただきたいということで

ございます。 

 1つは、ここに書いておりますように、認知

症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を

制定いただきたい。 

 2点目には、認知症の相談業務、そういった

ことで認知症サポートの活用や居場所づくりを

推進する体制を構築していただきたい。 

 3点目には、若年性認知症の関係でございま

すけれども、本人の状況に応じた就労継続や社

会参加ができる環境の整備をお願いしたい。 

 4点目には、認知症の全国規模の疫学調査と

疾患登録に基づくビッグデータの活用を通じた
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様々な対策、次世代認知症治療薬の開発、そう

いったものについても取り組んでいただきたい

という、この4項目を求めて、長崎県議会とし

ても、ぜひこの意見書を採択願いたいというこ

とで、提案させていただきました。 

 以上、皆さんのご賛同、よろしくお願いいた

します。 

【近藤委員長】 ただいま、麻生委員から説明が

ありました、「認知症施策の推進を求める意見

書（案）」について、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 意見書の提出について採決を行

います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「認知症施策の推進を求める意見書」

については、提出することに決定されました。 

 なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願います。 

 以上で、審査が終了しましたので、福祉保健

部・こども政策局関係の審査結果について整理

したいと思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時５９分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ３分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 以上で、こども政策局を含む福祉保健部関係

の審査を終了いたします。 

 この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退出のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 本定例会で審査いたしました内容について、

12月18日（火）の予算決算委員会における文教

厚生分科会長報告、12月20日（木）の本会議に

おける文教厚生委員長報告の内容について協議

を行います。 

 それでは、審査の方法について、お伺いしま

す。 

 協議会については、本委員会を協議会に切り

替えて行いたいと存じますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ６分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ６分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 

 文教厚生分科会長報告及び文教厚生委員長報

告につきましては、委員の皆様の意見を踏まえ

て報告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時 ７分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ７分 再開 ― 
 

【近藤委員長】 委員会を再開いたします。 
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 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【近藤委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願います。 

 これをもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時 ８分 閉会 ― 
 

 

 



文教厚生委員会委員長　　近藤　智昭

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分）

原案可決

長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正する条例 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

長崎県立長崎図書館と大村市立図書館との合築により整備
する図書館の事務の委託に関する協議について

原案可決

長崎県総合計画チャレンジ２０２０の変更について（関係
分）

原案可決

第三期長崎県教育振興基本計画について（関係分） 原案可決

計　６件（原案可決　６件）

２　請　　願

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 3 号
教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとど
いた教育を求める私学助成請願

不 採 択

第 4 号 ゆきとどいた教育を求める請願 不 採 択

計　　２件（不採択　　２件）

番　　号 

番　　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成30年12月12日

　　　　議長　　溝口　芙美雄　　様

第 130 号 議 案

第 137 号 議 案

第 145 号 議 案

第 146 号 議 案

第 132 号 議 案

第 136 号 議 案

- 153  -
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 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１２１号議案 平成３０年度長崎県一般会計補正予算（第３号）のうち関係部分 

第１２７号議案 平成３０年度長崎県一般会計補正予算（第４号）のうち関係部分 

であります。 

 

はじめに、第１２１号議案 平成３０年度長崎県一般会計補正予算（第３号）のう

ち関係部分についてご説明いたします。 

 

 歳出予算は、 

  大     学     費             ２８０万 ２千円の減 

  私 立 学 校 振 興 費             １７７万 ８千円の減 

  合           計             ４５８万   円の減 

であります。 

これは、総務部職員の給与費について、関係既定予算の過不足の調整に要する経費

であります。 

 

次に、第１２７号議案 平成３０年度長崎県一般会計補正予算（第４号）のうち関

係部分についてご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

  大     学     費               ９万 ６千円の増 

  私 立 学 校 振 興 費              ２０万   円の増 

  合           計              ２９万 ６千円の増 
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であります。 

 これは、総務部職員の給与改定に要する経費であります。 

 

 この結果、平成３０年度の総務部所管の歳出予算総額は、 

  大     学     費         ２７億 １，３３６万   円 

  私 立 学 校 振 興 費         ８３億 ９，１７４万 ６千円 

  合           計        １１１億   ５１０万 ６千円

となります。 

 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１４６号議案「第三期長崎県教育振興基本計画について」のうち関係部分であり

ます。 

 

第１４６号議案「第三期長崎県教育振興基本計画について」のうち関係部分につい

てでありますが、現在の第二期長崎県教育振興基本計画が今年度末に終期を迎えるこ

とから、新たに平成３１年度から５年間の教育の振興に関する基本的な方向や具体的

施策等を計画として定めるため、長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決

事件と定める条例第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 

 

次に、議案外の主な所管事項についてご説明します。 

 

（長崎県立大学の次期学長について） 

 長崎県立大学学長選考会議（宮脇雅俊 議長）は、去る１１月２日に、今年度末で任

期満了を迎える太田博道学長の後任として、元副学長の木村務氏を次期学長として選

考したことを発表しました。 

木村氏は、学長代行や副学長などの要職を歴任され、県立大学の教育や地域に根ざ

した取組に精通しておられることから、学長としてリーダーシップを発揮され、県内

就職率の向上に向けた取組や大学院再編など大学の重要課題を推進していただくとと

もに、教育の質的向上と研究の高度化を図り、魅力ある大学づくりを進めていただけ

るものと期待しております。 
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（長崎県教育大綱の策定について） 

長崎県教育大綱については、去る１０月２６日に開催した第２回総合教育会議の議

論を経て、本県の教育等に関する総合的な施策の根本となる方針として、新たな教育

大綱「豊かに育て ながさきの子どもたち」を策定いたしました。 

人口減少や少子高齢化の進行、グローバル化や技術革新の進展など、変化の激しい

社会の中で、確かな学力とグローバルな視野を身に付け、健やかでたくましい心と体

を持つとともに、ふるさとを愛し、本県の将来を担う人材を育成することを目指し、

「ふるさと長崎への愛着と誇りを持ち、地域社会や産業を支える人材の育成」、「確か

な学力を身に付け、自らの能力を充分に発揮できる人材の育成」など６つの柱を定め

ております。 

今後とも、知事と教育委員会がより一層連携し、本教育大綱に掲げた方針を共有し

ながら、教育行政を推進してまいります。 

 

（政策評価の結果等について） 

長崎県政策評価条例に基づき、施策評価、事務事業評価を実施いたしました。総務

部関係分については、お配りしている資料のとおりであります。 

施策評価については、「長崎県総合計画チャレンジ２０２０」が策定から３年目を迎

えることから、毎年度実施している事務事業評価等の結果も踏まえ、より広い視点か

ら施策の取り組み状況の途中評価を行い、総合計画の進捗管理、重点施策の展開、予

算編成等に活用することを目的に実施したものであります。 

総務部におきましては、総合計画に掲げる１０の戦略のうち、主に「戦略５ 次代

を担う子どもを育む」、「戦略６ 産業を支える人材を育て、活かす」に取り組んでお

り、関連する施策について途中評価を実施いたしましたが、その評価の概要について

は、資料としてお配りしているとおりであります。 

このうち主な成果としましては、私立学校の教育の振興と創意工夫による活性化策
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への支援に取り組んだ結果、魅力ある私立学校づくりが進んでおります。 

また、今後の主な対応方針としましては、私立学校への継続した支援を行うととも

に、県立大学において社会人基礎力を有する人材育成や卒業生の地元定着に取り組ん

でいくこととしております。 

事務事業評価については、６件の事業群評価調書により、１２件の事業を評価いた

しましたが、そのうち１件の事業が「終了」となり、４件の事業については、平成

３１年度に向けて「改善」の見直しを検討いたしております。 

なお、施策評価及び事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通じ、県

民の皆様にも広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、施策及び事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

（地方創生の推進について） 

地方創生に向けた平成２７年度から平成３１年度までの具体的取組等を示す「長崎

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」について、今後の新たな事業構築や事業の更な

る改善等に繋げるため、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の進捗状況や取組内容等を踏ま

え、平成２９年度における総合戦略に基づく事業等の評価・検証を行っております。 

総務部におきましては、総合戦略に掲げる１８の基本的方向のうち、「「人財県長崎」

の実現により「ひと」と「しごと」の好循環を生み出す」に取り組んでおり、関連す

る事業等について評価・検証を実施いたしました。 

県立大学においては、平成２８年４月の学部学科再編で情報セキュリティ学科を設

置し、高い専門性と実践力を身につけた情報セキュリティ技術者の育成を目指してお

ります。 

今後の方向性と致しましては、サイバーセキュリティ対策を学ぶセキュリティ演習

室を活用した授業、企業での長期インターンシップなど実践的な教育を進めるととも



 - 4 - 

に、情報技術に関する国家資格の取得を推進し、企業等の第一線で活躍できる人材の

育成に取り組んでいくこととしております。 

 

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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文教厚生委員会関係説明資料 
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【文教厚生委員会関係説明資料 総務部の４頁２行目の次に、次のとおり挿入】 

 

（平成３１年度の重点施策） 

平成３１年度の予算編成に向けて「長崎県重点戦略（素案）」を策定いたしました。

これは、長崎県総合計画チャレンジ２０２０に掲げる目標の実現に向けて、平成３１年

度に重点的に取り組もうとする施策について、新規事業を中心にお示ししたものであり

ます。このうち、総務部の予算編成における基本方針及び主要事業についてご説明いた

します。 

基本方針としましては、県立大学において、地域に根ざした実践的な教育等を通じて、

若者の地元定着を推進するほか、佐世保校の建替えなど教育環境の整備・充実を図るこ

とで、魅力ある、選ばれる大学を目指します。 

また、少子化の進行、グローバル化や情報化の進展など教育を取り巻く環境が変化す

る中、建学の精神に基づいた特色ある教育による魅力ある私立学校づくりを推進します。 

そのため、学部学科再編を踏まえた新たな機能を有する校舎への建替えにかかる事業

費として「県立大学佐世保校建設整備事業費」を、また、私立学校の教育力を一層向上

させる取組への支援として「学校力をパワーアップ 私立学校実践支援事業費」の予算

要求をしております。 

なお、平成３１年度当初予算に係る予算要求状況につきましても、併せて公表を行っ

たところであります。 

これらの事業につきましては、県議会からのご意見などを十分踏まえながら、予算編

成の中で更に検討を加えてまいりたいと考えております。 
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文教厚生委員会関係議案説明資料 
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 予算決算委員会・分科会でご説明いたしました予算議案の部分を除く福祉保健部関係

の議案につきましてご説明いたします。 

 

 今回ご審議をお願いしておりますのは、 

第１３６号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

第１４５号議案 長崎県総合計画チャレンジ２０２０の変更についてのうち関係部分 

の２件であります。 

 

 議案の内容につきましてご説明いたします。 

 

第１３６号議案「公の施設の指定管理者の指定について」につきましては、長崎県

難病相談・支援センター条例に基づき、「長崎県難病相談・支援センター」の管理   

運営を行う次期指定管理者を公募したところ、「特定非営利活動法人 長崎県難病  

連絡協議会」外１団体から申請があり、選定委員会において事業計画等について審査

を行った結果、同協議会を指定管理者として指定しようとするものであります。 

第１４５号議案「長崎県総合計画チャレンジ２０２０の変更について」のうち関係

部分については、長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める 

条例第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 

これは県政の指針として平成２８年に策定した「長崎県総合計画チャレンジ２０２０」

の数値目標のうち、「認知症サポーター、キャラバンメイト数（累計）」について、   

平成２９年度の進捗状況等を踏まえて、目標値の上方修正を行おうとするものであり

ます。 

 

次に、議案外の主な所管事項についてご説明いたします。 
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（健康長寿日本一の県づくりについて） 

 県民の皆様に元気で長生きをしていただくためには、県民お一人おひとりが、主体

的に健診の受診や生活習慣の改善などの健康づくりを実践していただくことが必要

であり、それらの取組を多くの関係団体が連携して支援し、県民運動として展開して

いくため、去る１１月３日に「健康長寿日本一長崎県民会議」を設置し、第１回目の

総会を開催しました。 

 会議では、生活習慣に起因する疾病や「運動」「食」などの生活習慣の状況、地域

間での健康課題の違いなど本県の現状・課題を共有するとともに、これらを踏まえて、

「健診」「運動」「食事」「絆」といった４つの柱の下に、各団体や県民の皆様に実践

していただきたい取組をお示ししたところであります。 

 県としましては、県民お一人おひとりの取組を進めていただくため、積極的に優良

事例等の情報発信に努めるとともに、引き続き、関係団体の皆様と連携・協力しなが

ら、県民の健康づくりに取り組んでまいります。 

 

（長崎県障害者基本計画及びアルコール健康障害対策推進計画の策定について） 

次期「長崎県障害者基本計画」については、国が定める障害者基本計画を基本とし、

本県の状況等を踏まえながら、長崎県障害者施策推進協議会において検討を進めてま

いりました。 

また、「長崎県アルコール健康障害対策推進計画」についても、国が定めるアルコ

ール健康障害基本計画を基本とし、本県の状況等を踏まえながら、長崎県依存症ネッ

トワーク協議会の専門部会において検討を進めてまいりました。 

これらの計画の素案については、県議会からのご意見を踏まえるとともに、今後、

パブリックコメントや関係団体等からの意見聴取を行い、本年度中に計画を策定する

こととしております。 
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（全国健康福祉祭への選手団の派遣について） 

 去る１１月３日から６日までの４日間、富山県において、高齢者を中心としたスポ

ーツ、文化、健康及び福祉の祭典である「第３１回全国健康福祉祭とやま大会」が開

催され、本県からは、スポーツ１９種目、文化３種目に計１４９名の選手が参加しま

した。 

 本県選手団の皆様は、日頃の練習の成果を十分に発揮され、スポーツ・文化の各種

競技で１１個のメダルを獲得されるなど、すばらしい成績をおさめられました。 

 県としては、今後とも、高齢者の生きがいを高め、健康づくりを進める活動への支

援等を通じ、高齢者の社会参加と活躍の促進に努めてまいります。 

 

（障害者スポーツ・芸術文化活動の振興について） 

去る１０月１３日から１５日までの３日間、福井県において第１８回全国障害者ス

ポーツ大会が開催され、本県からは個人６種目、団体３種目に計６９名の選手が参加

しました。連日熱戦が繰り広げられ、金１６個を含む３１個のメダルを獲得いたしま

した。特に、団体競技では聴覚男子バレーボールにおいて初となる銀メダルを獲得す

ることができました。 

引き続き、障害者スポーツの裾野拡大と選手・指導者の育成強化に取り組んでまい

ります。 

 また、来たる１２月９日に、時津町のとぎつカナリーホールにおいて、「長崎県障

害者芸術祭」が開催されます。今回で１９回目を迎え、毎回恒例となっているベート

ーベン交響曲「第九」の合唱を始め、障害者の芸術活動の発表及び芸術作品の展示等

を行い障害のある人とない人との交流を図ることとしております。 

今後とも、障害者のスポーツ・芸術文化活動の振興を図り、社会参加の促進に努め

てまいります。 
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（政策評価の結果等について） 

 長崎県政策評価条例に基づき、施策評価、事務事業評価、指定管理者制度導入施

設の評価、県政策評価委員会による外部評価を実施いたしました。福祉保健部関係

分については、お配りしている資料のとおりでございます。 

施策評価については、「長崎県総合計画チャレンジ２０２０」が策定から３年目

を迎えることから、毎年度実施している事務事業評価等の結果も踏まえ、より広い

視点から施策の取り組み状況の途中評価を行い、総合計画の進捗管理、重点施策の

展開、予算編成等に活用することを目的に実施したものです。 

 福祉保健部におきましては、総合計画に掲げる１０の戦略のうち、主に「戦略３ 

互いに支えあい見守る社会をつくる」や「戦略４ 生きがいを持って活躍できる 

社会をつくる」に取り組んでおり、関連する施策について途中評価を実施いたしま

したが、その評価の概要については、資料としてお配りしているとおりであります。 

 このうち主な成果としましては、２０２５年以降における地域に必要な機能を 

検討し、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図るため、地域の実情に合った

地域医療構想を策定するとともに、医療情報ネットワーク「あじさいネット」の  

機能強化などによる医療提供体制の充実を図りました。さらに、災害時の医療提供

体制強化のため、研修や訓練の実施による長崎ＤＭＡＴの養成を図り、平成２８年

の熊本地震発災時には、長崎ＤＭＡＴを熊本県に派遣したところです。 

 また、今後の主な対応方針としましては、県民一人ひとりが、生きがいを持って

いきいきと元気に活躍できる生涯現役社会を構築するため、健康長寿日本一を目指

した健康づくり対策などに取り組んでいくこととしております。 

事務事業評価については、２０３件の事業群評価調書により、１８２件の事業を

評価いたしましたが、そのうち９７件の事業について、平成３１年度に向けて、「拡

充」「改善」「統合」「縮小」「廃止」のいずれかの見直しを検討いたしておりま

す。 
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なお、施策評価及び事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通じ、

県民の皆様にも広く公表いたしております。 

今後、県議会におけるご論議を踏まえながら、施策及び事業等の企画立案、見直

しなどを実施してまいります。 

 

（地方創生の推進について） 

地方創生に向けた平成２７年度から平成３１年度までの具体的取組等を示す「長

崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」について、今後の新たな事業構築や事業の

更なる改善等に繋げるため、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の進捗状況や取組内容等

を踏まえ、平成２９年度における総合戦略に基づく事業等の評価・検証を行ってお

ります。 

福祉保健部におきましては、総合戦略に掲げる１８の基本的方向のうち、主に「元

気な高齢者の活躍を促進する」や「地域を創り、支え合うインフラ・サービスを活

性化する」に取り組んでおり、関連する事業等について評価・検証を実施いたしま

した。 

このうち、地域を支える安心ネットワークの整備につきましては、高齢者が住み

慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、市町における見守り協定の締

結促進と広域的な見守り機能の強化を図るため、県と民間事業者との協定締結を進

め、昨年度は９事業者、本年度は６事業者と締結いたしました。 

今後の方向性と致しましては、地域における日常的な安否確認や異変発見時の通

報体制の仕組を整備するとともに、ＩＣＴ・ＩoＴを活用した見守りシステムの導

入を進めることにより、多重的で機能的な見守り体制の構築を図ることとしており

ます。 

 

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を終わります。 
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よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 
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【文教厚生委員会関係議案説明資料 福祉保健部 ５頁２４行目の次に、次のとおり

挿入する。】 

 

（平成３１年度の重点施策） 

平成３１年度の予算編成に向けて「長崎県重点戦略（素案）」を策定いたしました。

これは、長崎県総合計画チャレンジ２０２０に掲げる目標の実現に向けて、平成３１

年度に重点的に取り組もうとする施策について、新規事業を中心にお示ししたもので

あります。このうち、福祉保健部の予算編成における基本方針及び主要事業について

ご説明いたします。 

平成３１年度は、「長崎県総合計画チャレンジ２０２０」における保健・医療・介

護・福祉分野の基本的な考え方や方向性を示すものとして策定した「長崎県福祉保健

総合計画（第４期）」の基本理念である「県民一人ひとりの尊厳が保たれ、ともに支

え合い、誰もが安心して健やかで生きがいのある生活を送ることができる地域」の実

現を目指し、次の３つの視点で、施策の充実・強化と新たな事業展開を図ってまいり

ます。 

１つ目は、人生１００年時代を迎え、また、本県の高齢化が全国よりも１０年早く

進んでいる状況を踏まえ、県民一人ひとりが、生きがいを持っていきいきと元気に活

躍できる生涯現役の社会を構築するため、健康長寿日本一を目指した健康づくり対策

と元気高齢者の活躍促進・社会参加支援を進めてまいります。 

２つ目に、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ

アシステムの早期構築や、誰もが住み慣れた地域で安心して医療を受けられるための

医療提供体制の整備、そのために必要な医療・介護人材の確保対策を推進してまいり

ます。 

最後に、障害者（児）や生活困窮者、認知症の方など、社会的配慮が必要な方々が

安心して暮らせるための支援の充実に取り組んでまいります。 
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なお、平成３１年度当初予算に係る予算要求状況につきましても、併せて公表を行

ったところであります。 

これらの事業につきましては、県議会からのご意見などを十分踏まえながら、予算

編成の中で更に検討を加えてまいりたいと考えております。 




















